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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（１１月２９日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ６ 

 １.報告第８号 上程 ·························································································   ９ 

   報告 

 １.議案第６８号～議案第７６号 一括上程 ·······················································  １０ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第７７号 上程 ······················································································  １３ 

   説明 

 １.議案第７８号～議案第８３号 一括上程 ·······················································  １７ 

   説明、質疑 

   議案第７８号～議案第８０号・議案第８２号・議案第８３号 総務文教委員 

   会付託 

   議案第８１号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第８４号 上程 ······················································································  ２２ 

   説明、休憩、全協、質疑、表決 

 １.議案第８５号 上程 ······················································································  ２３ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第８６号 上程 ······················································································  ２３ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第８７号 上程 ······················································································  ２５ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.請願第２号・陳情第５号 一括上程 ······························································  ２７ 

   総務文教委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ２７ 

 １.散  会 ·······································································································  ２７ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（１２月１０日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３０ 



 

 

－２－ 

 １.議案第７７号 上程 ······················································································  ３０ 

   意見陳述、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第８８号～議案第９０号 一括上程 ·······················································  ４４ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.一般質問 ·······································································································  ４８ 

   堀内 貴志 議員 ·························································································  ４８ 

   １ 新庁舎建設事業に関する住民投票条例案について  

    （１）新庁舎建設事業のこれまでの経緯～費やした月日、職員の労力や予算 

             の確認 

    （２）住民投票条例制定の必要性～市長の意見書の確認  

   ２ 日本遺産の麓地区の活性化対策について 

    （１）日本遺産認定の経緯とその目的～観光振興とまちづくりとの関係につ 

            いて 

    （２）日本遺産に認定された史跡の保存方法は 

   ３ 自動運転装置の車両の導入について 

    （１）全国で試験的に運用されている自動運転装置の取組について 

    （２）将来的な構想の中で本市に検討の余地はないのか 

   川越 信男 議員 ·························································································  ６０ 

   １ 青少年海外派遣事業～夢の翼について 

    （１）香港情勢の情報収集と現在の状況について 

    （２）派遣に対する子ども達や保護者の思いについて 

    （３）事業の実施について 

   ２ 地域振興計画について 

    （１）地域振興計画に係る取組について 

    （２）地域振興計画の策定について 

    （３）まちづくりの将来像について 

   ３ たるみず元気プロジェクトについて 

    （１）本年度の実施状況について 

    （２）前年度と本年度の特徴の違いについて 

    （３）広報たるみず１１月号掲載の２つのケースについて 

    （４）次年度に向けた啓発について 

   ４ 新庁舎整備事業について 

    （１）進捗状況について 

    （２）基本設計の安全性について 



 

 

－３－ 

 １.発言の取り消しについて ···············································································  ７０ 

 １.一般質問 ·······································································································  ７０ 

   池山 節夫 議員 ·························································································  ７０ 

   １ 人生会議について 

    （１）取組について 

   ２ 防災マップについて  

    （１）本城川の浸水想定区域の見直しについて 

    （２）市内の浸水想定と対策 

    （３）新しい浸水想定区域によるハザードマップの作成時期は 

    （４）新庁舎建設予定地の浸水対策について 

   ３ ウインドウズ７サポート終了について 

    （１）ウインドウズ７のサポートが終了するということで、今年度で予算を 

             計上していたが、現在の進捗状況はどうなっているのか。 

   ４ 文化会館について 

    （１）機器の老朽化について 

    （２）更新に対する見解 

   ５ 住民投票条例案について 

    （１）投票率の規定について 

    （２）民意について 

    （３）意見陳述について 

   前田  隆 議員 ·························································································  ８１ 

   １ 財政について～市庁舎建設後の財政 

    （１）令和元年度末の積立基金総額と市有施設整備基金の予想額はいくらか 

    （２）建設費概要３７億円に充てる市有施設整備基金と市債の内訳金額は 

    （３）市有施設整備基金取崩し後の基金積立て計画はどうなるか 

    （４）借金にあたる地方債残高と返済費の公債費はどれくらいになるか 

    （５）人件費・扶助費・公債費の増大で経常収支比率の維持・改善策はどう 

             するか 

   ２ 新庁舎建設について 

    （１）規模と建設費は大きすぎるとの声に見直しを検討すべきでは 

   ３ 放課後児童クラブ問題について 

    （１）本市の児童クラブの現状と待機児童の有無は 

    （２）新築予定の水之上児童クラブの概要と受入れ体制について 

   ４ 自然災害対策 



 

 

－４－ 

     （１）本城川等河川の堤防対策と土砂撤去要望に対し取組状況はどうなって 

        いるか 

    （２）災害弱者避難計画の個別計画の現状と課題について 

   梅木  勇 議員 ·························································································  ９１ 

   １ 消防団について 

    （１）組織と活動状況について 

    （２）火災等発生時の団員への伝達について 

    （３）団員の出動について 

    （４）団員の確保について 

   ２ 高齢者地域見守り対策について 

    （１）これまでの取組について 

    （２）更なる拡充を 

   ３ 働き方改革について 

    （１）認識推進について 

    （２）企業応援について 

    （３）市役所における対応は 

   新原  勇 議員 ·························································································  ９９ 

   １ プレミアム商品券について 

    （１）申込み率の状況は  

    （２）申し込んでから引換券が届くまでの時間がかかりすぎるのはなぜか 

    （３）これまでの取組状況は 

   ２ インバウンド用看板設置について 

    （１）ＱＲコードにした時の費用は 

    （２）翻訳機の導入について 

   ３ 認知症の取組について 

    （１）垂水市の取組は 

    （２）認知症サポーターについて 

    （３）認知症で徘徊する人について 

    （４）認知症予防体操について 

   ４ 土地開発基金の繰入について 

    （１）保育園・幼稚園の副食費と小・中学校の給食費を市が負担するとした 

             らどの程度必要か 

    （２）新たな子育て基金として活用できないか 

   ５ 市庁舎建設について 



 

 

－５－ 

    （１）地方債と合わせて使える補助金はないのか 

    （２）本予算と場所の特別議決は同時期に出すのか 

 １.日程報告 ······································································································· １０７ 

 １.散  会 ······································································································· １０７ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（１２月１１日）（水曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １１０ 

 １.一般質問 ······································································································· １１０ 

   感王寺 耕造 議員 ······················································································ １１０ 

   １ 災害復旧について 

    （１）市道元垂水原田線の山腹修復について 

      ア 市道柊原新城線の道路崩壊について 

      イ 市道垂水南１号線の山腹修復について 

      ウ 今後の対応と市単独実施の考えは 

    （２）災害復旧工事の未実施地区は、他にないのか 

   ２ 農地中間管理事業、人・農地プランについて 

    （１）農地中間管理事業の取組状況について 

    （２）人・農地プランの実質化（今後の取組）について 

    （３）農業委員会、土地改良区、ＪＡ等の連携について 

    （４）担い手の受入れ体制について 

    （５）ＩＣＴ農業の取組について 

   ３ 堆肥センターについて 

    （１）堆肥の販売状況は 

    （２）直近５年間の生ゴミの搬入状況は 

    （３）直近５年間の修理代は 

    （４）鹿屋市の堆肥センターは廃止の方向性と聞いているが本市の今後の方 

             向性は 

   ４ 家屋全棟調査・空家対策について 

    （１）家屋全棟調査後のデータの活用について 

    （２）空家の有効活用について 

    （３）老朽危険家屋の対策について 

    （４）各課横断的な対策ではなく専門化した担当部署を設けるべきでは 

    （５）お試し体験宿泊・地域の集いの場創設への助成の考えはないのか 

   池田 みすず 議員 ······················································································ １２１ 



 

 

－６－ 

   １ 道の駅たるみずはまびらについて 

    （１）オープンして１年が経過したが、これまでの交流人口について～当初 

             の見込みと比べてどうであったか 

    （２）マリンスポーツ施設の利用状況について 

    （３）１年間の市としての全体評価について 

   ２ 第７２回全日本フェンシング選手権大会について 

    （１）全国から参加される役員、選手等の参加人数について～本市の受入れ 

             体制など準備状況について 

    （２）おもてなしについて、特に工夫をされ力を入れられることはないか 

    （３）本市の物産等の販売計画について 

    （４）本市の小中学生に観戦させることは、教育的に意義があると考えるが 

             その対応について 

   ３ 「燃ゆる感動かごしま国体」について 

    （１）ラッピングカーを導入された経緯と目的について 

    （２）オリンピックに倣って、垂水市内を回る聖火リレーのような独自の取 

             組についての考えについて 

   ４ 豚コレラ等対策について 

    （１）本市の養豚農家戸数と飼育頭数についてと市のこれまでの対策につい 

             て 

    （２）今後の侵入防止策についての養豚業者への支援策について 

   ５ たるみず元気プロジェクトについて 

    （１）たるみず元気プロジェクトの意義（必要性）について 

    （２）現状の課題と今後の方向性について 

    （３）本プロジェクトの実施経緯について 

   持留 良一 議員 ························································································· １３４ 

   １ 新庁舎問題～問われている民主主義と住民自治の在り方   

    （１）新庁舎建設に関する住民投票条例案 市長の意見書（地方自治法第７４ 

             条第３項の規定による）について 

      ア 事業経過に関しての疑問～公平性と透明性の保障及び民意が反映さ 

               れる取組だったのか 

       （ア）外部検討委員会の役割と説明責任は果たされたのか。安全性では 

                 唯一「△」。理解と納得のできる説明が専門的視点からされたと 

                 評価されているのか。そして、市民との関係で説明責任は果たさ 

                 れたのか 



 

 

－７－ 

           （イ）市内公共団体枠の選出結果と「市民目線」（意見書より）による 

                 評価結果は可能だったのか 

           （ウ）内部検討委員会及び経営委員会（最高意思決定機関）の決定は、 

                 どのような方法（構成や参加者、全員参加・全員承認）で承認 

                 されたのか 

      イ 住民自治と民主主義という観点からの疑問。地方自治が遵守された 

               か。 

         「新庁舎建設は大変重要性が高い」と認識されていたが、そうであ 

               るならば、なぜ、「基本構想」への取組段階で、市民の声をアンケ 

               ート等でとらなかったのか。「構想」に反映できたと考える。本市 

               のとった手法は、結果として、検討委員会での「決定」を市民に理 

               解を求めるというもので、みんなで作り上げる「市民の参加と協働」 

               （市民との関係が積極的）というものではなく、受け身的（市民と 

               の関係が消極的）な取組になったのではないか。住民自治と民主主 

               義及び地方自治の本旨、さらに「行革大綱」の観点から問題だった 

               と考える 

      ウ 住民投票の成立要件の問題点 

      （ア）条例案には拘束力はなく、住民投票は地域の重要な政策について 

                 住民の意思を確かめるため実施されようとしている。「住民投票 

                 によって是非を問う事案については、広く市民の意思を確認する 

                 手段の一つと考えている」と議会で回答。この観点からも成立要 

                 件を規定することは必要ないと考える。 

   ２ 子どもの貧困問題と子どもの権利が守られ、安心して子育てができる希望 

         ある社会をつくるために 

    （１）子どもの貧困対策推進法が改正され、子どもの現在の生活を改善する 

             ための施策が求められることになった。そのため「子どもの貧困対策 

         計画」の策定への努力義務が求められることになったが、策定への考 

             えは 

    （２）就学援助制度の「改善」の必要性について 

      ア 本年度の「就学援助率」はどうであったか 

      イ どの点の改善が必要と考えているか（他自治体との比較も含めて）。 

               入学準備金の生活保護費基準の基準年齢は 

      ウ 今日の生活実態から考えて生活保護費基準の見直し（１.５倍まで等） 

         の必要性があるのではないか 



 

 

－８－ 

      エ 修学旅行費や給食費の徴収等保護者の生活に影響（立替払）を与え 

               るような問題はないか。 

    （３）学童保育所の職員の待遇改善の必要性（学童保育の目的・役割を果た 

             すために） 

      ア 安定した人材確保になっているか、必要な対策をどのようにとって 

               きたか。課題は何か。 

      イ 処遇改善の必要性と取組は 

   ３ 国保事業～市民の生活と命を守るために 

    （１）国保運営で国保都道府県単位化は実施されたが、厚生労働省は国会で 

        「一般会計の繰入れは（法定外）、自治体の判断でできる」、「生活 

             困窮者への自治体独自の軽減は問題ない」と答弁している。この趣旨 

       を徹底して国保運営にあたられることを求めるが、来年度の考えは 

    （２）「国保税の滞納に対する差押え禁止の基準や、滞納処分の執行停止に 

             おける生活基準」について（２０１７/７「都道府県ブロック会議」） 

      ア 国保税の滞納状況は 

      イ 上記の「基準」の的確な運用はされているか 

   ４ 観光予算の考え方 

    （１）自治体にとって観光振興の意義をどのように考えるか 

      ア 財貨が流入する仕組みづくり、地場産業の育成（域外への出荷等）、 

               住民サービスの向上の考え方について 

      イ 予算の要望と見直し（観光協会との意見交換）、体制の充実が求め 

               られた見解は。予算の特徴と他自治体との違いは 

      ウ 観光が地域にもたらしている経済効果を明らかにすることが、観光 

               政策への予算を検討できると考えるが見解を 

   北方 貞明 議員 ························································································· １４７ 

   １ たるみず乗合タクシーについて 

    （１）増便はできないのか 

   ２ 道の駅について 

    （１）道の駅たるみずはまびらがオープンしたが、１年間の来客数は。また、 

             道の駅たるみず、森の駅の１０月までの来客数は 

    （２）経済効果は 

    （３）道の駅たるみずはまびらの遊具について 

   ３ 土地開発基金について 

    （１）土地開発公社との違いと、今、なぜ土地開発基金を廃止するのか 
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    （２）土地開発基金を廃止し、基金３億７,０３７千円を一般財源に繰入れる使 

             用目的は 

   ４ 新庁舎について 

    （１）交付税措置８億円の根拠は 

    （２）３０年間の償還と聞くが、市の年間の返済額は 

    （３）仮に庁舎が新築された場合、新築後５年間の財政状況は 

   ５ 住民投票について 

    （１）市長は「住民投票は必要なし」と言われたが、署名の重みをどのよう 

             に考えているのか 

   森  武一 議員 ························································································· １５９ 

   １ 高齢者の交通手段確保に関して 

    （１）本市の運転免許返納の現状について 

    （２）運転免許返納者に対する本市の取組について 

    （３）公共交通機関の助成について 

   ２ 区域外・学区外通学について 

    （１）指定学校の変更認定基準と本市の現状について 

    （２）本市中学生の区域外就学について 

    （３）広報の充実について 

   ３ こもんそ商品券及びたるたる商品券事業について 

    （１）２商品券の販売状況と課題について  

   ４ 新庁舎建設について 

    （１）車座座談会の申込み状況について 

    （２）総事業費及びランニングコストについて 

    （３）新庁舎建設が経常収支比率へ与える影響 

    （４）新庁舎計画が公共施設等総合計画に与える影響 

    （５）パブリックコメントについて 

    （６）９月議会での位置変更の条例案及び予算同時提出要望に対する検討結 

             果について 

    （７）新庁舎のかさ上げについて 

    （８）平成３０年第１回定例会での設計予算について 

    （９）市長の「理解いただいている」について 

    （１０）正確な広報について 

    （１１）住民投票に対する意見書について 

   川畑 三郎 議員 ························································································· １７２ 
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   １ 降灰対策について 

    （１）桜島が活発な活動をしているが、降灰除去の対策は 

   ２ 農道・排水路の整備について 

    （１）飛岡地区の農道・排水路の今後の整備 

   ３ 庁舎建設事業について 

    （１）民意について 

    （２）住民投票について 

 １.日程報告 ······································································································· １８３ 

 １.散  会 ······································································································· １８３ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（１２月２３日）（月曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １８６ 

 １.諸般の報告 ···································································································· １８６ 

 １.議案第７７号～議案第８３号・議案第８５号～議案第９０号・請願第２号・ 

   陳情第３号・陳情第５号 一括上程 ······························································ １８７ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.意見書案第３号・意見書案第４号 一括上程 ················································ ２０９ 

   説明、質疑、表決 

 １.垂水市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について ······························· ２０９ 

 １.閉  会 ······································································································· ２１０ 
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令 和 元 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

１１・２９ 金 
本会議  

会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、 

討論、一部表決、一部委員会付託 

 委員会 桜島火山活動対策特別委員会 

１１・３０ 土 休 会   

１２・ １ 日 〃   

１２・ ２ 月 〃   

１２・ ３ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

１２・ ４ 水 〃   

１２・ ５ 木 〃   

１２・ ６ 金 〃   

１２・ ７ 土 〃   

１２・ ８ 日 〃   

１２・ ９ 月 〃   

１２・１０ 
火 本会議  

条例制定請求代表者意見陳述、質疑、委員会付託、 

一般質問 

１２・１１ 水 本会議  一般質問 

１２・１２ 木 休 会   

１２・１３ 金 〃 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

１２・１４ 土 〃   

１２・１５ 日 〃   

１２・１６ 月 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

１２・１７ 火 〃   

１２・１８ 水 〃   

１２・１９ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

１２・２０ 金 〃   

１２・２１ 土 〃   

１２・２２ 日 〃   

１２・２３ 月 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 
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２．付議事件 

件            名 

 

報告第 ８号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

議案第６８号 平成３０年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第６９号 平成３０年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７０号 平成３０年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７１号 平成３０年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７２号 平成３０年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７３号 平成３０年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７４号 平成３０年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７５号 平成３０年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７６号 平成３０年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７７号 市庁舎建設に関する住民投票条例 案 

議案第７８号 垂水市第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 案 

議案第７９号 垂水市第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第８０号 垂水市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第８１号 垂水市道の駅交流施設条例の一部を改正する条例 案 

議案第８２号 垂水市消防団条例の一部を改正する条例 案 

議案第８３号 垂水市土地開発基金条例を廃止する条例 案 

議案第８４号 垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第８５号 土地の取得について 

議案第８６号 令和元年度垂水市一般会計補正予算（第４号） 案 

議案第８７号 令和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第８８号 垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

案 

議案第８９号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第９０号 垂水市職員の給与に関する条例及び垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例 案 

選挙 垂水市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

意見書案第３号 家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所得税法第５６条

の廃止を求める」意見書 

意見書案第４号 国民健康保険料（税）引き下げへの国の対応を求める意見書 
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請願・陳情 

請願第 ２号 家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所得税法第５６条の

廃止を求める」意見書を国に提出することを求める請願 

陳情第 ３号 市庁舎建設に関する住民投票条例制定を求める陳情書 

陳情第 ５号 多額の費用を伴う住民投票条例によらない新庁舎建設促進を求める陳情書 
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令 和 元 年 第 ４ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日  
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本会議第１号（１１月２９日）（金曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  新 原   勇              ８番  感王寺 耕 造 

       ２番  森   武 一              ９番  持 留 良 一 

       ３番  前 田   隆             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  池 田 みすず             １１番  池 山 節 夫 

       ５番  梅 木   勇             １２番  德 留 邦 治 

       ６番  堀 内 貴 志             １３番  篠 原  則 

       ７番  川 越 信 男             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          農 林 課 長  楠 木 雅 己 

   副  市  長  長 濱 重 光          併    任          

   総 務 課 長  角 野   毅          農業委員会          

   併    任                   事 務 局 長          

   監査事務局長                   水 産 商 工  大 山   昭 

   企画政策課長  二 川 隆 志          観 光 課 長          

   財 政 課 長  和 泉 洋 一          土 木 課 長  東   弘 幸 

   税 務 課 長  港   裕 幸          水 道 課 長  園 田 昌 幸 

   市 民 課 長  鹿 屋   勉          会 計 課 長  野 村 玲 子 

   併    任                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   選 挙 管 理                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   委 員 会                   教育総務課長  紺 屋 昭 男 

   事 務 局 長                   学校教育課長  明 石 浩 久 

   保 健 課 長  橘   圭一郎          社会教育課長  野 嶋 正 人 

   福 祉 課 長  髙 田   総          国体推進課長  米 田 昭 嗣 

   生活環境課長  港   耕 作 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  榎 園 雅 司          書    記  松 尾 智 信 

                            書    記  海 田 康士郎 
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令和元年11月29日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから令和元年第４回垂水

市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において池田みすず議員、北方貞明

議員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る11月22日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から12月23日まで

の25日間とすることに意見の一致をみておりま

す。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から12月23日までの25

日間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和元年８月分、９月分及び

10月分までの出納検査結果報告がありましたの

で、写しをお手元に配付しておきましたのでご

了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。９月定例議会後の議会に報告すべき主な

事項について報告いたします。 

 初めに、９月と10月に発生しました台風第15

号と第19号による本市への直接的な影響はあり

ませんでしたが、関東地区を中心として東日本

各地では、堤防決壊等による洪水や土砂崩れな

どの災害が発生いたしました。 

 被災されました皆様をはじめ、関係者の方々

に心よりお見舞いを申し上げますとともに、犠

牲になられた方とご遺族の皆様方に対し、深く

お悔やみを申し上げます。 

 この災害を受けまして、本市では被災者・被

災地支援活動の一環として10月16日から11月15

日までの期間、市役所本庁、牛根支所、新城支

所の３カ所に義援金箱を設置いたしました。義

援金につきましては、34万9,054円が寄せられ

ましたので、垂水市社会福祉協議会を通じて被

災地へお届けしたところでございます。市民の

皆様のご善意に厚く御礼を申し上げます。 

 次に、土木関係についてでありますが、平成

28年台風16号で被災し、その後、長期間にわた

り通行止めとなっておりました中洲橋がこのほ

ど完成し、去る10月30日から通行が可能となっ

たところでございます。 

 被災後３年１カ月の間、市民の皆様には大変

ご不便をおかけいたしましたが、より強固な橋

が完成いたしましたので、安心してご利用いた

だけるものと考えております。 

 さらに、第75回国民体育大会のフェンシング

会場であります、垂水中央運動公園体育館の大

規模な改修工事もこのほど完了し、選手や関係

者をお迎えする準備が整ったものと考えており

ます。 

 次に、農林関係でございますが、農業委員会
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では、平成26年度より耕作放棄地解消事業に取

り組んでおり、これまでの６年間で８筆5,796

平方メートルの耕作放棄地を解消しております。 

 本年度は、田神地区において田865平方メー

トルの再生に取り組み、約半年かけて稲作を行

い、10月に収穫した米240キロを教育委員会に

贈呈していただきました。このことを受けまし

て、11月18日には農業委員などが垂水中央中学

校の給食に招待され、贈呈した米を炊いたご飯

を試食し、生徒との交流を深めていただいたと

ころでございます。 

 次に、企画政策関係につきましてご報告いた

します。 

 道の駅たるみずはまびらでございますが、今

月23日と24日の２日間、開駅１周年記念感謝祭

が開催され、各種イベントが開催されたことも

ありまして、約１万2,000人もの皆様に訪れて

いただき、物産館をはじめ、各テナントにおい

て、大勢の人で大変なにぎわいでございました。 

 また、これに先駆けて10月10日には、道の駅

に併設する形で魚の直売所や精肉加工所を備え

た販売店舗が民間事業者のご協力によりオープ

ンしたところでございます。 

 昨年11月、道の駅本体施設がオープンし、今

回、民間販売店舗が開業したことにより、当初

計画がほぼ完成したところでございます。引き

続き、道の駅たるみずはまびらを中心とした周

辺地域の活性化につながるよう官民連携しなが

ら、本事業の目的であります、交流人口の増加

に伴う収益の増加と雇用創出の実現に取り組ん

でまいります。 

 次に、地元企業との立地協定に関しまして、

本市の水之上地区にございますエスオーシー株

式会社と新工場建設に伴う立地協定を９月18日

に締結いたしました。同社は、本市の特産品で

あります温泉水を製造する企業でございますが、

オートメーション化された第２工場を建設され、

生産性の向上や労働環境の改善等を図りまして、

海外輸出を含む販路拡大を目指しておられます。

今後、事業拡大に伴い、新たな雇用の創出や地

域経済の活性化へ大いに貢献していただけるも

のと期待をしているところでございます。 

 新庁舎建設関連事業でございますが、11月１

日に垂水市新庁舎建設工事基本設計を決定し、

実施計画に着手しております。決定に当たりま

しては、基本設計案に対するパブリックコメン

ト、外部審議会からの意見書を確認しながら庁

内推進委員会で協議を重ねたところでございま

す。 

 また、新庁舎建設事業に関する理解促進や不

安解消に向けた取り組みであります車座座談会

の開催状況でございますが、これまで職員向け

等の開催も含め、40回開催し、827名の市民の

皆様にご参加いただきました。引き続き、新庁

舎建設事業の理解促進を図り、市民の皆様の声

を広くお聞きしながら、事業を進めてまいりた

いと考えております。 

 ９月26日に、市民団体から地方自治法に基づ

く条例の制定に係る直接請求の最初の手続でご

ざいます、条例制定請求者代表証明の交付申請

があり、選挙人名簿への登録を確認し、10月１

日付で条例制定請求代表者証明を交付するとと

もに、その旨を告示したところでございます。 

 その後、署名収集活動を経て、署名簿の提出、

署名簿の審査、縦覧があり、法定署名数であり

ます有権者の50分の１以上の839人分の有効署

名を添えて11月14日付で条例制定の本請求の提

出があったところでございます。 

 法定署名数を満たす有効署名数があり、また、

法定提出期間内の本請求でございましたので、

同日付で受理をいたしまして、本議会への条例

案に意見書を付して上程させていただいており

ます。 

 次に、水産商工観光関係についてご報告いた

します。 

 11月３日にキララドーム及び周辺にて秋の産
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業祭を開催いたしました。天候にも恵まれ、農

畜産物をはじめ水産加工品の販売や本市と交流

のある宮崎市佐土原総合支所の特産品等の出店、

また、恒例の本市特産品等が当たります大抽選

会を行うなど、大変なにぎわいでありました。 

 さらに、キララドーム周辺では、同時イベン

トといたしまして、第３回オールドカーフェス

を開催し、53台の名車に魅了されるなど、約１

万人の来場者で大盛況でありました。 

 次に、民泊型教育旅行におきましては、９月

末から11月にかけまして国内７校、約1,100人

の中学生、高校生をお迎えし、生徒と民泊家庭

において新たな出会いと思い出を育んでいただ

いたところでございます。 

 また、11月３日には、日本遺産登録を記念い

たしました着地型ツアーを実施し、37名の市外

からの参加者があり、本市の魅力ある観光スポ

ットを満喫していただいたところでございます。 

 11月22日からは、毎年恒例となっております

垂水千本イチョウ祭りを開催し、多くのお客様

が来園され、自然が織りなす金色のじゅうたん

をご堪能いただいております。なお、短期間で

はございますが、夜間においても午後６時から

９時までライトアップを行い、県内外から多く

のお客様が感動されているところでございます。 

 今後も多くの皆様に本市を訪れていただける

よう、引き続き誘客活動の充実を図り、観光情

報の発信に努めてまいります。 

 次に、保健関係について報告いたします。 

 市民の健康長寿や介護予防、子育て支援を推

進することを目的として実施しております、た

るみず元気プロジェクトによる健康チェックの

取り組み状況についてでございますが、本年度

16回の開催予定のうち、現在15回の健康チェッ

クを実施したところでございます。 

 11月10日の垂水中央病院で実施した15回目の

健康チェックまでに1,041名の参加申し込み中、

951名の参加を得て、91.3％の参加率となって

おります。16回目の12月15日実施予定の健康チ

ェックが本年度最後となります。1,000名を超

える参加申し込みをちょうだいし、90％を超え

る参加を得ていることは、議員の皆様をはじめ、

健康チェックの取り組みについて市民の皆様の

一定の理解とご本人の健康に対する意識づけに

つながったものと考えているところでございま

す。 

 次に、教育総務関係について報告いたします。 

 児童の安心安全のために協和小学校並びに牛

根小学校で７月より施工しておりました、自動

火災報知設備設置工事につきましては、今月末

をもって完成予定でございます。 

 このことにより、市内全ての小・中学校施設

において自動火災報知設備が整備され、安心安

全な教育環境が図られることとなったところで

ございます。 

 次に、学校教育関係でございます。 

 10月29日と30日は、市内の小学校８校の６年

生全員が垂水中央中学校に集まり、合同学習会

を開催いたしました。来年４月、中学校にとも

に入学する仲間のきずなを深めるとともに、理

科や音楽など、中学校の先生方の授業も体験す

ることで、中学校を知る充実した２日間となり

ました。多くの子どもたちから友達がたくさん

できた、中学校の先生がわかりやすく教えてく

れた、また、小規模校の子どもたちからは、31

人学級での授業が楽しかったことや、大人数で

食べる給食がおいしかったことなどの感想が寄

せられました。 

 11月14日は、市内の小・中学校合同音楽会が

大勢の保護者の方々の参観のもと、文化会館で

開催されました。合奏や合唱、郷土芸能など、

どの学校も工夫が見られ、練習を重ねてきた内

容を生き生きと発表し合い、楽しい音楽会とな

りました。 

 また、本市の学校給食センターにおきまして

は、12月７日と８日に東京都の女子栄養大学で
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開催されます全国学校給食甲子園決勝大会への

進出が決定いたしました。一昨年に続く快挙で、

本年度は全国1,447校の応募の中から12のセン

ターに選ばれ、決勝大会に出場いたします。垂

水産の食材を多く使用するメニューとなってお

り、全国大会での健闘を期待したいと思ってお

ります。 

 次に、社会教育関係でございます。 

 10月27日たるみずスポーツランドにおいて第

２回垂水市市民スポーツフェスティバルを開催

いたしました。昨年度から名称及び内容を市民

の誰もが気軽にスポーツに親しむ機会となり、

また、笑顔にあふれた交流の場となるようにリ

ニューアルいたしましたが、本年度はさらに発

展させ、午後からは垂水市グラウンドゴルフ大

会とニュースポーツの集いを実施いたしました。

当日は、子どもたちと高齢者が一緒に行う種目

もあり、ほほ笑ましい光景が見られ、地域のつ

ながりの大切さを再認識し、地域及び市民相互

の親睦がより一層深まった一日となりました。 

 次に、11月２日・３日の両日、第43回垂水市

民文化祭を開催いたしました。今年度は、市民

の皆様の要望におこたえし、従来、別会場とな

っておりました作品展示と舞台発表・お茶会を

垂水市文化会館に集約し開催いたしましたとこ

ろ、産業祭との相乗効果もあり、例年以上に多

くの市民の皆様においでいただき、文化・芸術

の秋を堪能していただきました。 

 次に、11月15日の新聞等により報道がなされ

ておりましたが、国の文化審議会において、垂

水市の島津家墓所を含む４市１町で構成する鹿

児島島津家墓所を国史跡に指定するよう文部科

学大臣に答申がなされたところでございます。

この国史跡の正式な指定は２月ごろの告示によ

るものとされておりますが、これが実現いたし

ますと、垂水市で初めて国指定の文化財となり、

本年５月の垂水麓の日本遺産認定に続いて、再

び垂水市の文化財が脚光を浴びることになりま

す。 

 今回の答申は、これまで垂水島津家墓所の保

存等にご尽力をいただきました地域の方々や本

市の文化財関係者の熱意や努力が実を結んだも

のであり、さらには、垂水市民の文化財に対す

る思いがかなったものと考えております。 

 これからも、市民の皆様や関係機関と一体と

なり、日本の宝であります垂水島津家墓所の保

存や観光、教育への利活用等にさらに努め、専

門家の皆様のご指導のもと、垂水島津家墓所を

末永く後世に伝えてまいる所存でございます。 

 次に、出張用務につきまして報告いたします。 

 10月23日から香川県宇多津市で開催されまし

た、全国道の駅連絡会総会に九州・沖縄ブロッ

クの会長として出席いたしました。総会では、

今後、道の駅が新たなインバウンド観光拠点と

しての機能や地域の防災拠点としての機能を拡

充するために必要な取り組み等について協議が

なされました。 

 11月10日は、大阪市で開催されました関西垂

水会に議長ほか、議員の先生方と出席してまい

りました。約130人の会員の参加があり、本市

特産品が振る舞われるなど大いに盛り上がりま

した。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第８号上程 

○議長（篠原則）  日程第４、報告第８号損

害賠償の額を定めることについての専決処分の

報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  おはようございます。 

 報告第８号損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について、地方自治法第

180条第１項の規定及び市長専決処分事項の規

定によりまして、損害賠償の額を定めることに

ついて、専決処分いたしましたので、同条第２
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項の規定によりご報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、令和元年８

月６日午後、福祉課職員が公用車で訪問先へ向

かう途中、進入道路の間違いに気づき、方向転

換しようと後進した際、後方の注視を怠ったた

め、駐車してあった相手方車両の左前バン

パー・ヘッドライト部に衝突し、破損したもの

でございます。 

 本件は、後方不注視による一方的過失である

ことから、市が責任割合100％を負担し、損害

賠償金として、車両修繕費15万8,039円、車両

代車賃借料４万7,000円を支払うことで示談い

たしました。なお、損害賠償金は全額、市で加

入しております全国市有物件災害共済会の保険

金で賄われております。当事者には、車の運転

に慎重を期すよう指示したところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、報告第８号の報

告を終わります。 

   △議案第68号～議案第76号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第５、議案第68号か

ら日程第13、議案第76号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第68号 平成30年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第69号 平成30年度垂水市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第70号 平成30年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第71号 平成30年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第72号 平成30年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第73号 平成30年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第74号 平成30年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第75号 平成30年度垂水市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第76号 平成30年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。 

   ［決算特別委員長梅木 勇議員登壇］ 

○決算特別委員長（梅木 勇）  おはようござ

います。 

 去る９月20日、令和元年第３回定例会におい

て、決算特別委員会付託となり、閉会中の継続

審査となっておりました、平成30年度垂水市一

般会計、国民健康保険特別会計、交通災害共済

特別会計、地方卸売市場特別会計、老人保健施

設特別会計、漁業集落排水処理施設特別会計、

介護保険特別会計、簡易水道事業特別会計及び

後期高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算認定

について、10月23日及び24日の２日間、決算特

別委員会を開き審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。 

 審査に当たっては、決算の性質に鑑み、予算

が議決の趣旨、目的に沿って適正に執行され、

かつ所期の目的が達成されたかどうか等に重点

を置き、審査いたしました。 

 なお、計数については、監査委員の審査を十

分に尊重し、決算報告書、監査意見書に基づい

て審査を進め、各関係課長の説明を求めながら

予算執行の実績・効果等を確認し、その適否に

ついて慎重に審査いたしました。 

 最初に、一般会計の主な質疑について報告い

たします。 

 福祉課では、華厳園への待機者をどのように

改善していくかとの質問があり、待機者につい

ては市内外の施設と連携しながら考えていきた

いとの回答がありました。 
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 障がい児デイサービス、社会福祉協議会への

補助金、生活保護世帯の状況等、活発な質疑が

行われました。 

 教育総務課では、昨年度の要望事項である、

教職員住宅は空き室が多いことから、市内に居

住するよう努めていくことについて、新たに赴

任される先生方に教職員住宅への入居について

周知し、勧めているが、入居者数増加には至っ

ておらず、住宅の補修等について関係課と協議

を進めながら、入居者確保に努めたいとの回答

がありました。 

 教育環境の充実という中で、改修工事やトイ

レの洋式化をされたが、残っている課題は何か

との質問に対し、床改修、トイレの洋式化、照

明のＬＥＤ化、垂水小学校の擁壁化等と認識し

ているとの回答がありました。 

 学校教育課では、全国学力テスト、スクール

ソーシャルワーカー、外国語指導講師、いじめ、

副教材費、就学援助費、給食センター等、多岐

にわたる質疑がなされ、鹿児島市と出水市の取

り組みを示し、就学援助制度の充実を図ってい

ただきたいとの要望が付されました。 

 社会教育課では、昨年度のバス借上げについ

て関係機関とも協議して改善を図ってほしいと

の要望に対し、主に地区公民館からのバス借上

げに関する対応であったため、予算要求に当た

り、連絡協議会で説明し、４地区公民館から希

望があったが、財政課と相談し、９地区公民館

分を計上し、要請に対応できるようにしたとの

回答がありました。 

 また、文化財保護の予算、市民講座の改善、

図書館の機能強化、文化会館の維持管理、自然

学校の利用実態等、活発な質疑が交わされまし

た。 

 国体推進課では、茨城国体の視察状況やフェ

ンシング競技の育成体制についての質疑があり

ました。 

 議会事務局では、議員報酬の引き上げや事務

局の体制についての質疑のほか、関東・関西垂

水会への随行職員の要請もありました。 

 総務課では、職員の研修制度について質問が

あり、研修費用については問題意識を持ってお

り、十分な研修の機会を与えられるよう、予算

措置等に努めたいとの回答がありました。 

 その他、長年の課題である管理公社の体制に

ついて、検討するよう提案がありました。 

 企画政策課では、結婚新生活支援事業補助金、

道の駅たるみずはまびら、空き家バンク、ふる

さと納税、過疎地域等集落ネットワーク圏形成

支援事業、ウェブ運営保守業務委託等、活発な

質疑が交わされました。 

 市民課及び選挙管理委員会事務局においては、

自衛官募集に関する情報提供に際し、本人確認

をするよう努力してほしい。障がい者の参政権

を保障するため、どの選挙においても点字用の

投票用紙を準備するよう改善してほしいとの意

見が出されました。 

 税務課では、滞納対策として、換価の猶予の

申請書を窓口に設置するよう検討を求める提言

がありました。 

 保健課では、国の下請け的なシステムとなる

のではなく、市として地域包括ケアに一定程度

の予算を投入し、介護保険制度に頼らなくても

やっていける地域づくりを目指してほしいとの

意見が出されました。 

 生活環境課では、市営墓地の管理について質

問があり、墓地台帳の再整備を行い、所有者を

明確にした上で、今後の対応を考えていきたい

との回答がありました。その他、無縁仏、し尿

処理場、新聞紙リサイクルについての質疑もあ

りました。 

 農業委員会では、農業委員会の法改正により

新制度に移行後、その成果と課題についての質

問があり、目に見えての成果はないが、農業委

員会に出席し、ノウハウを学んでいただいてい

るとの回答がありました。 
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 農林課においては、新規就農支援、防災営農、

畜産、多目的機能支払交付金、市有林等につい

て質疑が交わされ、肥育農家への助成等に関す

る制度化の検討をお願いしたいとの要望が付さ

れました。 

 水産商工観光課では、サメ駆除事業、海面環

境保全事業、産業力向上、観光客のターゲット、

婚活、プレミアム商品券発行補助事業、木質バ

イオマス等、活発な質疑が行われました。 

 その中で、労働環境の整備や相談窓口の設置、

業務量に対する課のあり方についての提言や政

策効果をわかりやすくするため、交流人口では

なく、金額で示すよう検討できないかとの意見

もありました。 

 土木課では、昨年度の指摘事項、不用額につ

いては災害等の対応もあり、大変だと思うが、

引き続き改善を図るよう努力することに対し、

補正で対応した部分もあるが、道路維持費や住

宅費、災害復旧費で不用額が生じ、前年度の繰

越予算であるため、補正ができなかったこと、

子育て世帯の住宅リフォームが少なかったこと、

１年を通しての予算が必要で減額補正が難しい

ことが主な原因であるとの回答がありました。 

 地籍調査、市営住宅、急傾斜地崩壊対策につ

いての質問が出され、公共施設の長寿命化計画

との関係性がわかるような資料を次回から添付

してほしいとの要望もありました。 

 消防本部では、昨年度の消防団員の若い人の

加入促進を図ることが地域の安全を守る上でも

重要であり、対策を講じるようにとの要望に対

し、高齢な団員の退団、若い人の入団で団員数

は増えていないが、若返りは図られている。引

き続き、ポスターやチラシ配布を実施し、入団

促進に努めるとの回答がありました。 

 救急デジタル無線の維持管理委託料について

の質問に対し、全国的に同じような金額で不要

なものは省き、できるだけ削減に努めたとの回

答があり、消防体制についての質問には、隣接

市との提携で何とかできているとの回答で、広

域化についての質問には、機動性を持った消防

活動ができるよう、現在の体制を維持したいと

の回答がありました。 

 次に、歳入について税務課及び財政課から説

明を受け、審査を行いました。 

 税務課では、滞納対策と徴収率を上げるため

関係機関との連携や情報の共有、公正・公平か

つ効率的な徴収体制を構築している努力を評価

しつつ、固定資産税やたばこ税など、さらなる

取り組みの必要性を求めました。 

 財政課では、災害復旧事業の完了による国庫

支出金、県支出金の減額やふるさと納税等の減

少が主な要因となり、歳入合計は前年比19億

4,600万円の減となっているとの説明があり、

全般的な不用額のあり方を財政課としては、ど

う見ているのかとの質問に対し、社会保障費等

は年度末までその見込みが立てづらく、額が大

きいものが多数あり、ある程度やむを得ないと

ころではある。しかし、把握できる範囲内で各

課に執行の適正化や不用額への補正対応を指導

しているとの回答がありました。 

 次に、特別会計について報告いたします。 

 国民健康保険特別会計においては、滞納との

関係で執行停止や資格証明書、また、特定健診

や医療費について等、活発な質疑が交わされま

した。 

 後期高齢者医療特別会計については、特段質

疑はなく、交通災害共済特別会計については、

昨年度の農業用機械等での事故への保障につい

て検討するようにとの要望に対し、交通事故に

より災害を受けた者を救済する制度であり、設

立目的にはそぐわない。県内各市も同様の取り

扱いとなっているとの回答がありました。 

 地方卸売市場特別会計では、施設の老朽化対

策をどうするのか、市場機能活性化のために今

後どうしていくのかとの質問があり、施設につ

いては、長寿命化か建て替えか全庁的に協議を
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して方向性を早く決めていかなければと課内で

話し合っており、市場機能活性化については、

来年６月の卸売市場法改正後、買受人、農業者、

卸売業者の意見を聞き、公平・公正なルールづ

くりに努めたいとの回答がありました。 

 審査の結果、市場経営についてさらなる努力

を続けてほしいとの要望が付されました。 

 介護保健特別会計については、不納欠損や

サービス利用時の給付制限、多額の不用額、総

合支援事業等について、活発な質疑が行われま

した。 

 老人保健施設特別会計については、短期入所

者が増え、長期入所者が減っているが、単年度

の特徴か。経営に与える影響はあるのかとの質

問に対し、コスモス苑が30年８月より超強化型

の施設となり、運営収支自体は今のところ黒字

で推移しているとの回答がありました。 

 受け入れ施設が少なく、家族介護が増えてお

り、地域包括ケアを大切にしてほしいとの要望

があるがとの質問に対しては、施設増は介護保

険料の高騰につながる。現状は予防重視でいか

ざるを得ない。重度化しないような方策をとっ

ていきたいとの答弁がありました。 

 漁業集落排水処理施設特別会計では、加入率

アップへの努力と他自治体の取り組み情報等の

収集に努めていくことという昨年度の要望事項

に対して、加入率アップへの取り組みとして、

牛根境地区の振興会長で構成されている加入促

進委員会の開催やチラシの各戸配布を行った。

担当者会議等において、他自治体の情報収集を

図っているとの報告がありました。 

 県の経営分析で施設の老朽化に伴う施設の更

新・改良等が予想されるため、適正な使用料確

保に努め、加入促進を図ることとされているが、

具体的な対策はあるのかとの質問に対して、施

設については機械の更新を適宜行い、長寿命化

を図りたい。加入促進については、高齢化や自

己負担もあり、なかなか難しい状況であるが、

行政として地道に努力を重ねたいとの回答があ

りました。 

 簡易水道事業特別会計では、県の経営分析、

健全化・効率性についての認識、施設利用等の

問題、料金の見直し等について、質疑が交わさ

れ、経営の健全化を図るため、修繕箇所の早期

発見や非効率的な施設の縮減等に努めていただ

きたいとの要望が付されました。 

 以上のような審査を行った結果、本委員会と

しては、一般会計歳入歳出決算及び各特別会計

歳入歳出決算ともに適正であると認めることに

意見の一致を見ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。各議案に対する委員長の

報告は認定であります。各議案を委員長の報告

のとおり決することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第68号から議案第76号までの議

案９件は、委員長の報告のとおり決定をいたし

ました。 

   △議案第77号上程 

○議長（篠原則）  日程第14、議案第77号市

庁舎建設に関する住民投票条例案についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第77号市庁舎建設に

関する住民投票条例についてでありますが、地
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方自治法第74条第１項の規定により、市庁舎建

設に関する住民投票条例制定の請求を受けたこ

とに伴い、同条第３項の規定により、私の意見

をつけて当該請求に添えられた条例案を議会に

付議するものでございます。 

 それでは、意見書の内容を申し上げます。 

 地方自治法第74条第３項の規定による意見書、

市庁舎建設に関する住民投票条例案は、地方自

治法第74条第１項の規定に基づき、現庁舎建設

候補地が妥当かどうかを問う住民投票条例の制

定を求めるものでございます。 

 住民投票は、市議会と市長による二元代表制

を基本とする地方自治において、これを補完す

る制度でございます。しかしながら、市が相当

な経費を負担すること、また、市民の皆様に時

間と労力をかけ投票をお願いすることになりま

すことから、それぞれの事案に応じて投票に付

すべき事項、成立要件などを明確にした上で実

施することが必要です。 

 このようなことから、地方自治法においても

住民投票条例の制定を求める直接請求があった

場合には、その請求の内容を十分に確認した上

で意見を付することとされております。 

 今回、住民投票条例案を市議会に提案するに

当たり、新庁舎建設の必要性と事業経過、住民

投票条例案に関する疑問点、並びに住民投票条

例制定請求の要旨に関する疑問点について、私

の意見を申し上げます。 

 一つ、新庁舎建設の必要性と事業経過。 

 現在の本庁舎は、建築後60年を経過しており、

新耐震基準を満たしておらず、大変危険な状況

であるといえます。平成23年の東日本大震災、

平成28年の熊本震災では、多くの自治体で災害

対策拠点となる庁舎が被災したことから、本市

の庁舎についても災害に強く、市民の安心安全

を守ることができる新庁舎を一刻も早く整備す

ることが求められております。 

 こういった背景から、平成24年２月に垂水市

庁舎建設等庁内検討委員会を設置し、新庁舎の

整備について検討をはじめ、平成24年３月に将

来の財政的負担への備えのために新庁舎整備を

想定した市有施設整備基金を設置いたしました。 

 また、熊本震災後の平成29年度には、国も地

方債である公共施設等適正管理推進事業債に市

町村役場機能緊急保全事業を創設して、令和２

年度までの限定措置として、交付税措置のある

地方財政措置が講じられたことから、本市とし

ましても庁舎整備を行う環境が整ってまいりま

した。 

 このようなことから新庁舎建設事業を進める

に当たって、市民の安心安全の確保という視点、

市財政への最小限の影響という視点から総合的、

専門的視点による検討を行っていくこと、さら

には、公平性や透明性を確保しながら新庁舎建

設事業を進めていくといった方針のもと取り組

みを行ってまいりました。 

 新庁舎建設事業のこれまでの経緯につきまし

ては、平成24年２月に設置した垂水市庁舎建設

等庁内検討委員会で、現庁舎の課題をはじめ新

庁舎建設の必要性、規模や機能、建設位置、財

源など多岐にわたる調査研究を行い、平成29年

３月に新庁舎建設検討結果報告書を取りまとめ、

平成29年５月、議員の皆様にもご報告させてい

ただきました。 

 その後、平成29年６月、外部検討組織である

垂水市新庁舎建設検討委員会を設置し、委員に

つきましては、学識経験者として鹿児島大学か

ら建築の専門家、自治の専門家の２名、市内関

係団体の代表など計14名を委員に委嘱し、専門

的視点や市民目線での検討を行っていただく体

制を整えました。 

 平成29年11月には、本市が目指す庁舎像を明

らかにし、新庁舎建設の指針となる垂水市庁舎

整備基本構想を策定し、決定いたしました。 

 この基本構想は、現庁舎の現状と課題、基本

方針、新庁舎整備の考え方が示されており、市
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民目線で検討いただいた外部検討委員会の提言

を踏まえ、庁舎機能や規模、整備位置、事業費

や財源、事業手法、整備スケジュールといった

内容を示したところでございます。 

 特に、整備位置については、建設スケジュー

ルや財政への影響を考慮し、市所有の公有地で

ある３カ所の建設候補地を示し、さらに新庁舎

位置を定めるために評価項目として市民の利便

性、計画の経済性と実現性、防災拠点・安全性、

まちづくりとの整合性の４点を設定し、内部評

価、そして市民目線による外部評価を実施し、

整備位置を決定することといたしました。 

 平成30年３月には、新庁舎建設の具体的な設

計の指針となる垂水市新庁舎建設基本計画を策

定し、決定いたしました。 

 この基本計画は設計の指針となるべきもので

ありますことから、整備位置については基本構

想に示された考え方に基づき調査検討を行いま

した。この間、各市議会定例会におきましても

議員の皆様に新庁舎建設事業の取り組み状況の

ご報告をはじめ、一般質問を通じて新庁舎建設

に関する考え方などをご説明し、ご理解をいた

だきながら進めてきたものと考えております。 

 このようなことから、垂水市新庁舎建設工事

基本設計・実施設計業務委託に関する予算につ

いては、平成30年３月議会において、平成30年

度一般会計予算案に１億1,162万1,000円をご提

案し、慎重審議いただいた結果、賛成多数で議

決いただいております。 

 さらには、新庁舎の耐震工法に免震構造を採

用するため、詳細な地盤調査を実施する必要が

生じましたことから、平成31年３月議会におい

て、平成30年度一般会計補正予算案に総額

2,760万円をご提案し、慎重審議いただいた結

果、全会一致で議決いただき、現在、基本設計

業務を終了し、実施設計業務を行っているとこ

ろでございます。 

 また、新庁舎建設事業は大変重要性が高いこ

とから、市民向けの説明会、広報活動も丁寧に

行ってまいりました。広報誌については、平成

29年８月号の外部検討委員会の設置を皮切りに、

３カ所の建設候補地に対する内部評価、外部評

価結果を含めた基本計画案の公表、設計事業者

の設計提案内容、さらには、市民の皆様が疑問

や不安に思っていらっしゃることを特集し、わ

かりやすい内容にして広報活動に努めてまいり

ました。 

 また、基本設計に当たっては、市民ワークシ

ョップを開催し、設計案への反映に努め、住民

説明会や車座座談会などにおいては、市民と直

接対話をする機会を設け、市民の皆様の理解促

進を図ってまいりました。 

 特に車座座談会等については、11月21日現在

で、市民向け、職員向けなど合計39回開催し、

794名の市民の皆様のご参加がございました。

市民の皆様と直接対話することで、庁舎建設に

関する不安や疑問点などの解消に効果があった

と感じております。その結果、議会に対して市

民の方から建設推進の陳情が出されて、審議の

結果、採択され、議会としても意思を明白にお

示しいただいたところでございます。 

 さらに、基本設計案に対するパブリックコメ

ントにおいても、本市が示した基本設計案に対

しご理解いただき、庁舎建設事業を推進してほ

しいといったご意見が数多く寄せられたところ

でございます。 

 以上のことからも、新庁舎建設事業は、総合

的・専門的視点での検討を公平性かつ透明性を

もって業務に当たってまいりました。市民の皆

様の安心安全の確保、そして財政への影響を考

慮し、一刻も早い新庁舎整備を行う必要がある

と考えております。市民の皆様が不安を持たれ

ている点については、引き続き、車座座談会等

を通じて不安の解消に努めていく考えでござい

ます。 

 二つ目、住民投票条例案に関する疑問点につ
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いて申し上げます。 

 本条例案には、住民投票の成立要件として重

要な投票率に関する規定がありません。そのた

め、市民の少数意見だけが反映されるおそれが

あり、住民投票の結果は民意を十分に反映した

ものとはならないと考えます。 

 また、第15条では、「市長及び議会は、市民

の意思が表明された開票結果を尊重しなければ

ならない」とされていますが、議会制民主主義

を補完する住民投票であることを踏まえますと、

市長及び議会が投票結果を尊重するためには、

できるだけ多くの市民の皆様が投票し、意思を

表明いただくことが必要と考えます。 

 仮に低い投票率であった場合、果たしてそれ

が市民の意思と言えるのか疑問が生じるものと

なり、投票結果の尊重に大きな影響があると考

えられます。このことから、住民投票の成立要

件としてあらかじめ投票率を定めておく必要が

あるといえます。 

 次に、住民投票条例制定請求の要旨に関する

疑問点を申し上げます。 

 今回の市庁舎建設計画に関する住民投票条例

請求の要旨にありますとおり、本庁舎建設は、

どこの市町村でもまちを二分する大きな問題で

あることは十分認識しているところでございま

す。 

 このため、新庁舎建設事業を進めるに当たっ

ては、様々な考え方、利害関係がある中で、市

役所としての機能をどうするか、市民の皆様の

利便性をどうするか、事業費や財源はどうする

か、そして、どこに建設するかなどといったこ

とを総合的・専門的な視点でさらに公平性と透

明性をもって進めることが大変重要であると考

えております。 

 このことから、市としては、間接民主主義の

原則に従い、議会の皆様に検討過程において丁

寧にご説明を行いながら新庁舎建設を進めてま

いりました。特に請求の要旨にある庁舎建設候

補地が妥当かについては、事前に候補地決定の

考え方をはじめ、決定プロセスや候補地評価等

についても公表し、透明性や公平性に十分配慮

してきたと考えております。 

 この候補地評価につきましては、庁内検討委

員会が行った内部評価に対して、学識経験者や

市内関係団体等の代表で組織された外部検討組

織である垂水市新庁舎建設検討委員会が市民目

線で熱心に協議をいただいて、外部評価をして

いただきました。 

 このように、庁舎建設候補地の総合的、専門

的視点からの評価をいただいたことは、大変信

頼性が高いものではないかと考えております。

また、市の重要な政策立案段階で行うパブリッ

クコメントについても、これまでにない市民の

皆様から意見の提出があり、内部評価及び外部

評価の結果と併せて庁舎建設候補地を決定する

市の意思決定過程において、十分尊重させてい

ただいたところでございます。 

 このことから、庁舎建設候補地に対する様々

な考えがある中で、透明性と公平性を確保した

最も適切な決定過程であったと考えております。

しかしながら、本請求の要旨にある「建設候補

地が妥当かを問う」については、あまりにも抽

象的で感覚的な意思を求める内容であり、妥当

性を判断する具体的な根拠が示されていないた

め、市民の皆様が非常に混乱することが大いに

懸念をされます。 

 市としては、これまでどおり市民の負託を受

けた議員の皆様からご意見を賜り、ご理解を得

ながら進めてまいりたいと考えております。そ

して、引き続き市民の皆様に対しても、車座座

談会をはじめ、積極的な情報提供と意見交換の

場を設けてまいりたいと考えております。 

 よって、新庁舎建設に関する住民投票条例を

制定して住民投票を実施する必要はないものと

考えております。 

 以上が、提案理由の説明と意見でございます。 
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 審議の過程において、担当課長からご説明申

し上げますので、どうぞよろしくご審議賜りま

すようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  今定例会に上程されてお

ります議案第77号市庁舎建設に関する住民投票

条例案については、地方自治法第74条第４項の

規定により条例制定請求代表者に意見を述べる

機会を与えることになっております。 

 お諮りいたします。意見を述べる機会につい

ては、12月10日午前９時30分から本議場におい

て行います。また、意見を述べる時間は30分以

内とし、条例制定請求代表者から意見を述べて

いただくことにしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、12月10日午前９時30分から本議場に

おいて条例制定請求代表者から30分以内で意見

を述べていただくことに決定しました。なお、

地方自治法施行令第98条の２第１項の規定によ

り請求代表者に対し、ただいま議決した事項を

通知するとともに、告示及び公表いたします。 

   △議案第78号～議案第83号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第15、議案第78号か

ら日程第20、議案第83号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第78号 垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第79号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

 案 

議案第80号 垂水市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例 案 

議案第81号 垂水市道の駅交流施設条例の一部

を改正する条例 案 

議案第82号 垂水市消防団条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第83号 垂水市土地開発基金条例を廃止す

る条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○総務課長（角野 毅）  おはようございます。 

 議案第78号垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例案についてご説明申し上げま

す。 

 平成29年５月17日に公布されました、地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に

より、現行の臨時・非常勤職員については、令

和２年４月から会計年度任用職員へ移行するこ

ととされております。 

 本市におきましても、改正法の制定に伴い、

令和元年第３回定例会において、垂水市第１号

会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例を議決いただいたところでござ

います。 

 本議案は、用語整理と先の市議会定例会での

議決以降、新たに規定する必要が生じたものに

ついて条例の規定を追加する必要があることか

ら、令和２年４月より適用すべく改正しようと

するものでございます。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表でご説明いたします。 

 まず、第３条は、第１号会計年度任用職員の

報酬について定めたものでございますが、第４

号及び第５号は、報酬の基準並びに種類を明確

にするよう改めようとするものでございます。 

 次に、第６条から第10条は、用語整理するも

のでございます。 

 第14条は、この条例の規定に関わらず職務の

特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会

計年度任用職員の報酬及び期末手当については、
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常勤の職員との均衡及び勤務条件等の特殊性等

を考慮し、規則で定める旨の規定を追加しよう

とするものでございます。 

 第15条から第17条までは、第14条を追加する

ことにより、改正前より１条ずつ繰り下げるも

のでございます。なお、附則として、この条例

は令和２年４月１日から施行しようとするもの

でございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第79号垂水市第２号会計年

度任用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例案についてご説明申し上げます。 

 議案第78号でも申しましたとおり、現行の臨

時・非常勤職員については、令和２年４月から

会計年度任用職員へ移行することとされており、

令和元年第３回定例会においてフルタイムの会

計年度任用職員の給与に係る条例となる、垂水

市第２号会計年度任用職員の給与に関する条例

について、議決いただいたところでございます。 

 本議案も議案第78号と同様、用語整理と先の

市議会定例会での議決以降、新たに規定する必

要が生じたものについて、条例の規定を追加す

る必要があることから、令和２年４月より適用

すべく改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明いたします。 

 まず、第12条から第16条までは、規定の対象

を明確にするよう改めようとするもの及び用語

を整理するものでございます。 

 第21条は、この条例の規定にかかわらず、職

務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認め

る会計年度任用職員の給与については、常勤の

職員との均衡及び勤務条件等の特殊性等を考慮

し、任命権者が別に定める旨の規定を追加しよ

うとするものでございます。 

 第22条は、第21条を追加することにより、条

を１条繰り下げるものでございます。 

 次に、別表第２は、専門職に10種から12種と

して、公民館長、公民館主事及び危機管理監の

職を追加しようとするものでございます。なお、

附則といたしまして、この条例は、令和２年４

月１日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第80号垂水市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例案につ

いてご説明を申し上げます。 

 議案第78号、第79号でも申しましたとおり、

令和２年４月より会計年度任用職員制度が施行

されます。勤務時間等の一定の条件を満たす会

計年度任用職員については、地方公務員の育児

休業等に関する法律に基づく育児休業や部分休

業制度も適用の対象となることに伴いまして、

所要の措置を講ずる必要がございますことから、

令和２年４月１日より施行すべく改正しようと

するものでございます。 

 それでは、改正の内容につきましては、添付

いたしております新旧対照表で説明いたします。 

 まず、第２条は、育児休業をすることができ

ない職員についての規定でございますが、第３

号に非常勤職員の規定を追加する旨の改正をし

ようとするものでございます。 

 次に、第２条の３は、育児休業法第２条第１

項において、非常勤職員の育児休業の期限は条

例で定める日までとされていることから、非常

勤職員の育児休業の期限について要件を定めよ

うとするものでございます。 

 次に、第２条の４は、育児休業法第２条第１

項において、非常勤職員の育児休業については、

子の養育の事情を考慮し、特に必要と認められ

る場合として条例で定める場合は、２歳に達す

る日まで育児休業をすることができるとされて

いることから、特に必要と認められる場合とし

て、第１号で非常勤職員本人が育児休業中また

は配偶者が育児休業中である場合で、第２号の
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規則で定める場合に該当するときは、２歳まで

の育児休業をすることができる旨、定めるもの

でございます。 

 第２条の５は、第２条の３及び第２条の４を

追加することにより条を繰り下げるものでござ

います。 

 第３条は、育児休業法第２条第１項において、

育児休業を延長することができる特別の事情は

条例で定めることとされておりますことから、

同条第７号及び第８号に非常勤職員の規定を追

加しようとするものでございます。 

 次に、第21条は、部分休業することができな

い職員の規定に非常勤職員を追加する旨、改め

ようとするものでございます。 

 第22条は、部分休業の承認についての規定に、

非常勤職員を追加する旨、改めようとするもの

でございます。第１項及び第２項は、非常勤職

員に係る規定の追加及び用語の整理をしようと

するものでございます。 

 第３項は、非常勤職員の部分休業の承認につ

いて定めようとするものでございます。なお、

附則として、この条例は、令和２年４月１日か

ら施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  議案第81号

垂水市道の駅交流施設条例の一部を改正する条

例案についてご説明申し上げます。 

 本議案は、令和元年10月１日付で施行されま

した鹿児島県の公衆浴場料金の統制額の改定に

伴い、関係条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

 主な内容は、道の駅たるみずの温浴施設の入

浴料金を県が指定しました統制額以下に改めよ

うとするものでございます。 

 それでは、改正の内容につきまして添付して

おります新旧対照表でご説明いたします。 

 改正は、垂水市道の駅交流施設条例の別表第

３温浴施設の項、金額中の欄中、子ども180円

を150円に改めるものでございます。なお、附

則としまして、この条例は、令和元年10月１日

から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○消防長（後迫浩一郎）  議案第82号垂水市消

防団条例の一部を改正する条例案につきまして、

ご説明申し上げます。 

 今回の改正は、総務省消防庁からの通知を受

け、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律が６月14日に公布され、同法の中で地方公

務員法の一部が改正されたことに伴い、消防団

の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例を踏まえ、当該条例の一部を

改正するものでございます。 

 改正内容としましては、団員となることはで

きない欠格条項を設け、その他所要の規定を整

備するものでございます。 

 それでは、新旧対照表をご覧ください。 

 改正内容の詳細を説明いたしますと、第５条

を第６条とし、以下は繰り下げ、新たに第５条

に欠格条項を設け、第１号に禁錮以上の刑に処

せられ、その執行を終わるまでの者またはその

執行を受けることがなくなるまでの者、第２号

に第16条の規定により懲戒免職の処分を受け、

当該処分の日から２年を経過しない者、第３号

に、６月以上の長期にわたり居住地を離れて生

活することを常とする者を追加し、当該条例の

一部を改正するものでございます。また、用語

の整理を行い、規定の整備を図るものでござい

ます。なお、附則としまして、この条例は、公

布の日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第82号垂水市消防団条例の一部

を改正する条例案につきましての説明を終わり

ますが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 
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○財政課長（和泉洋一）  議案第83号垂水市土

地開発基金条例を廃止する条例案につきまして

ご説明申し上げます。 

 本条例案は、公用もしくは公共用に供する土

地または公共の利益のために取得する必要があ

る土地の先行取得を目的として設置されている

垂水市土地開発基金を廃止しようとするもので

ございます。 

 廃止理由といたしまして、全国的にバブル崩

壊後、土地価格が下落し、土地を先行取得する

必要性が薄れ、基金としての目的を失いつつあ

ります。本市においても、平成19年度の定住促

進住宅取得以降、土地取得が行われていないこ

とから設置目的は達成したと判断し、同基金を

廃止しようとするものでございます。 

 基金が所有する財産のうち、現金残高３億

730万7,000円については、本議会に上程してお

ります垂水市一般会計補正予算第４号案で基金

繰入金として計上し、土地については普通財産

並びに行政財産へ所管換えを行うものでござい

ます。なお、附則において、この条例は、令和

２年４月１日より施行しようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○持留良一議員  確認の意味も含めて質疑をし

たいんですけども、79号、79号と83号に関して

ですけども、前の９月議会のときに、この２号

については、対象者はいないというような説明

をされていたんですけども、今回、こういう形

で出されて、これだけいらっしゃるのかなとい

うのがわかったんですが、このことは先ほどの

説明と９月議会との整合性、このことについて

お願いしたいというふうに思います。 

 それから、土地開発基金条例を廃止するとい

うことで、理由としては、目的を達成したんだ

ということが言われましたが、この基金によっ

て取得した土地は、それぞれ必要な事業の予算

によって基本としては買い取られ、再び基金に

管理をするという仕組み、システムになってい

るかというふうに思うんですが、私たちがこの

中で危惧するというか、これに対する、僕ら、

基金の流れがどんなふうだったのか、土地開発

基金を含めて土地所有者、それから事業会計の

一般会計、この関係の中でどんなふうに政策的

に流れてきたのか、そういう意味では、私たち

もそこのところを知りたいんですが、実際、本

当にそういう結果として３億730万7,000円、こ

の金額がそんなふうに形で返ってきたというそ

のことでの会計、いわゆる資金に関する会計、

土地開発取得料金会計です、これがあるのかな

いのか、この会計に関する、いわゆるマネーフ

ローチャートみたいな形だと思うんですが、い

わゆるお金の流れ、それを示すのが会計だと思

うんです。 

 僕ら、今まで結果しか見ていないんです。そ

の会計の結果によって、その流れ、そして、適

切にやられたかどうかを見ることが、私たち客

観的にできると思うんです。だから、その補償

がこの審議の上で十分補償されるのかどうなの

か、この点についてお聞きをしたいと思います。 

○総務課長（角野 毅）  持留議員のご質問で

ございますが、この第１号議案、第２号議案に

つきましては、一連のものでございまして、給

報との関係、ただ、本市としまして２号該当の

会計年度任用職員の採用がないというだけのこ

とでございまして、この整備は両方する必要性

があるものでございます。 

○財政課長（和泉洋一）  土地開発基金の資金

の流れ等についてのご質問にお答えいたします。 

 土地開発基金は、定額運用基金でございます。

会計課のほうで管理をいたしておりますが、毎

月例月の監査において、監査事務局のほうで監

査をしていただいております。その中で、現金
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に関すること、土地に関することということの

チェックを受けていて、決算書においてもその

ことは表示いたしておりますので、議会の議員

の皆様についても、説明をその中でしていると

いうようなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○持留良一議員  最初の79号について、その最

後のところに今回つけ加えられたのがあります。

公民館長、公民館主事、危機管理監という形で

あると思うんですが、先ほど言ったとおり、前

のあれでは、この第２号は該当者はないんだと

いう認識と、それから、今、上のほうの方々、

この方々がいらっしゃるのか十分つかんでいな

いんですけども。さっき言ったみたいに、説明

とこの結果との今回の提案との整合性というの

は、どんなふうに理解すればいいのかというこ

とと。 

 済みません。確かに僕らも監査で見ます、基

金の流れをです。見るんですけども、全体とし

て、さっき言ったとおり、土地会計取得特別会

計というのがあるのかないのか、いわゆる僕ら

が図式的にその流れを見る。例えば、これがこ

こに行ったんだと、そして、これが管理をされ

てこう入ってきたんだという形のものが経過年

にとってちゃんとなければいけないと思うんで

す。 

 ただ、結果だけが今月これだけ動いて、これ

だけ入って、最終的に基金が残りましたという、

僕らそこしか見ていないんです。それが会計に

該当するというふうに理解していいのか、それ

とも、やっぱりそういう特別な、本来であれば

私は会計があって、その流れが誰に行って、ど

こから入ってきてという経過年が。そして、最

終的に３億幾らになったんですよという、その

経過を見たいんです。 

 そうしないと、やっぱりその土地開発基金が

目的を達成したということの中で詳細な点を僕

らも見たいなということで、今回、総務委員会

に付託になるんですが、そこのところの参考資

料としても必要ではないかということで提案を

させていただいているんです。 

○総務課長（角野 毅）  １回目のご質問です

が、第79号の別表の第２というものがございま

して、その別表の第２の中に専門職の10種がこ

れまでうたってございました。これは、第１号

の会計は、これを準じて活用するために第２号

のほうの整備をしなければ、適応ができないと

いうことでございます。 

 なお、公民館長、公民館主事につきましては、

前回の制定時、方向性が決まっておりませんで

した。そのために先送りになっていたものでご

ざいまして、公民館長につきましては、当分の

間、社会教育課長が兼務予定のために規定で設

定しない方向でございます。 

 なお、危機管理監は別で定める予定でござい

ましたが、その規定になじまないため、今回、

追加して上程したものでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  特別会計的なもので

記載をしているかということの質問に対しての

答弁でございますが、あくまで定額運用基金で

ありますので、その定額運用基金の報告書の中

では、毎月の動きが必ずわかるような記載の方

法がされておりますので、その中で十分、その

ことの説明はできるものというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○北方貞明議員  土地開発基金ですか、これは

土地開発公社と皆さん混同されている方もいら

っしゃるような気がするんですけども、これは

違いははっきり決まっていなくて、教えていた

だきたいのと、この土地開発基金ですか、これ
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は、以前、今現在ホテルは何か、ＡＺか、ＡＺ

のあの場所には垂水絹糸跡地だったですか、あ

のときは、その土地の高度成長のとき借入れと

して何か価値が10億円余りに達していたという

ことで、ある民間会社がそこを譲り受けてほし

いといったときは、とてもじゃないけど買えな

い数字でしょうというようなのを僕はちょっと

記憶しているんですが、それで、今、ここで基

金の残高が３億700万ほどあるということなん

ですけど、その民間会社に譲りたいというとき

の価格と、それは、説明では僕は確か帳簿上の

ことだと、簿価というんですか、そのようなこ

とを聞いた覚えがあるんですけど、その整合性

というのはわかれば教えてください。 

○財政課長（和泉洋一）  まず、土地開発基金

と土地開発公社の違いでございますが、土地開

発基金は、地方自治法第241条の規定によりま

して設置が認められております、定額運用基金

でございまして、目的は、先ほど説明を申し上

げましたとおり、公共用に供する土地等の先行

取得でございます。 

 一方、土地開発公社は、公有地の拡大の推進

に関する法律に基づいて地方公共団体に設立が

認められた法人でございます。地方公共団体に

代わって土地の先行取得を行うこと等を目的と

するものでございます。 

 土地の先行取得をするという観点で申します

と同じような機能を持っておりますが、土地開

発公社は自ら金融機関から資金を借り入れて取

得した土地の造成工事、分譲等もできるところ

が大きな相違点であるというふうに理解をいた

しております。 

 それから、土地開発基金で、以前、平成29年

度でございますが、今現在、ＡＺホテルになっ

ている土地を土地開発基金が以前土地として持

っていて、それを一般会計で当時購入をしたと

いうことでございます。その点については、28

年ですね、平成28年度において購入をいたして

おります。 

 当時、利息分を含めて総額で２億4,200万円

ほどで購入を、市が土地開発公社よりその土地

を譲り受けたという形でございましたが、その

民間会社との簿価の状況がどうだとかいう状況

については、私は把握をいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○北方貞明議員  その把握していませんという

こと。もしそこで、このメンバーの中で把握し

ておられる方があったら教えてください。全然

ないのか、皆さん方で。 

○議長（篠原則）  北方議員、もう一回でき

たら。 

○総務課長（角野 毅）  その件でございます

けれども、当時、民間からあったというお話を

今、北方議員のほうがなさいましたけれども、

現実的には本市のほうに正式なオファーがあっ

たわけでも何もございませんので、本市として

は、そういう正式な回答、答弁というものはい

たしておりません。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第78号から議案第83号までの

議案６件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託いたします。 

   △議案第84号上程 

○議長（篠原則）  日程第21、議案第84号垂

水市固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題といたします。説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第84号の固定資産評

価審査委員会委員の選任についてご説明申し上

げます。 

 現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で
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あります戸越靖彦氏が、令和２年２月３日をも

って任期満了となりますことから、同氏を再任

しようとするものでございます。 

 選任しようとする戸越靖彦氏の住所は、垂水

市新城4066番地１、生年月日は昭和27年６月15

日、委員の任期は３年でございます。なお、本

議案は、地方税法第423条第３項の規定に基づ

き、議会の同意を求めるものでございます。ご

同意をいただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。休憩時間中、全員協議会室におきまして全

員協議会を開きますので、ただいまの議案をも

ってご参集願います。 

     午前11時28分休憩 

 

     午前11時38分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど、議題といたしました議案に対し、こ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第84号について同意する

ことにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第84号については、同意するこ

とに決定いたしました。 

   △議案第85号上程 

○議長（篠原則）  日程第22、議案第85号土

地取得についてを議題といたします。説明を求

めます。 

○企画政策課長（二川隆志）  議案第85号土地

の取得についてご説明申し上げます。 

 南の拠点整備事業用地として、土地の取得を

行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基

づきまして議会の議決を求めるものでございま

す。 

 こちらは、本年３月議会閉会後の全員協議会

におきまして、議員の皆様へ垂水市土地開発公

社経営健全化方針をご説明させていただいてお

りますが、その際、垂水市土地開発公社が市か

ら公有地先行取得を依頼されておりました、南

の拠点整備事業用地を計画的に取得する旨を報

告させていただいており、この垂水市土地開発

公社経営健全化方針に基づき、土地を購入しよ

うとするものでございます。 

 場所は、垂水市浜平字中村2036番地６ほか９

筆の合計5,014.3平方メートルとなります。 

 議案参考資料にございます、昨年11月開駅い

たしました、道の駅たるみずはまびら内の本体

施設、マリン施設、児童広場の３カ所となって

おります。 

 取得目的は、垂水市土地開発公社における公

有地先行取得事業による用地を取得するためで

あり、取得予定価格は１億5,562万2,491円でご

ざいます。契約の相手先は、垂水市土地開発公

社常務理事長濱重光でございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対しこ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △議案第86号上程 

○議長（篠原則）  日程第23、議案第86号令

和元年垂水市一般会計補正予算（第４号）案を

議題といたします。説明を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  議案第86号令和元年

度垂水市一般会計補正予算（第４号）案をご説
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明申し上げます。 

 補正の内容を記載いたしました参考資料をお

配りしておりますので、併せてご覧ください。 

 今回の主な補正は、市有施設整備基金積立金、

垂水市土地開発公社用地取得費、アフリカ豚コ

レラ侵入防止緊急支援事業補助金、その他、災

害復旧費に係る増額補正等でございます。 

 今回、歳入歳出とも３億9,977万5,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は128億5,468万2,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。 

 次に、５ページの第２表債務負担行為の補正

をご覧ください。 

 農業近代化利子補給金は、本年度交付決定し

たものにつきまして、令和15年度分での債務負

担行為を追加するものでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、６ページ

の第３表地方債の補正をご覧ください。 

 追加の内容でございますが、砂防施設事業は

鶴田川、磯脇川の砂防施設整備に一般公共事業

債を充当するものでございます。また、変更に

つきましても、事業実施に合わせて借入額を増

減させるものでございます。 

 今回の変更に伴う起債額を右の欄に示してお

ります限度額に変更し、本年度の借入限度額を

15億3,310万円にするものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正についてご説明いたします。 

 13ページをお開きください。 

 ２款総務費８目財産管理費の積立金は、市有

施設整備基金に積み立てるものでございます。 

 14ページをお開きください。 

 同じく、10目企画費の公有財産購入費は、道

の駅たるみずはまびら内の土地開発公社用地取

得費でございます。財源の一部といたしまして、

電源立地地域対策交付金基金繰入金を充ててお

ります。 

 同じく、16目諸費の償還金、利子及び割引料

は、生活保護費や自立支援事業費等の国・県支

出金の確定に伴い、返還金として国・県に支出

するものでございます。 

 同じく、18目ふるさと納税制度事業費は、楽

天、ふるなび、さとふるなどのポータルサイト

への手数料が不足するため、報償費の返礼品代

と組替えを行うものでございます。 

 16ページをお開きください。 

 ３款民生費３目障害者福祉費の扶助費は、障

害者サービス等の給付費の不足により増額する

ものでございます。 

 18ページをお開きください。 

 同じく２項児童福祉費４目児童扶養及び特別

児童扶養手当事務費の扶助費は、児童扶養手当

の支払い回数が５回に変更になったことによる

補正と未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時・特別給付金事業によるものでございます。 

 20ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費９目畜産業費の負担金、補

助及び交付金は、市内の養豚業者を対象に養豚

農場に野生動物進入防止用の柵等を設置するた

めのアフリカ豚コレラ侵入防止支援事業補助金

でございます。 

 同じく、11目農地費の工事請負費は、水之上

地区の排水路スライドゲート改修工事でござい

ます。 

 21ページをお開きください。 

 ７款商工費４目観光施設整備費の各費目は、

森の駅たるみずの浄化槽ポンプ修繕料、寝具レ

ンタル料等の費用でございます。 

 同じく、６目道の駅運営事業費の需要費は、

道の駅たるみずの特産品コーナー空調機器更新

に係る修繕費でございます。 

 22ページをお開きください。 

 ８款土木費３項河川費３目砂防施設整備費の



－25－ 

負担金、補助及び交付金は、鶴田川、磯脇川の

砂防施設整備に係る本市負担分でございます。 

 23ページをお開きください。 

 同じく、６項住宅費６目住宅安全対策事業費

の負担金、補助及び交付金は、住宅リフォーム

等促進補助金及び空き家解体撤去事業補助金の

不足により補正をするものでございます。 

 24ページをお開きください。 

 ９款消防費５目災害応急対策費の各費目は、

１月開催予定の桜島防災訓練に係る会場設営費

用及びバス借上料でございます。 

 25ページをお開きください。 

 10款教育費２目小学校教育振興費の負担金、

補助及び交付金は、垂水小学校図書購入費とし

て寄附を受けたものについて補助金として支出

するものでございます。 

 同じく、３目小学校施設整備費の需用費は、

協和、牛根小学校の消防設備取替修繕等に係る

修繕料でございます。 

 同じく、５項社会教育費１目社会教育総務費

の委託料は、地区公民館等図面データ化に係る

委託料でございます。 

 同じく、５目公民館費の需要費は、境地区公

民館ブロック塀修繕等の公民館に係る修繕料で

ございます。 

 26ページをお開きください。 

 11款災害復旧費１目農林水産業施設単独災害

復旧費は、農道・林道・河川等の土砂除去等に

係る重機借上料でございます。これらに対する

歳入は、前に戻っていただきまして、８ページ

の事項別明細書の総括表及び10ページからの歳

入明細にお示ししてありますように、それぞれ

の事務事業に伴う国庫支出金、県支出金、基金

繰入金、地方交付税などを充てて収支の均衡を

図るものでございます。 

 なお、22款環境性能割交付金につきましては、

消費税増税に伴い、自動車取得税交付金が廃止

になったことにより新たに追加された交付金で

ございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

をいたします。 

   △議案第87号上程 

○議長（篠原則）  日程第24、議案第87号令

和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第

３号）案を議題といたします。説明を求めます。 

○保健課長（橘圭一郎）  それでは、議案第87

号令和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算

（第３号）案につきましてご説明申し上げます。 

 介護保険特別会計補正予算書の１ページをお

開きください。 

 今回の補正は、補正額として歳入歳出それぞ

れ１億1,144万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を23億4,727万8,000円とするものでござ

います。 

 補正の理由でございますが、本年度の介護保

険給付費に不足が見込まれる予算費目を増額し、

その財源として国及び県負担金や一般会計から

の繰入れが主なものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明い

たします。 

 ７ページをお開きください。 

 ２款保険給付費１項サービス等諸費から８

ページの一番下の段、６項高額医療合算介護

サービス等費につきましては、介護保険サービ

ス費に係る予算費目でございますが、各目の説

明欄に記載してございますサービス費につきま

して、それぞれの給付費見込額により増減補正

し、併せて財源の見直しを行うものでございま

す。 
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 続きまして、歳入についてご説明申し上げま

す。戻っていただきまして、６ページをご覧く

ださい。 

 １款保険料１項介護保険料１目第１号被保険

者保険料は、見込みにより増額するものでござ

います。 

 ３款国庫支出金から７款繰入金までは、本年

度介護給付費の見込みに基づき、それぞれの負

担割合額を増額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  サービス等諸費、こちらの関

係が一番大きいということで、今、予算が足り

なくなったということで補正ということなんで

すけれども。これが、説明等も含めて一貫して

予防対策、予防給付等いろいろ取り組まれてき

て、僕らは、逆の意味でその効果に期待をして

いたというか、そういう方向であっただっただ

ろうなということなんですが、ただ、今の報告

で、増えたから予算措置するということなんで

すけども、実際上、どういう要因が働いたので

増えたのか、当初の予算が問題であったのか、

それとも、その後の経過等によってどんどん

サービス等が増えてきたということなんでしょ

うか、その要因というのは一体何なのか、この

２点について質疑をしたいんですが。 

○保健課長（橘圭一郎）  増額の要因でござい

ますが、介護保険のほうは、国の政策でありま

す社会保障、税の一体改革によりまして、医療

から介護へというところと、あと平成25年の改

正で介護は施設から在宅へという方向転換をい

たしております。 

 その中でありまして、現在の予算の根拠とな

ります第７期介護保険事業計画は、その影響を

見込んで策定はいたしておりますが、ご存じの

とおり、平成29年３月に民間の一般病院等の閉

院により、入院患者が施設サービス利用に転換

したり、市内外の有料老人ホームに入所し、新

たに通所介護、デイサービスのほうの利用が発

生したことによりまして、先に述べましたよう

に医療から介護へということから、長期入院が

できない方々が在宅で暮らし続けられる訪問看

護サービスや福祉用具の貸与、また、利用者の

増加が原因で、当初の策定段階の予算額からす

ると大分上がっているというような状況になっ

ているところでございます。 

○持留良一議員  確かに、基本は施設からそれ

ぞれ地域へということだったんです。そのこと

によって、全体的な予算のバランスも居宅と施

設サービスのほうでは居宅が増えていく、その

ことによって介護の事業費も安くなっていくん

だという当初の方針で、そういう説明もされて

きたと思うんです。 

 そうすると、そういう努力というのは、ただ

単に外的な要因と見ていいのかどうかとあると

思うんですが、主体的なやっぱり努力、取り組

み、その結果のあらわれというのはなかったの

か、全然、そういう努力も果たすことなく、そ

ういう外的な要因によってこういう形になった

のか、そうすると、課題は何だということにな

ると思うんですが、そのあたりの主体的な努力

というのはどうだったんでしょうか。 

○保健課長（橘圭一郎）  主体的な努力、私ど

ものほうも給付費のほうの抑制という意味で、

いろんなところで介護保険の部分、介護給付対

象者の方々につきましても、ケアマネ、いろん

な人材を活用しながらやっておりますが、なか

なかこちらでその抑制に対して何をしたという

ような答弁がなかなか難しいものがございます

ので、今度また、私どものほうでまた、その辺

を分析いたしまして、ご答弁できればと思って

おります。 

 申し訳ございません。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません
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か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、産業厚生委員会に付託をい

たします。 

   △請願第２号及び陳情第５号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第25、請願第２号の

請願１件及び日程第26、陳情第５号の陳情１件

を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

請願第２号 家族従業者の人権保障と「女性の

活躍」を促進するために「所得税法第56

条の廃止を求める」意見書を国に提出す

ることを求める請願 

陳情第５号 多額の費用を伴う住民投票条例に

よらない新庁舎建設促進を求める陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ただいまの請願１件及び

陳情１件については、いずれも所管の総務文教

委員会に付託をいたします。 

 以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明30日から12月９日まで

は議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は12月10日及び11日の午前９時30

分から意見陳述及び一般質問を行います。 

 なお、質問者は会議規則第62条第２項の規定

により、本会議終了後の全員協議会終了後から

３日の正午までに質問事項を具体的に記載の上、

文書で議会事務局へ提出をお願いいたします。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午前11時57分散会 
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令和元年12月10日午前９時30分開議 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあると

おりであります。 

   △議案第77号上程 

○議長（篠原則）  日程第１、議案第77号市

庁舎建設に関する住民投票条例案についてを議

題といたします。 

 これより地方自治法第74条第４項の規定によ

り、条例制定請求代表者の意見陳述を行います。 

 意見陳述者は高橋理枝子氏であります。 

 なお、意見陳述の方に申し上げます。意見陳

述の時間は30分以内となっておりますので、ご

留意をお願い申し上げます。 

 次に、傍聴者の皆さんに申し上げます。垂水

市議会傍聴規則により拍手等で可否を表明する

ことは禁止されておりますのでご注意ください。 

 また、写真、ビデオ等の撮影、録音を行うこ

とも禁止されております。 

 撮影等は報道関係者のみに許可してあります

ので、ご注意ください。 

 それでは、高橋理枝子氏、登壇の上、意見陳

述をお願いいたします。 

   ［条例制定請求代表者高橋理枝子登壇］ 

○条例制定請求代表者（高橋理枝子）  私は、

市庁舎建設に関する住民投票条例制定を求める

会の高橋理枝子と申します。本日は意見を述べ

させていただく場をご提供いただき感謝申し上

げます。 

 新庁舎は誰のための新庁舎ですか。私たちが、

今日この場で皆様に訴えたいのはこの一つです。 

 熊本地震を契機に再始動した庁舎建設計画で

すが、私たちも現在の市庁舎は早く建て替えを

しなければならないと考えています。しかし、

東日本大震災のあの津波の映像を見て、そして

様々な災害を経験した垂水市において、なぜわ

ざわざ海辺のすぐそばに新庁舎なのか。 

 鹿児島県が今年10月29日に発表した洪水浸水

地域では、海沿いの建設候補地は最大３メート

ルの浸水想定になっています。ちょっとした雨

でも浸水すると、垂水市民であれば誰でも知っ

ています。そのような場所になぜ新庁舎なのか、

多くの市民が疑問に思っているのです。 

 「安心・安全な市庁舎をつくる」、これは市

長が常々おっしゃっていることです。しかし、

海辺のすぐそばが本当に市民にとって安心・安

全なのでしょうか。 

 当初、建設候補地として挙がっていた現庁舎、

市民館、そして海沿いの候補地の中で、海沿い

の候補地だけが唯一基本設計で安全性の津波浸

水の評価で課題があると評価されています。な

ぜわざわざ３つの候補地の中で唯一安全性に課

題があると評価された海沿いなのでしょうか。

唯一安全性に課題のある場所に新しい市庁舎を

建てて、災害が起こったときに市民を守ること

ができるのでしょうか。 

 法律が求める最大の地下20メートルまで地盤

改良をしても、なお液状化の不安の残る場所。

そして市民が心から安心できないような場所に

新庁舎を建てるのは正しい判断と言えるのでし

ょうか。 

 人口流出や少子高齢化に伴う人口減少など、

垂水市を取り巻く環境は大変厳しいものがあり

ます。国の機関の予測では、2045年には6,993

人、現在の人口の半分以下に減少すると予測さ

れています。さらに2045年には、65歳以上の割

合は2015年のときの37％から56％へ、75歳以上

の割合は約38％へと増加すると予測されていま

す。反対に働く世代の割合は2015年のときの

52％から37％へと減少すると予測されています。 

 このような厳しい状況に置かれている垂水市

において、今後社会保障費の増大や歳入の減少
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が予測される垂水市において、限られた財源の

中で37億円もの予算をつぎ込み、現庁舎の1.5

倍の大きな豪華な市庁舎は果たして必要なので

しょうか。 

 新庁舎の基金へ大半がふるさと納税から回っ

ているとのことですが、垂水市民のためになる

ならと他県から納税された方々は、現状を手放

しで喜んでくださるのでしょうか。無駄を省き、

身の丈に合った新庁舎となって初めて市民や故

郷垂水を思う方々が安心するのではないでしょ

うか。今のままでは多くの市民が得体の知れな

い不安を感じているのではないでしょうか。こ

のように多くの市民より様々な疑問や異論が出

ています。 

 また、庁舎の位置はまちづくりの観点からも

極めて重要です。市役所は毎日市民が足を運ぶ

ところですから、便利な場所でなければなりま

せん。 

 また、市役所はまちづくりの一つの中核とな

り、その周りには商店街や公共施設、住宅など

ができます。ところが海沿いの候補地はまちの

外れにあり、半分は海側に面しています。それ

以上広がりようがありません。現在地より不便

で、まちが衰退するようなところに、なぜ移転

するのか全く理解できません。 

 市長は、このような私たちの疑問や不安に正

面から答えてくださいませんでした。いつも、

今日はそのような場ではないから別の機会に質

問してくれとか、論点をずらして答えてくれま

せんでした。そこまでして、なぜ海沿いのあの

建設候補地なのでしょうか。 

 市民の疑問や不安にまともに答えられないよ

うな場所に建てようとしている新庁舎は、誰の

ための新庁舎ですか。市民目線で計画されてい

るのであれば、市民の疑問に真摯に向き合い、

多様な意見に耳を傾け、市長が語りたいことだ

け語るのではなく、市民からの疑問にも正面か

ら答えることができて初めて、市民目線という

言葉を使うべきなのではないでしょうか。 

 市長はこれまで、さも議会で新庁舎の建設予

定地が決定したかのように広報を繰り返してき

ています。しかし、平成30年３月の設計委託料

は、議会での議決時には建設予定地はまだ決ま

っていませんでした。 

 さらに平成31年の地盤調査費に至っては、本

来であれば平成30年の予算に算入すべき予算で

あり、平成30年の追加予算でしかありません。

それをもって議会で議決を受けていると宣伝し

ています。 

 議会からも、地方自治法第４条の事務所移転

特別議決と予算議決を同じ議会でするべきだと

声が上がっているにもかかわらず、議会で２回

も議決をいただいていると言って、過半数で議

決される予算案から提出しようとしています。 

 なぜ法律で特別に庁舎の位置を変更すること

を通常の議決よりも重い３分の２以上の賛同が

必要としているのか、その意味を市長はよくわ

かっているはずです。それだけ市役所の場所と

いうのは、まちづくりと市民の暮らしに及ぼす

影響が大きいということです。建設予算を議決

し、37億円もかけて建設した後で、この庁舎移

転特別条例案を議会に諮っても後の祭りです。

このようなやり方は本当の民意を押し潰す暴挙

です。 

 ですから、私たちは本工事に入る前に市民の

総意に基づいた建設を進めるためには、今住民

投票を実施するしかないという結論に至りまし

た。 

 私たちは、まず954名の署名とともに新人議

員３名が、議員提案で９月議会での住民投票条

例制定を目指しました。しかし、法律よりも申

し合わせ事項を優先させ、市民が混乱するとの

理由で議会にて審議すらされませんでした。 

 それでも、この新しい市庁舎は私たち市民の

庁舎であり、子や孫の未来を担う市民のための

庁舎だからこそ、どうしても市民の声を届ける
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必要があると考え、最後の手段として直接請求

をしました。 

 署名を集めるに当たっては、本来であれば１

カ月間かけて集めることができるところを、こ

の12月議会に間に合わせるために６日間で集め、

予想をはるかに上回る867名もの署名が集まり、

無事法律要件である有権者の50分の１である

257名の３倍を超える署名簿を提出することが

できました。 

 厳格なルールと縦覧という署名するほうにと

っては大変厳しい条件にもかかわらず、多くの

方に署名いただき、募集を終えた後でも次から

次に署名をしたいとの声をかけていただきまし

た。 

 また、署名をしたいのだが、職場の関係上ど

うしてもできない。しかし、思いは同じですと

の言葉もたくさんの方からいただきました。だ

からこそ、立ち止まって市民の声を聞くことが

私たちの新市庁舎にするために必要なのだとの

思いを強くし、この場に立たせていただいてお

ります。 

 これまで署名いただいた方々の思い、そして

声を上げたくても上げることができない多くの

声なき声を、もう決まったことなどと軽くあし

らい続けてきた市政、行政の都合優先でスケジ

ュールありき、場所ありきの進め方では、到底

私たちの新庁舎として歓迎されることはないで

しょう。 

 市長から出された意見書の内容は大変残念な

ものでした。私たちは市長に対して再三市民ア

ンケートを求めてまいりました。それにもかか

わらず、私たちの要求には背を向け、回答を拒

み、都合のいい方法しかとってこなかったにも

かかわらず、公平性かつ透明性をもって進めて

きたと述べる傲慢とも言える姿勢、住民投票条

例案に成立要件がないから民意を十分に反映し

たものとはならないというまやかし。 

 実施設計の説明会場で、市当局から「今回の

パブリックコメントは実施設計に対する意見の

みです」と言われたので、海辺に建設すること

に対して反対している私たちはそれを信じ、コ

メントは出しませんでした。しかし、驚いたこ

とに、11月号の市報には、「早期着工を望む建

設に賛成などの意見67人、海側は危険といった

安全上の意見が２人」などと堂々と掲載されて

いるではありませんか。そういう手法を私たち

は非難し続けているのです。 

 市長選挙や市議会議員選挙においても低投票

率だからといって成立しないということはあり

ませんし、住民投票はパブリックコメントや車

座座談会よりもよっぽど広く多くの真実の声を

聞くことができます。 

 そして市長は、住民投票必要なしのもう一つ

の理由として、移転先の妥当性を判断する具体

的な根拠が示されていないと述べています。移

転先の妥当性は、そもそもこれまで市長が、議

会や車座座談会や市報などで散々説明してきた

ことへの妥当性について問うと言っているので

す。 

 市長は、様々なところで、現計画が多くの市

民に理解され、賛同を得ていると述べています。

そうであるなら、なおさらのこと、正々堂々と

住民投票を実施し、市民の判断に委ねられたら

どうですか。なぜ絶好のチャンスを逃そうとな

さるのでしょうか。 

 さて、市当局は、よく私たちに対案を示せと

言われます。候補地３つの中から選ぶとして、

現在地か市民館になります。市民館は3,000万

円の耐震工事費用が議決されたとのことですの

で、専門家と現在地での建て替え案を仮に考え

てみました。 

 消防庁舎の敷地まで使用して工期を分け、分

庁化して建てていけば、仮庁舎電算システム移

転費用でかかると言われている８億円や海沿い

の候補地購入費１億数千万円は必要ありません。

駐車場も十分に確保できるとなりました。アイ
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デアを出し合えば、市民が納得いく案を提示で

きるはずです。 

 市長から、提出された住民投票で市民の声を

聞く必要がないとする意見書は、私たちの訴え

てきております、私たちの市民の声を聞かない

で進めているという、これまでの市長を裏づけ

ています。 

 冒頭で私は、新庁舎は誰のための新庁舎です

かを訴えるために来たと言いました。市庁舎は

一度建てると50年、60年建て替えられません。

海辺のすぐそばが防災拠点としてふさわしいの

か、人口が減少し続けている垂水市において、

巨費を投じ、豪華な建物を建てるべきなのか、

まちの中心を簡単に移していいのかなど、新し

い市庁舎建設はこれから先の50年を、垂水の未

来を決める大事な決定です。だからこそ、住民

投票が必要なのです。 

 市民にも意見を表明する機会を与えてくださ

い。どうか垂水市民のために住民投票を実施し

てください。そして市民のための新しい市庁舎

を一緒に建てましょう。 

 以上で、私の意見陳述を終わります。ご清聴

ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  以上で、条例制定請求代

表者の意見陳述を終わります。 

 高橋理枝子氏の退場をお願いいたします。 

 これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

○池山節夫議員  一般質問で、また詳しく聞こ

うとは思っていますけど、いろいろあるんです

ね。今、市長は対案がないからと私たちに言う

ということで、初めて対案らしきものを今述べ

られたんですよ。最後のほうで市民館で建て替

えを、分庁化をして建設をすれば、移転して、

またどうこうという、その８億円は要らないと

いうことを言われました。それで駐車場の確保

も十分にできると、これが高橋氏の対案みたい

なものなんですけど。 

 まず簡単に聞きます。この意見についてまず、

どなたでもいいです。企画政策課長でも総務課

長でも市長でも副市長でもいいです。このこと

についてまず意見をお聞かせください。これに

疑問点がないかどうかだけでもいいです。（発

言する者あり） 

○議長（篠原則）  議案第77号市庁舎建設に

関する住民投票条例案についての質問でござい

ますよね。（発言する者あり）だから、それに

ついて執行部の答弁をお願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  今、高橋代表が、いろい

ろお話をされました。一つの考え方だというふ

うに思います。 

 民意ということで、何が民意なのかという話

もありますけれども、基本的には我々はこれま

で東日本大震災以降ですね、二元代表制という

中で、これまでずっと議論を重ねてきたわけで

す。庁内検討委員会、外部委員会、そして住民

説明会あるいは民意を問う方法としてパブリッ

クコメントやその他もろもろいろんなお話をし

て、平成30年の３月と31年の３月、２回の議決

をいただいていることは事実でございますので、

そこを踏まえて、ここまで来ているというのが

基本的な考え方です。 

 手順を踏まえて、慎重丁寧にやってきたとい

うことは、そのとおりです。補完する仕組みと

して住民投票ということがルールとしてありま

すので、住民の50分の１の規定をクリアした形

で今回提出をされたということでございますの

で、それには意見書を添えて提出をすることが

できるというルールでございますので、それに

従って今議会に提案し、そのことに関して、今、

高橋代表が、高橋代表の思いを語られたという

ことでございますので。 

 詳細のいろんなことは、この後の一般質問

等々でもありますけれども、あらゆる先ほど３

候補地も含めて、総合的にいろんな手順を踏ま

えて現場所に決定をしているわけでありますか
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ら、過程におきまして現庁舎、あるいは今の市

民館のあの場所も検討した結果として、より

我々の案のほうがベストであるという結論に至

っているということであります。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  分庁化して建てれば８億円は

要らないと言われたと思うんだけど、そんなこ

とはないと思いますよ、私はね。 

 それと、駐車場が十分に本当にとれるかと。

土地の購入費も要らないということは、市民館

のあの敷地の中に全てがおさまるということで

すよね。それで本当に市民が満足できるような

新しい庁舎ができるかということについては、

触れておられなかったんだけど。それは先月の

９月議会でも、新原議員が市民館のところでど

うのこうのという質問されたんですけどね、最

後のところはちょっと、もうこれでということ

だったんですよ。綿密に検討して意見陳述も言

われないと、大変だと思いますよ。 

 平成32年までに着工すれば、それが基本設計

をすればということで変わったみたいですけど、

これまで３年かかってここまで来て、着工して

からまた４年ぐらいかかる、７年かかる。今の

高橋代表の言い方では、「みんなでつくりまし

ょう新しい庁舎を」と言われるけど、また疑問

の残るその狭いところを調査をして、どうのこ

うのして７年かかるんですよ。 

 それと、着工32年までにすれば８億円、国か

らの補助金が来る。そのことについては全然触

れられなかった。その８億円を反対の皆さんが

寄附をされるんですか。そういうことも対案と

して、やっぱり意見陳述されないといけないと

思いますけど、この辺の財源的な面について何

か市長。 

○市長（尾脇雅弥）  全体的なこととして、基

本この新庁舎問題というのは築60年、古くて危

ないから建て替えると。この建て替えに関して

は、多くの皆さんご支援をいただいていると。 

 我々もここの建て替えから基本的に検討はし

ているわけですね。ただ、ここの場所の問題点

というのは、まず狭いと、これはもう誰もご理

解いただけると。また調査の結果、地盤のもの

も今の我々の案とほとんど変わらないというこ

とでありますので、ここだから安全だというこ

とにはならないという話であります。 

 お金の話をしますと、東日本大震災の翌年か

ら議会の先生方もご理解いただいて、まずはし

っかりと財源、家庭でいうところの頭金をため

ていかないといけないということで、これまで

蓄えてまいりました。 

 大きく変わったのは、先ほどおっしゃった熊

本震災の後なんですけれども。一つ財源の面で

言いますと、その当時、32年度までに着工すれ

ば、計算上約８億円の交付税を垂水市としてい

ただくことができる、これは大きな財源であり

ます。 

 なかなか実態として、お話をする機会がなか

ったんですけれども、昨年の11月23日の日に森

山先生に直接ご相談をして、財源あるいはその

期間延長ということのご相談をいたしました。 

 結果的には総務省の関係でありますので、期

間はやっぱり時限立法ということでありますの

で、ただし、そのときは32年度までの着工、か

なりハードルが高かったわけですけども、32年

度までに実施設計をすればということになりま

した。 

 ですので、我々がこれまで３年かけて調査を

して、いわゆるその今の案というのは、これに

間に合うイコール少なくとも８億円の交付税は

条件が整えば、歳入として入ってくると。しか

しながら仮の案を示されました。仮にそれが具

体的に、より現実的な案だとしても、そのこと

を今から検証していかなきゃいけないというこ

とになりますと、来年度までに実施設計という

のは普通に考えて無理だということになります。 
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 つまり８億円の交付税、いただけるべきはず

のそういうものがいただけないということは言

えるというふうに思います。先ほど財源の関係

でふるさと納税云々ということで、よく思いと

してはわかるんですけども、詳細にわたって認

識が間違っているところが大変ございます。 

 ですので、その辺も踏まえて、これまで我々

が３年間やってきた経緯というのは、私が考え

たことではなくて、専門家の先生方とか、いろ

んな人たちの意見を集約して、議会の先生方に

も十何回報告をしながら、また一般質問を受け

て先ほど申し上げたような形で議決もいただい

た。二元代表制の民意ということの結果であり

ますから、それがやっぱり一番重要なことだと

思います。 

 もちろん必要に応じて民意を問うということ

は大事なことでありますけれども、今回は場所

について賛成反対を問うということだけであり

ますから、これまでの経緯もろもろも含めて、

意見書を添えて提出できるという立場でござい

ますので、意見書としてはそういうことは必要

ないというお話をさせていただいたということ

でございます。 

○池山節夫議員  最後ですけど、高橋代表の今

の意見陳述の中で、市民の不安や疑問にまとも

に答えてないと。正面から、これまでもいつも

答えないで論点をずらしていったと。この点に

ついてそうなのか、そうじゃないのかと意見を

聞きたい。 

○市長（尾脇雅弥）  今、経緯、大きなところ

でお話をしました。そしてやっぱり必要なこと

は、市民の皆様に周知するということだと思い

ます。 

 ただ、難しいのは、例えば広報誌なんかにし

ても十数回特集を組んでお話をしておりますし、

あるいはパブリックコメントということで民意

を問うあるいは住民説明会、さらには車座座談

会も40回、800名ぐらいの方々にお話をさせて

いただいておりますけれども、高橋代表もいろ

んな庁舎の中のいろいろ意見を言う場も含めて、

よく出席をされておられましたので、中身はよ

くご存知だというふうに思うんですけども、お

立場によって考え方はいっぱいあると思います。 

 先ほどお話がありました、ここから移ること

によっての、例えば私が聞きますのは商売上心

配だとか、いろいろそういう人たちもいらっし

ゃるのは当然のことだと思うんですね。だから

そこの部分はセットで、跡地利用も含めてお話

をしましょうということで、ずっとお話をして

いるところでございますけれども。 

 一番大事なことは、60年の古くて危ない現庁

舎、多くの市民の皆様が訪れ、また現在、現実

的に市役所職員が働いているわけですから、こ

こで熊本震災のような、あれ築50年ですけども

ね。結果、宇土市か、ぺちゃんとなった庁舎が

ありますけども。うちは60年でありますから、

まずはそのことを市民の生命財産を守る、とり

わけ生命をしっかり守るために、これまでの経

緯も踏まえてやってまいりましたので、匹敵す

る見合う代案があれば、いつでも聞く耳は持っ

ていますよという話はこれまでもしてまいりま

した。 

 その３年の経緯も含め、もっと言ったら東日

本の直後から私も現地に赴いて、その大変さと

いうのは十分理解をして、安心・安全、人災ゼ

ロということを目指しながら、これまでご理解

いただきながら進めてまいっておりますので、

私自身自分の気持ちは一番よくわかっておりま

すから、一点の曇りもなくこれまでやってまい

りましたので、そのことをしっかりとお話をさ

せていただいて、最終的には住民投票どうする

のかというのは議会の先生方の判断ということ

になりますので、質問に対してはしっかり答え

ながら、その判断はしたいというふうに思って

おります。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ
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んか。 

○持留良一議員  質疑ですので、自己の意見を

述べることはできませんので、その点を踏まえ

て質疑ということにさせていただきたいと思い

ます。なおかつ住民投票条例案プラス意見陳述、

先ほど述べられた疑問点、いわゆる高橋代表の

意見陳述を踏まえながら、６点にわたって質疑

をさせていただきたいと思います。 

 先ほど高橋代表は、新庁舎建設は重要性が高

いということを指摘をされているということで、

市長の意見書に書かれていたということを言わ

れましたけども、この投票にすべき事項という

ことが、そのことを求めていらっしゃると思う

んですが、それだけ重要性が高いということの

中で、この投票にすべき事項といった何を示し

て投票にすべき事項ということを訴えていらっ

しゃるのか、一点お聞きしたいと思います。 

 それと、少数意見だけが反映される、そうい

う問題点も指摘をされました。ところが、説明

会、車座座談会、パブリックコメント、どれを

見てもこれは圧倒的に全体的な数から見ると、

少数意見ということは、客観的に見ても、誰が

見ても、そう言わざるを得ない中身だったんじ

ゃなかったでしょうか。 

 そうすると、今言われたことと少数意見だけ

が反映される懸念があると、恐れがあるという

ことと矛盾するのではないかという問題なんで

すが、この点が一つです。 

 それと、民意が確実に反映されているのかと

いうことでは疑問を呈していらっしゃいました

が、市長はこの間、民意は反映されていると言

われていますけど、その根拠は何なのかという

ことをお聞きしたいと思います。 

 ４点目が説明責任の問題です。先ほど専門的

見地ということで鹿大の先生、建築学、もう一

つは自治体関係の専門家だったと思いますが、

ここで欠けている点があると、いわゆる地質的

な専門性です。 

 ここには以前、平成17年、18年のとき災害を

受けた時、鹿大の先生が来られてハザードマッ

プをつくろうじゃないかということで講義があ

って、６回にわたって研修会もありました。そ

のときあることを指摘をされました。それは推

定活断層の問題でありました。この点について

本当に専門的見地から、説明責任が果たされた

のかという点については、いわゆる先ほど高橋

代表が言われた公平性・透明性、こういう観点

からもどうなんだということが言えるんじゃな

いかなというふうに思います。 

 それと、あと５点目は「混乱」という言葉も

使われました。そのことも指摘をされましたが、

辞書を調べてみると、何が何やらわからない、

乱れまじることだというような指摘をされてい

ます。これはいわゆる国語辞典による解釈です、

説明です。じゃ、混乱とは一体何なのか。この

ことをしっかり説明していただきたいと思いま

す。住民投票をやる中で、果たしてそれが本当

に混乱なのかという問題であります。 

 最後になりますけども、そうであるならば重

要性も言われています。であるならば、どうあ

れば住民投票を市長は実施する、今言った様々

なことはすべて根本的に解決できる問題であり、

またその主張の妥当性はないというふうに思い

ますが、そうなってくるともう実施するしかな

いと私は考えますが、市長はどうあれば住民投

票が実施できるのか、この点についてお聞かせ

ください。 

○市長（尾脇雅弥）  多岐にわたっております

ので答えられる部分だけお答えをしたいと思い

ます。 

 高橋さんの投票に付すべき事項ということで

ありますけれども、これに関しては、我々は先

ほど意見書の中でも申し上げたように必要ない

というふうに思っているわけでありますから、

高橋さん本人でないと、これわからない部分だ

と思いますので、どういう意味合いなのかとい
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うのは聞いていただければ、いいのではないか

というふうに思います。 

 先ほど言われた民意の反映ということに関し

ては、これまで今経緯をずっと述べてきたとお

り、外部、内部そしてパブリックコメントであ

りますとか、住民説明会でありますとか、いろ

んな形で、そのことは車座座談会も含めて皆さ

んのご意見を聞いていると。反対だから聞かな

いとか、反対のところには行かないということ

ではないんです。広報誌も含めて、そのことは

周知をしていて、どなたでもいいですよと、５

名様以上からということで一定のルールを決め

て、約30分ぐらい説明させていただいた後に、

ご意見を賜るということでありますので、そう

いう手順を踏まえてやっているということであ

ります。 

 安全上の専門家を入れてと、どこまでやるか

という話だと思いますけれども、基本的にはそ

の安全上の我々がバイブルとしているところは

今回、建てる予定のレベルというのは、大臣認

定の柱頭免震構造ということでございます。い

ろいろ地盤改良やら、させていただくわけです

けども、結果的には大臣認定のその基準をクリ

アできるという見通しを立てております。大隅

の中で大臣認定の柱頭免震の建物というのは大

隅鹿屋病院ですね。徳洲会のあれがただ一つと、

10階建てくらいのものですけれども、あのレベ

ルで建てるということでありますので、その過

程において、いろんな地盤の部分とか専門家の

皆さんのそういう判断をいただきながら決定す

ると、認めるということはそういう基準をクリ

アするということでありますから、それ以上の

ことはないというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長（篠原則）  答弁漏れはございません

か。 

○副市長（長濱重光）  民意のことに対しまし

てご質問がありましたけれども、民意のとり方

というのは、いろんな当然手法があるわけなん

ですけれども、ただこの新庁舎建設事業の計画

策定に当たっては、その策定プロセスの法的根

拠というのは示されていないわけであります。 

 議員もご承知のとおり、その都市計画事業の

実施となりますと、当然ながら公聴会でありま

すとか、縦覧をしたり、それから審議会の手続

きを経るということは、これは法律で決まって

おります。ですから、全国どこの市町村も、そ

れではどのような手法をして民意を問うかとい

うことになろうと思います。 

 その手法として、ご指摘がありましたアン

ケートでありますとか、いろんな方法があるん

でしょうけども、我々は今まで先ほど市長も説

明いたしましたように、そうではなくて住民説

明会でありますとか、パブリックコメントであ

りますとか、いろんな形でプロセスを踏んでき

て、我々としては、そういうような手順におい

て民意は反映させながら取り組んできたという

理解のもとに実施しているところでございます。 

 あと活断層の関係は、当時企画政策課長であ

りました総務課長が承知しておりますので、総

務課長のほうで答弁をさせていただきたいと思

います。 

○総務課長（角野 毅）  説明責任の中での活

断層のお話でございますけれども、この活断層

の話につきましては、ハザードマップ作成の時

に専門家の先生をお呼びして、その中で先生の

中から出たお話ではございます。 

 我々が庁舎建設の根拠としているものとしま

しては、今県全体の中でどのような危険性を考

慮すべき点かというものを掲げられております。

そのことを基準にしまして、先生方にもいろん

な意見があることは、我々もこういう庁舎建設

等を当たるに当たって十分検討させていただく

中で、いろんな意見をお持ちの先生方がいらっ

しゃることは十分把握しております。 

 ただ、その中で我々が選択すべきものとして
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は、検討の公式な公表・発表があったものにつ

いて、我々はそのことを信頼性のあるものとし

て選択をしていくということになりますので、

今回はこのような選択をしているということで

ご理解いただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  民意ということだと思い

ますけれども、先ほど申し上げました、私も市

長選、今回新庁舎のことが争点となって、結果、

当選をさせていただきました。市議の先生方も

ですね、少なからずそういう公約を掲げながら

当選をされたと思うんですね。それぞれ賛成・

反対のこの問題に対しては、お立場で意見を述

べられて、そういうそれぞれの選出をされたと

いうことがあります。 

 今回そうですけど、それまでも冒頭申し上げ

ましたけれども、私は23年の１月27日に垂水市

長に就任をさせていただきましたが、その年の

３.11に東日本大震災がありましたので、テレ

ビで見ても大変でしたけども、現場に赴いたら

もっとすごい状況でしたので、やっぱり安全を

どうしていくのかというのが一番大事な考え方

で、当時の議員の先生方も含めてですね、その

ことを重ねてこれまで来たという経緯があるわ

けです。 

 大きくは３年前の熊本震災、お隣の県で起こ

りましたから、そのことをしっかりと検証して

いくということで、加速度的に今日まで進んで

いたということでございます。 

 どの程度説明したかというのは、先ほどお話

ししたようなプロセスのもとで、いろんな考え

方がある中で、平成30年３月、そして31年の３

月、間違いなく２回の議決をいただいているこ

とは事実でありますので、そこも含めて、それ

から先のいろんな今申し上げたような経緯とい

うのを踏まえて、今日まで至っているというこ

とでありますから、それが最大の民意だという

ふうに思っております。 

○持留良一議員  十分な回答が得られていませ

んけれども、今の問題について混乱ということ

は市長は使われて、今度投票すればそういうこ

とが起き得るんだということを指摘をされ、高

橋代表もそこを指摘をされたんですよね。 

 先ほど答弁、何が何だかわからない現象が起

きると、乱れ混じるという、そういうことが果

たしてこれ生じるのかということで言ったんで、

基本的に投票というのは粛々と行われて、投票

して結果を出すわけですので、何が混乱なのか

ということを再度お聞きしたいというふうに思

います。 

 それと、投票に付すべき事項、その中で新庁

舎建設の重要性が高いということを言われてい

ました。先ほど陳述の中でも50年、100年先の

問題だということも指摘をされていました。 

 そこで、やはりこの問題が垂水市が直面する

将来にかかわる重要な課題であるということは、

誰もが共通した認識だろうというふうに思うん

ですよね。それだけ重要性があるんだというこ

とです。だから、全国の住民投票条例の中にも、

これは常に書かれていますよね、重要な課題だ

と。だからこそ、住民の意思を発揮する場が欲

しいんだということで、様々な形であの常設型

の住民投票条例、もしくはこういう諮問型の直

接請求をやった住民投票条例をされていると思

うんですよね。 

 市長は両面を言われていますよね、重要性が

高いんだよと、この問題は。であるならば、そ

の重要性をどこで市民の皆さんにお諮りするの

かと、求めるのかということもあるかと思いま

す。 

 ところが、先ほど少数意見だけが反映される

恐れがあるというようなことを言われて、この

最大の根拠にされているんですが、しかし今副

市長が言われたとおり、パブリックコメントと

かいろいろやったという、それがじゃあ圧倒的

多数なのかと、じゃあその根拠を示していただ

かないと、結局矛盾するんですよ、言われるこ
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ととやることが。 

 どっちも少数意見じゃないかということにな

ってくると、そうなってくると、じゃあ民意と

いうのはそんなことで諮るものじゃないですよ

と、結果を見てそれを市長はどう尊重するかと、

判断するか、総合的にそのことで結論を出すと

いうのが基本的なあり方だと思うんですが、こ

の少数意見と今言われたこととは矛盾しないの

かということ、再度お聞きしたいと思います。 

 説明責任の問題なんですけど、私が大事なの

は今課長が言われたとおりだと思うんです。こ

れは県庁も一緒です。湾岸縁断層というところ

は先のほうです。直接的にはかかわりません。

問題は、直下型なんですよね、一番怖いのは。

であるならば、そのことをきちっと専門家が立

って説明責任をするべきじゃないかということ

が一つあったんです。 

 それで、課長が言われたとおり、それはもう

課長の言われる方向なんですけども、しかし検

討委員会の中で、じゃあそのことがきちっと説

明されたのか、専門性を持った形の方がされた

のかと。やっぱりそこには、そうでない委員の

方々も入っていらっしゃるわけですので、やっ

ぱりそこは特別に呼んで、そういう専門的な形

で説明責任、大事なのは説明責任なんですよ。

わかった、納得したということも含めてやらな

いと、じゃあ説明責任じゃないじゃないですか

ということを問いたいんです。 

 そして、結果として最後答えていらっしゃら

なかったですけれども、じゃあどういう状況で

あれば、市長はこの住民投票としては実施して

いいのかということを、再度お聞きしたいと、

質疑したいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的な考え方としては、

これまで述べたとおりです。それぞれ選挙を戦

って、住民の皆さんの意見を反映しながら、二

元代表制としてここまで積み重ねてきたという

のが基本です。その補完の仕組みとして、住民

投票というのはあるというのはそのとおりです。 

 一定の基準、有権者の50分の１で上程するこ

とができた、それに関しては、私が上程をする

という中で意見書を添えて、提案をすることが

できるということでありますから、その流れに

従って今日まで来ているということであります

ので、基本的な考えはそういうことであります。 

○持留良一議員  総論的に答えられたという、

個別のところには答えていらっしゃらないんで、

基本として市民がこの問題を見るとき、様々な

角度があると思うんですよね。 

 今言いましたとおり、少数意見という問題が

あるじゃないかと。じゃあ、その問題について

今、先ほど言ったとおり、じゃあ自分たちが進

めてきた点についてはどうなんだということを

言われたら、それは少数意見だけが反映される

という恐れがある、それには指摘当たらないじ

ゃないかということにもなると思うんです。 

 それは市長が言われるとおり、間接民主主義

で私たちは市長、議員が選ばれて運営はされて

います。それはもう代表制ですから、そこの責

任というのは重要だというふうに思います。そ

れを混乱させるようなことがあってはならない。 

 しかし、先ほどから言われているこの重要性

の問題、また、住民との関係、そして様々起き

ている問題、矛盾、やっぱり総括的に、これは

また一般質問でもやりますけれども、総括的に

考えると私本当に住民投票が必要だなというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  答弁要りますか。 

○持留良一議員  いえ、もういいです。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○森 武一議員  まず、何点か確認をさせてい

ただきたいなというところがあるんですが、こ

の住民投票条例案の２条のところの投票日、住

民投票の期日というところなんですが、ここの
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文章を読む限りにおいて、ここの記述というも

のは、60日以内に投票日、投票を行うという期

日、行う、何て言えばいいんですかね、期日と

いうものは実施をする日だという認識で間違い

ないのかということが、１点確認をさせていた

だければと思います。 

 あと、先ほど意見書のところの自治の専門家

の２名というところがあったかと思うんですが、

私の記憶では、この自治の２名というのは、お

一人の方が転任をされたので、もう一人入られ

たので計２名ということで、お一人のその方は

経済学の専門家だったかと思うんですが、その

認識で間違いないのかというのが１点と、あと

市長のほうから住民投票が必要がないというこ

とで、意見書が出ているかと思うんですが、こ

ちらの方は何て言うんですかね、２つそろって

反対なのか、どちらか一方があるから反対なの

かということをお伺いできればと思います。 

 あと成立要件に関して、なかったということ

で反対理由として述べられているかと思うんで

すが、成立要件がない場合には、ないから、こ

れはもう全国的にも成立要件は必須なものなの

かということも、併せてお伺いできればと思い

ます。 

○副市長（長濱重光）  １点目でありますけれ

ども、住民投票条例の第２条の関係ですね、こ

こは私どもは作成しておりませんので、それは

代表者の方々を中心に作成されたことですので、

我々としては答弁をする立場にないというふう

に考えております。 

 それから、２点目の鹿児島大学の先生の関係

ですけれども、今ご指摘ありましたように、15

名の中で14名のうち２人が鹿児島大学の教授に

お願いいたしました。 

 １人は学識経験者で建築の専門家、もう一人

は自治の学識経験者ということでお願いをした

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ございません

か。 

○森 武一議員  まだ答えていただいていない

んですが、答弁漏れがあります。 

○副市長（長濱重光）  ３問目はちょっと理解

できなかったんですが、もう一回教えていただ

けますか。 

○森 武一議員  ここ住民投票条例に関する疑

問点と、住民投票条例制定請求の要旨に関する

疑問点というものが、２個１で必要条件として

反対なのか、十分条件として反対なのかという、

要は２かつ３だから反対なのか、２または３な

ので反対なのかということです。 

 要はどちらかの条件が、要は投票率であった

りとかというところが満たされるのであれば、

市長としてはこの反対というご意見、あんまり

必要ないというご意見ですね。というのをする

というご意思になるのか、それとも、どちらか、

どちらも解消されない限りは、要は持留議員と

同じような質問にはなるんですが、やられない

のかということですね。 

○市長（尾脇雅弥）  そのことは、今回そうい

う要請が出て、その中身を見て意見書をつけて

いるわけですけども、基本的には繰り返しにな

りますけれども、二元代表制の中でいろんな意

見も聞きながら、我々なりにしっかりと説明を

しながらここまで来たという経緯がありますの

で、なので住民投票そのものを、この段階にお

いてするということに対して、必要ないという

ふうにも思っておりますし、また、出たその住

民投票の要望書に対しても、中身はこういった

ところもありますよねということで、先ほどご

指摘させていただいたようなことでございます。 

○総務課長（角野 毅）  投票要件につきまし

ては、総務課の立場でお答えさせていただきま

す。 

 議員がおっしゃいました住民投票条例につい

ての投票要件ということでございますけれども、
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特に法的に拘束されるものではないと考えてお

ります。 

 ただ、住民投票を実施した場合の中で、これ

まで住民投票の成立要件を規定している自治体

のうちの多くが、２分の１以上というような形

で指定をしているようでございます。また、平

成22年度から平成元年度までの市長選挙、市議

選、知事選、衆議院選と、多くの選挙につきま

しても、投票率については半数以上というよう

な形はとっております。 

 ただ、成立要件を設けた場合には、開票等に

つきましては、経費等に係る開票作業等の関係

もございますことから、開票自体を行わないと

しているような事例がございます。ですので、

当初の要件でございますけれども、投票要件の

中、規定については、特に法で縛られるもので

はないということでございます。 

○森 武一議員  済みません。そうなってくる

と、ここの意見書のところの少数意見だけが反

映されるということは、執行部としては50％以

上の投票率があれば、ここは解消されるという

認識でよろしいんでしょうか。 

○総務課長（角野 毅）  本市がどのような数

字を設定するかということは、定めておりませ

んので、今言われたように50％がどうかという

話は、まだ確定しているものではございません。 

○森 武一議員  済みません。こちらのほうは、

執行部のほうで市長の意見書なので、市長が投

票率の成立要件として、重要な投票率に関する

規定がないからということで、反対の根拠とさ

れている、必要ないということの論点の１つと

されているわけですよね。 

 今回、その総務課長の方から50％以上があれ

ばというのが、大体ほかの市町村であるという

ことで、市長としてこの意見をつける際に、大

体何％以上であったら、必要があればよかった

なというふうに思っていらっしゃったのかを、

お伺いできればと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  基本は変わらないんです

けれども、その中で意見書の中でご指摘をさせ

ていただきましたその投票率とか、この中に重

要な投票率に関する規定がありませんというこ

とで指摘をさせていただいています。 

 ただ、一般で住民投票の結果は、民意を十分

に反映したものとしてはならないと考えますと

いうことなんですけれども、15条のところで、

市長および議会は市民の意思が表明された開票

結果を尊重しなければならないとされているわ

けですね。 

 極端に言えば、仮にその10％という投票率で

あっても、１票でもそういう意向であれば、尊

重しなければならないという意味合いでもある

わけですよね、ルール上読み取ればですね。 

 だから、我々はそういうことで、そのことを

もって反映するということには、意思・開票結

果を尊重するということにはならないし、ただ、

そもそもその提案自体が、先ほど申し上げまし

たような、二元代表制のルールの中が基本であ

りますから、補完の仕組みとして出せるという

ことはわかるけれども、その中身の部分に関し

ては、立場上私が上程をしなければならないと

いうことでありますから、意見書を添える中に、

こういう問題もありますよねという話でありま

すから、何％だからする、しないという話では

ないと。 

 いわんや拘束力もないということであります

ので、そういう意味合いも含めて、現状の立場

において、そのような意見書をつけさせていた

だいたという現状でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○前田 隆議員  住民投票の条例を出した一番

の問題というのは、住民の声を聞くと、そこの

１点にあると思うんですよ。というのは、執行

部が一生懸命パブリックコメントをいろいろと

やられている。 
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 これはこれで可とするんですが、本当に一番

最初のスタート、位置の問題というのは一番大

事だと、ここがやっぱり３年前のスタートの時

に、本当に住民の声が反映されているかと、反

対の人もいたと、賛成の人もいたと、そういう

ことをここにきてやっぱり住民投票で聞くとい

うのが、一番大事だということで、この住民投

票条例は出ているんだと私は思うんです。 

 ２次的な部分で、長期的な観点で贅沢なのは

要らないと、規模の大きいのは要らないと、人

口減少の中で。そういうのは次なんですが、住

民投票条例というのは、１点しか諮れないと、

是か非かと、場所をですね。場所のところをま

ず決めて、その後に建物が大きいと、いやこれ

でいいと、あるいは予算はこれでいいとか、い

や、もっと小さくしていいと、そういう部分は

２次的な部分です。 

 やっぱり場所というのは、先ほども３分の２

という重たいハードルがあるという、ここのス

タートがちょっと最初の段階で癩癩癩じゃなか

ったかと、そこを今もう一回住民、50年、60年

という市庁舎を建てる段階では、やっぱりここ

の原点に戻って、住民に問うべきだということ

で、この条例案を出していると思いますので、

ぜひ出してほしいと思います。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  前田議員、答弁要ります

か。 

○前田 隆議員  市長の答弁をお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  ４月から前田議員という

ことで就任をされたと思いますけれども、先ほ

ど申し上げましたこの問題は、約10年前からス

タートして、今申し上げたような経緯も踏まえ

てですね、民意というのはいろんな問い方があ

ります。一人一人に聞けばいいじゃないかも含

めてですね。 

 ですけれども、こういうことに関しては、現

実的にそれはできないわけでありますから、先

ほど繰り返しになりますけれども、手順を踏ま

えて、二元代表制の民意も踏まえてこれまでや

って、結果として議決もいただいて、今日まで

来ていると、それがあの大きな我々の筋であり

ます。 

 そうでなければ何事も決まらないわけであり

ますし、先ほど申し上げたような補完の仕組み

としてあるということは、そのとおりでありま

すので、そのことが出たことは、否定をするも

のでありませんけれども、意見書という形で私

の意見をつけさせて今日にいただいて、最終的

には責任ある立場ということでご判断をいただ

くということになろうかと思います。 

○前田 隆議員  その住民投票をして、本当に

市民の声が出て、我々も議会もその結果を踏ま

えて、まずして、そういうことでまた市庁舎の

問題を、議会は議会として対応するということ

で、とりあえずは住民の声を聞くという、それ

を先にさせていただくというのが大事だろうと

思いますので。 

○市長（尾脇雅弥）  今、とりあえずというよ

うなお話がありましたけれども、これまでいろ

んな考え方で、先ほど申し上げましたけど築60

年、古くて危ないから建て替えると、このこと

が一番なんです。 

 そのことを経緯も踏まえてですね、しっかり

と議員の先生方にも説明をさせていただいて、

市民の皆様にも広報をして、選挙も戦って、足

らざるは住民説明会やらパブコメやら、いろん

なことをしながら今日まで積み重ねてきたとい

う経緯があるわけですね。 

 これを一旦おいといて、住民投票をその場所

の部分だけを問うというのは、私は違うという

ふうに思っておりますので、これまでの二元代

表制の経緯を中心にしながら、もちろん意見は

いろんな形で、さらにいい方向へ組み込まなき

ゃいけないと思いますけれども、いろんな先ほ

ど財源の問題も、またリスクもありますから、
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まずはしっかりとこの庁舎を、安心・安全な庁

舎を、それでも我々の案でも４年かかるわけで

すから、しっかりと建てていくのが、私は私に

課せられた責任だと思いますし、これまでその

ことに対して筋が違っているとは思っておりま

せん。 

○前田 隆議員  建て替えることは必要だとい

うことは、もう我々みんな、市民納得している

と思います。 

○市長（尾脇雅弥）  おおむねだと思いますけ

れども、みんなが納得しているわけではないだ

ろうと思います。そういう意見もございますの

で、ですので、細かく言えばいろいろあります

けれども、しっかりこれまでの経緯の中でです

ね、できる限りご意見をいただいて、やっぱり

決断をしていくという場面もあろうかと思いま

すので、そういう時期が来ているんだというふ

うに思っております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○新原 勇議員  私も住民投票は必要だと思い

ます。なぜ今ごろになって、こんなに市民の方

が揺れているか、やはり皆さんあそこの場所は

危険じゃないか、危ないじゃないか、それで市

長自体も車座座談会をまだ今からも続けると言

っていらっしゃいます。今からも続けるという

ことは、やはり市民の方が納得してないから、

今からも続けるという発言であると思います。 

 それに、パブリックコメントについても、こ

れまでにない市民の皆様からの意見の提出があ

りとありましたが、これまでにない市民のパブ

リックコメントの提出というのは、1,000名で

すか、何百名ですか。そういうふうに住民説明

会のときも、賛成の方は二、三人でしたけども、

僕は中央でしか知りませんけども、ほとんどが

反対の意見であったと思っております。 

 ただ、そういうことも踏まえて、住民説明会

の反対の意見というのは、前も質問したと思う

んですけれども、あんまりに表に出てこない。

あそこはだめという１人の意見とか、そういう

のだけ強調されております。 

 この住民説明会の投票は必要だと思っており

ます。この住民の関する疑問点、その中のこう

いういろんなことが書いてありますけれども、

これは果たして、これを市民の方に見せて、納

得がいかれるものかどうか教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  市民の皆さんが納得され

るかどうかというのは、いろんなご意見がある

んだと思います。今おっしゃったようなことも

あると思いますし、賛成だという方もいらっし

ゃいます。 

 安全上の問題というのは、我々が一番気にか

けていたところで、これまではある意味肌感覚

で、海辺だからどうなんだというお話もありま

した。でも我々は３年前の議論としては、例え

ば安全対策を講じることによって大丈夫なんだ

と。例えば中央病院もあるじゃないですかと。

中央病院がよくて、この新庁舎がだめという話

も我々の考えからすると、おかしいわけですね。 

 ただ、その安全対策に関しても、先ほど申し

上げました大臣認定という、柱頭免震の対応を

することによって、しっかりと対応できますと

いうことでありますから、少なくとも現庁舎の

この状況よりもはるかに改善をしたもの、津波

とか液状化とかというものに対しても、しっか

りと説明をさせていただきました。 

 違うということであれば、その科学的な根拠

というのは何ですかということも問い合わせを

しました。それには答えていただけないわけで

すよね。だから、我々は我々の責任において、

説明をできること、やるべきことは進めてまい

りましたし、違うというご意見があることも、

いろんな意味で心配も含めてあるというのは理

解しておりますけれども、その辺のところをし

っかり協議していかなきゃいけないとは思って

おりますけれども、考え方は基本的に先ほど申
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し上げたようなとおりでございます。 

○新原 勇議員  これから50年、60年使う建物

でございます。ぜひ住民の意思を酌んで住民投

票を行うようにお願いいたします。 

○議長（篠原則）  答弁は要りませんね。 

 ほかに質疑はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。本案については、総務

文教委員会に付託いたします。 

   △議案第88号～議案第90号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第88号か

ら日程第４、議案第90号までの議案３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第88号 垂水市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第89号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第90号 垂水市職員の給与に関する条例及

び垂水市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○総務課長（角野 毅）  議案第88号垂水市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例案についてご説明申し上

げます。 

 本議案は、国の特別職の給与に関する法律の

一部改正により、期末手当の支給月数が改正さ

れたことに伴い、本市議員の期末手当の支給月

数を現在の3.35月から3.4月へ、0.05月分引き

上げようとするものでございます。 

 改正の方法といたしまして、施行日及び適用

日が異なるものがございますので、同じ条例で

はございますが、平成31年４月１日適用分を第

１条として、令和２年４月１日施行分を第２条

として、２段階の改正を行おうとするものでご

ざいます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明をいたします。 

 まず、第１条は12月分の期末手当の支給月数

の改正について定めたものでございます。 

 改定内容につきましては、期末手当の支給月

数が引上げとなり、年間0.05月分の増加分を12

月支給分で引き上げようとするもので、条例第

５条第２項中において、６月に支給する場合に

は100分の167.5、12月に支給する場合には100

分の172.5に改正しようとするものでございま

す。 

 次に、第２条でございますが、令和２年度以

降の期末手当の支給月数の改定について定めた

ものでございます。 

 内容は、第１条において、年間0.05月分の増

加分を、令和元年12月分で引き上げたものを６

月分、12月分で振り分けようとするもので、条

例第５条第２項中、６月に支給する場合には

100分の167.5、12月に支給する場合には、100

分の172.5を、６月、12月ともに100分の170に

改正しようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、附則第１項は、

この条例は公布の日から施行し、第２条の規定

は令和２年４月１日から施行しようとするもの

でございます。 

 また、附則第１項は、第１条の規定による改

正後の条例の規定は、平成31年４月１日に遡及

して適用することを規定したものでございます。 

 附則第３項は、期末手当の内払いについて規

定したもので、第１条による改正後の規定を適

用する場合において、改正前に支給された期末

手当は、改正後の規定による期末手当の内払い

とすることを規定したものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 
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 続きまして、議案第89号垂水市長等の給与に

関する条例の一部を改正する条例案についてご

説明申し上げます。 

 本議案は、議案第88号同様、国の特別職の給

与に関する法律の一部改正に伴い、市長、副市

長及び教育長の期末手当の支給月数を現在の

3.35月から3.4月へ、0.05月分引き上げようと

するものでございます。 

 改正の方法といたしましては、議案第88号同

様、平成31年４月１日適用分を第１条として、

令和２年４月１日施行分を第２条として、２段

階の改正を行おうとするものでございます。 

 改正の内容につきましては、議案第88号と同

様となりますので、説明は省略させていただき

ます。審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第90号垂水市職員の給与に

関する条例及び垂水市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例案に

ついてご説明申し上げます。 

 令和元年８月７日に、人事院が国家公務員の

給与に関する勧告を公表し、これに基づく国家

公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一

部改正が11月22日に法律が公布されました。 

 本年の給与勧告は民間の賃金状況を反映し、

昨年に引き続き給与、賞与ともに引上げと住居

手当の見直しとなっております。本議案は、主

にこの人事院勧告に基づき改正しようとするも

のでございます。 

 なお、改正の方法につきましては、垂水市職

員の給与に関する条例のうち、平成31年４月１

日に適用分を第１条として、令和２年４月１日

施行分を第２条として、また垂水市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例を第３条とし

て、改正を行おうとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表でご説明いたします。 

 まず第１条は、垂水市職員の給与に関する条

例において、平成31年４月１日に適用するもの

として改正するものでございます。 

 条例第17条は、勤勉手当の支給について定め

ておりますが、人事院勧告に基づき勤勉手当の

支給月数を引き上げようとするものでございま

す。支給月数の引上げは、令和元年12月支給分

を0.05月分引き上げることから、第17条第２項

第１号中において、６月に支給する場合には、

100分の92.5、12月に支給する場合には100分の

97.5と改めようとするものでございます。 

 次に、別表第１は給料表の改定でございます。

内容は、若年層の給与水準の引上げということ

になっております。 

 次に、新旧対照表の７ページ、中段以降です

が、第２条は垂水市職員の給与に関する条例に

おいて、令和２年４月１日に施行するものとし

て改正するものでございます。 

 条例第３条の給与については、後ほど説明を

いたします、管理職員特別勤務手当を追加する

ものでございます。 

 第８条の３は、居住する住居手当について、

手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円

引き上げ、これによる原資を用いて、手当額の

上限を1,000円引き上げようとするものでござ

います。 

 続きまして、８ページ、14条の２は管理職特

別勤務手当でございます。本手当は、人事院規

則に準拠して、管理職員へ臨時、緊急の必要に

応じて週休日等における勤務に対して支給され

る手当でございます。 

 本市は、これまで行財政改革の取り組みの関

係もあり、本手当を条例化してきておりません

でしたが、垂水市を除く県下18市で導入済みと

なったことから、今回改正しようとするもので

ございます。 

 第１項及び２項で支給対象となる勤務につい

て、第３項で手当の額は、各号記載の金額の範

囲内において規則で定める額としております。 

 なお、支給対象となる勤務については、災害
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対応業務が主な業務になると考えております。 

 次に、９ページ、第17条第２項第１号は、勤

務手当について定めたものでございますが、先

の第１条の改正において、12月支給分の支給月

数の引上げを行った分を、令和２年以降６月、

12月の支給分で平準化しようとするものでござ

います。 

 同項第１号は、再任用以外の職員を規定する

もので、６月に支給する場合には100分の92.5、

12月に支給する場合には100分の97.5としたも

のを、100分の95に改めようとするものでござ

います。 

 次に、中段の第３条は、垂水市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例を垂水市職員の

給与に関する条例に合わせて改正しようとする

ものでございます。 

 改正の内容につきましては、おおむね第２条

と同様になりますので、説明を省略させていた

だきます。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は公布の日から施行し、第２条及び第３条

並びに附則第４項及び第５項の規定は、令和２

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 また、附則第２項は、第１条の規定による改

正後の条例の規定を、平成31年４月１日に遡及

して適用することを定めたものでございます。 

 附則第３項は、給与の内払いについて規定し

たもので、第１項による改正後の規定を適用す

る場合において、改正前に支給された給与は改

正後の２の規定による給与の内払いとすること

を定めたものでございます。 

 附則第４項は、住居手当に関する経過措置で、

改正後の住居手当が2,000円を超える減額とな

る職員について、令和３年３月31日までの間、

経過措置を講ずることを定めたものでございま

す。 

 附則第５項及び第６項は、規則への委任につ

いて定めたものであり、この条例の施行に関し

て必要な事項は、別に規則で定めるものとする

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  一般的な質問になるかと思い

ますけれども、人事院勧告の内容により今回引

上げということですけど、地域性との関係でそ

のあたりというのは、検討があったのかどうな

のか、いわゆるもうこのままの、いわゆる人事

院勧告による内容で引上げとなったのかという

ことと、平均的にどのぐらい引き上がるのかと

いうことと、あと若年層の引上げということが

ありましたけれども、このことは、いわゆるそ

こにスポットを当てないとという、様々な問題

を今回指摘はされていたんですけれども、その

あたりについてやっぱり問題を垂水市も抱える

ような中身になっているのかということ、この

３点について質疑をいたします。 

○副市長（長濱重光）  １つ目につきましては、

私のほうで答弁させてください。 

 この給与条例というのは、人事院勧告がベー

スになるというのは、もうご承知のことだと思

います。 

 その中で、そういった垂水市の職員の期末手

当、勤勉手当、若年の給与をどうするかという

問題を考えましたときに、私どもがそのベース

にしますのは、やはり県の人事委員会が状況を

把握した、例えば県全体のその民間の賃金の状

況でありますとか、それから鹿児島県における

物価指数の動向でありますとか、そういうこと

を踏まえて、県は人事委員会において結論を出

して、知事に勧告をされる。そして、それに基

づいて執行部側から議案に提案して、可決をす

るわけですね。 

 ところが、それをそれじゃ県がやっているよ
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うなことを、各43自治体ができるかという問題

があると思うんです。そこが可能であれば、そ

れがベストだと私も思います。 

 しかしながら、そういうことというのは、や

ろうと思えばやれないことはないんですけれど

も、そこはもうどうかなと思いますので、やは

り県が調査をし、繰り返しになります、いろん

な状況を踏まえたことをベースにして、市町村

もならってやっていくというのが、やはりこれ

までもやってきたやり方でありますし、やはり

そこは尊重してもいいのかなということを、私

自身は考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  議員ご質問の影響額

というところでございますけれども、今回の三

役についての影響額に関しましては、市長が４

万4,850円、副市長が３万4,213円、教育長が３

万2,833円、合計11万1,895円が影響額となって

おります。 

○持留良一議員  確かに、副市長が言われる視

点は当然だろうという、私はそういう点じゃな

くて、市民感情も含めて２つの側面が市の職員

にはあると思うんですよ。地域を引っ張ってい

く役目があると、もう一つは。 

 もう一つは、やっぱり今の市民の給与実態、

感情を含めてどうなんだという点もあろうかと、

だからそのあたり、きちっと気持ちをどう反映

させていくのかということはあると思うんです

よ。民間との考えでいくと、やっぱり公務員が

引き上がったということで、頑張って我々も賃

金アップをやっていこうかという、そういう一

つの指標にもなると思うんですね。 

 ところが、市民から見たら、なぜ公務員だけ

がいいんだというような、そういうことも結果

として出てくる可能性があると。じゃあ、その

あたりをどんなふうにしてソフトランニングし

ていくかという点があるかと思うんですよ。 

 だから、僕らもそのことをきちっと受け止め

て、議員も議員として、この議員報酬の関係は

考えると思うんですね。やっぱりそこのところ

は議論されたのかどうなのかということです。

具体的には、そんな指数を出せとかいうことで

ありませんので、その点です。 

○副市長（長濱重光）  私自身も長く県で働い

てきましたので、いつもその取り上げられるの

は、報道機関で取り上げるのは、何で公務員だ

けがということも、あるのは事実であります。

市民感情としても、そういうことは一部声とし

てあるのは確かだろうと思います。 

 しかしながら、やはりその先ほど言いました

ことをベースにして、勧告がなされて、我々が

尊重して、それを今議会にお願いしているわけ

でありますので、それは市役所職員のやはり自

覚を持って、これだけの給与体系の中で与えら

れた給料の中でやっていくという、これはもう

労働に対する対価でありますので、そういうこ

とをやっぱり市役所職員自身が自覚をすること、

私自身は皆さんは自覚をしていらっしゃるとい

うふうに思っております。 

 そのことをやはり今後も踏まえて、市民のた

めに、市の発展のために市役所職員は頑張って

いくということだろうというふうに、そのこと

を通じて、市民の方々にも理解していただくと

いうことが、最も大事なことじゃないかなとい

うことを、私自身は感じております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ございません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第88号から議案第90号までの

議案３件については、いずれも総務文教委員会

に付託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。次は11時10分よ

り再開いたします。よろしくお願いします。 
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     午前11時１分休憩 

 

     午前11時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △一般質問 

○議長（篠原則）  日程第５、これより一般

質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いいたします。 

 なお、質問時間は答弁時間を含めて１時間以

内とし、質問回数については無制限といたしま

す。また、いずれも初回の発言時間を20分以内

に制限しますので、ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 それでは通告に従って、順次、質問を許可い

たします。 

 最初に、６番、堀内貴志議員の質問を許可い

たします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。今議会、

一番のテーマであります条例制定議案。意見書

を述べられて、先ほど議員からも活発な質問が

出ました。今議会の最大のテーマではないかな

と思います。私も、後ほど、この点については

しっかり追及していきたいと思います。 

 今月５日、鹿児島市のマリンポートに寄港し

たクルーズ船の観光客を高速船で大隅半島に案

内する初めてのツアーが行われました。これま

で観光客の滞在時間の関係で、薩摩半島が主で、

大隅半島は来ても桜島までという状況でした。

それが移動時間約40分で大隅半島に行けるとい

うことで、今後、どのように波及させるのかが

課題となりますが、大隅観光の起爆剤となるこ

とは間違いないのではないでしょうか。特に、

市長を中心に、水産商工観光課長、執行部の力

の見せどころでありますので、ぜひ垂水市も、

そのご利益を得ることができるように期待をし

ております。 

 さて、本日は私にとりまして、３期目、35回

目の一般質問になりますが、関係各課の皆様に

おかれましては、簡潔明瞭にご答弁をよろしく

お願いしたいと思います。 

 まず１つ目は、新庁舎建設事業に関する住民

投票条例案について質問します。請求代表者か

ら提出された住民投票条例制定請求書も事前に

読ませていただきましたし、先ほど、代表者の

意見陳述もありました。この庁舎建設に係る住

民投票条例を制定するということが、果たして

いいのかどうか、請求代表者の請求書を見ます

と、庁舎建設はどこの市町村でもまちを二分す

る大きな問題である。新しい庁舎を建設するこ

とは、市民の間で一定の合意がされているとい

う一方で、その他の争点に関しては合意がなく、

様々な意見がある。住民投票して、市民の声を

反映させることが将来に禍根を残さないとして

います。さも、住民投票をすることこそが、市

民の声が反映され、禍根を残さないことになる

のだという考え方であることが、そもそも説得

力を欠く意見書であるという印象があります。 

 この住民投票条例制定の請求がどういうこと

を意味するのかと考えたときに、これまで執行

部と議会が取り組んできたことを全くもって否

定することになる行動ではないかと思いますと、

そのことが誠に残念でなりません。 

 私は議員として、この庁舎建設の問題につい

ては、これまで市民から寄せられた様々な意見

や問題点、不安点を追求するために、時には直

接、担当部署を訪ねて説明を求め、時には全員

協議会、あるいは一般質問や各委員会など、多

くの機会に繰り返し、繰り返し質問しては納得

し、納得のいかない点については、修正を求め

ながら、執行部と一緒になって、この庁舎建設

事業に取り組んできました。我々議員は二元代

表制のもとに、市民の負託に応えるためにも、

市民を代表してしっかりと審議してきましたし、
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そして、納得をしたからこそ予算も可決してき

たわけです。また、執行部についても、市民の

様々な意見を吸収しながら、月日をかけ、時間

をかけ、労力を惜しまずに、予算を費やして調

査研究をしながら、この事業を進展させ、そし

て市民に対しても懇切丁寧に説明する機会を設

けて、やっとの思いで基本設計までこぎつけた

わけです。これまでの執行部も議会もどれだけ

の時間をかけてきたか。これまでの作業の経緯

をなぜに理解してもらえないのか、非常に残念

でなりません。 

 今回、地方自治法第74条第１項の規定に基づ

き、直接請求された庁舎建設事業に関する住民

投票条例案は地方自治法第74条第３項の規定に

より、市長の意見書を付して、今回の議会に上

程されました。本来ならば、請求代表者に請求

理由等に対しての疑問点や問題点を追及したい

ところでありますが、ルール上、代表者には質

問できないということであります。 

 そこで、これまで庁舎建設事業に着手して、

今日までの検証と、また市長から出された意見

書の内容について、確認のために質問をいたし

ます。これから質問することは、市長の意見書

にも記載がありますし、既にこれまでの議会の

中でも多くの議員が質問してきたことと重複す

ることばかりだと思いますが、この機会に改め

て確認をしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず１点目ですが、庁舎建設の必要性と庁舎

建設に至るまでの経緯。 

 ２点目は今回の大きな問題点の一つでありま

すが、建設場所の決定に至った経緯。 

 ３点目はこれまでに使った予算についてお尋

ねをいたします。 

 請求代表者は意見書の中で、市民の声を反映

させるために住民投票をすべきと訴えています

が、執行部はあらゆる手段を通じて、市民から

の意見聴取や市民への事業説明をやってきたと

思います。 

 ４点目は、市民への事業説明の状況と、現在

実施している車座座談会の取り組みについて、

お伺いをいたします。 

 大きな２つ目は、日本遺産に認定された麓地

区の活性化対策について質問をします。今年５

月、鹿児島県と垂水市を含む県内９市で構成さ

れた「薩摩の武士が生きた町～武家屋敷群麓

～」が日本遺産に認定をされました。そもそも、

鹿児島県は薩摩藩島津家当主が住む鹿児島城、

鶴丸城を本城とし、鎌倉時代から続く各地の麓

城として薩摩藩全体を防衛してきました。麓と

は、山城と、その麓に広がる武家屋敷群全体を

指し、このほど県内９市にある武家屋敷群全体

が日本遺産に認定をされました。 

 10月17日には、本市において記念事業として、

薩摩の武士が生きた町講演会が開催されました。

今回の日本遺産認定を絶好の機会と捉え、まち

の景観づくりや歴史文化を再認識しなければな

らないと思っていますが、日本遺産認定に至っ

たいきさつと目的、観光振興とまちづくりにど

のように生かしていくのかについて、お尋ねを

します。 

 また、日本遺産に認定された史跡・財産を、

今後、後世に残していかなければならないと思

いますが、その保存方法についてどのように考

えているのか、教えてください。 

 大きな３つ目は、自動運転装置の車両の導入

についてお尋ねをいたします。10月下旬に東京

に行く機会があり、たまたま東京ビッグサイト

で開催されていました東京モーターショーに行

ってまいりました。世の中はパソコン等の普及

によるＩＴ化、また、人工知能のＡＩ化など、

技術革新が急激に進んでおり、まさしく情報化

社会、そして、知らず知らずのうちにスマート

に便利な生活ができる時代になってきています。

東京モーターショーでは、今後、未来に向かっ

て、まさにどんなまちや暮らしがやってくるの
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か、体験できた場所であり、また、私の想像を

はるかに超えるものでもありました。 

 そんな中で、一番興味を持ったのが、自動運

転装置の車両でした。自動運転の開発といいま

すと、今や自動車業界にとどまらず、グーグル

やソフトバンクなど異なる業界も巻き込んで進

められています。また、その技術も、前の車に

ついて走るクルーズコントロール、車線維持走

行、自動ブレーキ、急発進防止装置など、運転

支援機能を搭載した車は、既に町中を走ってお

り、今後、さらに進化を続け、世界に広がって

いくことだと思います。 

 例えば、2020年の東京五輪、パラリンピック

では、自動運転技術を活用した電気自動車Ｅパ

レットが移動手段として活用されるということ

です。東京モーターショーでは、国土交通省も

自動運転装置のブースを出展していましたが、

道の駅を拠点に、2017年から全国数カ所におい

て実証実験を実施しています。そして、2020年

までには実証実験した中から実用化に向けて動

き出すということの説明も受けました。今後、

ますます自動運転技術は進化するものと思いま

す。 

 全国で試験運用されている自動運転装置の取

り組みについて、自動運転装置の車が走る社会、

まさしく夢のような話であると思う方もいらっ

しゃるかと思いますが、実用化に向けた取り組

みは、すぐそこまで来ています。本市において

も、早くから自動運転装置の情報収集に努めて、

本市のまちづくりに活用しなければならないと

思いますが、市としてどのような認識でいるの

か、お尋ねをします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  堀内議員の庁舎の建設の

必要性ということについて、お答えいたします。 

 先ほども関連でご質問がありましたので、重

複するかもしれませんけれども、ざっくり考え

方を申し上げたいと思います。庁舎をなぜつく

るのかということに関しては、築60年、古くて

危ないから建て替えるということが基本であり

ます。そのために、東日本大震災以降、時間を

かけて財源を蓄えながら、大きく変化したのは

熊本震災の後です。隣県道、ああいう悲惨な状

況を踏まえて、加速度的に慎重丁寧に、しっか

りと中身を議論してきたわけであります。議会

の先生方にも先ほどからお話をしましたとおり、

場所の問題も含めてしっかりと説明をして、十

数回の全員協議会、さらには関連する議案とい

うことで２回議決をいただいているということ

でございます。 

 そういうことで、一番大事なことは、多くの

市民の皆さん、職員の皆さんが集う、この市役

所を一日も早く建て替えなければいけないとい

うことで、ルールに従って、手順を踏まえて、

慎重丁寧に進めてきたという経緯でございます。

先ほど、代表の高橋さんが思いを語っておられ

ました。大変理解する部分もあります。私自身

も、初期のころ、そういう観点から、技術的、

安全上、あるいはコスト面で質問もした経緯も

ございます。その結果として、これまでもお話

をしているように、安全上、あるいは財源の面

において、しっかりと対応できるという状況が

整いましたので、議会の皆様方にもお話を進め

ているということでございます。ですので、そ

のことをまだまだ十分、皆さんが100％かとい

えば、個人差があると思いますし、そもそもの

考え方もありますので、これからもお話はさせ

ていただきますけれども、なぜ必要かというの

は、古くて危険なこの状況を一日も早く回避す

るということが何より大事だと考えております。 

○企画政策課長（二川隆志）  建設場所決定の

経緯についてお答えさせていただきます。建設

候補地については、建設スケジュールや財政へ

の利益を考慮し、市所有の公有地である３カ所

の建設候補地を市民の利便性、計画の経済性と

実現性、防災拠点・安全性、まちづくりとの整
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合性といった４つの評価項目を設定し、内部評

価及び外部検討委員会による外部評価を行い、

さらに、この評価結果を市民の皆様に公表し、

パブリックコメントを実施するなどして建設候

補地を決めてまいりました。公平性、透明性を

確保しながら、市民目線による総合的、専門的

判断のもと、建設場所の選定ができたものと考

えております。 

 続きまして、市民への説明状況について、お

答えさせていただきます。住民説明会について

は、平成30年５月に基本計画決定に関する説明

会を７回開催しまして、参加者は262名、平成

30年10月に設計事業者が決定したことから、設

計提案内容に関する説明会を６回開催しまして、

参加者は163名、令和元年９月には、基本設計

案に関する説明会を３回開催し、参加者は273

名でございました。 

 また、庁舎建設事業に対する不安や疑問点の

解消を目的とした車座座談会は、これまでに、

市民向けを28回、508名、行政連絡会での説明

を６回、123名、職員向け座談会を６回、196名、

合計40回、827名の市民の皆様にご参加いただ

いたところでございます。 

 続きまして、議会議決の予算についてお答え

させていただきます。これまで議会で議決いた

だいている庁舎建設事業費でございますが、平

成29年度は決算額で基本設計委託料や外部検討

委員会委員謝金、事務費など307万円。平成30

年度は決算額で基本設計、実施設計業務委託料、

外部検討委員会委員謝金、事務費など4,222万

円でございます。今年度の予算額でございます

が、基本設計、実施設計、業務委託料、オフィ

ス環境整備事務事業委託費、外部検討委員会委

員謝金、事務費など１億279万8,000円でござい

ます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  まず、日本遺産

認定の経緯と目的についてでございますが、そ

もそも、この日本遺産とは、来年、令和２年度

の東京オリンピック・パラリンピックに合わせ

て、海外からの観光客を日本の各地域に呼び込

む受け皿を目的として、文化庁が観光庁などと

連携して、平成27年度から認定しているもので

ございます。それを受けまして、鹿児島県では

日本遺産を通じた地域活性化計画を策定し、お

長屋のある垂水市をはじめとした武家屋敷群の

ある県内９市と鹿児島県が合同で、薩摩の武士

が生きた町～武家屋敷群麓を歩く～と題した文

化財群を申請し、去る５月20日付で日本遺産の

認定を受けたという経緯でございます。 

 次に、日本遺産認定に伴う観光振興とまちづ

くりとの関係でございますが、先ほどの県の計

画の中の将来像のビジョンにおいて、まず、観

光振興につきましては、多様な地域の宝の輝き

に、さらに磨きをかけ、魅力ある観光地づくり

を進めるとともに、これらを有機的にネット

ワーク化させた新たな観光プログラムを構築し、

多くの観光客が満足する地域となることを目指

すとうたわれております。 

 また、まちづくりとの関係では、日本遺産を

契機に、地域住民が郷土の歴史や文化財の重要

性を再認識することで、文化財を保護し、後世

に伝えようとする強い意識と、郷土に誇りを持

ち、郷土を愛する気持ちにあふれた地域を目指

すとなっております。 

 これらの目的を達成するために、現在、県と

構成市町村及び民間関係者で組織する日本遺産

薩摩の武士が生きた町魅力発信推進協議会を設

立し、３カ年計画で各種事業を取り組んでおり、

１年目となる本年度は人材育成、普及啓発、情

報発信の３点を重点とした取り組みを行ってお

ります。今後は、この構成自治体による協議会

を中心とした様々な事業を見据えて、本市にお

ける事業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、日本遺産に認定されました史跡の保存

方法についてでございますが、今回、認定され
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ました文化財群において、垂水市においては、

まず林之城跡を中心とした麓のエリアが指定さ

れ、そのエリアの中で、お長屋、垂水島津家墓

所、お殿加神社、垂水人形の４点が構成文化財

となっております。 

 これらの構成文化財の保存につきましては、

これまで文化財保護審議会委員の巡視や地域住

民の皆さまのご協力をいただいておりますが、

特に、お長屋と垂水島津家墓所につきましては、

過去において文化財専門の関係者のご助言をい

ただきながら、適宜適切に必要な補修を行って

まいりました。また、垂水人形につきましては、

昨年度、垂水市の指定文化財に認定し、垂水人

形の復活の元となりました、江戸時代の垂水人

形の散逸を防ぐため、所有者から垂水市にご寄

託いただき、保管・展示を行っております。 

 今後の保存や観光教育等への活用を見据えま

すと、まずは垂水市民の皆様方への文化財への

理解や郷土愛を醸成することが必要であると教

育委員会では考えております。そこで、議員よ

りもお話がありましたが、去る10月17日、垂水

市市民館において、「日本遺産薩摩の武士が生

きた町～垂水市の麓の文化～」と題し、ワーク

ショップを開催し、85名の市民の方々にご参加

いただき、好評をいただきましたので、このよ

うな取り組みを継続的に推進してまいりたいと

考えております。今後も垂水市での麓を構成す

る文化財や景観を構成する武家門等の保存や活

用につきましては、垂水市文化財保護審議会や

文化財コーディネーターの皆様のご意見をお聞

きしながら、計画的に進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  日本遺産認

定に伴う観光振興につきまして、お答えいたし

ます。日本遺産認定を受けまして、11月３日に

日本遺産登録記念、垂水・姶良の武家屋敷群麓

巡りと垂水ふれあいフェスタ秋の産業祭と題し

たバスツアーを実施いたしました。林之城跡、

お長屋、お殿加神社の見学と併せて、本市の観

光スポットを周遊するツアーで、定員を超える

37名の方々に参加いただき、アンケート集計結

果によりますと、満足度は97％でございました。

今後も交流人口増加に向けて、日本遺産を含め

た観光振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員の自動

運転装置の車両の導入についてのご質問にお答

えさせていただきます。運転支援装置を搭載し

た車両につきましては、事故防止対策の一環と

して、車線はみ出し防止、車間距離サポート及

び自動ブレーキなど、様々な自動運転支援技術

が市販車に搭載され、さらに近年では自動運転

技術の開発も進んでおり、近い将来、市販車で

も導入間近ではないかと思われるほどテレビな

どでも見かけるようになってまいりました。こ

のような中、内閣府や経済産業省及び国土交通

省などの国の機関と民間事業者との官民一体に

よるバス自動運転や高速道路での貨物トラック

の縦走運転などの実証実験が取り組まれており、

将来的には、バスやタクシー等にかわり、自動

運転車両による公共交通サービスの普及もさる

ことながら、自家用車でも自動運転が普及する

であろうと思われます。 

 国の公道実験プロジェクトにおいては、秋田

県上小阿仁村で実証実験が進み、道の駅かみこ

あにを発着点に、自動運転可能な７人乗り小型

カートタイプの電気車両が時速12キロ程度の速

度で集落や村役場などを結ぶ運行サービスが令

和元年11月30日に始まっております。 

 本市における交通状況は、平成21年12月から

公共交通空白地域について、乗り合いタクシー

の運行が始まり、地域住民の移動手段として定

着しつつあります。 

 ご質問の自動運転の交通システムは、運転手
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の代わりとなる監視員が乗車し、走行中の安全

を確認しながら、監視員が自動運転をサポート

する運行形態であります。今後、ますます自動

運転技術が進歩すると推測できますので、将来、

住民の移動手段として自動運転による公共サー

ビスの必要性は高まると思われます。本市の交

通環境にとって、どのような自動運転システム

が適しているのか。車両購入費用やインフラ整

備等のコスト面も含め、情報収集に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。それ

では、まず１問目の庁舎建設事業に関する住民

投票条例案についてから質問したいと思います。

今、これまでの経緯についてもお聞きしました。

庁舎建設の必要性、建設に至るまでの経緯につ

いては、今回の代表者も納得していると思いま

す。問題点は、庁舎建設場所決定に至るまでの

経緯ではないかなというふうに思います。 

 場所の選定については、まず庁内委員会で７

つの候補地から３つの候補地へ選定を絞り込ん

だ。そして、鹿児島大学の建築の専門家など、

有識者で構成する外部検討委員会の中で、その

３カ所の候補地から市民の利便性、計画の経済

性・実現性、防災拠点・安全性、まちづくりの

整合性、４点を設置して、市民目線で外部評価

を行い、さらに市民に対してパブリックコメン

トを実施してきたということであります。今回

の争点であります、海沿いだから安全性はどう

かということについても、専門的見地からしっ

かり審議されて、安全性は担保されているとい

うことで私はいいと思っています。そして、議

会に対しても説明がなされた。それぞれの議員

が質問する機会を与えられ、その結果、平成30

年の３月、垂水市新庁舎建設基本計画を策定し

て決定をした。そして議会においても、２回に

わたり設計予算を可決してきています。 

 今回、代表者は市民アンケートをやらなかっ

たことを強調していました。そして、誰のため

の庁舎か、回答は出ていませんけれども、当然、

市民のための庁舎であることは間違いありませ

ん。そのために、行政としては、市民に対して

しっかり住民説明会もしてきました。毎月発行

される市報の中でも、その都度、その経過を広

報してきた。そして、市民ワークショップ、パ

ブリックコメントなどなど、多くの市民と直接

対話する機会を設けて、市民の理解を得る努力

をしてきています。 

 今回の代表者、代表自身もかつて、市民ワー

クショップのメンバーであったと聞いています。

ならば、なおさら、自ら意見を言える機会に参

加していたということになりますし、その場に

おいて不安点や疑問点についても質問できる立

場にあったわけです。 

 このようにして、執行部は議会に対しても、

市民に対しても時間をかけて段階を踏んで、こ

の事業を進めてきていると思いますし、どこに

不備があるというのか、私には理解できません。

住民投票をすることで、どういう結論が出て、

具体的に事業がどのように進展するのか否か、

そのことを考えたときに、どうなのか。住民投

票で問うべきことは、建設場所が妥当か否かと

いうことです。いわゆるマルかバツかの二者択

一であり、それぞれのマル・バツに対して市民

の数字がカウントされることになりますが、具

体的な場所の選定にはなりません。 

 代表者は、住民投票して市民の声を聞く、市

民の声を反映させるなどと訴えていますが、今

日初めて聞きました具体的な代替案、市民館跡、

以前は現庁舎跡ということをお話されておりま

したが、その話に矛盾があります。このチラシ

を見ますと、今日は市民館跡につくればいいと

言いながらも、現庁舎跡。これを見ますと、案

として具体的に書いてありませんが、海ではな

く、建てる場所はあると言いながらも、この場

所は現庁舎跡であります。一体、どこに建てれ
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ばいいのか。あまりにも抽象的で具体性が全く

ないと思っております。 

 しかも、この住民投票をするためには、予算

を伴うことになります。市長選挙、市議会選挙

と同等の経費を伴うのではないかなというふう

に思いますし、額にして600万から700万程度の

経費を使うことになろうかと思います。600万

から700万というと、垂水市にとっては貴重な

金額です。この住民投票が意義あるのであれば、

住民投票すればいい。私は、どうしても住民投

票すべき事項とは思いません。請求代表者は、

この経費について、「総事業費37億円の一大プ

ロジェクト、事業費や本庁舎という建物の役割

から考えると、無駄なお金ではありません」と

いうふうにも話をされている。市民の中には、

この経費を使うということを説明したときに、

子育て支援や高齢者の福祉の充実に使ったほう

がいいのではないかと、多くの意見もいただい

ております。 

 話は繰り返しになりますが、市長の意見書の

中にもありましたけれども、既に議会において、

平成30年３月に設計業務委託費１億1,162万円、

平成31年３月に地質調査費2,760万円、合計で

１億3,922万円の予算を既に可決、成立して執

行されているという答弁もありました。 

 話を切り替えますけれども、この事業費以外

に、目に見えない事業費があると思います。例

えば、執行部の体制も、その一つです。これま

でどれだけの人が、この事業をやるためにかか

わってきたのかを考えたことがありますでしょ

うか。執行部の方々が労力を惜しまずに必死に

やってきたから、ここまでやってこれたわけで

す。ここで質問しますけれども、目に見えない

経費についてわかる範囲で教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員のご質

問にお答えいたします。新庁舎建設事業は、平

成28年度から本格的にスタートしたところでご

ざいますが、事務体制については、平成28年度

が企画政策課政策推進係で係長、担当職員の２

名がほかの業務と兼務しながら、主に庁内検討

報告書をまとめ、業務を行ってまいりました。

平成29年度は、同じく企画政策課政策推進係で、

係長、担当職員の２名が他の業務と兼務しなが

ら、主に基本構想と基本計画の策定業務に着手

し、平成30年度からは企画政策課内に庁舎建設

係を設置し、専属係長と担当職員の２名を配置

し、基本設計の策定業務に取り組んでおります。

そして、本年は庁舎建設係に１名増員し、係長

以下３名体制で業務を行っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  平成28年から本格的な建設事

業を開始して、平成30年度には専属の係も設置

している。そこには、人件費を含めて、金額に

して数字にあらわれない経費、労力も多く発生

している。このことを皆さん、忘れてはいけま

せん。職員は必死になってやってきているわけ

です。議会で可決した、この予算だけではあり

ません。目に見えない予算も投入されているわ

けです。このことをしっかりと考えていただき

たいと思います。 

 住民投票することで、仮にバツの数が多かっ

た場合には、建設場所の選定からやり直すこと

になろうかと思いますが、専門的な知識を有す

る有識者で組織する外部検討委員会を立ち上げ

て、提言書としてまとめました。この有識者の

提言書は何だったのかということにもなります。

専門的な知識を有するからこそ、委託して意見

を求めたわけですから、専門的知識を有する

方々の意見も全くもって否定する垂水市民とい

うふうに見られます。これは、垂水市としてい

かがなものかと思いますが、どうでしょうか。 

 そして、仮に、基本設計からやり直すことに

なると、これまで費やした経費に加え、さらに

新たな経費が必要になりますが、想像しただけ

でも多額の経費を伴うことになることは、目に
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見えていますが、そのことを考えたことがある

のか、聞きたいところです。それだけ垂水市は

裕福なまちなのでしょうか。庁舎建設をするこ

とで、さらに使わなくてもいい予算を使ってま

で、庁舎を建てる必要があるのか。私は今回の

計画を取りやめて、新たに事業を計画し直すの

であれば、庁舎建設自体を破棄にしたほうがい

いと思います。なぜならば、財政が破綻するか

らです。たくさんの予算を使うからです。 

 今、ここまで進めた建設事業を推進すると、

国が期限つきの限定措置として創設された地方

債の交付金制度にも十分に間に合う。そうする

と、財政的にも負担が少なくて済む。確認のた

めにお聞きしますけれども、この制度の名称、

期限つきということですが、いつまでか。併せ

て、住民投票からやり直した場合に、この制度

の申し込みに間に合うのか否か、そのことにつ

いてお尋ねします。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、交付

税措置のある地方債の期限に間に合うかについ

てお答えさせていただきます。ご指摘のとおり、

交付税措置のある公共施設等適正管理推進事業

債の市町村役場機能緊急保全事業は、来年度ま

での事業期間で、来年度中に実施設計に着手す

ることが条件となっております。仮に、現在の

計画を見直しすることになると、適切な行政運

営の観点から基本構想の策定に立ち戻る必要が

ございます。これまで大変重要な事業であると

いう認識のもとで、公正性・透明性を持って事

業展開を行ってまいりましたが、これまで以上

に慎重にかつ丁寧に事業を進めなければならな

いことを考えますと、来年度中に実施設計に着

手することはできないと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  いいですか。国からの交付金

事業、これに間に合わないということは、８億

手出しになるということです。このことをしっ

かりと考えていただきたい。 

 住民投票するために経費を伴う。600万から

700万。議会で既に可決した設計予算約１億

4,000万円を無駄にすることになる。人件費を

含めた様々な目に見えない今までの経費が無駄

に終わることになる。これが数千万。国の交付

金事業にも間に合わないこと、約８億円。計画

見直しになると、新たに設計からやり直すこと

になりますと、さらに莫大な経費が必要になる

こと。私の見積もりでも数億円。こんな予算が

垂水市のどこにあるのか。予算的にもよく考え

てみていただきたい。住民投票をすることのメ

リット・デメリットを比較した場合、どちらに

正義があるのか。よく考えなければならないと

思います。 

 質問を変えますが、庁舎建設場所の安全性に

ついてお尋ねいたします。これまで地震対策、

液状化対策、津波対策、塩害対策、浸水対策に

ついては質問を繰り返ししてきましたし、安全

性が確認とれていると私は思っています。この

点は安心できることと思いますが、浸水対策に

ついて、鹿児島県が新たな洪水浸水想定区域の

見直しをした関係で、誤った情報が流れていま

す。設計段階において、3.1メートルかさ上げ

することで十分に安全性については担保されて

いるということで、説明を受けておりますし、

私自身も十分納得し、理解をしています。 

 しかしながら、11月29日、南九州新聞、防災

拠点としてはふさわしくないという見出しで記

事が掲載されていました。記事を読みますと、

新たに想定された洪水浸水規模は5.2メートル

であると記載がありました。また、先ほど代表

者の意見の中でも、この建設場所、最大で3.0

メートルと発言したことは、私は間違いではな

いかなと思います。そして、先ほどの代表者の

意見は、明らかに間違った情報ではないかと思

いますが、正確な情報を教えていただきたいと

思います。 

○総務課長（角野 毅）  新庁舎建設予定地の
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浸水についてのご質問にお答えいたします。先

ほど日にちがございましたが、11月15日の新聞

の記事ではなかったかと覚えております。住民

投票条例制定の直接請求を行った市民団体グ

ループは、庁舎建設予定地について、新たに想

定された洪水浸水最大規模は5.2メートルとな

り、防災拠点としてふさわしくないと主張する

掲載がございました。 

 これまでの浸水想定区域につきましては、１

時間雨量66ミリを想定した計画規模で区域を指

定しておりましたが、近年、近県の集中豪雨に

よる水害が頻繁に発生しており、短時間で河川

が増水し、堤防が決壊して甚大な被害が発生す

る事例が増えてきたため、本年10月29日に指定

し、公表された新たな浸水想定区域図では、12

時間の総雨量619ミリを想定最大規模として区

域を指定いたしております。この想定について、

県の担当者からは、河川整備の基本となる計画

雨量を超える最悪の事態を考慮した想定最大規

模の雨量を前提に、洪水浸水想定区域を指定し

たということであり、想定最大規模降雨量を設

定すると、大半の河川等で年超過確率1000分の

１程度の想定となります。このことは1000年に

１回発生するような降雨量を想定していると言

えるとの説明を受けております。 

 先の新聞記事は、このことを受けての主張で

あったと思われますが、県は新たな浸水想定区

域を指定するに当たり、５メートルのメッシュ

で、基礎となる調査を行っており、本市庁舎建

設予定地についても、５メートルエリアメッシ

ュ図と、より見やすくした25メートルエリアメ

ッシュ図を作成されており、そのメッシュ図に

よれば、庁舎建設予定地を含む公社所有地の浸

水深が最大の地点で、庁舎建設予定地外の地盤

高2.2メートルの地点で0.82メートルとなって

おり、庁舎建設予定地を含む公社所有地の洪水

浸水最大規模は82センチと公表されております。

現在、庁舎建設の設計で、地盤高を3.1メート

ルと計画していますことから、想定最大規模降

雨においても、最大3.02メートルの想定であり、

浸水しない庁舎建設となっているようでござい

ます。 

 住民の不安をあおる正確性に欠ける情報であ

ったため、新聞社へ抗議と正確な情報の説明を

行うとともに、令和元年11月28日に報道関係者

にお集まりいただき、説明会を開催して、見直

しのあった本城川水系の最大想定雨量での浸水

想定区域図についてご理解をいただいておりま

す。庁舎建設については、皆様の関心も高く、

本市にとっても大変重要な政策でありますので、

正しい情報発信に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○堀内貴志議員  今、説明、答弁をいただきま

したけれども、この想定災害規模の見直しがあ

ったということですけれども、そのことについ

て、再度、もっとわかりやすく説明をお願いい

たします。 

○副市長（長濱重光）  かわりまして、私のほ

うで答弁させていただきたいと思います。 

 簡単に言いますと、今までは垂水市の防災マ

ップ、想定浸水地域のマップといいますのは、

ゼロメートルから50センチ未満、50センチから

１メートル、１メートルから２メートルと、そ

ういうふうな単位でハザードマップをつくって

おりました。したがいまして、この予定地につ

きましては、今までは0.5メートル未満であり

ました。それに対しまして、私どもとしては幾

らか、さらにかさ上げをしようということで、

計画を進めてまいりました。ところが、今、総

務課長が答弁しましたように、10月29日に新た

に県が示しましたものは、0.5メートルから１

メートル、それから0.5メートルから３メート

ルというふうに変えられました。その中間がな

いわけです。ところが、実際、県のほうから、

るる説明がありましたのは、建設用地は最大82

センチでありますということで、我々に情報が
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もたらされました。したがいまして、私どもは

3.1メートルかさ上げをすることによって、現

在の標高、ＧＬであります2.2メートルプラス

90センチかさ上げをすることによって3.1メー

トルの地盤高に庁舎をつくると。そういたしま

すと、県が想定した2.2プラス82センチ以上に

地盤高が確保される。だから、そのことを事前

に情報を得ておりましたので、基本設計の段階

で、そのことを織り込み、実施設計に向けて、

今、計画を進めているところであります。 

 それでは、いつ垂水市のハザードマップを変

えるのかという課題があると思いますが、これ

は国からの予算がもらえるものですから、来年

度中に早い段階でハザードマップを変更し、そ

して、市民にお示ししたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  重複しますけれども、大

事なところなので確認の意味で、もともとのあ

そこの標高というのは2.2メートルなんですね。

ここは2.6ですから40センチ、ある時に海抜ゼ

ロという話も出ましたけど、そうではないとい

うことです。 

 それに90センチかさ上げをして3.1にするこ

とによって、先ほどありました3.02ですから、

この想定というのは1000年に１回程度の大雨が

降ったときに駐車場まで浸水しないという考え

方になります。 

 ですので、仮に大雨が降っても、例えば今回

の災害みたいになかなか水が引かないみたいな

ところもありましたけれども、本城川はそうい

うことでも、12時間以内に水が引くということ

でありますので、全体条件が全然違うのだと、

もちろんぱっとそういう数字の変更があったこ

とを受けられて、マスコミの方にお話をされた

んだということで思いますけれども、ただ、中

身に関してはそういうことですから、認識が違

っているということでございます。 

○堀内貴志議員  私もこれしっかり精査してみ

ました。 

 いわゆる設計場所の地盤高220センチ、県が

想定する洪水最大規模は82センチ、県が想定す

る洪水最大規模というのは1000年に１回あるか

ないかの被害、規模であって、そのときでも

302センチまで浸水しますよということであり

ます。 

 今回の計画では、地盤高が310センチで計画

しているので、1000年に１度あるかないかの被

害に対しても浸水しない庁舎設計になっている

と、あくまでもこれが下のレベルで、そこから

１階部分は柱頭免震構造ですから、その上に２

階部分から事務室ができるので、間違いなく洪

水には対応できるという建物でいいのではない

かなと思います。 

 これが何で洪水浸水規模が520センチになっ

たのか、明らかに市民の不安をあおるための情

報としか、私には思えません。 

 南九州新聞記者が間違った情報を掲載したの

か、それとも請求代表者が間違った情報を流し

たのか、いずれにしても、情報を確認せずに間

違った情報を流したことは、重大なこれは過ち

です。 

 いたずらに市民に不安を与え、市民を混乱さ

せることによって同意を求めようとするやり方

が、果たしていいのかどうか、今回の請求代表

者を含めて庁舎建設に反対する団体、今年の４

月の市議会議員選挙の時もそうでした。 

 庁舎建設場所は海抜ゼロメートルなどと誤っ

たチラシを全戸配布して、市民に対して不安を

与えて混乱させた上で、選挙戦を戦ってきまし

た。 

 今回またしても拠点場所としてふさわしくな

い、新たな想定された洪水浸水規模は5.2メー

トルであると、うその情報提供をして、市民に

対して不安感を与えて混乱させたことになりま

す。 
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 この記事の中の写真を見ますと、現役の議員

も一緒になって写っている写真が掲載されてい

ます。その議員も一緒になって誤った情報を市

民に流そうとしたのではないかという、疑いた

くもなります。 

 このことは行動を慎んでいただきたいと個人

的に思っております。不正なやり方をしないで、

正面から正々堂々と正しい情報を訴えてほしい、

いたずらに真面目な市民の感情をもてあそんで

いるようで、本当に残念でなりません。 

 最後に、住民投票の整理状況についてお尋ね

します。 

 この住民投票条例案には、投票率の具体的な

記載がありません。民意とは何か、低い投票率

では民意が反映されないと思いますし、そこに

はある一定の投票率で成立することこそが必要

だと思います。 

 このことは市長の意見書にも記載がありまし

たし、私も全く同じ意見であります。少なくと

も、市長選挙や市議会議員選挙並みの投票率が

必要ではないかと思います。 

 今回の庁舎建設問題に関しては、一部の反対

する方々の活動が盛んに行われておりますが、

庁舎建設に賛成する方々の活動はほとんどない

のが実情です。 

 そんな中で、実施する住民投票ですが、ある

一定の投票率を得ることができて、果たして民

意を問える内容となるのか疑問だらけです。 

 ましてや反対する方々は誤ったうその情報を

流して支持を得ようと活動されています。果た

して正しい市民の民意は、意思は反映されるの

か、甚だ疑問でなりません。市長、そうだと思

いませんか。ちょっとお尋ねします。 

○市長（尾脇雅弥）  代表の方の思いというの

は、推し量ることはできませんが、わざととい

うことではないんだというふうに思います。 

 先ほど、大分私も、私の気持ちとは違うこと

でやゆされましたけれども、それぞれのお気持

ちというのはそれぞれの中にある、ただ事実と

して誤解があるのは、先ほど、安全上の話にし

ましても、県のルールが変わったので、これま

での基準よりはルールがちょっと変わっている

んです。ただ、実態というのは、細かいメッシ

ュがあって、その建設地の場所は、先ほど申し

上げたようなことですので、先ほどのお話のよ

うな状況には当たらないと、1000年に１度程度

の大雨が降っても、その敷地のところに乗り上

げてくるということは、数字上ありえませんし、

そこから上に建物を建てていますから、２階以

降が執務室でありますので、7.4ですから大体

４メートルぐらい高くなるということになりま

す。 

 その辺まで水がもし来るとなると、この２階

の市長席あたりまでということになりますので、

水は高いところから低いところに流れますから、

そこからこの辺が埋まるときに、そこあたりま

で越水すると、時々ありますのは我々の基準の

中で大きな地震が来たらどうするんだと、震度

９ということが来ると言われる南海トラフのと

きに、外海だと10メートルぐらいの津波の可能

性があると、数字というのは常に変わっており

ますが、その段階においての県の見立てとして、

南海トラフ級の地震があったときに、この我々

のエリアは50センチ未満の津波ということで、

浸水想定区域外ということになっております。 

 桜島の爆発や海底火山の爆発で震度７があっ

たときに、最大で1.84メートルの津波の可能性

があるということでありますので、それ以上が

あるかないかというのは別問題として、我々が

今ご提示している提案というのは、現行におい

て、一番心配される安全上という点に対して間

違いないと、さらに財源の問題にしても、先ほ

ど提案がありました。私も驚いたんですが、こ

ちらの建て替えということをお話をされており

ましたので、そこの案ということにしても、具

体的な科学的な根拠を今から立証していかなけ
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ればならないということには、時間とお金を費

やすということでありますから、少なくとも当

初32年度までの着工によってという８億円の交

付税、我々の要望によって、少し基準は実施設

計ということに下がりましたけれども、おしり

は変わらないわけです。 

 なので、例えば過疎法みたいなものを要望を

して延長するということとは、少し状況が違う

ような気がしますので、しっかりと決められた

ルールの中で、できるだけコストダウンして、

財政のかからない形、あるいは安全上に気をつ

けながら、繰り返しになりますけど築60年とい

う危ない庁舎を建て替える、そのことは民意、

二元代表制の中でこれまでやってきたというこ

とが基本となるというのが私の考え方でござい

ます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 住民投票条例、制定条例案を審議するために

は、これまでの様々な取り組みを精査した上で

結論づけなければならないと思います。ですか

ら、改めて、これまでの庁舎建設事業のいきさ

つについてお尋ねしました。 

 そして、市長の意見書も読ませていただきま

したが、これまでの経緯や執行部の苦労が短い

文書の中に凝縮されて記載してありました。 

 これまでの執行部のやってきたことを見れば、

透明性や公平性を担保したもので、市民の意見

も十分に反映されたものであり、最も適切な意

思決定過程だったと思います。 

 庁舎建設場所の妥当性について考えたときに、

この場所がいいのか悪いのか二者択一であり、

市民の全ての方が基本的に建設に賛成であると

いう考えで進められておりますけれども、中に

は庁舎建設自体に反対の方もおられると思いま

す。 

 その方の意見や意思はどう反映されるのか、

また建設することには賛成だが、場所がだめだ

から反対だという方の意見として、具体的な代

替案や今回ちょっと述べられましたけれども、

具体的でありません。その中で決めることは、

あまりにも抽象的、妥当性を欠くことになり、

市民の混乱を招くことは間違いないと思います。 

 だからこそ、市民の代表である議会で判断す

べき事項であると思っています。 

 この場所選定について、これまで鹿児島大学

の教授らで構成する外部検討委員会でしっかり

審議された専門的有識者の意見を尊重しなけれ

ば、誰の意見を反映すればいいというのか、そ

の点も甚だ疑問に思うところであります。 

 そして、これまで議員も市民の代表として議

会においてしっかりと審議し、そして納得をし

た上で予算を可決してきました。 

 議会制民主主義の中で、重要な決定機関であ

るということです。 

 執行部についても市民の声を反映するために、

パブリックコメント、住民説明会、ワークショ

ップ、さらには庁舎建設は市民の大きな問題で

あるからこそ、毎月発行される市の広報誌の中

でも特集として、その都度、その進展状況につ

いて掲載してきました。 

 市民の声は十分に反映されているのではない

かと思います。 

 今回の計画を見直すということになると、国

からの交付金事業にも間に合わないことがはっ

きりしましたし、その分だけでも予算が大幅に

膨らむことになります。 

 有識者の意見は聞かない、議会の決定も認め

ない、執行部がしていることについては納得を

しないということになりますと、何も決められ

ないことになります。 

 そして、何よりも、９月議会において、早期

着工を求める陳情書を採択しているという現状

がある中で、市民も早期着工を求めており、議

会もそれを採択してきたんです。 

 今回の住民投票条例制定についての意見は、

どの点を捉えても、全くもって具体性がなく、
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ましてや代替案という具体的な案もなく、存在

しない点を捉えても、ただ反対のための反対、

市民の感情をもてあそんでいる住民投票条例案

としか思えません。 

 よって、市長の意見と同様に、必要のない議

案であるということを強く訴え、次の質問に入

っていきたいと思います。 

 時間が残り三分を切りましたので、手短に話

しておきますが、日本遺産の麓地区の活性化対

策、この保存方法についてお長屋、構成文化財

として４点が挙げられたと、私はそれも大切だ

と思うんです。だけど、麓地区構成する、武家

屋敷を想像させるものとして、今、垂水市に残

っているいろいろな門構えとか、あと自然石で

積んだ外壁、これも武家屋敷を想像させる麓地

区の財産になると思うんです。それをこれから

どうしていくのか、このまま放っておいたので

あれば必ずなくなります。 

 知覧町、入来町に行かれた方もお見えになる

と思いますけれども、史跡を見てもしっかりと

武家屋敷とイメージさせるような外壁が残って

おります。 

 今からそれに手をつけないと必ずなくなりま

す。財産がなくなるわけです。日本遺産に認定

されたこの機会にしっかりと考えていただきた

い。 

 自治体によっては景観条例で、制限している

ところもありますし、今後場合によっては必要

になってくると思いますので、調査研究をして、

保存の方法に努めていただきたいと、これは要

望に変えておきます。 

 それと合わせて、私はこれまで幾度となく質

問をしております。 

 垂水市の歴史と文化に触れて、本市にある史

跡、貴重な資料、この保存するためにはどうし

ても歴史文化資料館的な建物が必要になってく

る、今後100年、200年残していただきたい。そ

のためにはこのことについてもしっかり検討し

ていただきたいと思います。 

 最後、この自動運転装置の車両の導入につい

て、今、情報化社会です。時代は常に進化をし

続けています。執行部についても情報収集して、

本市に生かせる事業があれば、積極的に取り組

んでいただきたい。 

 この自動運転装置の車両を生かしたまちづく

りを考えただけでも夢のあるまちづくりができ

るんです。今後、しっかり情報を収集して、一

層邁進してほしいということを訴え、私の今年

の最後の一般質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後１時15分から再開いたします。 

     午後０時11分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、７番、川越信男議員の質問を許可しま

す。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  お疲れさまです。昼食も終わ

り、眠たい時間ですが、最後までよろしくお願

いいたします。 

 新たな令和元年の年も、早いもので12月を迎

えました。厳かな即位の式典や華やかなパレー

ドなど、感動を覚えずにはおれませんでした。 

 皇室の式典も無事終了したようであります。 

 また、もう一つの感動は、ＯＮＥ ＴＥＡＭ

として日本チームが大活躍したラグビーのワー

ルドカップ大会が日本で開催され、大柄な外国

人チームに突進していく姿勢に、テレビの画面

にくぎづけになりました。 

 結束で成し遂げたベスト８でしたが、できた

らもう少しもう少しとの思いでした。次回の開

催にはと期待が膨らむ活躍でした。 
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 しかし、一方では温暖化による異常気象なの

か、台風、大雨などの今まで経験したことのな

いような至るところでの河川の氾濫などによる

災害が発生しました。 

 お亡くなりになられた多数の方々のご冥福を

お祈りいたしますとともに、被災された方々の

早急な復旧を願うばかりであります。 

 垂水市においては、台風の影響や大雨による

災害は数件あっただけで安心しておりますが、

もし、あのような状況が起きたらと思いますと

心配でなりません。災害に対する早急な見直し

が必要ではないかと思います。 

 来る令和２年はオリンピックが東京で、また

国民体育大会が鹿児島で開催され、垂水ではフ

ェンシング大会が開催されます。 

 にぎやかな一年になりそうですが、穏やかな

年であることを願いまして、議長の許可をいた

だきましたので、先に通告しておりました質問

事項に基づき質問いたしますので、明解な回答、

答弁をお願いいたします。 

 初めに、青少年海外派遣事業、夢の翼につい

て伺います。 

 この事業については、私は昨年12月議会でも

質問し、事業推進を行っていただき、すばらし

い実績も報告いただいております。 

 本年度の事業も明けて、２月頃実施されるの

ではと思いますが、研修先の香港の状況が報道

などを見ると、デモや抗議活動が沈静化する気

配がなかなか見えておりません。 

 そこで、教育委員会として、香港の状況の情

報収集をどのように行っているのか、またどの

ような情報が届いているのかを学校教育課長に

伺います。 

 次に、地域振興計画について伺います。 

 市内９カ所の地域で取り組まれております地

域振興計画でありますが、広報誌９月号では、

新城地区と牛根地区の昨年度の取り組み実績が

紹介されておりました。 

 新城地区では、おたけどんの郷のリニューア

ルによる販売充実と地域の方々の交流の場とし

ての活用などに取り組んでおられる状況や、牛

根地区においては、牛根地区公民館調理室の改

修が行われ、餅つき大会やそば打ち体験が行わ

れ、地域住民の方々が交流に取り組み、まちづ

くりに地域の若者が積極的に参加されているこ

とが報告されておりました。 

 また、10月号では、当初の計画策定から５年

が経過した協和地区、牛根境地区において、見

直し委員会が組織され、住民主体の計画内容の

見直しが進められているようです。 

 住民自らが地域のあるべき姿を考え、力を合

わせて計画策定に取り組むところが総務省から

も高い評価をいただき、毎年度の補助事業の導

入につながっていると実感しているところであ

ります。 

 それでは、これまでの各地区の組織状況につ

いて、取り組み状況について、企画政策課長に

伺います。 

 ３番目に、垂水元気プロジェクト事業につい

て伺います。 

 この事業については、市民の皆様から非常に

喜ばれておられる話を聞きます。そこで、本年

度の進捗状況について質問いたします。 

 プロジェクト事業の一つである健康チェック

は、本年度既に15回実施されており、いよいよ

次の日曜日の15日が垂水中央病院での実施が最

後とお聞きし、私もこの日、参加いたします。 

 そこで、これまでの15回の進捗状況を保健課

長に伺います。 

 最後に、新庁舎整備事業について伺います。 

 今回の議会で新庁舎建設の建設位置を問う、

住民投票条例案が市民からの直接請求という形

で上程されました。 

 新庁舎建設は非常に重要な問題であることは

承知しております。 

 庁舎の役割として、市民に対して行政サービ
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スを提供すること、市民の安心・安全を守る防

災拠点として整備することを第一に、事業費や

財源についても財政への影響をできるだけ最小

限に抑えるという視点も大変大事なことではな

いかと思っております。 

 そういったこともあり、市長も総合的、専門

的視点で公平性、透明性を持って事業を進めて

おられ、そこは十分に理解しております。 

 これまで私は市民の皆様との直接対応をして

いくことが大事であると申し上げてきました。 

 執行部も３月から車座座談会の取り組みを始

められ、市民の皆様の理解促進に努めておられ

ます。 

 そこで、これまでの市民に対する広報活動な

どの取り組み実績について、企画政策課長に伺

いまして、１回目の質問を終わります。 

○学校教育課長（明石浩久）  香港の情勢の情

報収集と現在の状況についてのご質問にお答え

いたしまします。 

 香港の情勢につきましては、新聞やテレビの

報道による情報収集とともに、鹿児島県香港事

務所から詳しい情報について定期的にメールが

送られてきております。 

 その頻度につきましては、平均して２日から

３日に１回届いている状況でございます。 

 情報の内容につきましては、デモや抗議活動

の発生した日時や場所、その規模、香港政府の

対応、市民生活や外国人旅行者への影響等につ

いてでございます。 

 特に、11月初旬から中旬にかけましては、激

しいデモや抗議活動が行われ、警察との衝突が

繰り返されていたとのことでございました。 

 その間の市民生活への影響につきましては、

デモにより九龍半島と香港島を結ぶ海底トンネ

ルの封鎖や、地下鉄の運行の妨害等の交通への

影響、また香港企業の経営悪化や失業率の上昇

など、経済への影響のほか、激しいデモの発生

時には小中高等学校が休校するなどの影響が出

ておりました。 

 外国人旅行者への影響につきましては、基本

的にはデモの標的とはなっていないとのことで

ございます。 

 日本の外務省からは、香港への渡航滞在に当

たっての危険レベルは４段階の中では最も低い

レベル１であり、十分な安全策を講じるよう情

報が出され、デモや抗議活動の発生している場

所には近づかないように注意喚起がなされてお

ります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  地域振興計画に

係る取り組みについてお答えいたします。 

 地域振興計画につきましては、平成22年度か

ら28年度にかけて、９つ全ての地区で計画の策

定を終え、まちづくり交付金や総務省の補助事

業でございます過疎地域等集落ネットワーク圏

形成支援事業等を活用し、それぞれの地区で考

えられた、こうありたいと願う姿の実現に向け

て、特色あるまちづくりが展開されているとこ

ろでございます。 

 地域振興計画に基づき、それぞれの地区が実

施しております総務省の補助事業や、本市のま

ちづくり交付金等を活用した主な取り組みを申

し上げますと、大野地区におきましては、平成

25年度と平成27年度につらさげ芋生産貯蔵施設

やサツマイモ貯蔵庫の建設、集落水道ポンプ施

設の整備及び炭焼き窯の改修等に取り組み、生

き生きと暮らしていける大野づくりを推進し、

交流人口のアップにつながっています。 

 水之上地区におきましては、平成26年度にお

んだんこら祭りや元気市の充実、街路灯のＬＥ

Ｄ化及び文化財、観光めぐりマップの制作等に

より、地区のＰＲに積極的に取り組み、三和づ

くりが推進されています。 

 牛根地区におきましては、平成26年度と平成

30年度に岳野公民館の改修、街路灯のＬＥＤ化、

伝統芸能保存、ＤＶＤの作成、ビワの育成体験、
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そば打ち体験、地区の魅力ＰＲ本の作成及びあ

じさいロードの整備等に取り組み、生活の安

全・安心の確保や集落間、世代間の交流が促進

されております。 

 新城地区におきましては、平成26年度と平成

30年度にグラウンドゴルフ場や交流イベント会

場の整備、おたけどんの郷の改修及び地区のイ

ラストマップ制作等により、活力ある新城づく

りへの意欲がさらに高まっております。 

 柊原地区おきましては、平成27年度と今年度、

国道沿いの花壇の植栽、街路灯のＬＥＤ化、調

理室改修や遊具の設置による地区公民館のサロ

ン化、空き地を活用した憩いの場の整備等に取

り組みまして、市内外へのアピールを推進し、

地区内外との交流や世代間交流が盛んになって

おります。 

 松ヶ崎地区におきましては、平成26年度と今

年度、道の駅たるみず湯っ足り館のレンタサイ

クル導入、設定したサイクリングロードの桜や

ツバキの植栽、郷土雑誌や観光マップの制作等

によります、地区の景観や歴史の伝承及び道の

駅を活用した着地型観光地づくりを推進し、自

治公民館の改修や集落内放送設備の整備等に取

り組み、集落間交流が促進されております。 

 境地区におきましては、平成27年度に交流拠

点として、境浜ふれあい館の建設、ふれあい館

における鮮魚祭り、30年ぶりの盆踊り大会の復

活、伝統芸能を記録したＤＶＤや郷土雑誌の制

作及び桜公園への案内板設置等に取り組み、イ

ベント開催をはじめ、ふれあい館を拠点に地区

内外の交流が促進されております。 

 協和地区におきましては、平成27年度に温泉

を利用した手湯の設置、相撲場の改修、郷土史

や文化財の小冊子の制作、１日ハイキング大会

や温泉ＰＲイベントの開催等に取り組み、温泉

や歴史の魅力を活用した地区の活性化を目指し

ております。 

 最後に、垂水地区におきましては、平成29年

度に交流拠点、ふれあい館たるみずの整備、街

路灯のＬＥＤ化、文化財マップの制作、歴史散

歩の開催やマイロードでの七夕祭り等に取り組

み、交流機会が創出され、地区内の交流促進に

つながっております。 

 これらは、各地区の取り組みの一例ではござ

いますが、各地区において、それぞれの将来像

に向かって活発な活動による地域振興が図られ

ております。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  本年度のたるみず元

気プロジェクトにおける健康チェックの進捗状

況についてのご質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃったとおり、これまで垂水中

央病院及び市民館、各小学校の校舎を使用させ

ていただき、全16回中15回の健康チェックを実

施しております。 

 本事業の参加申込みの状況でございますが、

昨日、12月９日現在におきまして、総数で

1,133名の方の参加申込みをいただいておりま

す。 

 これまでの15回の健康チェックには951名の

方にご参加いただき、当日までの参加申込者

1,041名に対し、91.4％の参加率となっており

ます。 

 健康チェックについては、次回開催が本年度

の最後となり、当日は94名の参加申込みがござ

いますので、総数で1,000名を超える参加者と

なるものと期待しているところでございます。 

 また、本事業におきまして、最も大事な時間

と認識いたしております、健康チェック後の結

果報告会につきましては、６月から９月までの

健康チェック参加者を対象に、９月22日及び11

月23日の両日２日間をもって、文化会館にて実

施し、521名の方に結果表を配布いたしており

ます。 

 ９月22日の報告会は、台風17号の接近の恐れ

もあり、開催が危ぶまれましたが、大石教授を
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はじめとする先生方も快く本市へおいでいただ

き、一般傍聴者を含め、両日とも400名近い方

で盛会に終了いたしております。 

 結果表配布数による参加率は75.1％となって

おり、依然、市民の皆様の健康への意識の高さ

が伺えるところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎建設事業

に関する市民の皆様への広報活動実績でござい

ますが、広報誌への掲載のほか、住民説明会、

ワークショップ、パブリックコメント、車座座

談会を実施してまいりました。 

 それぞれの実績でございますが、まず広報誌

への掲載は、これまで16回、総ページ数は49

ページでございます。 

 次に、住民説明会については、平成30年５月

に基本計画説明会を７回、平成30年10月に設計

事業者による設計提案説明会を６回、そして、

令和元年９月に基本設計案説明会を３回開催し

まして、参加者は合計698名でございました。 

 ワークショップについては、庁舎建設を考え

るワークショップを３回、バづくりワークショ

ップを３回開催し、参加者は合計137名でござ

いました。 

 パブリックコメントについては、基本計画案

と基本設計案に対して実施しまして、基本計画

案では34名70件、基本設計案では89名197件の

意見が提出されました。 

 最後に車座座談会ですが、これまで市民向け、

職員向け、行政連向けの座談会を行いまして、

合計40回、参加者は827名となっております。 

 引き続き、市民の皆様の理解促進や不安解消

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  それでは、一問一答で質問い

たします。 

 まず、青少年海外派遣事業、夢の翼での香港

の状況については、情報を随時収集しておられ

ることは理解いたしました。 

 香港への派遣について、現在の状況からして、

参加予定の子どもたちや保護者の思いはどうな

のか、課長に伺います。 

○学校教育課長（明石浩久）  派遣に対する子

どもたちや保護者の思いにつきましてお答えい

たします。 

 派遣予定の子どもたちは香港に行き、交流や

体験活動を行いたいとの思いで、垂水を紹介す

るプレゼンテーション資料の作成や、香港の調

べ学習といった事前研修を行っております。 

 また、派遣生徒の保護者に対しましては、11

月18日に意向調査を実施いたしました。 

 調査の内容につきましては、香港情勢につい

ての意見、派遣についての意見、本事業につい

ての要望の３点でございます。 

 保護者の方々からは、「行かせたい思いもあ

るが、心配で不安な気持ちが強い」、「現在の

３年生の派遣報告を聞いたころから絶対に行き

たいと言っていたので、親としては行かせてや

りたい」、「判断を待ちたい」、「不安もある

が、子どもの気持ちを尊重して、ぎりぎりまで

は希望を持っていたい」、「２月に行けなけれ

ば、５月か６月ぐらいに行くチャンスがほし

い」、「どのような結果が出ても、できる限り

サポートしていきたい」といったご意見が寄せ

られております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  垂水の宝であります子どもた

ちが、海外で勉強してくることは、これからの

垂水市にとっても非常に有意義なことであると

思います。 

 前回の定例会で、香港情勢を注視しながら、

実施の判断を行うとのことでありましたが、事

業の実施の判断については、どのような考えで

おられるか、教育長に伺います。 

○教育長（坂元裕人）  事業の実施についての

ご質問にお答えいたします。 
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 先ほど、学校教育課長からありましたとおり、

派遣予定の子どもたちは香港に行きたいという

思いを強く持っております。 

 また、保護者の方々も香港の情勢に心配や不

安を抱きながらも、できれば行かせてやりたい、

延期してでもぜひ行かせたいという思いを持っ

ておられます。 

 前回の９月議会で申し上げましたとおり、事

業実施の判断につきましては、まずは安全を優

先しなければならないと考えております。 

 香港の情勢につきましては、これまで厳しい

状況が続いておりました。 

 一方で、抗議活動の拠点の制圧により、約半

年に及ぶ抗議活動が失速する可能性もあり、節

目を迎えそうであるとの報道もなされておりま

す。 

 また、香港区議会選挙後は、週末に限ってデ

モが発生しております。さらに、本日の新聞報

道を見ますと、怪奇なデモは沈静化の兆しを見

せ始めたとの報道がございました。 

 こうしたことから、もうしばらく現状を注視

し、情報を分析しながら、子どもたちのパス

ポート取得の期限となる今月下旬までには慎重

に判断をしたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 青少年海外派遣事業、夢の翼の意義や重要性

については、これまでも議会で述べてまいりま

した。 

 安全が担保され、実施ということであれば、

それに越したことはありません。しかし、２月

の派遣が難しいということになれば、選考試験

に合格し、事前研修を積み重ねてきた子どもた

ちの失意や失望は察するに余りあるものがあり

ます。 

 このような子どもたちを大きく成長させる事

業は、継続してこそ価値があります。ただ中止

するのではなく、延長措置や代替措置を十分に

検討していただきたいとの思いと願いで、この

質問は終わります。 

 それでは、次の地域振興計画の策定について

の質問に移ります。 

 先ほど各地区の地域振興計画の取り組みにつ

いてお答えいただきましたが、地域住民の方々

があるべき姿を思い描き、地域振興に取り組む

ためには、まずは住民自らで計画の策定を行う

ことが大変重要なことだと思うのですが、計画

策定に至る取り組みの条件について、課長に伺

います。 

○企画政策課長（二川隆志）  地域振興計画の

策定についてのご質問にお答えいたします。 

 各地区で策定しております地域振興計画は、

10年間という長期計画でありますことから、策

定から５年過ぎた中間期に、住民自らが見直し

委員会を組織しまして、取り組み成果や事業実

施効果を検証するとともに、今後の課題や対応

策等を見出し、さらに充実させたいことや、新

たに取り組みたいことを協議し、地域振興計画

の見直し版を策定しております。 

 既に大野、水之上、牛根、新城、柊原、松ヶ

崎の６地区は、見直し計画の策定を終え、今年

度は境地区と協和地区が見直し作業に取り組ん

でいるところでございます。 

 ９つの地域振興計画は、平成22年度以降、順

次作成しておりますことから、最初に策定しま

した大野地区におきましては、来年度で10年目

を迎えることになります。 

 垂水市としましては、特色あるまちづくりが

持続可能な形で展開されるよう、地域と一体と

なって、地域振興計画を推進してまいりたいと

考えておりますことから、今後、第２次地域振

興計画の策定についても引き続き支援をしてま

いりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 
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 それでは、市長に伺います。 

 市内９つの地区が、それぞれの特色を生かし

た地域づくりの計画を住民自ら考え、取り組ん

でおられます。 

 これまでの取り組みの成果や効果を自ら検証

し、今後の取り組みで見直さなければならない

ことを分類し、地域自らで取り組むこと、行政

や関係団体と連携して取り組まなければならな

いことを地域で協議して、計画の推進に取り組

まれていることは、自助、共助、公助の地域社

会を支える住民主体の活動が実践されているも

のと強く感じております。 

 それぞれの地域で、住民主導の計画がこのよ

うに展開されている現状を踏まえ、どのような

まちづくりの将来像を市長は描いておられるの

か、お聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  お答えをいたします。 

 まちづくりの全体像の中で、第４次総合計画、

特にどこかのシンクタンクのノウハウをそのま

ま活用したということではなくて、鹿児島大学

と連携をして、それぞれの地域が自分たちの10

年後をどう描くかということから始まっていま

す。 

 その上で、先ほど、担当課長が答弁したよう

に、第５次垂水市総合計画で定めております

「九つの彩り豊かに健やかな人を育むまち垂

水」ということでございますけれども、それぞ

れの10年後の目標を具現化する計画ということ

になっているというふうに思います。 

 少しこれまでの経緯をお話をいたしますと、

この事業は、実現には総務省、とりわけ事業を

担当する当時、過疎対策室の方々の深いご理解

とご協力がございました。 

 その当時は現佐賀県知事の山口氏が室長を務

められておられましたことから、我々の話を熱

心に聞いていただいたところからスタートいた

しました。 

 また、地元の森山先生の特段のご尽力もあり

まして、申請した９つの地区の全ての事業が予

算化されるという、全国でもここにしかない事

業であるというふうに思います。 

 このことは、参加をされた全ての住民の皆さ

んが、自らのこととして、将来どうするかとい

うことを真剣に考えられたこと、また担当する

職員も熱心な努力の成果として、またそういう

ことだったと思いますし、そのことは客観的に

も総務省の方々も、とにかく中身がよかったと

いうお話をしていただいておりましたので、そ

のことをベースにしながら、これからも９つの

地区がこうありたいと望む地域の姿をできるだ

け実現するために、地域振興計画をベースにし

ながら、まちづくりを進めていきたいというふ

うに思うところでございます。 

 状況によって、日々環境変化はいたしますけ

れども、垂水というのはこういう縦長、山合い

のところも含めて、大変幅広いまちであります

ので、何かに一つということは難しいと思いま

すけれども、北から南まで、それぞれの特徴を

生かしながら、それぞれの地域の皆さんが参画

をして、自分たちの未来に責任を持つような絵

を書けるようなまちづくり、その一つ一つを集

めたものが垂水市の未来ビジョンだというふう

に考えておりますので、また随時、ご指導いた

だきながら進めていきたいと考えているところ

でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。住

民の方々自ら地域のことを考え、将来像を描き

計画をつくり上げていく、この取り組みはとて

も重要であり、素晴らしい取り組みであると思

っております。だからこそ、住民主導のもと国

の補助事業をはじめ、様々な交付金事業の導入

につながっていると考えます。 

 これからもよりより地域振興計画の策定に向

けた取り組みのために住民の方々と一体となっ

て取り組んでいただきますようお願いいたしま

して、この質問は終わります。 
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 次の垂水元気プロジェクトの２回目の質問に

入ります。 

 昨年と同様に、現状で1,000名を超える参加

申込みがあることは大変ありがたいことだと思

います。そこで前年度と本年度の相対的な特徴

の違いがあれば教えてください。 

○保健課長（橘圭一郎）  健康チェックの前年

度と本年度との特徴の違いにつきましてのご質

問にお答えいたします。前年度と本年度の健康

チェックの違いといたしまして、体制的な面で

申しますと、まず、前年度は20日間の実施日数

でございましたが、今年度は16日間と４日間短

縮いたしております。 

 理由といたしましては、私ども市職員はもと

より、健康チェックにスタッフとして参加して

いただいている鹿児島大学病院等の皆様の負担

軽減と効率化を図ることが目的でございました。 

 次に開始時刻の変更でございます。昨年度は

９時から11時までの１時間おきと最終13時の４

回の開始時間で設定しておりましたが、本年度

は８時から10時までの１時間おきと最終13時の

開始といたしました。 

 結果として、８時からの参加者が多く集まる

傾向があり、開始時刻変更は参加者の皆様にと

っても非常によかったかと思います。 

 また会場につきましては、牛根地区における

３小学校区の牛根小学校への集約化などを変更

し、今後の各地区での健康チェックにつきまし

ては、今年度の実施状況を踏まえ実施方法の見

直しに向けて検討を進めたいと思います。 

 一方、参加者１人当たりの健康チェックにか

かる時間は昨年度と比較して、平均で10分ほど

伸びておりますことから、検査内容の再検討を

含め、スタッフ数、実施場所等を総合的に考え、

来年度の健康チェックに向けてより効果的に実

施したいと考えております。 

 検査内容につきましては、一部調査票におい

て、調査項目が増えておりますが、今年度は新

たに採血を増やしております。 

 この採血での検査は、人間ドックや特定検診

などの採血検査とは異なり、脳卒中や心筋梗塞

などの血管病やメタボリック症候群と関係して

いると言われる慢性的な弱い炎症を調べる検査

により、心臓の筋肉の負担を見ることができ、

心臓病の診断や重症度を調べる検査や、より細

かい心臓の障害を調べ、急性心筋梗塞の早期診

断を行うなどの特殊採血で通常の検査を行うと、

高額な費用を要する検査が無料で検査できます

ことから、この健康チェックの一番の特徴と考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。毎年

いろいろと変更を加えながら対象となる市民の

皆様が参加しやすい体制をつくられて、ありが

たいことだと思います。長期間に至る事業です

ので、鹿児島大学と十分に協議され、よりよい

状況に体制変更されていってください。 

 また、貴重な事業として、広報誌11月号で２

つの事例が掲載されておりました。 

 もちろん本人の承諾を得て掲載されておられ

ると思いますが、改めて２つのケースについて、

詳細を課長に伺います。 

○保健課長（橘圭一郎）  市報に掲載された２

つの事例についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、お一人目の事例につきましては、70歳

代、男性の方で９月22日の結果報告会において

配布された健康チェック結果表を本市の独自事

業として実施しております９月24日開催の家庭

血圧計フォローアップ教室において、本市スタ

ッフに相談され、市内の医療機関受診を勧めた

ものでございます。 

 病院で詳しく検査をしましたところ、下肢の

静脈に血栓ができる寸前の状態となっており、

即日入院で１週間の絶対安静となったものでご

ざいます。 

 ご承知のとおり血栓が血管を通って脳や心臓
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に到達すると、深刻な結果をもたらすことにな

るため、未然に入院し治療できたことは、大変

幸運なことだったと考えております。 

 なお、この方はご自身で体験されたことを文

章にまとめ近所の方にお配りされておられるよ

うです。 

 お２人目の事例は80歳代の女性の方でござい

ますが、９月28日開催の健康チェックに参加さ

れ、心電図データを見た大学の医師から10月２

日に保健課へ直接の電話がございまして、心臓

の房室ブロックの恐れがある。本日中に病院受

診を勧めてほしいとの電話の連絡をいただいて

おります。 

 直ちに保健師から本人へ連絡するとともに、

医療機関への受診受入れ体制を確認し、かかり

つけ医が別の医療機関であったため、かかりつ

け医の了承を得た上で受診されております。 

 この方は入院日の翌日にペースメーカーの埋

込み手術を行い、10月24日に無事退院されてお

ります。 

 この事例がありましたことから、健康チェッ

クの心電図データについては、大学が持ち帰っ

て確認する前に会場にいる専門の医師がその日

のうちにチェックするという体制に変更したと

ころでございます。 

 垂水元気プロジェクトの健康チェックは、ご

自身の健康度をチェックするものであり、病気

を見つけることを目的にはいたしておりません

が、この２つの事例のように、緊急性の高い病

気を発見する機会にもなることが実証されたも

のと考えているところでございます。 

 お二人とも、市報掲載には同意をいただいて

おり、今回11月号の掲載となりました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  今後の医療費介護給付費削減

は、先でないと見えませんが、今回のケースは

垂水市民で健康チェックを受けられたことによ

り判明した、大変素晴らしい特別なケースだと

思います。 

 実際このようなケースはないに越したことは

ありませんが、大変よかったと思います。 

 そこで来年は今年以上の取り組みにする必要

があろうかと思いますが、来年度に向けた啓発

等の取組方針があるのか課長に伺います。 

○保健課長（橘圭一郎）  本年度以上の取り組

みとするための次年度に向けた啓発についての

ご質問にお答えいたします。 

 健康チェックはご自身の健康状態を築き、意

識して改善を図るためのきっかけではあるもの

の、重篤な病気を発見することにもなるため、

先ほど申し上げたように市報等で対象者の声を

掲載するなどして、このことを広く周知し、来

年度は１人でも多くの参加者増を図りたいと考

えております。 

 なお、特定検診や人間ドックとの違いがわか

りにくいとの声もいただいているため、その目

的や内容の違いそれぞれの検診を数カ月開けて

受けていただくことで細かな体調管理が可能に

なるなど、メリットもＰＲしてまいりたいと考

えております。 

 また、参加者の皆様のご負担が少しでも減る

よう、検査内容の精査や実施方法の改善など、

鹿児島大学と、さらに協議し来年度も参加しや

すい事業につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。携

わる職員の皆さんは朝早くから大変なご苦労だ

と思います。参加された方々から親切で優しく

対応していただいているとの話を聞き、非常に

嬉しい限りです。市民の皆様の健康増進を図る

ために必要な事業ですので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 本年度は残り１回の実施ですが、来年度も参

加者が１人でも増えるよう、頑張っていただき

たいと思います。 
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 それでは、最後の新庁舎整備事業の２回目の

質問に入ります。 

 先ほどの答弁で広報誌や説明会、車座座談会

など、今、こうやって実績を聞くと、相当な広

報活動を行っていると感じました。議会として

も平成30年３月に１億1,000万余りの設計予算、

そして平成31年３月には2,760万円の地質調査

予算を議決しました。 

 議決に至るまで執行部は要所要所で全員協議

会の場で庁舎建設事業の説明を行ってきました。

我々議会に対して、いつ、どのような説明を行

ってきたのか、確認の意味を込めて、課長に伺

います。 

○企画政策課長（二川隆志）  議会の皆様に対

しては、これまで全員協議会において、12回ご

説明させていただいております。 

 第１回目は平成29年５月に庁内検討報告書の

内容をご説明し、同年９月に外部検討委員会設

置のご報告と庁舎建設事業のスケジュールにつ

いてご説明いたしました。 

 12月には建設候補地の３候補地の内部評価外

部評価の結果についてご説明し、平成30年３月

には基本計画案についてご説明の上、１億1,000

万円余りの設計予算を議決いただいたところで

ございます。 

 予算成立後同年６月には設計事業者選定業務

について、９月には設計事業者の選定結果をご

報告させていただいております。設計事業者が

選定されたことにより、10月に設計事業者の提

案内容をご説明し、12月に設計業務スケジュー

ルについて、平成31年３月には地盤調査につい

てご説明した上で、地質調査予算を議決いただ

いたところでございます。 

 今年度に入り、市議会議員選挙後ということ

もあり、５月に庁舎建設事業全般についてご説

明し、８月に基本設計案についてご説明いたし

ました後、パブリックコメントを実施させてい

ただいたところでございます。 

 そして本定例会初日に基本設計とパブリック

コメント結果についてご説明をさせていただい

ております。 

 このように議員の皆様には各市議会定例会の

場で新庁舎建設の事業の取り組み状況のご報告

をはじめ、候補地を含めた新庁舎建設に関する

考え方などをご説明しご理解いただきながら進

めてまいった所存でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

我々もこれだけの説明を受けながら、新庁舎整

備事業に対してしっかりと議論をし、基本設計

や地質調査の予算を議決したのだということが

確認できました。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 基本設計の安全性に対して課長に伺います。 

 今回の住民投票条例案では、建設候補地の妥

当性を問う内容となっております。新聞報道に

よりますと、建設候補地が津波や液状化などの

防災面に不安があるとのことです。しかしなが

ら、執行部は安全面については今回設計で十分

対応できたとしています。地震や津波、浸水、

液状化について、どう対応したのか改めて説

明・答弁をお願いいたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  基本設計の安全

性、地震や津波、浸水、液状化についてどう対

応したのかについてお答えさせていただきます。 

 地震に対しましては、構造体の耐震安全性の

目標を官庁施設の総合耐震計画基準による大地

震動後、構造体の補修をすることなく、建築物

を使用できることを目標とし、人命の安全確保

に加えて、十分な機能確保が図られるであるⅠ

類としております。 

 さらに建物内の被害を最小限にし、災害応急

活動を速やかに行えるよう、免震構造を採用さ

せていただいております。 

 次に津波や浸水でございますが、垂水市防災

マップでは津波の想定区域外、河川浸水想定は
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0.5メートル未満の区域となっております。 

 ただし、浸水区域については、今年10月29日

に鹿児島県が新たな洪水浸水想定区域の指定に

よると、建設予定地の最大浸水深は地盤高、

2.2ｍ地点で浸水深0.82メートルでございまし

た。 

 基本設計における地盤高はかさ上げを行い、

3.1メートルとしておりますことから、この地

盤高で対応できていることを確認いたしました。 

 次に液状化対策についてですが、新庁舎は大

地震の時でも地震の揺れを軽減する柱頭免震構

造を採用しておりますことから、大臣認定の必

要があります。 

 この大臣認定に必要な詳細の地盤調査を行っ

た結果、液状化は深さ20メートルまでのサンド

コンパクションによる地盤改良を行うことで、

大地震時の液状化の影響を最小限にとどめる設

計としたところでございます。 

 以上のとおり、安全性については十分に対応

できていると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。地

震や津波、液状化については理解しました。安

全性については、設計で十分対応できていると

いうことで安心しました。 

 改めて原点に帰りますが、現在の庁舎は大変

危険で、防災拠点としての機能もありません。

一刻も早い整備が必要だと思います。 

 今回の計画が白紙になり、庁舎整備計画がま

た１から計画することとなりますと、大変な時

間がかかり、さらに事業費が膨らむ可能性が高

く、何よりも職員や市民を相当な期間危険にさ

らしていることになります。 

 新庁舎整備事業を計画どおりに進めていくか

どうか、こういった判断をできるのは執行部か

ら十分に説明を受けている議会にしかできない

と考えます。 

 我々議員は市民の皆様の安心・安全のことを

第一に考えて判断していくべきとの思いを述べ

て、私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、午後２時10分から再開いたします。 

     午後２時１分休憩 

 

     午後２時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △発言の取り消しについて 

○議長（篠原則）  ここでお諮りいたします。

前田隆議員から午前中の質疑の中の発言につい

て会議規則第65条の規定に基づき、不適切な発

言の理由により、癩癩癩の部分を取り消したい

との申し出がありました。取消の申し出を許可

することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って前田隆議員からの発言の取消の申し出を許

可することに決定しました。 

 次に11番、池山節夫議員の質問を許可します。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきに通告しておきま

した順に従いまして、質問をしてまいります。

市長並びに関係課長のご答弁をよろしくお願い

申し上げます。 

 まず、人生会議について。人生会議という愛

称はアドバンスケアプランニング、略して、Ａ

ＣＰと呼ばれて、その普及を目指して、厚生労

働省が募集をして、11月30日を、これ語呂合わ

せでしょうね、いい看取りということで人生会

議の日として、人生の最終段階における医療・

ケアについて考える日としております。 

 しかしながら、お笑い芸人の小藪千豊さんが

酸素チューブを鼻につけ、病院のベッドに横た

わる写真とともに、意識がなくなる前に、人生

会議をしとこうと書かれた厚生労働省が吉本興
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業に委託して作成したポスターは、相次ぐ抗議

で自治体への発送が中止されました。 

 なぜこのようなことになったかと言いますと、

このポスターには医療従事者の存在がなかった

というのが大きな原因でもあるようであります。 

 人生会議は患者、家族、医療従事者に信頼関

係があって初めて成り立つと考えられます。こ

れからの高齢化社会において、人生の最終段階

における医療・ケアの決定プロセスについて取

り組みを始める必要があると考えますが、見解

をお聞かせください。 

 防災マップについて。近年日本各地で想定外

の大雨が降り続き、河川の氾濫や洪水が頻発し

ております。垂水市においても本城川洪水ハ

ザードマップを見直す必要があると考えますが。

浸水想定区域の見直しについて、まず伺います。 

 ウインドウズ７サポート終了について。今年

度の当初予算で機器更新ための備品購入費とし

て4,864万8,000円が計上をされております。ウ

インドウズ７対応のパソコンが現在何台あるの

か。対応と対策について教えてください。 

 文化会館について。文化会館は、平成５年の

開館以来、20年以上が経過し照明や音響機器は

老朽化が激しく、今年の文化祭においては久し

ぶりに舞研の方を拝見をいたしました。 

 リハーサルにおいて、照明などに色のむらな

どが見られるように感じましたが、更新に対す

る見解までを伺います。 

 住民投票条例について。投票率の規定につい

ては、市長選挙、市議会議員選挙並みの投票率

が必要と考えますが、見解を伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○保健課長（橘圭一郎）  人生会議についての

ご質問にお答えいたします。 

 厚生労働省が周知を求めております人生会議

につきましては、もしもの場合の自分の求める

医療やケアについて家族やその他の関係者と繰

り返し話し合い、その方の意向を情報共有する

ためのものと認識いたしております。 

 本市におきましては、地域包括支援センター

や包括ケア係において、介護状態とならないた

めの各種の事業を包括的に取り組んでおり、医

師会の訪問看護ステーションにあっては、希望

の方の看取りを含む在宅医療を実施されている

ところでございます。 

 現状において、全ての高齢者の把握には至っ

ておりませんが、地域包括ケアの職制として本

市高齢者全ての方の医療・介護状況の把握に努

めているところでございます。 

 ご質問の人生会議についてでございますが、

人生会議という名目では現状において、市とし

て周知を図っている状況にありません。 

 本市では、平成23年度に本市独自の取り組み

として、安心ノートという冊子を作成し、普及

啓発活動を行ってまいりました。 

 安心ノートには自分の思いや医療・介護に関

する今後の希望、葬儀や墓についてなど、本来

の遺言とは異なりますが、自分の意思を伝える

ことができなくなった場合に、残された家族が

困らないよう、様々な項目を記載できるように

なっております。 

 老人クラブの研修会、地域のサロンなどの各

種会合で保健師が中心となり、希望される市民

の方々に、現在は5,000部ほど配布いたしてお

ります。 

 国としても、今後の医療の流れとして、在宅

医療へシフトする方針のようでございます。在

宅医療を推進するためにも、体制の整備だけで

なく、市民の皆様の人生観・死生観に関する意

識をつくり上げていくことが解決となりますこ

とから、安心ノートを含め人生会議の普及啓発

活動をより推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  浸水想定区域の見直

しについてのご質問にお答えをいたします。 
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 平成17年に浸水想定区域の指定対象が水位周

知河川に拡大されました。 

 鹿児島県では、洪水により、相当な損害を生

じるおそれがある河川として、12河川を指定し

ておりますが、そのうちの１つが平成22年５月

26日に指定された本城川水系でございます。 

 鹿児島県は１時間雨量66ミリの計画規模で平

成23年３月18日に浸水想定区域を指定しており

ます。 

 本市では、鹿児島県が作成した浸水想定区域

データを基にして、平成24年３月に本城川洪水

ハザードマップを作成して全戸配布による周知

を行っております。 

 その後、集中豪雨による河川の増水、堤防決

壊など甚大な被害が増えたことから、平成27年

に水防法が改正され、浸水想定区域の指定の前

提となる降雨を従来の計画規模の降雨から想定

し得る最大規模の降雨に変更するとともに、内

水・高潮の浸水想定区域制限の創設に伴い、名

称が洪水浸水想定区域へと変更されております。 

 鹿児島県は本城川水系の最大想定雨量を九州

南東部地域の最大雨量をもとに、本城川の流域

面積51.77平方キロメートルと降雨継続時間、

12時間総雨量を619ミリの想定最大規模降雨に

設定をして作成した洪水浸水想定区域を令和元

年10月29日に指定し、公表しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 続きまして、ウインドウズ７サポート終了に

ついてのご質問についてお答えいたします。 

 ウインドウズ７の延長サポートが令和２年１

月14日で終了しますことから、庁内で使用して

おります全てのパソコンをウインドウズ10に更

新するため、令和元年５月22日に鹿児島県市町

村行政推進協議会により実施されました、令和

元年度第１回電算用関連機器共同調達に参加し、

パソコンの購入に係る契約を締結いたしました

が、世界規模でのパソコンの構成部品不足のた

め、パソコンの納品が10月18日となったため、

現在サポート終了前に入替えの優先度の高いイ

ンターネット接続系のパソコンの設定・入替え

作業を実施しているところでございます。 

 インターネットに接続していないＬＧＷＡＮ

接続系及び個人番号利用事務系につきましては、

各種業務システムサーバー外字対応等もござい

ますため、11月８日づけでのウインドウズ10対

応業務委託契約を締結し、導入業者と入替えス

ケジュール等について協議を行っているところ

でありますが、遅くとも今年度中には全てのパ

ソコン入替えする予定となっております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  まずご質問いた

だきました垂水市文化会館は、平成５年４月の

開館以来、本格的な文化ホールを備えた施設と

して、多くの市民の皆様にご活用いただいてお

ります。 

 また、ホールの舞台を各種イベントや市民文

化祭や音楽会等の発表の場としてご利用いただ

く以外にも、施設内の各部屋を各種文化団体の

練習や活動の拠点としてもご利用いただいてお

り、文化会館全体の過去５年間の利用状況を見

てみますと、毎年平均で２万3,554名、稼働日

数も年間264日、稼働率72.3％となっておりま

す。 

 このように、市民の方々のニーズが高く、多

くのご利用がありますことから、各種機器の保

守点検等に関する業務委託契約を専門業者と毎

年締結し、安心安全な施設の運用を優先し、危

機管理等に努めておりまして、これらの点検結

果に基づき、これまでは消防用設備やスプリン

クラー、舞台吊物等の取替修繕を計画的に実施

してまいりました。 

 このような中、議員ご指摘のとおり、開館か

ら約27年が経過しようとしており、照明や音響

機器等が老朽化しておりまして、これまでは市

の財政状況等を踏まえながら、修繕や交換を行
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ってきたところでございますが、機器そのもの

の耐用年数経過やデジタル化等により、高額と

なる機器更新等につきましても課題となってき

ておりますので今後も関係課と協議・連携を図

り、計画的な対応を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  住民投票条例案につ

いてのご質問にお答えいたします。住民投票成

立要件を規定することとした場合の要件、どの

程度にするかということでございますが、ここ

につきましては、先ほどもお話をさしていただ

きましたが、これまで住民投票の成立要件を規

定している自治体のうち、多くの自治体が投票

資格者総数の２分の１以上としているところで

ございます。 

 なお、成立要件を設けました場合におきまし

て、住民投票が不成立となった場合には、経費

をかけるまで開票作業を行うかどうかについて

は、考え方が分かれるところでございますが、

ほとんどの自治体が開票を行わないとしている

ようでございます。 

○池山節夫議員  年の瀬も押し迫ってまいりま

したから、簡単に終わっていこうと思います。

人生会議については、これはあれですよ、垂水

には池田忠先生がいらっしゃいまして、私は池

田先生の後どんな先生が来られたか知らないん

ですよ。 

 池田先生がいらっしゃる間は、あの先生はそ

ういうところまで踏み込んでされていたんじゃ

ないかなと思っているんです。 

 その後の先生がどんなふうに決まっているの

か、池田先生の後を受けて、そのそういうとこ

ろまで、その新しい先生がされているのか、そ

の辺について、一問一答でいきますけど、その

辺についてちょっとだけ聞かせてください。 

○保健課長（橘圭一郎）  池田忠先生の後にお

いでになっていらっしゃる、鹿児島からおいで

になっていらっしゃる、週に２日ほど来ていた

だいているところでございます。その内容につ

きましては、忠先生の後を継いで、やはりされ

ているというところでございます。訪問看護ス

テーションの看護師さんたちは一緒に付いてお

りますので、その方々と一緒に行動をともにさ

れていらっしゃるところでございます。 

 以上です。 

○池山節夫議員  この質問はこれで終わります

けど、垂水はね、前の水迫市長から尾脇市長、

そしてその池田先生にずっと来ていただいて、

他の市町村よりこういうことではずっと優れて

いると私は認識してるんです。これからも一生

懸命そういう方向で頑張っていただきたいと思

います。この質問はこれで終わります。 

 防災マップについてですけどね、２番目にこ

の市内の浸水想定の見直しが10月29日に県から

あったということですけど、これを受けて、浸

水想定の対策、変わったの。マップ、その辺に

ついて答えてください。 

○総務課長（角野 毅）  浸水想定区域の対策

についてのご質問にお答えいたします。 

 水防法により、洪水浸水想定区域内に指定さ

れました市町村は、地域住民の円滑かつ迅速な

避難を確保するため、避難情報の伝達方法や避

難所及び浸水想定区域内の要配慮者施設等を地

域防災計画に規定し、その内容を記載した洪水

ハザードマップを作成し、住民等へ周知するこ

とが義務づけられております。 

 さらに国土交通省が水害ハザードマップの作

成及び利活用する際の参考となるように有識者

の意見を反映し、作成に当たっての考え方が示

された水害ハザードマップ作成の手引きが示さ

れております。この水害ハザードマップは住民

のみならず、旅行者等にも見やすいものとする

必要があり、浸水深の閾値、配色等についての

最低限のルールが記載されております。本市の

ハザードマップ作成に当たっては、市民の不安
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を少しでも解消できるよう、国土交通省が示し

ている水害ハザードマップ作成手引きの詳細版

を参考に、令和２年度に防災・安全交付金効果

促進事業を活用して、作成する予定でございま

す。 

 完成後は配布するだけでなく、様々な機会を

通じて、継続的な周知を努めるとともに、出前

講話、避難訓練、防災教育等において活用して

まいりたいと考えてるところでございます。 

○池山節夫議員  その新しいその浸水想定区域

による、そのハザードマップを作成して市民に

配布する、それの時期的なものはどの辺になる

のか。 

○総務課長（角野 毅）  ハザードマップの作

成時期でございますが、本市のハザードマップ

の作成にあたっては、先ほど答弁いたしました

とおり国土交通省が示している水害ハザードマ

ップ作成の手引きの浸水深の閾値、配色等の最

低限のルールを県から提供いただいた25メート

ルエリアメッシュを活用して、0.5メートル未

満の浸水区域、0.5メートルから１メートル未

満の浸水区域、１メートルから３メートル未満

の浸水区域、３メートルから５メートル未満の

浸水区域の４つに区分をした詳細版を令和２年

度中に作成する予定でございます。 

○池山節夫議員  そのメッシュというのを、さ

っきもらっているんですよ、私、25メートルで

くくって、ここはどのぐらい浸水するというの

を。先ほどから午前中の高橋代表の後の質問と

か堀内議員の質問、それから川越議員の質問の

中で大体わかったんですけど、この新しい庁舎

の建設予定地が、これ見ると、今、建設予定地

として、あの広さで想定するんだけど、本当に

建つのは、このこっちの角のほうだよな、建物

が建つのは。それで、これで見ると、さっきか

ら答弁であるように、地盤が2.2メートルで浸

水が82センチやったかな。それだけくると大体

３メートルと。それをかさ上げするから３メー

トル10までは大丈夫ですよと、答弁さっきから

あるんですけど、３メートルくるのも大分、こ

っちの端っこのほうですね、これで見ると。庁

舎問題に反対される方は、浸水すると。危ない

と言われるけど、ここで、堀内議員の質問の中

にもその5.何メートルと言いやったけど、これ

報道機関にはちゃんと言ったのかという質問が

あって、11月何日に報道の方を集めてちゃんと

説明をして、納得してもらったとあるわけです

よ。 

 これまでも川越議員の質問にあったように、

散々説明も受けて、予算も可決して、この新聞

か、このチラシには５月の何日に公表されたけ

ど、その予算が通ってからとあるけど、その公

表する予算の可決、議会にいろんな説明をして

から、公表するなり、場所の決定もそうですけ

ど。 

 ３月の23日だったかな。その予算を可決した。

その後、場所を決定しているじゃないかという

ようなことなんですけど。議会も、これ逆だっ

たら議会軽視なりますよ。そういうことですよ

ね。当然の手続きだと私は思うわけですよ。だ

から、こういうチラシを配るのも結構でしょう。

私さっきコピーしてもらって読んだだけだから、

疑問点いっぱいあるんだけど、大変ですよ、ほ

んとに。 

 まず、次のこの新庁舎の周辺の浸水に関して

は、その高さ的に絶対問題ないと。垂水は今度

の長野とか、あの辺でその大きな川が氾濫して、

相当浸水して、長い間そのまちの役場が浸水し

て動かなかったとかいうのがあるんですけど。

うちの女房とも話になったんですけど、本城川

越えてきたら、どうなるんだろうかというのが

あって、その辺のこと大体分かっているんだけ

ど、一応聞きますよ。総務課長。 

 連続雨量で越えてきたと。うちは市役所のす

ぐ近くだから、この辺まで来て、うちのあたり

まで来て、河川が氾濫してきて、どのぐらい越
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えてきて、どのぐらいの時間、何メートル、何

時間この辺にとどまるもんだろうかっというの

を心配になるわけですよ。それは市役所も今度

の建設用地も同じで、本城川がもし越水したと

きに、12時間六百十何ミリで1000年に１度です、

それでこの辺はどうなるか。 

 それちょっとわかったら教えてください。 

○総務課長（角野 毅）  浸水の際の水のはけ

についてでございますけれども、これにつきま

しても、県がまとめた文書がございます。その

文書によりますと、垂水市の浸水につきまして

は、12時間以内、これが一番短時間の時間経過

図の中の最初の一番短いものを12時間以内とし

て設定しておりますけれども、本市の場合は、

12時間以内に浸水した水は全てはけると、これ

までの、本市の浸水の状態でもご存じだと思い

ますけれども。膝のあたりまで水があったと言

われるんですけれども、ある程度短い時間のう

ちに、何もなかったようになってしまうと。逆

に言うと、入りやすいんだけれども、スムーズ

に出てくれる状況があるというのが県の情報で

もそのように取りまとめられておりまして、12

時間以内には本市の浸水については、排水がさ

れるという想定がされています。 

○池山節夫議員  まあそうなんですよ。全国で

大雨が降って河川が氾濫して、ずっと水がはけ

なくてっていうのは大きい川で、何キロも何十

キロもある最上川とか、ああいう大きな川が越

水したときに、ああいうことが起こる。 

 垂水は一番大きな川が本城川ですよ。何キロ

もない。もし越水しても、どうなるんだろうか

と思っても、大体今の答弁、12時間以内にはも

う海があるから、全部はけてしまうと、そうい

う意味では、映像を見るような心配というのは

他のところで越水して洪水が起こる、いつまで

も水がたまってる、そういう心配はまずないと

思います。 

 それと、この新しい庁舎付近もそんなに変わ

らない、このメッシュで見ると、できるところ

は一番建物が建たないところでさえ３メートル

だ。建つところはそれ以下ですよ。それで浸水

がどうのこうのという議論自体がおかしいと思

うんですよ。これまでに一応いろいろ説明され

てきて、我々はわかってるんだけど、わからな

い人もいます。意見は違うからそれはしょうが

ない。だけど、頑張ってやってください。 

 それはこれで終わります。あと、投票率なん

かがあるから、住民投票のところでまた聞きま

すけど。 

 ウインドウズサポートの点について１月14日

でたしか終了するんですよ。インターネットに

接続しているのを早くと。そのあとの部分はそ

の後ということだったんですけど、１月14日ま

ででぱたっと終了したときに、インターネット

の接続している分はウインドウズ10に変わって

るから、大丈夫だろうけど、その他の機器とい

うのは大丈夫かな、情報漏れとか、インターネ

ットに接続してないから大丈夫なんだろうけど、

この１月14日でサポートが終わって、もし何か

そういうのがあったときにっていうことまで考

えて、その他の機器を更新する年度内にという

ことだけど、１月14日から３月末までの間に何

も不備は起こりませんか、総務課長。 

○総務課長（角野 毅）  ＬＧＷＡＮ接続系及

び個人番号系の事務系につきまして、多少遅れ

るということでございますけれども、平成27年

度に総務省より示された自治体情報セキュリテ

ィー強靱性向上モデルにより、現在はインター

ネットに接続していない、いわば閉ざされたネ

ットワークということになります。いわゆる外

向けには情報が発信しないし、中に入ってこな

いようになっているネットワークになります。

また本市におきましては、外部記憶媒体等の使

用につきましても、許可されたものしか使用で

きないようなシステムで制御しており、セキュ

リティー上も対処しておりますことから、イン
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ターネット接続系と比較しますと、比較的危険

性は低いものと認識をしているところでござい

ます。 

 また、先ほど申しましたとおり、パソコンの

納品が10月18日でしたので、ＬＧＷＡＮ接続系

約300台、番号利用事務系約110台の初期設定か

ら、システム設定を考慮しますと、サポート終

了である令和２年１月10日までに入替えを行う

ことは、時間的に非常に厳しい状況ではござい

ますが、可能な限り少しでも早い入替えができ

ますように努めていきたいというふうに考えて

おります。 

○池山節夫議員  ちょっと気になるけど、大丈

夫だと思います。大丈夫かって聞いてるわけで

すよ。しっかり大丈夫ですって答えてもらわな

いと質問がやまらないからな。 

 私、鹿児島の県庁は400台ぐらいあるって聞

いたんですよね。どこもこのことに関しては、

垂水市と同じような対応なのか、垂水どうなん

だろう。 

 セキュリティ的には終わってから全部機器が

替わって、そういうの全て終わるまで安全です

か。 

○総務課長（角野 毅）  本市のインターネッ

トといいますか、パソコンの環境につきまして

は、非常に高いレベルで信頼性を得られるよう

なサポート体制を取っておりまして、非常に職

員には迷惑をかけているというか、非常に使い

にくい、自分のディスクにあるパソコンでネッ

ト上の情報確認できない。例えば家に持ち帰っ

て書類をつくるといったような、ＵＳＢを差し

込んでデータを取る、入れるといったような作

業、そういったものも一切禁止しておりまして、

やるとすぐうちの情報が管理係の方に、どこの

パソコンがどういうことやっているというのが

ばれる仕組みになっておりまして、今、既に、

先ほど可能性は非常に低いと申しましたけれど

も、今現在このことは、非常に遵守されており

ます。ときどき学校系のパソコンで先生たちが

やっぱり不便を感じられてされることがあった

りして、今もうそういうのも非常に改善されて

きまして、ほぼなくなってきています。 

 ですので、やろうと思うとばれるけど、やる

人はいるんです。だけど今もうそういうことす

らもなくなってきつつありまして、そういう環

境の中では、サポートは切れるけれども、その

情報が外に漏れるといったような心配はほぼと

いうか、もう全くしていないところでございま

すので、議員のご心配、私が大丈夫ですと言え

ば安心していただけるんだと思いますけれども、

そういう環境の中で作業を進めるように最善の

セキュリティーを持って作業をするように本市

のインターネットの環境はつくっているつもり

でございます。 

○池山節夫議員  その答弁なら、もう今の質問

はなかったじゃないですか。これで終わります。 

 文化祭、ことしの文化祭のときにリハーサル

したんですよ。たまたま、私は、舞研の人って

いうのは見覚えがあるんですよ。ダンスで実行

委員長をしたりして、県の総合体育館でやって

るときもその舞研の方は来てらして、垂水の文

化祭のときは十数年前ぐらいまでにはその舞研

の方が来ていたんですよね。 

 やっぱり職員で、経費節減のために職員で対

応するって勉強されて、ここ２年ぐらいだと思

う。その舞研の人は見ないで職員の方たちで対

応していたんですよ。 

 私は、大変そうだけどまあ感心だなと思って、

本当えらいなあと思っていたんですけど、今年

またその舞研の人を見たもんですから、どうい

うことかなって聞いたら、もうさすがに老朽化

していて、もしという時対応ができないんじゃ

ないかと思って、お願いしたということなんで

すよね。やっぱり、その心配だということがま

ずあるわけですよ。 

 リハーサルをしてて、後ろのバックの色を合
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わせようとしたときに青を薄い色から濃い色に

とかいったときに、薄い色だと、薄いのやら濃

いのやら、これまだらになるんですよ。私の錯

覚じゃないと思うんだけど、赤でも薄い色はこ

うなるんですよ。濃い色だとぱんと青なら青に

なるんです。ちょっと薄くしてくださいという

と、まだらになる。だからそれも昔はなかった

ことでね、その機器が新しいときは。だから、

さすがにその照明とかいろんなものががたが来

ているんだなと思って。 

 ミラーボールもありますかといったら、ミ

ラーボールなんかとっくの昔ですよ、もう故障

して。今の時代、ミラーボールはいらないけど、

もうミラーボールはあまり必要としないけど、

ミラーボールはもう故障してそのまんまだ。 

 だから、そういう意味では、文化祭をやっぱ

りやっていくと。で、瀬戸内藤吉翁のあのコン

サートとかいろんなのがありますよね。鹿屋の

文化会館とかいろんなとこ行きますけど、垂水

の文化会館の音響装置というのは素晴らしいん

ですよ。音響装置も素晴らしいし、いろんなも

のも素晴らしいですから、やっぱりここは早い

段階から、その予算を獲得していただいて、応

急的な対応じゃなくて、機器を替えてもらわな

いと安心しておちおち舞台で踊っていられない

ということを言いたいわけです。 

 ですから、教育長にもお願いをしておきます。

予算獲得に向けて全力を挙げていただきたいと。

このことについて意気込みがあれば、教育長ち

ょっとだけ語ってもらいましょうか。 

○教育長（坂元裕人）  ご心配、ご迷惑をおか

けしております。先ほど、課長からも答弁があ

りましたとおり、平成５年建築後もう27年近く

が経過していって、かなり老朽化が進んでいる

ということで、今後、何をどの順番でといった

ところも含めながら、また関係課とも協議をし

ながら、計画的に機器の導入について改善を図

っていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  最後の、今朝の住民投票条例

について入りますけど、さっき投票率について

聞いたんですけど、やはりある程度の投票率を

規定するのも必要じゃないかと私は思いますね。

それは、半分以上はどうのこうのって答弁があ

ったから、投票率についてはいいですよ。 

 民意についてということでちょっと聞きたい

んですけど、私は再三この議会でも言っている

んですけど、民意というの、解釈の仕方でしょ

うけどね。もし、市長選挙で尾脇市長が破れて、

ほかの方が市長になってたら、庁舎問題は一応、

変更されたんじゃないかと、私は思いますよ。

それが民意なんですよね。 

 そこで尾脇市長が再選されたと。だから、自

分の政策はそのまま進めていくと、その後、

我々は市議会議員選挙で、私は、庁舎はあそこ

に早くつくるべきだと、街頭演説しましたよ。

通りましたからね。 

 それで、議会に来て、早期着工を求める陳情

は議会で採択されています。で、市長選挙をも

って、市議会議員選挙の結果をもって、早期着

工の陳情をここの議会で採択か不採択かを議場

で問うて採択した。 

 ここまでの過程が民意じゃなくて何なんだっ

て言いたいんですよね。だから、民意が民意が

と言われる、今日の高橋代表も民意がないみた

いなこと言われたけど、解釈の違いでどうしよ

うもないですけどね。市長、決して楽な市長選

挙じゃなかったと思いますよ、本当に。 

 私、堀内議員と、何日目だ、夜の８時前まで

２人で街頭で一生懸命やりましたよ。市長はそ

の間、また一生懸命やってるわけだ。それはほ

かの候補も一生懸命やったでしょう。それは何

のための選挙だったと、民意を問うための選挙

だったんですよね。 

 市長、この点について、自分の選挙を、今朝

ちょっとふれられましたけど、自分なりの民意
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の解釈でいいですよ。ここでちょっと聞かせて

もらいましょうかね。 

○市長（尾脇雅弥）  一言で言うと、全く同感

だということです。そうでなければ、選挙を戦

う意味はありません。 

 公約を掲げて、誰が一番有効投票の中で指示

を得たかっていうのが選挙であります。市長選

の場合は特にそういう選挙です。見方はいろい

ろあるんでしょうけれども、そういうことの結

果として当選をさせていただいて、選挙だけを

考えたら、あえて庁舎問題は言わないほうがい

いだろと、多くの皆さんが言われました。私自

身もそう思います。 

 ただ、それは当時平成32年度までに着工する

と８億円の交付税ということがありましたので

市民の安心・安全をとるか、選挙を取るかと。

それは30年の３月までに決断をしないと間に合

わないということでお尻が決まっておりました

ので、そういうことをあえて厳しいけれども、

私のそれが信念なので、訴えてご理解いただい

たというのが数字だと思います。 

 そして、先ほどからお話をしていますけど、

その二元代表制が民意を集める一番の基本なん

ですよね。このことで、ずっと何も知らなかっ

たっていう話には、議員の先生方も当然ならな

いと思いますし、言われないと思います。 

 先ほどから話をさせていただいておりますよ

うに、場所も含めて、何回も何回もお話をして、

ご理解をいただいて、そして、30年の３月、31

年の３月間違いなく関連の議案を議決をされて

いるというのは重いことだと思います。多くの

いろんな有権者の声を拾いながら、また、いろ

いろ思うところあられるでしょうけれども、総

合的に判断をして、議決をいただいたというこ

とは事実でしょうし、先ほどの案件も含めて、

そういうことを積み重ねてやってきたので、そ

の住民投票の提案があったことに対しては、一

定の基準を満たされていますので、そのことは

当然私のほうで上程をしなければいけないとい

うことでありますし、それには意見書がつけら

れるっていうことでありましたので、今申し上

げたような経緯も踏まえて、中身の指摘もさせ

ていただきながら、そういうことですよってい

うお話をさせていただいたって、あくまでも補

完の仕組みということでありますので、それま

でのいろんなプロセスは間違いなくいろんな細

かいことも含めて、民意ということを意識しな

がら決定してきたことだというふうに思います。 

 争点の１つ２つというのが、財源の問題と安

全上の問題ということなんだと思いますよね。

先ほど説明がありましたように、海辺なのでと

いうこと、例えば、津波が来たらとか浸水した

らみたいな話でありましたけれども、先ほどそ

の大雨の話がありましたけれども、担当課長か

ら説明があったみたいに、常日ごろは基本的に、

多少雨が降っても何てことはないんですけれど

も、今回、基準の見直しで、1000年に一度とい

う雨が降った時にどうなんだという話がありま

して、単純に地図の色みたいなのを見分けると、

ゼロから50センチ、50センチから１メートルで

あったものが、50センチから３メートルになっ

ていますから、その色合いになっているので誤

解をしやすいというふうには思います。 

 ただ、メッシュということで、より具体的に

そこのピンポイントのエリアが何センチってい

う、より科学的な証拠が上がってきているとい

うことになりますから、結果として、1000年に

一度の雨が降ったとして大体３メートル程度、

我々のかさ上げをして、2.2にかさ上げをして、

3.1ということになりますので、科学的には、

数字的には浸水することはないと、仮に浸水を

しても、その上から２階建てですから、４階建

てですから２階の高さが7.6ということになり

ますから、より4.5メートルですか、高いとい

うところが浸水するかどうかっていうのが一般

的には争点だと思いますので、そういうことに
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はなり得ないと。 

 建物自体も大臣認定の柱頭免震の認定をいた

だくということですから、そういう基準を満た

したものができると。大臣認定というのは大隅

の中では、鹿屋の徳洲会病院、10階ぐらい建て

のあれしかないということでありますから、そ

れに見合う強度で建てるということになります

ので、安全上いろいろ想定はあるでしょうけれ

ども、しっかりと、どこの建物よりも市内では

強い建物が建つと、なので防災拠点として、災

害もいろいろあると思いますけれども、台風や

その中に出てくるってことはないでしょうけれ

ども、大きな桜島の爆発で何らかの影響がある、

地震で何らかの影響があるということになった

時に、復旧・復興をどうやっていくのかってい

うのが、ほかのところの災害での大事なことに

なりますから、今のこの建物ではとてもじゃな

いけど対応できないということがありますので、

防災上、きっちりとした建物をつくって、復

旧・復興へ向けてやっていくということ。 

 もう一つだけ、財源に関しては、今申し上げ

た、これまで、皆さんがおっしゃっていたのは、

この場所にと、震災の時もこの場所に建てるか

どうかみたいな話があって、多くの皆さん、こ

の場所という意思表示をされたわけですけれど

も、そうなると、先ほどお話がありました、チ

ラシがありましたのは、あそこの教育委員会の

あそこだという話になりますけれども、専門家

の方々も交えて、よくそれなりのものをつくっ

ているんだというお話がありましたけれども、

仮に完璧に近いものがあったとしても、そこか

ら地盤の調査とか、いろんなものをやっていか

なきゃいけませんので、とてもじゃないですけ

れども、今の基準である32年度までの実施設計

というのは間に合わないと。したがって、国か

らのこの期限の８億円の交付税というのはいた

だけないということが一般的でありますから、

財源の面においても問題があると。 

 仮に早急に建てるにしても、我々がこれまで

費やした３年間、そして更地のあそこに建てる

にしても４年かかるわけですから、７年プラス

アルファという時間も必要になるということ。

時間的にも財源的にも安全的にもより今の原案

というのが現実的で、早くそのことを建てて、

市民や職員の安心・安全も守っていくというこ

とが大事だというのが私の考え方であります。 

○池山節夫議員  最後になりますけど、私もそ

ういうふうに理解していたんですよ、ここがど

うのこうのと。建て替えると費用がかかるよっ

て、行ったり来たりで８億円ぐらいかかるよっ

ていうのがあって、今日の高橋さんの意見陳述

の中で、市民館のところがというような話がま

た出てきたわけですけど、そうするとお金は８

億円は要らないんだみたいなこと言われたけど、

そんなわけにはいかないと思うし、まずやっぱ

り反対をする、その住民投票をしてくれという

のは、やっぱりそこの財源のところまできっち

り踏み込んで、我々ならこうなるからこっちの

ほうがいいでしょうというのを、意見陳述で言

って、だから住民投票をしなさいというのが筋

だと思いますよ。 

 それを、あそこにすればいいんだと、漠然と、

それで、できるはずですみたいなことを言って、

それでお金はかからないですよと言われて、そ

うですかって、私は信じませんからね。 

 それで、その交付税措置のある８億円につい

ては一切その意見陳述の中ではふれられません

でしたね。私、だから質問の中では寄附でもさ

れるんですかって言いましたけど、８億円とい

うお金は、行政の中で100億円、120億円の予算

を組む行政の中で８億円っていったらそんなに

大きくないように考えますけど、８億円ってす

ごいですよ。べらぼうですよ。 

 垂水市民がいくらずつ寄附をしたら８億円集

まると思って意見陳述をされるのか、住民投票

をしろっていうのか、反対をするのか、私は、
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そこまで意見陳述の中で、我々はこうだから住

民投票してください、財源的にもこうだからっ

て、そこまでいかないと説得力ないと思います

よ。ある意味、無責任だと思いますね。 

 質問ですけど、市長。今日のあの、最初に

我々に示された３つの候補地、ここと、市民館

のところ、今度のその予定地、市民館のところ

はだいわのところまで買い上げて、その広さで

というお話だったと思いますけど、今日の高橋

代表の話では、そのお金はかからないと、だい

わのところまで買う話はなくて、今のあの広さ

でいうような話だったと思います。 

 あの広さの中で私は無理だと思いますけど、

その無理だと思うけど、市長はあそこを可能だ

と、つくり得ると思いますかね。 

 私、みんな今度の市役所の庁舎は、図面で見

るとすごく大きいみたいに感じていると思いま

すけど、できたらなんだこんな小さいのかと思

います。そう思いますよ。思って、あんなに反

対したり、住民投票までもめたりしたのに、で

き上がってみたら、これかと。こんなコンパク

トな庁舎かと。そんなもんだと思いますよ、37

億円って金額は、建てるっていったら大きいけ

ど、そんなにその庁舎問題でべらぼうな金額で

はないわけですよ。 

 私、今度うちのね、個人的なことですが、う

ちのあの屋根とひさしを替えたんです。金額は

言いませんけど。池山さん、早くしませんかと。

別にそんなに急ぐことないだろうって言ったら、

10月に、９月までに契約してもらえると、その

ほうがいいですよと。10月になったらステンレ

スとかアルミとか、もう本当に上がります。 

 お前さ、そうやって人を脅かして契約させる

つもりかって言ったけど、どうもそんなふうに

なりそうだなと思って、私９月中に契約して、

もう屋根とひさしをかえたんですけど。その後、

10月になって、11月に入ってすぐ工事したんで

すけど、またそのセキスイハイムの営業マンが

来たから、俺な失敗したと思うよって。本当に

上がるかって言ったら、池山さんすごいですよ。

８％上がっていましたよ。 

 だから、９月に契約した時点と10月に入った

ら、もう材料費が８％上がっているんだから。

これから反対されるのは結構。だけど今のこの

資料にもありますけど、単価が40万円が47万円

になるという、何か試算があったかな。 

 こんなもんじゃ済みませんよ。１日置いて、

１年を置いて、７年も置いたら、それはべらぼ

うに高くなると思いますね。 

 そういうことも踏まえて、市長にちょっとだ

け最後に、高橋さんが言われた、市民館の跡地

でそれほどのものができるか、個人的な考えで

いいですよ。ちょっと聞きたい。 

○市長（尾脇雅弥）  今、池山議員がおっしゃ

ったように、おそらくできたら、これぐらいの

ものかというような大きさなんだろうと思いま

す。 

 今、現庁舎が３階建てで４階建てに結果的に

はなるんですけども、１階が安全装置と市民の

広場みたいなものが中心です。４階が議会棟に

なりますから、この３階のいろんなもの、２階

と３階に集約する形になるわけですね。教育委

員会も入ってくる、そして生活環境課も入って

くる、結果として、１人当たりの職員のスペー

スというのは、同等か狭いぐらいということに

なります。 

 前の議論として、例えばここの狭い土地に高

いものを建てればいいじゃないかっていうのも、

一つの技術的な考えなんですが、人口減少、高

齢化社会の中で、そこはやっぱり中身をよくご

理解いただいてない発言だと思うんですよ。よ

く例えでお話をします、水産課、商工課、観光

課って、それぞれ課長さんがいて係があったも

のを、水産商工観光課に集約しました。それは

なぜかっていうと、職員の数は合併以降、50名

減らしているわけですね。なので３人でやって
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たことを２人でやらなきゃいけないという実情

があるんです。なので連携することによって効

率的にやっていきましょうと。できればワンフ

ロア化が一番理想的です。なんだけれども、今

回のものはツーフロア化という形になりますの

で、逆に言うと、それをこう分離するような考

え方っていうのは中身の実態が分かっておられ

ないと、実際に行政をつかさどるほうとしては、

仕事量が増えている中で、今1.5倍ぐらいの努

力で頑張っています。土日もないぐらいに働き

方改革があるものの、頑張らないと回っていか

ないんですね。ただそれをずっと続けていくわ

けにはいかないので、新しい庁舎がそういう形

で機能的になることによって、1.2割増しで頑

張れるとか、そういう環境もつくらなきゃいけ

ない、そのことに関して、最大の争点である安

全上、本当に危ないとなれば、今からでも変え

ます。 

 しかし、そのことを科学的な根拠に基づいて、

しっかりとデータ化されているということを何

回も説明しているわけですので、科学的に危な

いよと具体的におっしゃるんであれば、それは

また別でありますし、我々の案に見合う代案が

あって、甲乙つけがたいよね、どっちにしよう

か民意を問うということであれば、一つの考え

方であると思いますけれども、今回はそういう

ことではございませんので、結論として、住民

投票の必要はないということで考えております

し、できるだけ早く安全な庁舎を建て替えて、

あらゆる安全を守っていかなきゃいけないとい

うのが、私の変わらない信念であります。 

○池山節夫議員  どうもありがとうございまし

た。市長も我々議員も信念で自分の意志を貫い

ていかないといけません。頑張ってください。

我々も頑張りましょう。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は午後３時10分から再開いたします。 

     午後３時２分休憩 

 

     午後３時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に前田隆議員の質問を許可します。 

   ［前田 隆議員登壇］ 

○前田 隆議員  皆さん、こんにちは、お疲れ

さまです。 

 今回２回目の質問に立ちます。最初に、全て

の質問をいたしますので、長くなりますが、よ

ろしくお願いいたします。それでは、通告に従

って質問に入ります。 

 １番目は財政に関して伺います。 

 私たち新人議員４名は、垂水市の行政内容等

について認識や理解を深めるため、各課にお願

いをし、勉強会をしております。今まで３回、

総務課、財政課、土木課に勉強会を開いていた

だき、行政に対する認識や理解を深めていると

ころでございます。 

 10月に財政課のレクチャーを受け、本市の財

政状況について勉強いたしました。そこで今回

はまだ財政用語など十分理解しておりませんが、

市民感覚で財政等について素朴な質問をいたし

ます。また、市民の代弁者を任じておりますの

で、市民に説明するつもりで答弁をお願いいた

します。 

 さて、市報の12月号で30年度の決算概要が掲

載されております。それによると、決算の歳入

額は約118億9,000万円、歳出額は約116億1000

万円で、実質収支は２億6,000万円の黒字を計

上しており、現状財政は健全性を維持している

ようです。 

 少し内訳を見ますと、市の貯金にあたる積立

基金総額は約39億円となっております。また借

金にあたる地方債残高は約97億円で、貯金の

2.5倍となっております。借金返済にあてる公

債費は９億8,000万円、預金の積立金は１億
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2,000万円となっております。 

 本年度も前年度並みの返済や積立てはなされ

ると思いますが、新庁舎建設を控え、令和２年

度以降の財政が気になります。 

 新庁舎建設費概算37億円にあてる財源は、市

有施設整備基金の取り崩しと公共施設等適正管

理推進事業債の起債で充当するようですが、そ

うすると積立基金は減り、地方債残高は増え、

その後の将来負担比率等の財政指標は大きく変

わります。 

 市民は少子高齢化、人口減少の進む中で社会

保障費等の増額で市の将来に対し財政面でも大

変心配しております。 

 そこで質問いたします。令和元年度末の積立

基金総額と市有施設整備基金の予想額をおおよ

そでいいですので伺います。 

 また、市庁舎建設費37億円にあてる市有施設

整備基金と市債の公共施設等適正管理推進事業

債の起債予定額を伺います。 

 市有施設整備基金取り崩し後の基金の積立て

も重要になってきます。基金積立計画はどうな

るのかも伺います。 

 それから、借金にあたる地方債残高と返済費

の公債費はどれぐらいになるのかも伺います。

具体的な答弁をお願いいたします。 

 財政について、最後に人件費、扶助費、公債

費の増大で、経常収支比率は維持・改善できる

のか伺います。会計年度任用職員報酬等で人件

費も増えます。少子高齢化で介護、医療、福祉

の扶助費も増えます。公債費も膨らみます。一

般財源は変化なしとしたら、比率の悪化が予想

されます。 

 このような厳しい財政状況が予想され大変で

すが、経常収支比率の維持、改善にどう対応さ

れるのか伺います。 

 次に、新庁舎建設について市長に伺います。 

 建設予定については、住民投票条例請求で是

非が問われておりますので、その審議結果を待

つことにして、私は現在、執行部が計画してお

られる規模や建設費について感想と要望を述べ

たいと思います。 

 過日、新庁舎建設の基本設計概要版をいただ

きました。また、パブリックコメントやワーク

ショップの報告の集計結果をいただきました。

基本設計概要版は市民の要望や機能性、安全性

などを取り入れて、素晴らしいものと思います。

また時間をかけて準備・検討されたと評価いた

しております。 

 しかし、素晴らしいけれど、垂水市の将来の

人口や規模からして、敷地面積や建物の床面積、

建設費が大きすぎないかと思います。パブリッ

クコメントは市庁舎の設備や待合スペース、広

場などの要望が主で、予算や希望に対するもの

は少なく感じました。 

 私は、当選直後の全員協議会で新庁舎建設基

本設計に関し、今後の垂水市の人口減少を考慮

して、規模や予算縮小を要望いたしました。し

かしながら、執行部が進めている新庁舎計画は

現庁舎に比べ敷地面積が約３倍、床面積が1.5

倍と大きくなり、概算建設費も37億円となって

おります。私の耳に入る市民の声は、人口が減

るのに大きいのは要らない、建設費も抑えて、

負担を減らすように頑張ってくれという声があ

ります。 

 声には発せられないが、そう思っておられる

市民の皆様も少なからずおられることと思いま

す。 

 私は議員としてこういう声を議会の場に届け

ることも使命と思い質問に立ちました。この要

望に応え新庁舎建設をコンパクトなものにする

考えはありませんか伺います。 

 ３番目に、放課後児童クラブについて、２点

質問いたします。 

 まず１点目は、本市児童クラブの現状と待機

児童の有無について伺います。 

 保育所や幼稚園の無償化制度が始まり、今後、
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放課後児童クラブの需要も高まることが予想さ

れます。共働きやひとり親家庭の小学生を放課

後に預ける児童クラブのニーズの高まりの中で、

希望したのに利用できない待機児童は、今年、

全国で１万8,000人と聞いております。本市の

放課後児童クラブの現状と待機児童の有無につ

いて伺います。 

 ２点目は、水之上小学校敷地内に新設予定の

水之上児童クラブの概要と受入体制について伺

います。 

 最後に大きい項目の４番目、自然災害対策に

ついて質問いたします。 

 まず１点目は、本城川等の河川の堤防対策と

土砂撤去要望に対し、取り組み状況はどうなっ

ているか伺います。 

 本城川の堤防対策は県の管理となっています

が、先の大雨で決壊した牧の堤防復旧工事や危

険箇所として要望しております井川、馬込の堤

防かさ上げなど、市としてどのような働きかけ

をされ、どういう回答状況なのか伺います。 

 また、河川の土砂撤去は、９月議会で新原議

員、川畑議員もされております。こちらの状況

もどうなっているか伺います。 

 最後に、２点目の、災害弱者避難計画の件に

ついて伺います。 

 災害対策基本改正法で、自治体には自力避難

が困難な高齢者や障がい者等を事前に把握し、

名簿を作成することが義務づけられております。

その上で、各地域の自治会や民生委員らと協議

し、支援者や避難先、手順など個別計画を作成

することが努力義務とされております。 

 消防庁の発表では、全国の自治体で全員作成

をしているのは14％、一部作成が43％で、全く

作成していない自治体が44％となっております。 

 この前の台風19号の浸水被害では、高齢者を

中心に80名以上の死者を出しており、行政主導

の体制整備が急がれます。 

 本市は、一部作成の自治体になっております

が、災害避難弱者計画の個別計画の現状と課題

について伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○財政課長（和泉洋一）  令和元年度末の積立

基金と市有施設整備基金の予想額はいくらかに

つきましてお答えいたします。 

 市有施設整備基金につきましては、今回の令

和元年度補正予算第４号案におきまして、１億

7,469万2,000円の積立金を予算計上いたしてお

ります。これをご承認いただいた場合、現在の

ところ年度末で15億4,734万円程度になる見込

みでございます。 

 市有施設整備基金につきましては、将来への

負担を軽減するため、可能な限り積立てを行っ

ていきたいと考えておりますので、３月に交付

額が決定する特別交付税によっては、更なる積

立てを行う予定でございます。 

 積立基金全体の見込みにつきましては、今後、

３月末までの最終補正までの予算執行の状況や

特別交付税の交付額により大きく変動いたしま

すので、今のところは見込みを立てにくい状況

でございますが、おおむね前年度末と同程度を

想定しております。 

 続きまして、建設費概算37億円にあてる市有

施設整備基金と市債の内訳金額はいくらかにつ

きましてお答えいたします。 

 事業費につきましては、垂水市新庁舎建設基

本計画の中で概算事業費37億円としております

ので、新庁舎建設事業を説明する中で市報等に

掲載してまいりました数値で説明させていただ

きますと、市有施設整備基金を平成30年度末残

高である14億円程度、地方債の市町村役場機能

緊急保全事業債を23億円程度財源として考えて

おります。 

 次に、市有施設整備基金取り崩し後の基金積

立計画はどうなるかにつきましてお答えいたし

ます。 

 市有施設整備基金は平成23年度に新庁舎建設
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を主な目的として設置しております。先ほど答

弁いたしましたとおり、今回の補正予算第４号

案に１億7,469万2,000円の積立金を予算計上し、

特別交付税の交付額によっては、年度末までに

さらに積増しを考えております。 

 新庁舎建設事業の資金計画については、今後

事業費が確定してきた後に、詳細が判明した場

合、その際に、具体的な資金計画というのは決

定をしていくことになります。ですので、先ほ

ど市有施設整備基金は14億円と申しましたが、

今後それはいくらか変更する可能性もあります。

最終的な繰入額は、現在のところでは、確実な

ところは未定でございますが、令和２年度以降

もそれぞれの年度の予算の状況を見ながら、予

算の状況に応じまして、老朽化している施設の

財源として、積立てを今後も行っていくことも

検討してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 次に、新庁舎建設後、借金にあたる地方債残

高と毎年の返済にあたる公債費はどれくらいに

なるかにつきましてお答えいたします。まず地

方債残高でございますが、毎年度借入れを行う

地方債の額と公債費として元本を返済する額、

その差によりまして、地方債残高というものが

残っていきます。新庁舎建設事業が完了予定の

令和４年度までには、災害とその他事業の予測

が現状においては困難であるため、平成30年度

末の地方債残高97億円に新庁舎建設で借入れを

予定している地方債の額23億円が単純にそのま

ま増加すると仮定いたしますと、新庁舎建設終

了後である令和４年度の地方債残高は120億円

程度となる見込みでございます。 

 また、公債費につきましても、その他の事業

の状況により変わりますので、新庁舎建設部分

のみを加えた形で答弁をさせていただきますと、

地方債を23億円借り入れた場合、金利１％返済

を30年の据え置きなしというような様々な条件

を仮置きして仮定をいたしますと、年間9,000

万円ほどに増加するというふうに今のところ試

算をしておりますので、毎年度の公債費は約11

億円程度になる見込みでございます。 

 次に、人件費、扶助費、公債費の増大で経常

収支比率の維持改善策はどうするのかにつきま

してお答えいたします。 

 経常収支比率とは財政構造の弾力性を示す比

率で、数値が高いほど弾力性がないとされてい

ますが、議員ご指摘のように、人件費や扶助費、

公債費など毎年度経常的に支出する経費が増え

ると、地方税や普通交付税などの毎年度、経常

的に収入される一般財源に余裕がなくなり、市

単独事業などの政策的な経費に回すお金が不足

するということになります。 

 本市の平成30年度決算での経常収支比率は

93.6％と県内19市の中では比較的に高いほうで

ございました。公債費等の支出が増大すること

で経常収支比率の上昇も想定されるところでは

ございますが、できるだけ影響を少なくするよ

う、今後も行財政改革を継続し、事業の平準化

などを工夫していくことで、健全な財政運営に

努めてまいります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎建設につ

いて、規模と建設費が大き過ぎるとの声に、見

直しを検討すべきではについてお答えさせてい

ただきます。 

 基本計画における庁舎の建設規模設定につい

ては、一般的に類似自治体の職員数及び人口規

模を参考とする方法、総務省の起債許可標準面

積に基づく算定方法及び国土交通省の新営一般

庁舎面積算定基準に基づく算定方法があります。 

 これらの３つの算定結果が3,071平方メート

ルから7,375平方メートルと面積に開きがある

ことから、これらの平均値に近い総務省の起債

許可標準面積の算定面積を基本としたところで

ございます。 

 この基準に基づきまして、事務室は想定職員
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数の250名分、そのほか倉庫・会議室・玄関・

議事堂等を所定の計算式で必要面積を算出し、

さらに市民の皆様の利便性を高める付加機能に

必要なスペースを加え、延べ床面積の上限値の

目安として6,000平方メートルを設定したとこ

ろでございます。 

 現在、設計業務を行っておりますけれども、

基本設計における庁舎部分の延べ床面積は

5,899.22平方メートルとなっております。基本

計画で定めた上限6,000平方メートルを下回っ

ております。建設費でございますが、同じく基

本計画においては概算事業費を37億円、うち本

体工事費を26億6,000万円、１平方メートル当

たりの単価にしますと、46万円を見込んでおり

ます。この単価については、防災拠点としての

機能を備える庁舎として整備する必要があるこ

とから、委託事業者による調査により設定した

ものでございますが、基本計画策定段階におい

ては十分、妥当な金額であったと考えておりま

す。現在、設計事業者と詳細な仕様書の確認を

行いながら、適切な建設費の算定作業を含めた

実施設計業務を行っているところでございます。 

 なお、議員の規模や建設費が大き過ぎるので

はないかとのご指摘ですが、私どもにも人口や

職員の減少を見込んだ庁舎をつくるべきではと

いったご意見が寄せられることもあり、令和元

年７月号の広報誌や車座座談会の資料に、こう

いったご意見に対する市の考え方を示している

ところでございます。 

 市の考え方としましては、大きな庁舎、贅沢

な庁舎をつくる考えはなく、パブリックコメン

トをはじめ市民ワークショップや車座座談会で

直接、市民の皆様から伺った要望も取り入れ、

特に１階部分におきましては市民スペースとし

て気軽に利用できる市民ホールや多目的スペー

スを配置したもののほか、プライバシーに配慮

した相談スペースも確保しているところでござ

います。 

 また、現在、分庁化されております、生活環

境課、教育委員会も２階、３階の執務室に加わ

ることになりますことから、当然ながら現庁舎

よりもこの分のスペースが必要となってまいり

ます。 

 このように、市民の利便性の向上に配慮した

設計となっており、庁舎完成時点で現在の職員

数とあまり変わらない250名が働ける執務環境

を確保していることを、これまでもご説明して

おりますとおりでございます。なお、１人当た

りの事務スペースとしては、相談スペースを除

くと現庁舎とほとんど変わりはございません。

今後も車座座談会などを通じて、市民の皆様に

しっかりと説明し、ご理解いただけるように努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  前田議員のいくつかご質

問がありましたので、少し私のほうでもお話を

させてください。 

 まずスペースのお話なんですけれども、ス

ペース自体が、もともとが広い土地でございま

す、約１万5,000ありますので、それの３分の

２、１万を使うということですね。その中で敷

地は４階建てになるわけですけども、スペース

としては2,000ないということになりますから、

全体からすると、７分の１以下の全体では建物

ということになりますので、イメージと実際に

建った場合は、先ほど池山議員にもお話しまし

た、こんなものかという感じになるようなこと

になるのではないかというふうに思います。 

 財政のこと、当然のことで気になることでし

ょうし、人口が減っていく中でどうなんだって

いうのは、当然の視点だというふうには思いま

す。先ほど担当課長から説明があったみたいに、

考え方ですけれども、総予算費があって、我々

はそれに対して、いわゆる頭金的なもので市有

施設整備基金というものを、今、積み立ててい
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るわけですね、約14億円ですけど、もうちょっ

と延ばしたいと思っておりますし、先ほど申し

上げました一方で、時限立法の交付税８億円と

いうのをいただけるように努力をしていくと、

その差額の部分をやはり分割していく、あるい

はその借金という形で一時的になると、結局、

上がるわけですから、それは我々の案だから上

がるのではなくて、ほかの案、場所につくるに

しても、同じようなことが発生するわけですか

ら、その後の我々のシミュレーションとしては、

単年度に上がるんですけどもしっかりと健全運

用していくことによって、そう遠くない将来、

現状に近い形に戻せるように努力をしていくと

いう考え方を持っております。 

 財政のお話で、先ほど借金が97億で貯金が39

億、2.5倍という、これはもうトントンか、そ

れぐらいになったほうがいいんですけれども、

我々が、私が議員になったころ、約十五、六年

前ですね、平成の十五、六年のころが借金が

126億円、貯金が４億円ということであります

から、30倍ぐらい差があったということを考え

ますと、行財政改革の中で皆さんの協力をいた

だきながらここまで改善をしていると。 

 ただ、老朽化したものはつくり替えなければ

いけませんので、庁舎もその20年、30年で建て

替えるってわけではなくて、総務省の鉄筋コン

クリートの50年の耐用年数をはるかに超えて60

年、危ないのでしっかりと建てていくという考

え方はご理解をいただけるというふうに思いま

す。 

 その中で、人口が減っていくからっていうの

はあるんですが、業務量が減るということでは

必ずしもないです、垂水市という守備範囲は変

わらない中で高齢化が進みますと、それだけ職

員に関する負担、国からの権限移譲で400ぐら

い移譲される中で、今、半分ぐらいしか、まだ

パスポートとかありますから、そういう意味で

も増えてくるということで、先ほど申し上げた

ようなワンフロア化を目指しながらですね、さ

あ20年、30年となると、当然、そういう人口形

態にはなっていきますけれども、まあ議員の先

生方におかれましても、今、14名いらっしゃる

わけですけども、あの半分になるから、じゃあ

半分でいいかってわけにはいかないというふう

に思いますので、そのようなことに近い考え方

だとご理解をいただきたいと思います。 

 いずれにしても、前田議員がおっしゃるよう

な懸念というのは、市民の皆さんの声だという

ふうに思いますので、声の一つだと思いますの

で、そのことを代弁するお立場にありますから、

それに関しては、少し、私のほうで、あのわか

る範囲はお答えさせていただいたということで

ありますので、そのようにご理解をいただけれ

ばと思います。 

○福祉課長（髙田 総）  本市の放課後児童ク

ラブの現状と待機児童者の有無、続けて新築予

定の水之上児童クラブの概要と受入れ体制につ

いてお答えいたします。 

 まず、本市の児童クラブの現状でございます

が、現在４カ所５単位を設置しており、全体で

176人の定員枠を確保しているところでござい

ます。また、利用条件については、１日当たり

平均で92人の児童が利用しており、その数は増

加傾向となっております。 

 次に、待機児童の有無でございますが、現在

のところ待機児童は発生していないと認識して

おります。 

 続きまして、新築予定の水之上児童クラブの

概要でございますが、現在、関係課や水之上小

学校と協議を行いながら、実施設計を行ってい

るところでございます。建築場所は水之上小学

校敷地内の北側で、建築面積は約30坪、構造に

ついては木造平屋建てで、施設の内部はバリア

フリー化し、フローリングと和室の専用区画や

車椅子の児童も使いやすいように配慮した多機

能トイレも設置する予定としております。 
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 また、建築に係るスケジュールについては、

今年度中に実施設計を終え、国の補助金の内示

決定後となる来年７月ごろに着工し、令和３年

４月の運用開始を目標としているところでござ

います。 

 次に、その受入れ体制でございますが、水之

上児童クラブは今年度10月末において、定員20

人に対し平均17人の児童が利用しております。

現在、水之上小学校の児童数は増加傾向であり、

児童クラブを利用する児童も増加すると予想さ

れるため、市が条例で定める設備基準を確保し

つつ、定員を30人に引き上げて、受入れ体制の

確保を図っていることから、受入れ体制は十分

に整うものと考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  河川等の取り組み状

況につきまして、お答えいたします。 

 まず、本城川でございますが、本年７月８日

付で水之上地区公民館より危険箇所点検結果の

報告と対策の要望がございました。本城川の要

望は４件ございましたが、内訳としまして、７

月の豪雨災害で被災しました牧地区と内ノ野地

区の護岸工事の要望と、井川地区の堤防かさ上

げや、発電所付近の左岸浸食の対策が要望され

ております。大隅地域振興局建設部に問い合わ

せましたところ、災害復旧につきましては、牧

地区は既に発注され、内ノ野地区は現在発注準

備中、発電所付近は本年度の県単予算で実施す

るとのことでございまして、井川地区につきま

しては、今後の対応策を検討するとのことでご

ざいました。 

 また、河床整備についてでございますが、昨

年度、本城川と河崎川の河床整備が実施され、

本年度、実施する予定はございませんが、来年

度、実施予定のため予算要求するとのことでご

ざいました。本市も引き続き整備の要望を行っ

てまいります。 

 次に、本市管理の河川でございますが、深港

川や飛岡川、追神川など土砂が堆積しやすい河

川を中心に、河床の土砂除去や護岸の補強など

を実施しております。今後も適正な管理に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  災害弱者避難計画の

個別計画の現状と課題についての質問にお答え

をいたします。 

 ９月議会で持留議員から災害支援計画での

個々の災害弱者の避難計画はどうなっているか

との質問がございました。その際は、避難行動

要支援者避難支援等プランの要件を満たす対象

者避難行動要支援者の人数は約1,000名となっ

ており、そのうち72名の方の個別計画が作成さ

れておりますとお答えをさせていただいており

ます。 

 現在、災害における体制等の連携・ネット

ワークの構築及び自主防災組織の活動を一層促

進し、地域防災力の強化を図ることを目的とし

た鹿児島県自主防災組織連携・ネットワーク構

築支援事業を活用して、市木地区で市木地区防

災計画策定のための住民発意による定期的な会

議が開かれております。災害時に誰がどのよう

に支援をするのか、そのためには何が必要なの

かなど、個々の要支援者の状況に沿った避難計

画など、計画づくりの過程が貴重な体験であり、

計画に基づく訓練の実施などが地域の支え合い

の関係づくりにも大変有効になると考えており

ます。 

 市木地区では、来年３月中旬までに市木地区

防災計画策定に向け協議が重ねられております

が、計画で抽出された災害弱者については、自

主防災組織や民生委員等にご支援をいただきな

がら、今年度中に個別計画が完成いたします。

また計画を作成する上での課題として、各地区

で高齢化が進み、災害に関する担い手不足や災

害時に避難行動を支援してくれる人もいないな

ど、防災活動が衰退するという課題がございま
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す。このようなことから、平時より災害リスク

がある地域であらゆる世代の住民を対象に、継

続的に防災教育、避難訓練などを実施し、自ら

の命は自らが守る意識の醸成や、地域の災害リ

スクと取るべき避難行動等の周知を行い、災害

時には避難行動が容易に取れるよう、防災情報

をわかりやすく提供して、住民を適切な避難行

動に導けるよう、全力で支援してまいります。 

 また、災害危険地域など災害リスクの高い地

域や孤立の恐れのある地域については、重点的

かつ優先的に地域や関係機関と連携して個別計

画の作成に努めるとともに、平常時から民生委

員や自主防災組織等の地域の避難支援者等との

情報共有を図って人災ゼロを継続してまいりま

す。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。それ

では、一問一答で質問に入ります。 

 まず初めに、積立て基金の総額予想は年度末

までには何か出しづらいと、予想が30年度末は

まだ難しいということで、元年度ですね、元年

度は難しいということで30年度末の97億円程度

という回答をいただきました。市民は貯金がい

くらになるかということを素朴に思っておりま

す。そういう意味で難しいかもしれませんが、

率直に答えていただきたかったなと思うところ

でございますが、次に進みます。 

 市有施設整備基金は１億7,000万超を積み上

げられて、今年度末で15億8,000万円にまで積

み上がると伺いましたので、わかりました。 

 次に、建設費概算37億円に充てる市有施設整

備基金と市債の内訳についてもお答えをいただ

きました。頭金に当たる市有施設整備基金を14

億円と、借金に当たる公共施設等適正管理推進

事業債を23億と伺いました。市有施設整備基金

14億円充てると、今年度末にさっきの回答では

10億8,000万円強というふうになりますので、

２年度末には１億ちょっと、１億8,000万円ぐ

らいまだ残るということになるので安心いたし

ました。 

 また、市債の公共施設等適正管理推進事業債

の23億円に対して、交付税措置８億円があると

伺っています。この交付税措置８億円はどのよ

うに交付されるのか、伺います。 

○財政課長（和泉洋一）  交付税措置の交付方

法につきまして、お答えいたします。 

 交付税措置とは、地方債の償還期間中におい

て普通交付税の中に算入されて交付されるもの

で、市報等で公表しております条件においては、

元利償還金の30％である約８億円が分割して交

付されるということになります。 

 なお、分割された１年間の交付額と申します

のは、各年度の普通交付税の計算式の中で様々

な係数が用いられ交付額が算定されます。償還

期間中、トータルとして元利償還金の30％が交

付をされますが、１年単位での交付額につきま

しては正確な計算はできないものでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。償還

期間の30年間で分割されて交付されると。各年

度については毎年、毎年変わるんでわからない

ということで、わかりました。 

 続きまして、今度は３項目の答弁のほうに移

っていきます。市有施設整備基金取り崩し後の

基金積立て計画はどうなるかについては、さっ

きの答弁で現段階では具体的なことはまだわか

らない、申し上げられないということでした。

市有施設はまだ市庁舎建設以外にもまだいろい

ろとたくさんございます。市有施設整備基金を

今後計画的に積み上げていただくよう、要望し

ておきます。 

 ４項目めの、地方債残高と返済の公債費はど

うなるかについて、答弁をいただきました。こ

れもまだ確定ではありませんが、地方債残高は

単純に23億足して120億円程度と、また返済に

当たる公債は約10億円前後と伺いました。地方

債残高が増えると、将来負担比率が上がると、
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30年度の現状の比率が32.9％ですが、これが今

後、それを庁舎で起債した場合、発行した場合

に、ピーク、どれぐらいになるのか伺います。 

○財政課長（和泉洋一）  将来負担比率の見通

しにつきましてお答えいたします。 

 将来負担比率とは、財政健全化法に基づく健

全化判断比率の一つで、平成19年度から公表が

義務づけられております。地方債残高、退職金

支払い見込みなどの将来的な負担額が標準財政

規模に対してどの程度かを示すもので、率が小

さいほど財政運営が良好とされております。本

市の場合、平成19年度の174.1％から大幅に率

を下げてきており、平成30年度は32.9％でござ

いました。 

 議員ご指摘のように、多額の事業費を要する

新庁舎を建設すると、将来負担比率がある程度、

上昇することは避けられないと想定をいたして

おります。様々な要素が絡みますので、どの程

度の率になるかという算定は現段階では非常に

困難ですが、できるだけ影響を抑えるよう、今

後、事業の平準化などの努力が必要であると考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  今のとこ19年に41.2％とお伺

いしたんですが、私がいただいた、レクチャー

を受けた時の10月のあのときの資料では、過去

のピークを見たら平成20年度に150.4％になっ

てたと思うんですが、それはいいです、あれで

しょうが。今後、ちょっとわからないというこ

となんですが、これを超えない範囲で財政運営

をお願いしておきたいなと思います。 

 次に、５項目めの経常比率の維持改善策につ

いて伺いました。行政改革の継続とか歳入に見

合った歳出の適正化とか、そういうことで取り

組んでいくというような回答があったと思いま

すが、市の財政は類似団体より苦しい。苦しい

中で市庁舎は老朽化して建て直さなければなら

ないと。建て替えると、財政は一時的に悪化す

ると。その中でのやりくりは大変財政当局は厳

しいものであろうかと思います。その辺の事情

を市民の方によく理解していただくためには、

市民への周知活動、現状はこうだけど、借金を

するとこんなに増えるというようなことも、い

いことばっかりじゃなくて苦しいこともやっぱ

り言って、周知活動していくというのが大事じ

ゃないかなと思います。 

 今後の市民への福祉サービスが低下しないよ

うに配慮しながら、不要不急なものは排除して、

健全な財政運営が確保されるように望みまして、

財政問題は終わりたいと思います。 

 次には、新庁舎建設についての回答をいただ

きました。規模と建設費が大き過ぎるとの声に

見直しを検討すべきであるという問いに対して、

パブリックコメント等でも書いてありましたが、

現在の職員数や向こう10年間への行政需要を

ベースに市民の要望を取り入れて、設計してい

るということで、その点については理解いたし

ました。 

 ただ、それと建物に対して37億のうち、建物

部分に対してあるように27億円弱と、平米単価

46万程度で計算して27億円程度と、あとの10億

程度は、そしたら敷地面積とか、それ以外の附

属施設ということになるんですが、建物は、市

長がさっきおっしゃったように、全平米からし

たら建物は少ないということだったんですが、

それは駐車場とかその他のものが広過ぎるとい

うようなことだろうかと思いますが、そういう

こともちょっと感じました。 

 またそれで、執行部の説明に対しては理解は

したんですが、垂水市の人口減少は全国平均を

先取りして進行しております。懸命に少子化対

策を打っておられるんですが、歯止めはかかっ

ておりません。社会保障・人口問題研究所の推

計によれば、垂水市の人口は2035年には１万人

を割り、2045年には7,000人を割るとの予想が

出ております。市庁舎は一度建てると50年以上
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は使用いたします。目先の10年はよくても、20

年先、30年先の人口減少を考えると、また市政

そのものがいろいろ問題が出てきます。また子

どもや孫の世代に負担をかけないためにも、中

長期的な観点から規模や建設の見直しを要望し

て、この件は終わりたいと思います。 

 次に、児童クラブの問題について答弁をいた

だきました。児童クラブの現状と待機児童につ

いては、待機児童はなしということで安心をい

たしました。ここでひとつ私の聞きたかった中

に、指導員の部分がちょっと回答に漏れておっ

たもんですから、指導員の確保という点からち

ょっと質問をいたします。 

○福祉課長（髙田 総）  指導員の確保につい

て、お答えいたします。 

 指導員の配置については、子どもの安心・安

全を確保するという点から、条例で定める基準

以上の人員配置をお願いしているところでござ

います。その配置につきましては、支援員の雇

用や処遇面については、それぞれの委託先で定

めることとなっておりますが、その待遇につき

ましては本市の臨時職員の時間給を参考に設定

しております。支援員が安定した雇用が維持で

きるように臨時職員の会計年度任用に併せて支

援員の待遇の改善も行っているところでござい

ます。 

 いろいろなキャリアアップ処遇改善事業とか、

そういうのをやっておりまして、支援員の確保

にはきちんと対応しているところでございます。 

○前田 隆議員  指導員の確保はできているよ

ということで安心いたしました。指導員は、今

もちょっと髙田課長がおっしゃったんですが、

短時間労働勤務とか資格なども要って、全国的

には不足気味と聞いております。資格手当等対

応するというようなことをお聞きしましたんで

すが、そういうことも考慮して今後も指導員の

確保はお願いしたいと思います。 

 水之上児童クラブについてはよくわかりまし

た。子どもたちの安全・安心を確保するという

ことは重要なことと考えますので、利用者や管

理者などの意見を聞いて、皆さんに喜ばれる施

設となるように取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 次に、自然災害対策の本城川と河川の堤防対

策と土砂撤去の要望に対して、取り組み状況に

ついて説明をいただきました。本城川の堤防対

策は、牧の堤防復旧工事、発電所、それに内ノ

野の３カ所、準備やら発注をされたということ

でありがたいなと思っております。 

 また、井川、馬込の堤防かさ上げについては、

次年度以降に要望するということで、よろしく

お願いします。 

 河床の土砂撤去等は、本年度は、去年したの

で、今年度は予算に入っていないと、来年度以

降に要望するということで理解いたしました。 

 近年、毎年全国で河川の氾濫等の水害が発生

し、甚大な被害が出ております。本城川等の河

川の治水対策は本市にとりましても重要な自然

災害対策です。今後とも継続して万全の対策を

要望しておきます。 

 最後に、災害弱者の個別計画についての回答

を説明をいただきました。市木地区は個別計画

を今年度中に100％作成するというようなこと

で進んでいるようでございます。個別計画に関

してやっぱり情報公開に対して本人の同意が必

要というようなことや、避難福祉施設の確保と

いうようなことの問題もあって、なかなか難し

い面もあるとは思うんですが、一番のやっぱり

問題は支援者だろうと思います。その災害避難

弱者をどうするんだというところを個別計画の

中で一番支援者が一番難しいだろうと思います。

支援者の確保というのは、遠い親戚よりやっぱ

り近くの他人という言葉がありますように、近

所、これが必要じゃないかと思います。災害で

は、人的災害ゼロを目指している本市でござい

ます。近所の支援者確保に注力をして個別計画
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作成100％を目指していただくように要望いた

しまして、私の質問を終わります。以上で、全

部終わります。ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後４時10分から再開いたします。 

     午後４時３分休憩 

 

     午後４時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらか

じめこれを延長いたします。 

 次に、５番、梅木 勇議員の質問を許可いた

します。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。本日５番目

でございます。よろしくお願いいたします。 

 師走となり、寒さを感じるようになりました。

今年もあと十数日となりました。振り返れば、

今年は選挙の年で、まず１月には市長選挙があ

り、尾脇市長が３選を果たされ、４月には統一

地方選挙が行われ、県議会議員選挙と私どもの

市議会議員選挙があり、本日、この議場の議員

の皆様が見事当選を果たされ、現在の市議会構

成となりました。 

 ４月30日には平成天皇がご退位され、５月１

日には令和天皇がご即位され、令和の時代とな

り、新しい時代が平穏な時代であってほしいと

の声が多く聞かれたところです。 

 本市では６月末から７月初めには、大雨によ

り、協和小学校裏山の土砂災害等が起こり、各

地で被害が発生しました。国内では８月27日か

らの佐賀県・福岡県・長崎県の九州北部集中豪

雨による災害があり、９月９日には観測史上最

強クラスの台風15号が千葉県に上陸し、多くの

住宅の屋根がはがれるなどの多くの被害が出ま

した。またスーパー台風と言われた台風19号も

関東地方と福島県を縦断し、各地の河川氾濫や

交通網、住宅・農業など、破滅的な被害が発生

し、農林水産関係だけでも被害総額は1,000億

円以上と言われ、86人もの人命が奪われました。

さらに、10月25日から26日にかけての千葉県・

福島県での大雨被害もありました。 

 このように、立て続けに３回も台風や大雨に

被災された千葉県をはじめ関東地方の災害は記

憶に新しいところです。亡くなられた方々のご

冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞いを

申し上げます。 

 このような急速・猛烈に発達する巨大台風、

スーパー台風は、地球温暖化の影響とも言われ

ていますが、これからも巨大台風が発生・襲来

するものと強く思うところでございます。 

 このような大雨や台風影響と言えば、私の住

んでいる下市木でも影響を受けています。下市

木は市役所からわずか２キロほどです。市役所

から近距離にあるにもかかわらず、住民の飲料

水、生活用水は集落水道であります。これは、

自然の恵みであります湧き水や出水が各所にあ

るためで、地域の先人の方々の英知と労力で集

落水道をつくり上げ、今日まで運営されてきて

いるところであります。下市木水道組合は、下

市木１区・２区の住民で組織され、加入戸数は

106で２カ所の水源から取水し、配水していま

すが、山之口水源がこれまでの大雨や台風の影

響で埋没し、配水管も中断され、取水できなく

なっています。現在、隣の下市木３区集落水道

からのもらい水でしのいでいます。 

 このようなことから、水源の整備が必要とな

り、１年で最も渇水期に当たる２月に水源を整

備する計画でありますが、整備にはかなりの工

事費を要します。水道組合が脆弱な運営であり

ますことから、このような工事が発生しますと

負担が非常に厳しくなり、つきましては、工事

費についての補助を要望している次第でありま

す。ご配慮をお願いいたします。 
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 それでは、議長の許可をいただきましたので、

先の通告の順に質問してまいりますので、ご答

弁をよろしくお願いいたします。 

 まず１点目、消防団について質問いたします。

消防団については、消防組織法に基づき、組織

された機関で団員の方々は地域の安心安全のた

め、平常時・非常時を問わず、火災発生時には

現場に駆けつけての消火活動、風水害や地震等

の発生時には警戒順守や救助・救出など様々に

活動されており、地域の防災におけるリーダー

として地域にはなくてはならない存在であると

認識しているところです。 

 そこで、本市の消防団の組織の状況と活動状

況、団員の就業別、また近年では女性も消防団

に加入されておられますが、女性消防団員の役

割・活動についてお聞かせください。 

 ２点目に、高齢者地域見守り対策について質

問いたします。 

 少子高齢化社会になり、高齢化率も年々高ま

り、高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者も増加し

ており、高齢により近所とのつき合いも薄れ、

社会的に孤立する状況となり、孤独死となる

ケースや、また老化により要介護状態となるな

ど、健康状態も脅かされています。このような

状況を考えると、高齢者への声かけ訪問など、

安否確認等を行う必要性を感じるところです。

高齢者見守りについての取り組みをお聞かせく

ださい。 

 ３点目に、働き方改革について質問いたしま

す。慢性的な長時間労働の繰り返しで過労とな

り、過労自殺や職場でのセクハラやパワハラな

どのニュースが報じられる昨今となっています

が、このような社会情勢の中、国では働き方改

革を推進するための関係法律の整備に関する法

律、働き方改革関連法が2018年６月29日に可

決・成立し、今年の４月から施行されました。

この法律は、長時間労働の是正、正規・非正規

の不合理な処遇差の解消、多様な働き方の実現

という３つが柱になっているようです。日本の

人口は年々減少しており、人口が減れば、労働

不足となります。労働不足を解消するため働き

手を増やし、出生率を上昇させ、労働生産性を

向上させる必要があることから、これを実現さ

せようとする施策だとされています。このよう

な働き方改革をどのように認識し、推進される

のかお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○消防長（後迫浩一郎）  ご質問でございます

組織と活動状況につきましてお答えいたします。 

 組織につきましては、市内小学校ごとに９個

分団に分かれておりまして、条例定数311名に

対しまして現在、男性団員253名、女性団員20

名の273名でございます。また団員の職種につ

きましては、会社員から自営業、公務員と様々

でございます。 

 次に、活動状況につきましては火災の消火活

動はもとより、各種災害等の警戒監視、春・秋

の火災予防週間中における広報活動、行方不明

者捜索、市内のイベント開催時の警備及び各地

域の行事等への協力等、多岐にわたっておりま

す。 

 また女性団員の活動につきましては、入団後、

間もないことから、現在のところは広報活動を

実施しているところでございますが、定期的に

女性消防団員会議を開催しまして今後の活動方

針について協議しているところでございます。 

 次に、過去３年間の火災における出動実績に

つきまして、平成29年中は１件、これは新城地

区のその他火災に３名、平成30年中は３件、こ

れは大野地区の林野火災に８名、市木地区の建

物火災に15名、大野地区の建物火災に11名の合

計34名、平成31年から令和元年の11月現在は２

件、水之上地区のその他火災に３名、市木地区

の建物火災に18名の合計21名が出動しておりま

す。 

 また、平成28年の台風16号に伴う活動につき
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ましては、広報活動や台風通過後の倒木除去や

土のう積み及び通水作業等に合計26名の消防団

員が出動しております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  本市における高齢者

の地域の見守りの取り組み状況についてお答え

いたします。 

 まず一つ目は、市が木場商店と委託契約を締

結しております訪問給食サービス事業の配食時

における安否確認で、調理・配食だけでなく安

否確認も委託業務の中に含んでおり、緊急時に

おける緊急車両の要請や関係機関への連絡など

の対応に加えて、配食時の対象者の状況を記録

した日誌を作成しており、支援対象者の状況把

握にも役立っているところでございます。 

 二つ目は、市が市内の郵便局と締結しており

ます協定で、配達等の業務中において高齢者等

の異変に気づいた場合の情報提供や、警察等へ

の通報など協力をお願いするものでございます。 

 この協定については、高齢者等に関する情報

だけでなく、道路の異常や不法投棄等の情報提

供など多岐にわたるものとなっております。 

 三つ目は、市と市民生委員協議会、鹿児島相

互信用金庫の３者による地域における見守り活

動に関する相互協力協定で、渉外活動中等にお

いて高齢者や障がい者、子どもの見守り活動や

安否確認を行っているものでございます。 

 四つ目は、民生委員による見守り台帳の作成

で、市社会福祉協議会から依頼を受け、各担当

地区の65歳以上の１人暮らしの高齢者や高齢者

夫婦のほか、災害時の要支援者を対象とした台

帳の作成に加えて、地図への落とし込みも行っ

ていただいております。 

 市社会福祉協議会においては、この資料を参

考に市全体の台帳や見守りマップを作成し、

様々な機会において業務に活用しているようで

ございます。 

 五つ目は、垂水市在宅高齢者等緊急通報体制

整備事業で、ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート

と契約して一人暮らしの高齢者等に緊急通報装

置を貸与し、見守りや緊急時の関係機関への通

報などの対応を行っているものでございます。 

 以上が、本市における地域の見守り活動の取

り組み状況であると認識しております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  働き方改革

の認識、推進につきましてお答えいたします。 

 2019年４月１日に施行されました働き方改革

関連法は、時間外労働の上限規則、年５日の年

次有給休暇の確実な取得、雇用形態にかかわら

ない公正な待遇の確保、割増賃金率の引き上げ

といった視点から細かな条文が定められており

ます。 

 さらに労働者の働く環境の改善のほか、企業

の人手不足をはじめ、生産性向上や業務効率化、

魅力ある職場づくりと社員育成といった課題に

対して国が支援を行うものでございます。 

 本市におきましては、商工会と連携し企業や

事業所などへ周知を行うとともに、相談を受け

るなどの対応をしているところであります。 

 現在、商工会を通じて国の支援を受けられ、

働きやすい職場づくりに向けて取り組まれてい

る企業や事業所も増加傾向にあります。 

 今後も商工会と連携し情報発信を行うなど、

周知活動に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。一問

一答方式でお願いいたします。 

 まず、消防団についてでございますけれども、

１回目で組織や活動などについてお聞きしまし

たが、次に火災等発生時の団員への伝達につい

てでありますが、火災が発生すると団員へ伝達

し、団員は仕事中でも直ちに火災現場へ出動し

消火活動を行うと認識しているところです。 

 この伝達は小学校校区ごとに設置されたサイ
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レンを鳴らして、火災の発生を知らせることに

なっているということですが、時には強風や風

の向きによってサイレンが団員に聞こえない、

伝わらないということがあるようですが、特に

範囲の広い垂水校区ではこのようなことを聞い

ているところです。 

 このような状況を改善するための方策として、

各団員の携帯電話などへメールによる伝達が望

ましいという声が聞かれているが、メールによ

る伝達はできないかお伺いいたします。 

○消防長（後迫浩一郎）  火災等発生時の団員

への伝達につきましてお答えいたします。 

 火災につきましては、火災の種別及び規模に

より消防団が必要な場合に限り、その地区のサ

イレンを吹鳴し消防団員を召集しております。 

 サイレン吹鳴につきましては、中央地区が消

防署本署、牛根二川地区につきましては牛根分

遣所でサイレンを吹鳴しますが、その他の地区

におきましては各分団の担当者へサイレン吹鳴

を依頼しているところでございます。 

 また、その他の災害発生時につきましては、

各分団長へ直接団員召集を指示するか、状況か

ら災害発生が懸念される場合には、前もって分

団詰所に待機するよう指示しているところでご

ざいます。 

 現在の伝達方法ではなかなか伝わりにくいと

いうのが現状でございますが、火災につきまし

ては、即、消防本部で対応しておりますが、こ

れまで消防団を召集し、支援が遅れた事案は発

生しておりません。 

 しかし、近年、携帯電話の普及や通信技術の

発達により、メール等での一斉送信も可能だと

考えられます。 

 しかしながら、メール等で伝達するとなると

人員が必要になってまいります。現在の体制は、

火災発生時には通信員が１名しか残らず、無線

や電話対応等の通信業務がありますので難しい

のが現状でございます。 

 また、システムやコスト面等につきましても

課題があると思いますので、今後、調査・研究

し、消防団と緊密な連携が図られるように努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁からしますと、

私が今ずばっとメール等での伝達はできないか

ということを申し上げましたけれども、それに

対しては今の段階ではそういう指示する職員で

すか、そういうこと等も含めて考えたときには、

ちょっとまだ難しいのではないかというような

ことでございましたけれども、一応こちらのほ

うでは、私の認識としては、火災の消火につい

ては、いち早く現場に出動し消火活動をするこ

とが延焼、大火を防ぐことになります。 

 昨今、携帯電話、スマートフォンなどは持っ

ていないことが恥ずかしいぐらいに普及してい

ることから、現実に確実に団員に伝達する手段

としてメールによる伝達を、いつまでも現在の

サイレンだけの伝達に頼ることなく、ぜひこう

いうメールによる伝達を検討していただきたい

ということをお願いいたします。 

 次に、団員の出動についてでございますけれ

ども、団員は火災などが発生すれば仕事、業務

を中断し直ちに現場へ出動し、活動しなければ

なりません。 

 消防団条例によりますと、第９条に団員が水

火災警戒訓練等の職務に従事する場合において

は、別表第２に定める費用弁償を支給するとな

っており、別表第２では出動１回5,000円、警

戒１回5,000円、訓練１回5,000円、会議等１回

4,500円となっています。 

 関係者からは、出動について１回の出動には

一、二時間で職務が終了する場合もあれば、ほ

ぼ１日に及ぶ長時間の場合もあったりする時も

あり、１回の出動について時間的な考慮はでき

ないかという声が聞かれておりますが、検討は

できないかお聞かせください。 
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○消防長（後迫浩一郎）  団員の出動につきま

してお答えいたします。 

 議員が申されたとおり消防団条例により費用

弁償として１回につき出動5,000円、警戒5,000

円、訓練5,000円、会議等4,500円を手当として

支給しております。 

 手当につきましては、２市４町で構成します

肝属支部におきまして手当に差がありましたの

で、平成27年に条例改正いたしまして現在の手

当に引き上げた経緯があります。 

 また県内や肝属支部としましても、時間に関

係なく１回につき手当を支給している状況でご

ざいます。今後も、県内や特に肝属支部管内の

動向を注視しながら対応してまいります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。現在

の出動１回には時間に制限がないというところ

でございますけれども、団員は事が起きれば、

仕事、業務を中断して現場に駆けつけ、住民、

地域の安心安全に懸命に職務に務めるところで

ございます。 

 ある意味では、ボランティア的要素も考えら

れますけれども、例えば時間制にできれば、現

在のこういう関係者の懸念が解消されると思い

ますので、ぜひ他市の状況等も述べられました

けれども、やっぱりこれを現実的に考えた場合、

自分の仕事を中断してまでも駆けつけて、一生

懸命、職務に務めるというようなことですから、

そこあたりを考慮しながら、他市よりも先に、

例えば半日とか１日とか、そういう区別ができ

るように検討していただきたいなと思います。 

 次に、団員の確保についてでございますけれ

ども、１回目の質問で組織について聞きました

が、消防団員数は11月現在で、男性253名、女

性が20名、計273名でありました。 

 消防団条例では、第３条に団員の定員は311

人とするとなっており、定員に満たない状況に

あるようです。 

 また、団員の職業別も聞きましたが、被雇用

者がかなりの数であり、地方公務員もあり、自

営業者、家族従業者などであります。 

 被雇用者は会社や事業所等にお勤めの方々で

あろうと思いますが、被雇用者の団員が平日の

勤務時間中に火災等が発生すれば、出動をした

くても雇用者や職場の理解が得られるのかと思

うところです。 

 そのように考えれば、不足している団員の確

保を早急に図らなければならないと思いますが、

団員の確保についてお聞かせください。 

○消防長（後迫浩一郎）  団員の確保につきま

してお答えいたします。 

 団員確保につきましては、各分団長をはじめ

分団ごとに加入促進を図っているところでござ

います。 

 現在の状況としましては、高齢団員が退団し

若い人が入団しており、団員数の増加はありま

せんが若返りは図られております。 

 しかしながら、全体的にも団員の高齢化が進

んでおりますので、今後も引き続きポスター配

布やイベント等でのチラシ配布を実施し、少し

でも定数に近づけるように入団促進に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。地域

の安心安全をより高めるためにも、住民の期待

に応えるためにも、定員を満たすよう頑張って

いただきたいと思います。これでこの件につい

ては終わります。 

 次に、高齢者見守り対策でございますけれど

も、先ほどの答弁では五つの事業の取り組みが

なされているようでございますが、これまでの

取り組みでは人命救助につながったというよう

な特徴的な成果が聞かれませんでした。特徴的

な事案がないことに越したことはありません。 

 私の所属する産業厚生委員会では、今年の所

管事項調査を福井県大野市と石川県輪島市にお
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いて行いました。 

 高齢者見守り対策については、輪島市で研修

いたしましたので、輪島市の例を紹介してみた

いと思います。 

 ４月1日現在、人口約２万7,000人で、高齢化

率44.3％、75歳以上の後期高齢者割合が25.3％

となっている市であります。 

 取り組み事業としては、まず１点目、民生委

員による見守りマップ事業を平成７年度から民

生委員が社会福祉協議会の協力を得ながら行っ

ています。 

 目的は、円滑な避難救助等のため行政では把

握できない気になる方の発見であります。 

 実施方法は、年に1回作成、寝たきり高齢者、

ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、その他、

気になる方を色分けして把握する。 

 ２点目、傾聴ボランティア事業、平成18年度

から行っています。 

 目的は、閉じこもりがちな独居高齢者の悩み

や不安の軽減、高齢者のうつ予防。 

 実施状況としては、現在、傾聴ボランティア

として34名を登録、うち20名が活動中。 

 ３点目、地域貢献見守り事業、能登半島震災

後の平成22年度から行っております。 

 目的は、民間企業の活力を市民の見守りに生

かす。官民一体の取り組みです。あらゆる年齢

層を対象とした見守りの実施をしております。 

 実施方法として、市と協定の締結をする。こ

れは無償でございます。配達集金等の通常業務

の中で異変察知時に市へ連絡する。24時間オー

ケーとなっております。感謝状の贈呈を行って

おります。 

 現在、電力会社、電気工事団体、各新聞社、

農協、金融機関、牛乳、プロパンガス販売、移

動販売業者など68事業者と協定を締結している。 

 また、担当課においては職員が携帯電話を24

時間所持し、昼夜を問わず１週間交代で締結事

業者からの通報に対応する体制であるとのこと

です。68事業者との協定には驚きで非常に強い

取り組みを感じました。 

 これまで人命救助につながった事例が９件に

なっているとのことであります。 

 普及と啓発については、自動車専用マグネッ

トステッカーを配布している。 

 ４点目、おたっしゃコール事業です。能登半

島震災後の平成24年度から社協が中心となって

行っている。 

 目的は、閉じこもりがちな独居高齢者の悩み

や不安の軽減、高齢者の安否確認。 

 実施方法としては、18名の電話訪問委員が月

２回の割合で独居高齢者を電話訪問。この電話

訪問中には高齢者からの相談も受け入れている

ということでございます。 

 ５点目、地域支え合いマップ事業。能登半島

震災後の平成24年度から社協が中心に、参加者

は区長、民生委員、町内会住民となっておりま

す。 

 目的は、地域力・共助の取り戻し、孤立者を

発見し行政等へ情報提供。 

 実施方法としては、約30世帯で１グループを

編成し、マップを作成しているということです。 

 輪島市における見守り事業は、民生委員、区

長をはじめとした、市民、企業、行政関係者が

相互に協力し合う見守り、様々な方法で重層的

に実施する見守りでありました。 

 本市では、老齢人口割合は平成30年10月１日

現在41.6％で、県内で第４位となっています。

10人に４人は65歳以上の高齢者です。65歳以上、

要介護認定者数は平成30年４月末において

1,099人となっているデーターがあります。今

後もこの数値は上がると予想されます。 

 このような状況を考えると、もっと高齢者見

守り施策を拡充する必要があると思いますが、

拡充についてお伺いいたします。 

○福祉課長（髙田 総）  先ほど、答弁いたし

ました取り組みの中で、垂水市在宅高齢者等緊
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急通報体制整備事業において、今年の10月に１

回利用者よりＡＬＳＯＫへ連絡がありまして、

救急車を要請いたしまして、その後、入院とな

ったというケースがございます。 

 それでは、輪島市が実施している事業を参考

に、本市においても事業の拡充はできないかに

ついてお答えいたします。 

 行政といたしましては、高齢者の方をはじめ

市民の皆様が安心安全に暮らしていただくよう

施策を講じていくことは、施政方針にも掲げて

ありますように大変重要なことであると認識し

ております。 

 高齢者の地域見守り対策につきましては、現

在、五つの取り組みを行っておりますが、今、

梅木議員に提案いただきました輪島市の事例を

参考にしながら、他自治体の状況等も調査し本

市の実情に合った方策についても検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。輪島

市の取り組みからすれば本市の取り組み事業は

薄いと言わざるを得ないと思います。 

 見守り事業を拡充し、地域の高齢者の異変や

健康状態をいち早く察知し、早急に対応のでき

る安心安全な体制づくりに努めていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、働き方改革についてでありますけれど

も、先ほど、認識と推進について答弁をいただ

きましたが、国は働き方改革を推進するために

取り組み事業に助成制度を設けていますが、先

ほど、言いましたように産業厚生委員会では所

管事項調査で福井県大野市を訪問し、大野市が

取り組んでいる働く人に優しい企業応援事業に

ついて研修しましたので、ここでも先進的な取

り組みを紹介してみます。 

 平成30年度より働き方改革を実施した事業所

を認定する制度を設けることにより、働きやす

い環境の整備に向けた機運を高め、働く人に優

しいまちの具現化を図ることを目的に事業を実

施している。 

 事業の内容は、労働時間、休暇制度の見直し

や、職場環境改善に取り組む事業を支援するも

ので、取り組み計画を提出した事業所にセミ

ナーを開き、改革を後押しし最終的に、審査、

認定、表彰する制度であります。 

 表彰は、最優秀賞に50万円、優秀賞に30万円、

優良賞に10万円が贈られています。平成30年度

は８社が働き方改革に取り組み、令和元年度に

は７社の企業が取り組みを開始しています。 

 また、男性の育児休暇取得も応援しており、

男性従業員に年間12日以上育児休暇をさせた事

業所に年間10万円を交付し、また育児休暇取得

者の代替社員の給料にも６万円の補助を行って

いるということであります。 

 男性育児休暇取得率は、国の調査ではいまだ

６％ですが、育休を取った男性の７割が取って

よかったとする調査もあると12月１日の某新聞

の記事にあったところです。ちなみに大野市は

市長も議長も女性であり、女性の視点が生かさ

れた先進的な政策ではないかと感じるところで

す。 

 このような先進的な取り組みを本市でも取り

組み、働く人に優しいまちづくりを推進する考

えはないかお聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  働き方改革

と企業応援につきましてお答えいたします。 

 働き方改革関連法におきましては、相談窓口

設置のほか、補助金、助成金などで設備やＩＴ

導入などにより中小企業を支援しております。 

 本市におきましては、商工会と連携して、も

のづくり補助金や小規模事業者持続補助金を、

企業や事業所が活用されるよう周知するなど、

支援している状況でございます。 

 議員の説明されました事例を本市で実施した

場合、働きたいと思われる地元企業が増え、ま

た地元企業のイメージアップにつながる効果が
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あるものと思われます。 

 しかしながら、本市独自のこのような支援に

つきましては、地元企業の現状を把握すること

が必要であり、その後、必要性に応じて検討し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。事業

主や会社経営の方などの話の中から、ハロー

ワークに雇用の募集を依頼しても、なかなか応

募がないという声を聞きます。 

 働き方改革は国にも助成制度はありますが、

大野市のようにさらに独自の働く人に優しい企

業応援事業に取り組めば、鹿児島市や鹿屋市等

への労働流出の減少にもつながるものではない

でしょうか。ぜひ検討していただきたいと、こ

ういうようなふうに思っております。よろしく

お願いいたします。 

 次に、市役所における対応についてでござい

ますけれども、大野市では「８時だよ！全員退

庁」を合言葉に、長時間勤務の防止に努められ

ているが、本市ではこれまで部署によっては長

時間時間外勤務が恒常的に行われていたり、長

期休職者等があったりしているが、これらがど

のように改善が図られているのか、働き方改革

をお聞かせください。 

○総務課長（角野 毅）  市役所における対応

についてのご質問にお答えをいたします。 

 国が進める働き方改革全体の推進として大き

くポイントが二つ掲げられており、１点目が労

働時間法制の見直し、２点目が雇用形態にかか

わらない公正な待遇の確保が掲げられておりま

す。 

 １点目の、労働時間法制の見直しは、働き過

ぎを防ぐことで働く方の健康を守り、多様な

ワーク・ライフ・バランスを実現できることを

目指すとされており、見直しの内容としまして

は、時間外勤務の上限の規制や年次有給休暇を

取得しやすい環境づくりなどとなっております。 

 本市の取り組み状況についてでございますが、

長時間労働を改善する対策として、平成29年６

月から毎週水曜日を一斉定時退庁日として設定

し、長時間労働を削減する取り組みを実施し、

また夏休みについては連続しての取得を奨励し

ておりますことはご承知のことと存じます。 

 また、長時間労働の是正のための措置として、

平成31年第１回定例市議会において、垂水市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例案を上程し、時間外勤務命令を行う

ことができる上限を定める所要の措置を講じた

ところでございます。 

 ２点目の、雇用形態にかかわらない公正な待

遇の確保についての改正は、正規雇用者と非正

規雇用者の間にある不合理な待遇の差をなくし、

納得して働き続けられるようにすることでござ

います。 

 本市の取り組み状況につきましては、ご存じ

のとおり先の第３回定例市議会で会計年度任用

職員に係る関係条例を採決いただいたことから、

非常勤職員の待遇改善が図られるものと考えて

おります。令和２年４月１日からの制度施行に

向けて、現在、日々作業中でございます。 

 また、そのほかに高齢者の就労促進として、

職員の定年退職後の再任用制度などへの取り組

みや、介護に係る時間休暇及び期間内分割休暇

の取得、待機児童養育者の育児休業が、再度取

得できる改正を行って、働き方改革の一環とし

ての処遇の改善を図っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  国からの指導のもとでの改革

というのも含まれておったようでございますけ

れども、現在の社会では国を挙げて働き方改革

が推進されております。 

 それで、今、答弁をいただきましたけれども、

職員については現在も長期休職者があるようで

ございますけれども、この方々の家族の方々は
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非常に心配をされ、また不安な気持ちでおられ

ます。早急な職場環境の改善に努めていただく

ようお願いいたします。 

 これで、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（篠原則）  次に、１番、新原勇議員

の質問を許可します。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  最後になりましたが、時間も

押していますので、最後までよろしくお願いい

たします。 

 2019年は平成から令和と時代は変わり、デジ

タルの進化もＩＴ、ＡＩと計り知れないスピー

ドで色々なイノベーション、サービスが生まれ

ています。 

 松下幸之助の所信の中に「未来はつくるもの、

生み出すもの」という言葉があります。未来は

予測してもその通りにはならない。好ましい未

来を開くために必要なものはビジョンと努力、

未来は予測すべきものでなく自ら創造するもの

であると、令和という時代に、これからさらに

よりよい垂水市をつくるために、市職員ととも

に私自身もいろんな知恵を出しながら垂水市に

貢献できるように頑張っていきます。 

 議長の許可を得て、１回目の質問をいたしま

す。 

 プレミアム商品券について伺います。 

 10月から消費税10％の引き上げが家計に与え

る影響を緩和するとともに、地域の消費の下支

えとするためにプレミアム商品券が発行されま

したが、子育て世代と住民税非課税のほうの申

し込み率はどうだったのか教えてください。 

 次に、インバウンド用の看板設置について伺

います。 

 麓遺産をはじめ、あちこちに観光用の看板が

必要となっていますが、インバウンドに向けて

英語表記、中国語、各外国語と旅行者に向けて

も配慮する必要があるが、それごとに看板設置

場所、費用も大変である。 

 そこで、ＡＲ、ＱＲコードで対応してみては

いかがですか。今や携帯で手軽に読み込むこと

ができます。ＡＲ、ＱＲにしたとき、どのぐら

い予算がかかるかお伺いいたします。 

 次に、認知症の我が市の取り組みについて伺

います。 

 今や高齢者の七、八人に１人は認知症を発症

していると推定されています。このことからわ

かりますように認知症は誰にでも起こり得る身

近な病気なのです。認知症になって周囲の理解

や気遣いがあれば穏やかに暮らしていくことが

可能です。そのためにも地域の支え合いが不可

欠です。 

 誰もが認知症について正しく理解し、認知症

やその人の家族を支える手立てを知っていれば、

認知症の方の日々の尊厳のある暮らしを守るこ

とができます。認知症になっても安心して暮ら

せるまちづくりを目指すにはどうしたらいいか。

我が市の取り組みについてお聞かせください。 

 次に、土地開発基金の繰り入れについて。 

 土地開発基金の３億円余りをそのまま一般会

計に繰り入れされたが、そのお金を子ども育成

資金として活用し、副食費、給食費の助成とし

て使うのはいかがかと思いますが、今、保育園、

幼稚園の医療、保育料も無料であり副食費だけ

が有料です。 

 本市保育園、幼稚園の副食費、小学生、中学

生の給食費は幾らあるか教えてください。 

 最後に、市庁舎建設の建設費についてお伺い

します。 

 今回、市庁舎建設費は地方債の公共施設等適

正管理推進事業債を使うが、ほかに併せて使え

る補助金はないのですか。 

 例えば、防災拠点としての機能もあることか

ら、緊急防災減災事業債とか、省エネ計画では

環境省の木材利用による業務用施設の断熱性の

効果検証事業とか、国土交通省のサステナブル
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建築物等先導事業、まだ空調なんかもいろいろ

あると思います。 

 公共施設等先進的ＣＯ２排出削減対策モデル

事業、市庁舎には、これから先、必要となるＰ

Ｖ電気自動車等の充電設備もない。地球温暖化

対策事業と、各課、市庁舎建設に使える補助金

がないか、少しでも市民の負担がないように考

えられないかお聞かせ下さい。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（二川隆志）  プレミアム付商

品券購入引換券の交付申請の状況についてお答

えさせていただきます。 

 住民税が非課税でプレミアム付商品券の購入

を希望される方は、購入引換券の交付申請を行

っていただく必要がございました。当初の想定

対象者数は4,878人に対し申請者数は1,397人で

申請率は28.64％でございました。 

 また、申請を必要としない子育て世帯主分は

274枚を発行しており、11月29日現在107名分の

約４割の方が商品券を購入している状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  ＱＲコード

を利用した観光案内板の費用につきましてお答

えいたします。 

 インバウンド対策としまして、既存の観光案

内板等にＱＲコードを貼り付けて、外国の方々

が持っておられますスマートフォンでＱＲコー

ドを読み取り、それぞれの言語で表示されたも

のを見たり、または多言語による音声解説ガイ

ドで聞くことができる機能がございます。 

 費用につきましては、看板１枚に対しまして

文字数並びに何カ国語対応によるか、また音声

解説ガイドが必要かで費用は異なりますが、初

期費用、翻訳料、システム使用料などを合わせ

ますと10万円弱から15万円の費用が必要となり

ます。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  認知症の取り組みに

ついてのご質問にお答えいたします。 

 議員も申されたとおり、認知症になっても穏

やかに尊厳を持って暮らしていくためには、周

囲の人たちの理解と支え合いが必要となります。 

 そのための本市の取り組みといたしましては、

保健・医療・福祉の様々な分野の専門職が、初

期の段階で認知症による症状の悪化防止のため

の支援や、認知症の方やその疑いのある方、家

族に対して認知症総合支援事業として総合的な

支援を行っております。 

 さらに、平成29年度から認知症初期集中支援

チームを設置し、認知症サポート医を中心に医

療と介護の専門職がチームとなり、認知症の疑

いのある方や認知症の方及びその家族に対して、

包括的、集中的に初期支援する認知症初期集中

支援推進事業を実施しております。現在２名の

方が対象で支援を受けております。 

 次に、住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるように、容態の変化に応じて医療機関や

介護サービス及び地域の支援機関との間の連携

支援や、本人や家族を支援する相談業務を行う

認知症地域支援ケア向上事業を実施し、そのた

めの認知症地域支援推進員を７名配置している

ところでございます。 

 また、６カ所の地域密着型サービス事業所等

で利用者を限定せずに、認知症の当事者、家族、

地域住民、介護や医療の専門職など様々な人が

集い、認知症の人や家族の悩みを共有しながら

専門職に相談もできる認知症カフェも実施して

おります。 

 その他に、市内の小規模多機能型居宅介護事

業所、認知症対応型共同生活介護事業所では、

介護、認知症に関する相談対応も行っています。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  土地開発基金の繰り

入れについての質問において、私のほうからは、

保育園と幼稚園の副食費について市が負担する
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としたら、どの程度、必要かの質問についてお

答えいたします。 

 本市において実費負担となっている子どもた

ちの副食費を全額負担すると仮定し、国が示し

ております基準単価4,500円を用いて計算した

場合には、概算でございますが年間で約1,080

万円が必要となると考えております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  小中学校の給食

費につきましてお答えいたします。 

 本市の学校給食費につきましては、小学生が

月額4,000円で年間４万4,000円、全児童数が

579人で年間約2,500万円となっております。 

 また、中学生は月額4,750円で年間5万2,500

円、全生徒数が278人で年間約1,500万円となっ

ており、小中学生を合わせると857人で年間約

4,000万円となっております。なお、学校給食

費は全額を食材費に充てているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  地方債と併せて

使える補助金はないのかについてお答えさせて

いただきます。 

 新庁舎建設における財源の確保については、

将来の財政の影響を考慮し、積極的に行うよう

努めているところでございます。 

 現在の計画では、基金である市有施設整備基

金と地方債の公共施設等適正管理推進事業債を

財源とする計画でございます。 

 基金である市有施設整備基金は、後年度への

負担をできるだけ抑えるため、平成23年度に基

金として設置したもので、現在、約14億円の基

金残高がございます。 

 一方、地方債の公共施設等適正管理推進事業

債は、熊本震災後の平成29年度に国が庁舎の耐

震化が未実施の市町村に対して、庁舎の建て替

えを緊急に実施するため、同事業債に市町村役

場機能緊急保全事業を平成32年度までの事業期

間で創設されたものでございます。 

 この市町村役場機能緊急保全事業の財政措置

は、起債対象経費の75％を上限として、この範

囲で充当した事業債の元利償還金の30％が基準

財政需要額に算入されます。 

 そのほか庁舎の建て替えに活用できる主な起

債は、議員ご指摘のとおり緊急防災減災事業債

や合併特例債などがありますが、より交付税算

入率が高い緊急防災減災事業債については、津

波浸水想定区域からの移転事業が対象となって

いるなど、いずれの起債も本市では対象になっ

ておりません。 

 また、補助事業の活用でございますが、一般

的に補助事業は各省庁が政策的普及の観点から

事業を創設しており、補助事業の採択要件や基

準などが設けられております。 

 この採択要件や基準を満たすために、必要以

上の初期投資と場合によっては維持管理費が必

要となりますので、補助額とのバランスに配慮

する必要がございます。 

 本市においては、環境省の補助事業である二

酸化炭素排出抑制対策事業等補助金でございま

す再生可能エネルギーの活用について検討を行

いましたが、費用対効果の観点から見送ること

といたしました。 

 そのほか補助事業については、現在の基本設

計では標準的な行政機能の確保のみとした庁舎

としており、先進的な設備等の整備は行ってい

ないことから、利用可能な補助事業はございま

せんが、引き続き補助事業等の情報収集並びに

活用の検討は行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  一問一答によって質問いたし

ます。 

 まず、プレミアム商品券について、予想より

結構、券の申し込み率が高かったと思っており

ます。 



－102－ 

 それで、10月からということで９月から申し

込みが始まったわけなんですけれども、それで

も知らない方がやっぱりいらっしゃって、うち

の母親も知らなくて10月中旬に申し込んだらい

いよということで申し込んだんですけれども、

引換券が来たのは20日以上経ってからだったん

ですよね。それで、なぜそんなに時間がかかっ

たか説明をお願いします。 

○企画政策課長（二川隆志）  申請から購入引

換券が届くまで時間がかかり過ぎとのことにつ

いてお答えさせていただきます。 

 購入引換券の交付につきましては、申請して

いただいた後に要件に該当するかの審査を行い、

該当した方の購入引換券を出力し発送するとい

う手順を踏んでおります。 

 前月までに受け付けた申請を、毎月初旬に商

品券システムにより一括処理申請、一括審査処

理を行い、中旬ごろに出力、発送を行っている

ところでございます。 

 そのために、月初めに申請された方につきま

しては、１カ月以上の期間がかかり、購入引換

券がお手元に届くまでに時間を要することとな

りますが、申請の際には説明を差し上げ、また

問い合わせがあった際にも丁寧に説明を行い、

ご理解いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  それで、今月も知っている方

が申し込みがあったんですけども、聞いたとき

にもう終わりましたよというご答案でしたので、

結構短かったんだなという、申し込みまで短か

ったんだなというイメージがあります。 

 また、似たようなまた機会があると思います

けども、始まる前から申し込みの人は懸念され

ていましたが、これまでの取り組みともし似た

ような事案がある場合に備えて、反省点でもあ

れば教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  これまでの取り

組みということと課題についてお答えさせてい

ただきます。 

 商品券購入引換券の交付申請の期限につきま

しては、11月29日まででございました。申請率

を高めるためにも周知・広報につきましては、

広報誌７月号から毎月コーナーを設けて周知を

図ってまいったところでございます。 

 また、７月上旬に本庁を含む全24の公共施設

にポスター掲示、及びチラシの設置依頼を行い、

７月中旬に事業に関するチラシを全戸配布させ

ていただき、７月下旬には恵光園、華厳園、城

山学園を訪問し、申請手続等の説明を実施させ

ていただいたところでございます。 

 さらに、10月１日の消費税増税のタイミング

に併せ、対象となられる方々への可能性のある

未申請者に対し、個別に郵送による案内を実施

させていただいたところでございます。また、

取り組み中の課題としましては、例年販売され

ております「こもんそ商品券」と、販売期間が

重複したこともございまして、混同された方々

から多くのお問い合わせなどをいただいたこと

などがございました。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございました。問

題点を次の機会に生かされるよう、またよろし

くお願いいたします。 

 次の質問に行かせてもらいます。インバウン

ド用設置看板について、ＡＲ・ＱＲコードの導

入について、メリット・デメリットがあったら

お聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  ＱＲコード

を活用しました際の、メリットとデメリットに

つきましてお答えいたします。 

 メリットといたしましては、外国の方々に観

光地の情報や魅力並びに日本の文化をそれぞれ

の言語により伝えることで、メッセージを正確

にかつ多くの人に魅力をより深く知ってもらう

ことができます。また、音声解説ガイドは、視

覚障がい者の方々にも平等に対応できると評価
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されております。 

 しかしながら、デメリットといたしまして、

看板１枚に対しての初期費用と年間システム料

の維持費が必要となることが考えられます。こ

のようなことから何カ国語の言語が必要である

のか、また現在の看板を英語だけに表示するだ

けでよいのか、見定める必要がありますことや

外国人観光客数との費用対効果についてなど、

検討していく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  これから、いろんなところの

看板の見直し、そしてここにはやはり必要なと

ころにはお金をかけて看板設置、ＱＲを行って

もらいたいと思います。 

 そして、これから島津墓地にも国宝になるか

もしれないということのようで、ＡＲ、ＱＲ、

ＶＲ導入の検討もよろしくお願いいたします。 

 次に、翻訳機導入についてですけども、この

前、何カ月か前なんですけども、市民課窓口に

おいて、どこの国の方かわからないんですけど

も、五、六人訪れ、片言の日本語が通じる人が

間に入り、お互い通訳しながら書類等にいろい

ろ記入されていたが、このとき翻訳機があれば

ストレスなくスムーズにことが運ぶと思いまし

たが、今外国人労働者、旅行者が増えるにあた

り、各支所、道の駅、両漁協と垂水市の取り組

み状況についてお聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  翻訳機導入

の現状につきまして、お答えいたします。 

 垂水市漁協におきましては、外国からの漁業

体験受け入れの際、船の定員等の問題から複数

の船が必要であります。一団体に対しまして１

名の通訳では、船上において対応できないこと

から、本年度地域振興事業によりポータブル翻

訳機を10台購入し活用されております。また、

牛根漁協におきましてもカキ小屋に訪れる外国

人は少数ではございますが、ポータブル翻訳機

を１台購入されております。 

 なお、３つの拠点であります道の駅たるみず

湯っ足り館、並びに森の駅たるみずでは外国人

用に携帯電話の翻訳アプリを準備されており、

道の駅たるみずはまびらにおきましても、ポー

タブル翻訳機を準備されております。 

 来客されました外国人の方々は、それぞれ個

人の携帯電話の翻訳アプリ、もしくはポータブ

ル翻訳機を利用されることが多く見られること

から、インバウンド対策に向けて、特にほかに

必要なことはないか、今後調査検討していきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  垂水市においても翻訳機が各

支所、漁協入っており、大変頼もしく思ってお

りました。また、いろんなところでここの部署

にも欲しいんだがという意見があれば、どしど

し出して、垂水市を海外の労働者、旅行者に対

しても優しくあるまちであるといいなと思って

おります。 

 次に、認知症のことについてお伺いします。 

 垂水市にもいろんな認知症対策、意見をお伺

いしましたが、認知症についてはやはり認知症

のことを少しでも知り、地域の支え合いの一人

として認知症サポーターというのがありますけ

ども、どういう仕組みになっているかお聞かせ

ください。 

○保健課長（橘圭一郎）  認知症サポーターの

ご質問にお答えします。 

 認知症サポーターとは、認知症に対する正し

い知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその

家族に対してできる範囲での手助けをする方々

のことでございます。 

 本市では、本年11月現在のサポーター登録者

数は民生委員・介護施設職員・本市職員などの

666名となっており、その構成は多岐にわたっ

ております。サポーターの皆さんは認知症カフ

ェで認知症の方やその家族から聞き取りの傾聴

活動を行い、サポート体制を確認されておりま
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す。 

 認知症について正しい知識を持つ必要があり、

安心して暮らせるまちづくりを目指すため、年

４回程度で認知症サポーター養成講座を開催し、

新たなサポーターを養成しながら、対象者の見

守りを強化しているところでございます。高齢

者の方の15％の方が認知症有病者といわれてお

ります。その中には、認知症の家族がいること

を隠される方もいらっしゃいます。 

 行政においては、全ての方々を把握し、守る

ことがなかなか困難なことでございまして、本

市の場合、地域の認知症サポーターや認知症地

域支援推進委員等の方々の協力をいただきなが

ら、認知症高齢者に優しい地域づくりに取り組

んでまいっているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  今、垂水市において認知症サ

ポーターが666名といらっしゃいますけども、

これが多いのか少ないのかちょっと判断は難し

いですけれども、やはりいろんなこういうお年

寄りのケア、認知症に対するケアができる、全

然関係ない人もこういうサポーターが増えてい

けば、福祉のまちとして地域で支えていけると

思いますけども、年に４回サポーターの講習が

あるのをもう少し認知度を上げてもらいたいと

思っております。 

 霧島市には劇団に認知症をテーマにした一座

があり、ホームページのユーチューブで、誰で

も見れるようになっています。小学校高学年・

中学生に総合的な学習として、認知症の啓発活

動として取り入れる考えはないか、お聞かせく

ださい。 

○保健課長（橘圭一郎）  今申されました霧島

市の劇団による認知症をテーマにした動画につ

きましては、本市ではサポーター養成講座や地

域での認知症の啓発のために利用しております。

それと、小中学生への教育云々というところで

申し上げますと、私どものほうでも認知症につ

いての勉強会などをちょっと開催に向けて働き

かけを行ってはおりますが、やはり授業時間の

制約もあり、開催にこぎつけない状況にござい

ます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  小中学校におけ

る認知症啓発のための取り組みにつきまして、

お答えいたします。 

 認知症サポーター等の養成につきましては、

これからの高齢化社会に必要なことであり、本

市におきましても重要な課題であると認識いた

しております。本市の各小中学校におきまして

は、総合的な学習の時間の名称を、ふるさと垂

水と定め、ふるさと垂水に学び、ふるさと垂水

を愛し、誇りに思う子どもの育成に努めている

ところでございます。 

 こうした総合的な学習の時間、ふるさと垂水

に認知症について学ぶ時間を位置づけることも

可能でありますことから、小中学校の段階から

認知症について理解を深めることの必要性や、

認知症に対する啓発について、管理職研修会等

におきまして、指導してまいりたいと思ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  どうもありがとうございまし

た。小中学生、できれば高校生までみんなで地

域を支えていけることになればいいと思います。 

 それでは、認知症について徘回する人につい

てお伺いします。認知症で徘回する人について

垂水市としては、どのような取り組みをしてい

るかお聞かせください。 

○福祉課長（髙田 総）  認知症で徘回する人

に対する本市の取り組み状況について、お答え

いたします。 

 現在、本市においては認知症等により徘回、

または徘回の恐れのある高齢者等を早期に発見

できるよう、関係機関と支援体制を構築し、徘

回高齢者等の安全とその家族への支援を図るこ
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とを目的として、市役所関係課、消防本部、地

域包括支援センター、鹿屋警察署、垂水幹部派

出所や介護事業所など関係団体で連絡会を構成

する垂水市徘回高齢者等ＳＯＳネットワーク事

業を実施しております。 

 この事業は、登録制で写真を添付した事前登

録届出書を提出いただいており、現在、その登

録者は28人となっております。これまで消防本

部に通報があった認知症等による徘回を含む事

案の件数は、平成29年度が１件、平成30年度が

ゼロ件、今年度が11月末現在で２件となってお

りますが、その中にＳＯＳネットワークの登録

者が関係する事案はなかったところでございま

す。 

 本市における認知症等による徘回などの事案

に対する対応については、このＳＯＳネット

ワークへの登録の有無にかかわらず、全ての事

案に対して各関係機関や地域の皆様と連携対応

し、市民の皆様の安全確保に努めているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  今の認知症の徘回する取り組

みに対して、提案ですけれども、産業厚生委員

会で輪島市を視察で訪れた際、家族が同意すれ

ば登録制にして、靴やサンダルなどに番号ステ

ッカーを張りつけて、もし迷子になったとか、

その地域で知らない人がいたときに、その通報

により番号でどこの誰かと早くわかるような仕

組みづくりでありますが、垂水市でも金額はそ

れほどかからないので取り入れてみてはいかが

ですか。 

○福祉課長（髙田 総）  輪島市が取り組んで

いる登録制による早期発見ステッカー制度の導

入はできないかについてお答えいたします。 

 先ほど、梅木議員の高齢者地域見守り対策に

ついてで質問においてお答えいたしましたよう

に、認知症の方を含め、市民の皆様が安心安全

に暮らしていただくよう、施策を講じていくこ

とは大変重要であると考えておりますことから、

この件につきましても輪島市の事例を参考にし

ながら、今後他の自治体の状況を調査し、本市

の実情にあった方策について検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございました。次

に、認知症予防体操についてお伺いします。 

 認知症予防体操については、コグニサイズが

有名であります。現在、昨年プロジェクトでさ

れた方が週１で集まりやられていますし、市民

館講座でも月１回しております。コグニサイズ

を市のホームページにユーチューブで載せてお

けば、かねていろんな教室に出ない高齢者の男

性も家で子どもさんやお孫さんと楽しくできま

すけども、また老人会として使用できますが、

いかがですか。 

○保健課長（橘圭一郎）  認知症予防体操とし

てのコグニサイズ教室につきましてのご質問に

お答えいたします。 

 お尋ねのコグニサイズ教室につきましては、

平成29年度の健康チェックの結果をもとにして、

鹿児島大学が対象者を選定し、平成30年の６月

から10月までの間、全13回にわたりまして開催

した教室でございます。本教室はその後、自主

教室としておおむね１週間に１回開催されてお

り、そのほかにも中央地区の公民館講座として

開催が続いている教室でございます。 

 議員ご提案のコグニサイズの動画を市のホー

ムページ上に掲載する件につきましては、家庭

での実践をはじめ、スマートフォン等を活用す

れば小規模な集まりでの正しい実践方法の普及

啓発にもつながるご提案だと思っております。 

 すぐにできます対応といたしまして、イン

ターネット上の動画投稿サイトへ既に投稿され

ている動画等の本市ホームページへのリンクづ

けなどの手続を急ぎたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○新原 勇議員  インターネットを貼りつける

のはいいと思いますけど、できれば市の支援者

が体操しているのを載せるのが一番温かみのあ

る動画になると思いますので、そのあたりは課

長、よろしくお願いいたします。 

 次に、土地開発基金の繰り入れについてです

けども、先ほど副食費にという話をいいまして、

保育園、幼稚園が1,000万円、それと土地開発

基金には３億円ですが、その副食費の補助に入

れれば30年使えるわけです。それで、ふるさと

創生資金なんかを合わせて、また新たな子育て

基金として活用することはできないんですか。

よろしくお願いします。 

○財政課長（和泉洋一）  新たな子育て基金と

して活用できないかにつきまして、お答えいた

します。 

 土地開発基金の廃止に伴う現金の処分につき

ましては、現在定期預金で運用している基金残

高に定期を取り崩すまでの利息を見込んだ３億

730万7,000円を、今議会に提案の令和元年度一

般会計補正予算（第４号）案に基金繰入金とし

て計上しており、補正額３億9,977万5,000円の

うち、市有施設整備基金積立金など一般財源を

充てる事業等の財源に活用しようとしておりま

す。 

 議員ご提案の特定目的基金の造成につきまし

ては、事業を長期間実施する場合などに有効な

方策ではございますが、保育園、幼稚園の副食

費や小中学生の給食費等の補助には、継続して

多額の経費がかかることから、慎重な検討が必

要と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  小学校・中学校まで補助って

なれば結構なお金がかかりますけども、せめて

保育園、幼稚園の副食費が出れば、医療も全て

無料となり、また垂水市の外から入ってくる方

にも垂水市は子育てに対して大分協力をしてい

るんだなということで、外から入る住みやすい

まちづくりに一つ買うと思いますけども、よろ

しくお願いします。 

 市庁舎建設についてですけども、補助金につ

いて今のところはないと。また、来年度になれ

ばいろんなのが出るかもしれませんけども、各

課やはり少しでも負担を軽くするために、各課

いろんなのが出てきましたら、また企画だけで

なく、いろんな課も知恵を出して、軽くなるよ

うにしていきたいと思います。 

 最後に、本予算の場所の特別議決はいつぐら

いになるか、スケジュールを教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  本予算の場所の

特別議決は同時に出すのかについて、お答えさ

せていただきます。 

 予算案と位置を定める条例案の提案時期でご

ざいますが、これまでも答弁しておりますとお

り、予算案については詳細な工事費等が算出さ

れる実施設計段階を一つのめどとしまして、必

要な予算を計上させていただき、工事工程等も

考慮しまして、建設工事着手予定の令和２年度

中にはご提案差し上げたいと考えております。 

 位置を定める条例案については、これまでも

答弁しておりますとおり、基本的には建設工事

予算の確定以降になると考えておりますが、令

和元年６月議会におきまして川畑議員から事務

所としての役割がしっかりわかってからでもよ

いのではないかとのご提案もいただいたところ

でございます。 

 こういったことからも、市役所の位置を定め

る改正条例の提案時期につきましては、慎重に

判断させていただきました上で、議会にご提案

差し上げたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  今、本予算が令和２年度とい

う意見が出ましたけども、ぜひ３月議会までに

は本予算が出ることをお願いします。また、一

緒に場所も出せるようにお願いしてこの質問を

終わります。ありがとうございました。 
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○議長（篠原則）  本日は以上で終了します。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、一般質問を続行します。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後５時29分散会 
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令和元年12月11日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（篠原則）  日程第１、昨日に続き、

一般質問を続行します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、８番、感王寺耕造議員の質問を許可

いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、おはようございま

す。きのうは傍聴席は人、人、人といっぱいだ

ったんですが、私の人徳が至らないのか、今日

はゼロ名でございます。また、皆さん、きのう

は遅くまでご苦労さまでございました。 

 きのう帰りまして、早速だれやめをしまして、

テレビを見ておりました。そうしますと、学校

給食甲子園、この分が報道されておりました。

本市からも九州・沖縄代表ということで出場さ

れたわけですけども、今回は残念ながら入賞は

できませんでした。 

 ただ、私どもの給食センター、市がきちっと

民間委託しないで担保させていただいておりま

す。栄養士の先生については、県費で対応して

いただきまして、また、職員についても、退職

者不補充ということで、臨時職員の皆さんが、

地場産の野菜、また水産物を使われまして一生

懸命やっていただいております。教育長、市長、

現場に出向いてよく頑張っていただきました。

これからもよろしくお願いしますと職員の皆さ

んをねぎらっていただきたいと思っております。 

 それでは、早速通告に従いまして、質問に入

らさせていただきます。 

 まず、災害復旧について質問いたします。 

 過年度災害の市道元垂水原田線の山腹修復、

市道柊原新城線の道路崩壊については、いまだ

事業実施がなされておりません。今後の対応に

ついて、土木課長に伺います。 

 市道垂水南１号線の山腹修復、また田上地区

の治山事業の振興会要望について、今後の対応

はどうするのか、農林課長に伺います。 

 次に、農地中間管理事業、人・農地プランに

ついて、農林課長に伺います。 

 １点目、農地中間管理事業の取り組み状況に

ついて。 

 ２点目、農地中間管理事業法見直しの一丁目

一番地、人・農地プランの実質化がいよいよ本

格化します。地域の農地を守り継いできた世代

が高齢化する中、将来を見据えた効率的な農地

利用方針を地域自らが決めていくことは、喫緊

の課題であります。今後の取り組み状況につい

て答弁ください。 

 次に、堆肥センターについて、農林課長に伺

います。 

 堆肥の販売状況、修理代、生ごみの搬入状況

について、平成26年度と平成30年度の対比でご

答弁ください。 

 最後に、空き家全棟調査、空き家対策につい

て、税務課長に伺います。 

 空き家全棟調査の目的、また家屋全棟調査後

のデータの活用について答弁願います。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○土木課長（東 弘幸）  市道元垂水原田線の

山腹崩壊の対策につきましてお答えいたします。 

 ご質問の山腹崩壊につきましては、本年６月

議会におきまして、持留議員よりご質問を受け、

その際、今後、斜面の調査を含め、対策工事の

検討を進めてまいりますが、一日でも早く実施

できるよう、全力で取り組んでまいりますと答
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弁しております。 

 その後の取り組み状況でございますが、元垂

水原田線法面性状調査業務委託を11月15日に入

札し、12月３日より作業に着手したところでご

ざいます。 

 調査の内容でございますが、縦断・横断の測

量をし、地形を把握した後、土質分析のための

ボーリング調査を行いまして、工法検討の資料

を作成いたします。この調査の報告により対策

が必要であるとの結果が出ましたら、社会資本

整備総合交付金を活用する予定でございまして、

来年度、補助申請を行い、実施設計と工事着手

を順次実施してまいります。 

 工事が着手されるまでの間、住民の方々は不

安に思われると思いますので、崩壊面の状態把

握や大型土のうに堆積した土砂を取り除くなど、

定期的な点検を行ってまいります。 

 続きまして、市道柊原新城線の道路崩壊につ

きましてお答えいたします。 

 柊原新城線の道路敷外が侵食谷になっており、

長年の風雨により崩壊を起こし、下流域の農地

へ大量の土砂が堆積し、また、このまま崩壊が

拡大することで市道まで崩落することも考えら

れましたことから、大隅地域振興局の治山担当

部局に、現地において対策の要望を行ったこと

は、議員ご承知のとおりでございます。 

 道路に関しましては、本年の梅雨前線豪雨に

より路肩が一部崩壊し、現地を調査しましたと

ころ、落ち葉が堆積し、Ｌ型水路が閉塞したこ

とにより、雨水が路肩を乗り越え崩壊し、また、

その水は浸食谷へ流下することとなりますこと

から、応急対策としまして、大型土のうや張コ

ンクリートなどで路肩部分のかさ上げや補強を

行ったところでございます。先日も現地を確認

いたしましたが、その後の状況変化はないよう

でございますが、当面の間は、状況変化の把握

に努めながら、今後、浸食谷の崩壊が進むよう

な場合は、災害復旧での採択が可能なのか、ま

たは道路の線形替えの整備費用が安価になるの

かを含めまして、検討をしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  市道垂水南１号線の

山腹修復についてお答えいたします。 

 市道垂水南１号線の山腹崩壊でございますが、

平成29年７月の梅雨前線豪雨により発生し、鹿

児島県へ治山事業での復旧をお願いしていた箇

所でありまして、現在、工事に関係する土地所

有者の承諾をいただいているところでございま

す。承諾がいただければ、来年度より工事着工

を行う予定となっているところでございます。

被災後、早期の着工を希望しておりましたが、

平成28年の台風16号災害の治山工事も数多く残

っており、また、工事が大規模となることによ

り、採択が遅れておりました。そのため、その

後の集中豪雨で隣接する市道や近隣の農地へ土

砂が流入するなどし、近隣の住民や農家の方々

には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく思

っているところでございます。 

 続きまして、田上の田上城跡の山腹崩壊につ

いてお答えします。 

 田上の田上城跡地の山腹崩壊におきましての

採択が遅れておりまして、崩壊現場への進入路

などない状況であり、いまだに対応ができてい

ないのが現状でございます。事業採択まで何ら

かの応急対策を検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 続きまして、農地中間管理事業、人・農地プ

ランについてお答えいたします。 

 まず、農地中間管理事業による農地の貸借面

積につきましては、平成26年度から平成30年度

までの累計で53.9ヘクタールでございます。令

和元年度は、これまでのところ約4.2ヘクター

ルとなる見込みでございます。 

 次に、人・農地プランの実質化についての今

後の取り組みについてお答えいたします。 
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 現在、本市の人・農地プランは、垂水市全域、

大野原地区、垂桜地区、新城宮脇地区の４つの

プランを策定いたしております。これまでは垂

水市人・農地プラン検討委員会において、見直

し案を検討いただき、おおむね年１回更新して

おりましたが、本年５月の改正の農地中間管理

機構関連法成立を受け、今後は各プランの実質

化に取り組むこととしております。 

 具体的には、現在、農業委員会で実施してお

ります総点検アンケート結果を反映した地図を

活用し、地権者や耕作者と現況を把握するとと

もに、５年から10年後の農地利用を担う経営体

のあり方等について定めていくこととなります。 

 今後、実質化が国による支援対象要件となる

事業もございますことから、事業対象者が営農

している区域を優先して取り組むなどの検討も

必要と考えております。なお、実質化に向けた

工程表を、本年11月19日付で市ホームページ上

において公表しております。 

 続きまして、堆肥センターについてでござい

ますが、堆肥の販売状況につきましてお答えい

たします。 

 平成26年度と平成30年度で比較いたしますと、

平成26年度が426万8,000円、平成30年度が278

万3,000円と、耕種農家の高齢化や減少等によ

り、堆肥の需要が減少したため、販売金額も

年々減少傾向となっているのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

○税務課長（港 裕幸）  おはようございます。

家屋全棟調査後のデータの活用についてお答え

いたします。 

 今年度から実施しております家屋全棟調査に

つきましては、公正・公平な賦課を行うため、

固定資産税の賦課対象となる家屋の所在地や現

況を正確に把握し、調査で得られた結果に基づ

き、次回評価替年度である令和３年度の賦課に

おいて、調査結果を反映させる予定でございま

す。 

 また、今回の家屋全棟調査では、市内に現存

します家屋一棟一棟について、全て現地での確

認調査を行うものでありますことから、家屋調

査と並行して、市内全域の空き家の把握調査を

行い、固定資産税の賦課資料とは別に、空き家

対策のための資料を作成し、データベース化す

ることとしております。 

 作成した空き家対策用の資料につきましては、

垂水市空き家等対策委員会の中で、資料収集や

調査研究を行うために設置されている空き家対

策ワーキンググループにおいて、空き家の所在

地や家屋の状況等の情報を共有し、今後の本市

の空き家対策を講ずるための基礎資料として活

用していく予定でございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  ありがとうございました。 

 まず、一問一答方式で行きますけども、災害

復旧についてですね。今、土木課長のほうから

説明がありました。元垂水原田線、実際、調査

に入っていると。この部分で工法検討を行って、

あとの部分は社会資本整備の部分できちっとや

っていくんだということでありました。早急に、

あそこは崩れてから何年にもなっております。

また、空き家も空き家でたまたまよかったんで

すけども、完全に埋まってしまったという状況

ですね。隣接の家の方や、また周辺の方々も大

変心配なさっておりますので、早急に対策をと

っていただきたいと思っております。 

 また、事業実施まで期間がありますでしょう

から、課長がおっしゃったように、きちっと安

全管理の部分をやっていただくということでお

願いしたいと思っております。 

 あと新城柊原線の道路崩壊なんですけども、

これについては、私も実際、現場に行きました。

また、副市長も行っていただいて、また地元の

県議、堀之内県議も行っていただいたんですが。

県からまだ過年度の治山事業の部分、三千二、
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三百カ所残っているということで、なかなか県

の予算もタイトで、予算がつかない状況であり

ます。この予算獲得の部分できちっとやってい

ただきたいと、市長、思っておりますので、頑

張ってください。 

 あと、ここの部分については問題がありまし

て、もともと埋め立てた土地なんですね、これ

ね。それで崩落してしまったと。道路もそうな

んですが、また、下流には田んぼがあります。

この部分について、もう今回で３回目ですね、

昨年の崩落の部分で。今回、また耕地係のほう

で、きちっとまたやっていただけると。また、

２年ほど前には、県のほうで審査書もつくって

いただいたんですけど、なかなか小さいもんで

すから、まだまだあの道路の部分から田んぼの

間、いっぱいまだたまっている状況なんですよ。

今度、工事実施しますけども、その前に、その

たまった部分の土砂が田んぼのほうへ流れてこ

ないように、簡易的でも結構ですから、地権者

の同意を得て、丸太で土止めをするとか、そう

いった対策も必要だと思っているんですが、そ

の辺について、土木課長、農林課長、どっちで

もいいんですが、答弁ください。 

 あと、垂水南１号線の山腹修復の部分、答弁

をいただいたんですけど、なかなかこれも、い

つ予算がつくかわからない状況です。今で３回

目なんですよ、本年度。２回目は利用者の方、

また地域の方できちっとやっていただいている

んですけども、この部分についても、農林課長、

この部分については、もう２年前から地権者特

定をしてきちっと対策を立ててくれと、治山事

業の事業採択の間に、採択になる間に対応をと

れと、私、お願いしているじゃないですか。そ

れなのに、いまだかつて、まだ地権者特定がで

きていない。これは、私は甚だ腹立たしいし、

怠慢だと思いますけども、この件について、ど

ういう状況でこういう状況に陥ったのか、その

点、答弁ください。 

 あと、田上地区の治山の部分ですね、これに

ついても、地権者特定の部分がきちっとまだな

されていないと思っております。事業採択にな

る、採択要件は合わないかも知れないですね、

ひょっとしたら。そのときは、市単独でやるよ

うな必要があると思っているんですけども、そ

の辺について見解を求めます。 

○農林課長（楠木雅己）  議員の柊原線のほう

ですけれども、何回も被災を受けておりまして、

県のほうには要望は出しているんですが、なか

なか採択になっていないというのが現状でござ

いますので、市の単独のほうで簡単な土止めが

できないか、また検討してまいりたいと思いま

す。 

 あと、田上地区につきましても、地元からの

要望も聞いておりますけれども、地権者とのま

だ交渉もできていない状況でございまして、今

後、交渉いたしまして、了解が得られれば、上

部のほうに簡単な、また土止め等の処理をして

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。（発言する者あり）南１号線につ

きましては、以前も交渉をしたところではあり

ますが、なかなか承諾が得られなかったという

経緯がありまして、その後、しばらく放置して

いたのは、こちらの確かに落ち度ではないかと

思いますけれども、今現在、交渉中でございま

す。今回、何とか採択に向けて、承諾を得たい

というふうに考えております。 

 また、採択までに向けましては、着手まで集

中豪雨などで土砂流出が考えられますので、市

単独としまして、土木課とも協議しながら、大

型土のうを積むとか、土砂止めをつくる等の対

応、応急対策を検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  農林課長、何かおかしかっ

たけ。これか、２回目ということね。（発言す

る者あり） 
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 済みません、垂水１号線でいいですかね。南

１号線、この部分は確かに15年前にやっている

んですよね。15年前に事業採択になったんです

よ。でも、地権者の１人の方が反対されてでき

なかったという経緯は十分わかっております。

でも、２回、３回という、こういう部分が続い

ているんですから、この部分について、きちっ

と対応してくださいということをお願いしてき

たと思うんですよ。迅速に対応していただきた

いと思っております。 

 あと市長、この部分について、例えば、社会

資本整備であったりとか、治山事業であったり

とか、事業採択ができない場合も出てまいりま

す。そうした場合、そういうときには、やはり

人家の近くであるとか、幹線道路であるとかと

いう部分については、この部分は私は早急に市

単独でやるべきだとも考えているんですが、そ

の点について、市長の見解を伺います。 

 また、あとほかに、災害復旧工事の未実施地

区はないのかということについてですね。（発

言する者あり）一問に一つずつって、なかなか

やりとりが難しいんですが。わかりました。市

長、ごめんなさい。もう１点、土木課長と農林

課長には、未実施地区はないのかということに

ついて伺います。 

○農林課長（楠木雅己）  災害復旧工事の未実

施地区はほかにないのかについてお答えいたし

ます。 

 農林課所管の災害復旧工事におきましては、

これまでに起こった農業用施設災害や農地災害、

林道災害の復旧におきましては、来年３月まで

に完了する予定でございますが、山腹崩壊等の

災害におきましては、平成28年台風16号災害以

降、その後の梅雨前線豪雨災害や台風災害によ

り、災害の件数が年々増えている状況でござい

ます。 

 令和元年７月時点での県への来年度治山要望

箇所は49件となっております。これらの箇所に

つきましては、大隅地域振興局にも要望し、現

地の状況は承知していただいているところであ

ります。また、９月25日に開催されました振興

局との大隅地域行政懇話会の際にも、復旧に向

けての取り組みを強く要望したところでござい

ます。 

 災害箇所によっては、安定勾配で崩れ、二、

三年後に草木が生え、自然に災害復旧する箇所

もございますが、早急に対処できない箇所につ

きましては、被害が増大することや、その他の

災害を引き起こす可能性も考えられます。 

 今後、事業採択が遅れると思われる箇所につ

きましては、それまでの間に何らかの応急対策

が必要となってくると思われますが、土地所有

者の承諾や、その地形などの関係で十分な対応

はできていないのが現状でございます。 

 復旧が遅れて未実施の箇所については、事業

採択まで何らかの応急対策を検討してまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員の今後の対応

について、単独で実施する考えはないのかにつ

いてお答えをいたします。 

 災害に伴う治山要望箇所の49件につきまして

は、去る10月15日、農林課長、土木課長ととも

に、鹿児島県庁に出向き、特に緊急性の高い協

和小学校上の山腹崩壊などの早期工事着手と、

その他の治山要望箇所の早期事業採択に向けて、

強く要望をしてまいりました。その結果、協和

小学校の上の山腹崩壊や、道の駅たるみずはま

びら上の山腹崩壊の２カ所につきましては、緊

急的な治山事業で採択をされ、近々工事が始ま

る予定でございます。 

 しかしながら、残り47件の要望箇所のうち、

特に優先順位の下位の箇所は、人家や保全対象

施設などの採択条件や県予算の関係などで、採

択が遅れるものと思われます。通常、治山事業

は、工事費が膨大となりますことから、県の事
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業で行っていただいており、今後も引き続き、

治山事業の早期採択に向けて、県に対し強く要

望してまいりたいと考えております。 

 なお、災害によりまして、先ほどご指摘をい

ただいたような、安全面で危惧される箇所につ

きましては、大型土のうによります土砂流出防

止策を講じるなど、市単独で対応を考えてまい

りたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  ぜひとも、採択要件にかな

わない部分は、各々市単独で、市長の公約です

から、きのうは安心・安全ということを盛んに

おっしゃっておりましたので、この部分をきち

っとやっていただきたいということでお願いし

て、この問題については終わります。 

 農地中間管理事業、人・農地プランですけど

も、この部分で農業委員会とか、土地改良区、

ＪＡ、こういう部分で、この連携、こういう部

分がどうなっているのか。特にＪＡにつきまし

ては、きもつきですね。一番大きい農業協同組

合、１つしかないんですけど、会社です。周辺

の部分の農地事業もやっておりますし、農業の

部分については、担い手の育成であるとか、そ

ういう部分についても、また農業振興について

も要の部分であります。このＪＡとの連携とい

う部分が物すごく大事になってくると思うんで

すけども、その点についてどのように考えてお

られるのか。農林課長、あと市長、考えを聞か

せてください。 

○農林課長（楠木雅己）  農業委員会、土地改

良区、ＪＡとの連携につきましてお答えいたし

ます。 

 本年９月の農業委員会総会終了後に、人・農

地プランの実質化に向けた説明会を実施したほ

か、10月９日に大崎町で開催された地域別人・

農地プラン推進大会には、農業委員及び農地利

用最適化推進委員、合計11名が参加し、実質化

を円滑に進めるための研修を受けております。

土地改良区、ＪＡ等とは、地域の話し合いの場

でコーディネーター役として参加いただく予定

でございますので、関係機関と連携しての取り

組みが円滑に進むよう努力してまいります。 

 農地中間管理事業につきましても、日ごろか

ら事業推進員、農業委員会、土地改良区がお互

いに情報交換を行っており、農業経営基盤強化

促進法の利用権から、農地中間管理事業へ載せ

替えの形で移行した農地も多数ございますので、

今後の情報を密に取り合い、事業の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員のご質問にお

答えをいたします。 

 まちづくりの中で、経済政策の柱として６次

産業化と観光振興というのは、常々お話をして

おります。 

 その中で水産業から始めるということで、一

定の成果は得られていると思いますけれども、

農業分野におきまして、なかなか成果というと

ころまで行っていないというのが現状でござい

ます。 

 その中で、６次産業化というのは、もうかる

仕組みでありますので、後継者育成の問題も含

めて、しっかりとやらなければいけない中にお

いて、そのＪＡさんとの連携というのは、当然

のご指摘だというふうに思います。 

 ついせんだって、おとといも、鹿屋に出向き

まして、下小野田組合長とも、その辺のところ

も含めて意見交換もしてまいりましたので、今

後、おっしゃるお気持ちはよく理解できます。

どう連携をしていくかということになりますの

で、そのあたりはしっかりと進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○感王寺耕造議員  ちょっと済みません。戻る

かも知れないですけども、大事な部分を忘れて

おりました。農地中間管理事業ですよね、この

部分、50ヘクタール超、取り組んでおられると
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いうことで、一生懸命やっておられるなとは思

うんですよ。新城の田んぼぐらいを全部やって

いただいているということになるかと思ってお

ります。 

 ただ、心配する部分が一つありまして、メリ

ットも物すごくあるんですよね。例えば、貸借

の部分につきましても、大もとの部分でありま

す鹿児島県地域振興公社、この部分でお金のや

りとり、借り手と貸し手の部分できちっとやる

という部分が出ているわけですけど。でも、実

際上、本市でも、本年度の地代は多分未納にな

るだろうというふうなケースも出ています。そ

ういった場合、どこが担保していくのかという

問題が一つ出てきていると思っているんですよ。

個人の借金を、例えば、市が立て替えるとか、

振興公社の方針は、市のほうでそれはやれとい

うことになっていると思うんですね。その辺に

ついて、どう考えられるのか、これからどうい

うふうな方向性で行くのかということでありま

す。その点、１点ですね。 

 あと、人・農地プランについても、ちょっと

やりにくいんで、そうやると。答弁を受けてや

りとりするんだから、それは後で。人・農地プ

ランのほう、この部分について、人・農地プラ

ンについて、地域の話し合いが重要になってく

ると思うんですが、その部分について、これか

らどうやって対応していただくのという部分の

説明なんですよね。私はそれを質問したつもり

だったんですけども、その２点について、もう

１回、ごめんなさい。 

○農林課長（楠木雅己）  支払いへの未納の件

につきましては、今後また振興公社と詰めてい

きたいというふうに考えております。 

 また、人・農地プランの対応ですけども、確

かに市内、地区によっては担い手が不足してい

る箇所等々ございます。その辺のところ、新し

い、また担い手を見つけながら、現在の認定農

業者等の協力もいただきながら、話し合いを持

っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  わかりました。次の質問に

移ります。 

 今、農林課長、中山間の直接支払制度の部分

で見直しの時期になっています。 

 ただ、１カ所、来年はやらないんだというこ

とであります。原因は何かということですね、

後継者が全くいないからということです。地域

の担い手がいないからということです。皆さん、

お手元に、議長の許可を得まして、資料をお出

ししてあります。こちらのほう、認定農業者等

の年齢別の一覧でございます。それぞれ年代引

き下げと書いてありますけども、実際、認定農

業者が全体で48名しかいないと。また、認定農

業者になる直前の方々、若い認定新規就農者、

これは12名。そのほか、人・農地プランで、兼

業農家も含めて26名の方、法人も含めて86名の

方しか出ていないということなんですよね。 

 また、もう一方、こちらのほうですね、垂水

市年代別農家人数ということであります。一番

上の市全体の部分を見ますと、64歳未満の方が

339人しかいないということです。それで、65

歳から上の人が1,058人、75％も占めていると

いうことであります。65歳の人があと10年、75

まで頑張っていただいても、10年後は1,058人

の方が欠落するわけですよ。これは専業農家だ

けではなくて、兼業農家も入った数字ですけど

も、農業委員会の。そうなった場合、どうやっ

て担い手を育てていくのかという問題、また地

域で兼業農家も大事にしながら、専業農家、兼

業農家、また地域の人たちを巻き込んで、どう

やって農地を守っていくのかという方策が求め

られていると思うんですよね。ただ、人・農地

プランで話し合いしても、人がいないという話

が出ます。 

 そこで、受け手の部分が欠落しているんです

けども、今の２点について、農林課長、答弁願
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います。 

○農林課長（楠木雅己）  議員ご指摘の担い手

不足につきましては、喫緊の課題というふうに

認識はしておりますが、これにつきましても、

新規就農者の増加に対しまして、要件を満たし

た方々には、農業次世代人材投資事業や市単独

新規就農支援給付金等を活用いただき、営農定

着に向けて継続したサポートを行っております

が、なかなか思うように増えていないのが現状

でございます。 

 今後も制度の周知を図りながら、新規就農者

の拡大に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  市長、先ほどの私の質問に

対して、どのように考えられますか、どのよう

に指示していけますか、担当課を。 

○市長（尾脇雅弥）  今、質問の趣旨を。これ

からどうするかというような質問でありますか。 

○感王寺耕造議員  若手の育成も含めて、そし

てまた、地域の兼業農家も含めて、農地を守る

体制をつくらなきゃいけないと思っているんで

すね。 

 だから、新規就農者の部分、また、その新規

就農者を含めた地域の農業を守る体制をどのよ

うにつくっていくのか、指示するのかというこ

とです。 

○市長（尾脇雅弥）  これは先ほどと重複をし

ますけれども、基本的に６次産業化というのは、

もうかる仕組みということなんですね。もうか

らないと続かないということなんだと思うんで

す。農業の現状において、これまでの仕組みで

今まで頑張ってきた方々が、10年後、15年後に

はなかなか厳しくなるという背景の中で、農地

をどう守っていくかということになりますと、

これまでの延長では未来がないということは、

言えると思うんですよね。何らかの変化に対応

した形で持続可能な農地で収益を得る仕組みを

つくっていくということになりますので、例え

ばですけれども、一つは起業化であったり、Ｉ

Ｔ化であったり、最新の技術を取り入れながら

やっていくということと、これまでは国内の

マーケットが主流でありましたけれども、人口

減少社会の中で、そのことで右肩上がりの可能

性というのは低いということでありますから、

常々申し上げておりますけれども、世界はアジ

アを中心に人口増でありますから、その辺の市

場を狙いながらやっていく。そうしたときに、

やっぱり量ではなくて、質の部分のより日本ブ

ランドということの価値を高めながらやってい

く農業スタイルというのを検討をしていかなけ

ればいけないというふうに思いますので、そう

いう意味では、変化の時期だと思いますので、

変化に関しては、これまでのものを変えていく

という大変さもあるわけですけども、そのタイ

ミングに来ておりますから、しっかりそのこと

をやっていかないと厳しい。一方で、畜産等々

は可能性が非常に高い産業でありますから、そ

れはそれでまた違う対策を講じながら、１次産

業を６次化していく、もうかる仕組みをつくっ

ていくということが大事だというふうに考えて

おります。 

○感王寺耕造議員  もう時既に遅しという感じ

もありますけども、この部分をきちっと担保し

ていかないことには、市内全域の田んぼ、畑は

荒れていきますと、結局、農道であっても、生

活道路であります。その分を行政の部分の負担

でやらなきゃいけないということになりますの

で、お互い知恵を出しながらやっていければと

思っております。 

 あと、人・農地プランをつくれないような状

況で、担い手部分も育成していく、地域の部分

も一緒に守っていくというような方策を考えな

きゃいけないという部分はあれなんですが、そ

の後、人がいなかったら、今、市長の部分のお

話にありましたＩＣＴ化、ＩＣＴ農業の推進と
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いうことが出てまいります。 

 肝付町でも、畜産の部分について、ＮＴＴ等

と連携してやっておられますし、肝属農協も、

ドローンであるとか、無人トラクターとかいう

部分もやっているんですが、そういった部分の

試験的な事業実施であると思うんですね。その

経過を経て、市単独で助成を行っていく、こう

いう部分も農地を守る上では大事だと思ってい

るんですが、その方向性について、市長の見解

を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでの一般的な農業

というのは、どうしても、いろんな制度がある

意味、充実をして、何かあったとき補助金を出

すという仕組みでありましたけれども、なかな

かこれだと限界がありますので、未来へ向かっ

ての新しい仕組みに対しての投資という部分に

対しては、必要な投資は必要だというふうに思

いますので、先ほど、議員から話があった視点

に立って、お互いにそれぞれの立場でどういう

方向でできるのかというのは、重要な議論であ

りますので、それはまたぜひ意見交換をしなが

ら前に進めていきたいと考えております。 

○感王寺耕造議員  よろしくお願いいたします。

前向きな答弁をいただきました。この問題につ

いては、これで終わりにいたします。 

 堆肥センターについてであります。稼働は平

成14年の４月であったと思っております。お手

元に、これも資料配付いたしております。見て

いただければ、今後の方向性という部分を考え

る上で見ていただきたいと思っております、お

手元ですね。 

 私どもで、堆肥センター、特徴的な部分は、

生ごみですね。屠場汚物、この部分を入れてい

るということですね。堆肥センターの収入を見

てください。平成26年度、この生ごみ処理手数

料というのは、これは一般事業所から出たごみ

の分だということであります。一般事業所から

出た生ごみが入っております。そして収入で見

ますと、平成26年度は、堆肥の販売料等を入れ

て551万8,000円あったものが、平成30年度末で

は384万9,000円という状況です。 

 一方、裏面を見ていただきますと、堆肥セン

ターにかかる経費ですね。平成30年度で3,553

万8,000円と、26年度からの５カ年で、これが

１億9,497万6,000円かかっているわけです。５

年間の部分、経費と収入を引いていくと、５年

間で１億7,000万円の赤字なんですよね。この

問題をどうしていくのかということであります。 

 また、５番目の肝属地区清掃センター負担金

可燃ごみということでありますけども、現在、

生ごみを堆肥センターで処理した場合は、平成

29年度で見ますと9,111万8,000円ですか、これ

を肝属一廃のほうに持っていきますと１億とい

うことで、1,300万円程度、経費がかかるとい

うことであります。 

 こういう経費をもとに、今後どうしていくの

か、鹿屋市の堆肥センターは廃止する方向性と

聞いております。農林課長、鹿屋市の堆肥セン

ターが廃止になった理由、そしてまた、今後ど

うしていくのか、本市の堆肥センターを。平成

14年に建てられていますから、ひょっとしたら

これを廃止すると補助金適化法に引っかかって、

返納業務が生ずるかもしれませんけども、その

辺の部分について、併せて答弁ください。その

答弁後、市長の方向性について、現状でいいで

すから答弁願います。 

○農林課長（楠木雅己）  まず、鹿屋市の廃止

の方向性についてお答えいたします。 

 鹿屋市につきましては、３分の１の農家が堆

肥センターへの搬入を行っているということで、

３分の２につきましては、自助努力で自分で処

理しているということで、公平性をということ

で廃止の方向になったというふうに聞いており

ます。 

 あと鹿屋の堆肥センターの耐用年数につきま

しては、18年というふうに聞いております。垂
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水市の堆肥センターとは構造が違うということ

で、18年というふうに聞いております。廃止ま

での耐用年数は終了しているんですが、国庫返

納は生じないということでございます。また、

農家の堆肥センターが完成するのを待っての廃

止というふうに聞いております。 

 本市のセンターの耐用年数は38年ということ

で、残り21年を残しておりまして、補助金に係

る予算の執行の適正化に関する法律では、残存

簿価または不動産鑑定士による時価評価額のい

ずれか、高い金額に国庫補助率２分の１を乗じ

た金額が国庫返納となる予定でございます。 

 本市の堆肥センターの今後の方向性ですが、

本市のセンターにおきましては、家畜排泄物の

堆肥化による有効活用を図るとともに、地域有

機資源である生ごみ、し尿、屠場汚泥も活用し

た良質堆肥生産を行うことで、畜産農家と耕種

農家の連携を促進し、環境保全型農業の確立並

びに有機質資源リサイクル推進による循環型農

業の実現のため、平成14年４月に本格稼働しま

して、現在に至っております。 

 しかしながら、建設後17年を経過しまして、

施設や機械の老朽化が見られ、議員からもあり

ましたとおり、多くの修繕費用等が発生する状

況でございます。このため、今後の方向性につ

きまして、これまでも庁内における検討委員会

での意見や、生活環境課との協議を行ってまい

りましたが、堆肥センターが環境センターの汚

泥等の堆肥化施設としての位置づけであること、

廃棄物の減量化、資源化の取り組みを推進する

こと、堆肥センターの廃止により、大きなコス

トダウンは見込めないこと、畜産ふんを利用し

た堆肥の供給を継続することや、これまでの畜

産ふんを搬入してきた事業者等への負担を増加

させないこと、さらには公社職員の雇用の関係、

確保等を考慮した結果、当面は堆肥センターを

存続していく必要があるというふうに考えてお

りますが、同センターの存続の有無や代替案及

び仮に閉鎖した場合の影響など、いろいろな角

度から関係課ともさらに協議を重ねて検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  堆肥センターの件に関し

ては、必要だから建てたということなんだと思

いますけれども、時間の経過とともに修繕費と

か諸々含めて、対象者の減少等もあって、経営

的に赤字が続いていると。 

 そこで、どういうふうな対応をしていくかと

いうことでありますけれども、先ほどお話があ

った財源等の関係もありますので、この辺も見

合う代案があれば、しっかりとその転換も含め

て考えていかなければいけませんけれども、現

状においてはなかなか、今、申し上げたような

状況がありますので、すぐすぐに大きく変化す

るってことは考えられない状況でありますから、

当面は。ただ一方で、どうやって運営をしっか

りやっていくかということも大事になってまい

りますので、その辺は関係者の皆さんと、現状

においてどういう方向性がよりベストなのかと

いうことを考えながら、当面は基本的に今のま

まで進めていくという形になろうかと思います。 

○感王寺耕造議員  確かに市長の言われたとお

りだと思っております。Ｂ／Ｃだけでは、これ

は解決できませんから。 

 ただ、耕種農家も減っているという部分は確

かです。堆肥の利用も少なくなっていますし、

使う人がいないわけですから、製品をつくって

も。そういう部分の背景もありますので、各課

連携して、関係者とも連絡を密にしてお願いし

たいと思っております。 

 家屋全棟調査についてであります。 

 課税の公平性を担保する目的、これが大事だ

ということで了解しましたけども、ただ、一応

調査票の部分で、倒壊の恐れがあるのかとか、

再利用できるのかとか、そういう部分が詳しく

表の中で、一棟一棟書かれるということで、こ
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のデータをやっぱり活用しない手はないと思う

んですよね。 

 この部分も空き家の有効活用を、また特に特

定空き家と呼ばれるような部分については、相

続財産管理人、これも今回の調査である程度特

定されるでしょうから、空き家の解体の部分の

事業案内とか、やっていかなきゃいけないと思

っているんですが、今、横の横断的な部分で対

応なさっているんですけども、この空き家の有

効活用、また特定空き家等の部分、この部分に

専門的な人材を投入していただきたいという部

分が私の願いであります。実際、この間も相談

を受けました。元垂水の人家、真ん中の部分な

んですけど、市道のほうに、もう瓦が落ちそう

だという部分も相談も受けております。 

 そういう部分がありますから、どうか専門的

な、法的知識も含めた部分の専門的な職員を配

置して、１名ですね。ほかの仕事と兼務でもい

いですから、今回のデータを活用して、そうい

うような方策はできないのか。これは誰に答弁

を求めたらいいんでしょうかね。誰でも結構で

す。どの担当課長でも結構ですから、その後、

市長の考えを聞かせてください。 

○市民課長（鹿屋 勉）  専門的人材を投与し

て対策に当たるべきだとのことでございますが、

現在の空き家対策についての取り組みでござい

ますけれども、平成29年11月に、垂水市空き家

等対策計画を策定しまして、それに基づいて取

り組みを進めているところでございます。 

 その現状でございますが、市民課を相談窓口

としまして、防災・防犯を総務課、企画政策課

では利活用と移住定住、税務課では賦課と固定

資産の情報、土木課におきましては調査と特定

空き家審査、そして解体除却、生活環境課にお

きましては環境衛生対策、消防本部は防火のそ

れぞれ担当部署において各課連携して行なって

いるところでございます。 

 専門部署を設ける、また専門的人材という議

員のご提案でございますけれども、市民から相

談があった場合には、現在よくお話をお伺いし

て、関係課と連携して対応するよう努めており、

なかなか解決まで至らない事案もございますが、

現行の体制で市として適切に対応できていると

考えております。 

 今後空き家調査により、本市に存在する空き

家の実態が判明すれば、新たな空き家対策の取

り組みや、それに伴う業務量等も見えてくると

思われますので、空き家等対策委員会、ワーキ

ンググループ等でも、空き家対策を進めていく

ための体制につきましても、しっかり検討して

いくことになろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  空き家の問題というのは、

本市に限らず全国的な問題であります。ちょっ

と正確な数字は把握していませんけれども、約

1,000件近い空き家がある中で、まずはそれを

分けようと。有効活用できるもの、そして、そ

うでないもの、その他特定空き家と言われるも

のを、その部分でこれまでもご提案をいただき

ながら、まずは更地にして活用ができるものは、

それに対して予算化もしながら、今までやって

きたわけでありますけれども。 

 ここで、改めて全体を調査して、正確な情報

を把握すると。まずはそのことが何より大事だ

というふうに思います。その上で、その次とし

て、どういうふうにしてやっていくかというこ

とになりますと、先ほどお話があった専門的な

人材はどうなんだというご意見があるのは当然

のことであります。 

 時代の変化とともに行政が担うべき役割、そ

れに対して課の配置とか人的な配置っていうの

は、当然変わっていかなければいけないことに

なろうかと思いますので、そのような考え方の

もとに、その時の状況を踏まえ、しっかりとど

ういう配置をしていくかと。必要があれば、当

然そのような形も検討していかなければいけな
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いというふうに考えておりますので、考え方と

しては、今、申し上げたような形で、しっかり

と全棟調査をして、実態を把握した上で対策案

を講じて、それに対して人的なもの、予算も含

めて講じていくという考え方でございます。 

○感王寺耕造議員  前向きな答弁いただきまし

た。ワーキンググループでは、いい意見も出て

いるんですよ、若手の人たちが。僕らと違って

若いから、すごい柔軟な頭で、いろんな意見も

出ておりますので、その若手の意見も汲み上げ

て、きちんときちんと対応していただきたいと

思っております。 

 最後の質問ですけれども、この分については、

空き家の有効活用、この部分も必要だと思うん

ですが、そういった中で、私の地域の部分でも

若手中心に取り組んでくれているんですが、そ

の中で出てきた要望という部分が、お試し宿泊

体験、その拠点施設を１カ所つくりたいという

部分、そういう要望があります。 

 長期休暇のときですよね。春休み夏休み冬休

み、そういったときにお子さんを持ったお父さ

んお母さんたちが、家族で１週間ぐらい泊まっ

てもらえる。そういうような施設をつくりたい

ということですね。 

 それでまた、兼ね日ごろ、利用されていない

ときは、地域の交流拠点として活用すると。高

齢者の人も赤ちゃんも若手も、みんないろんな

人たちが来ていただいて、そこで交流拠点をつ

くっていく。そういうふうな部分を欲しいんだ

と。そうすることが、やはり市外からの定住人

口促進、また地域の活性化につながるという部

分が出ております。 

 一応、物件もある程度当たっていまして、小

銭程度で貸していただけるんじゃないかという

部分で話が出ています。その賃料、またある程

度の修復費、ランニングコスト、この部分につ

いては、市長、助成するお考えはありませんか。 

○市長（尾脇雅弥）  今伺って、詳細は把握し

ていませんので、こうだということは申し上げ

られませんけれども、これまでもお試しみたい

なものも何回かありました。その当時の実績と

しては、なかなか厳しかったということなので、

途中で終わっているという経緯がございます。 

 しかしながら、今、新城地区におきましては、

具体的にいろんな空き家も新しい市外の方々が

入っておられたりとか、ある意味地域的にそう

いう活動が進んでおりますので、そういった中

で、今、お話にあったような前向きな提案であ

って、そういう課題があるんだということに関

しては、個別案件としていろいろ検討してみる

必要があると思いますので、中身を再度お聞か

せいただいて、必要な部分は政策的に講じてい

くということになるかと思います。 

○感王寺耕造議員  一応きちんとまとめてご提

示申し上げますので、担当課を通じて、ぜひと

もお願いいたしたいと思います。 

 消防長、年末年始警戒がそろそろ始まります。

火事のないように、きちんと広報活動を、また

万が一何かありましたら、きちんと対処してい

ただきたいと思っております。 

 来年度は平穏な穏やかな年でありますように

祈念いたしまして、令和元年最後の一般質問と

させていただきます。どうもお疲れさまでした。

ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は10時40分から再開いたします。 

     午前10時28分休憩 

 

     午前10時40分再開 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、４番、池田みすず議員の質問を許可し

ます。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  皆様こんにちは。今日は、
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鹿児島国体の質問をさせていただきます。ＰＲ

も兼ねてポロシャツを着てまいりましたので、

上着を脱ぐことをお許しください。 

 私は10月30日から11月１日までの３日間、議

長並びに同僚議員の皆様と、初めて福井県と石

川県に産業厚生委員会の県外視察に参加いたし

ました。その際、視察の合間に、石川県かほく

市の塚本佐和子議員と初めてお会いしました。 

 お会いしました理由は、本市と同様に、かほ

く市では、２年前まで女性議員が誕生していま

せんでした。私と共通するものがあり、１回お

会いしたいと思っておりました。この議員と初

めてお会いし、市民のために懸命に前向きに頑

張っておられる姿に接し、とても感銘を受け勇

気をもらって帰ってまいりました。私もこれか

ら、この議員のように、もっと市民のために頑

張っていかなければいけないと強く感じたとこ

ろであります。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず一点目は、道の駅たるみずはまびらにつ

いてであります。 

 道の駅たるみずはまびらは、昨年の11月23日

にオープンし、先日、一周年を迎えました。こ

の間、魚の直売所や精肉加工売り場などの民間

施設も完成し、特に土曜日や休日などは、多く

の皆さんが訪れておられる光景を見ますと、と

てもうれしくなります。 

 はじめに、一周年を迎えましたが、これまで

どれくらいの交流人口があったのか、お伺いし

ます。また、当初の見込みと比べて、多かった

のか少なかったのか、お伺いします。 

 次に２点目は、第72回全日本フェンシング選

手権大会についてであります。 

 来年開催されます燃ゆる感動かごしま国体に

おきましては、本市では正式競技としてフェン

シングが開催されます。この国体に先駆けて、

１年前にリハーサル大会として開催されます、

第72回全日本フェンシング選手権大会が、来週

20日から３日間本市で開催されます。 

 この大会は、国体の本番に向けて、とても大

切な大会と言われています。全国から参加され

ます役員・選手など、どれくらいの人たちが本

市に来られるのか伺います。また、大会を運営

する本市内の受入れ体制など、準備状況につい

て伺います。 

 ３点目は、先ほど少し話をいたしましたが、

燃ゆる感動かごしま国体についてであります。 

 大会まで１年を切りましたが、国体推進課で

は、これまで本市独自に垂水カップフェンシン

グ競技大会を４回開催されるなど、普及と広報

活動に取り組んでおられます。また、大会当日

に役員などに提供される昼食の弁当の選考など、

他の市町村が考えつかないようなアイデアのも

と取り組まれておられます。 

 このような中、先月10日には、市内のある企

業の協賛を得て、普通自動車のラッピングカー

の贈呈式が開催されましたが、このラッピング

カーを導入された経緯と目的について伺います。 

 次に４点目は、豚コレラ等対策について伺い

ます。 

 昨年９月に岐阜市において、国内で26年ぶり

に発生しました豚コレラは、今年に入って収束

することなく、関東まで広がりを見せており、

本市の養豚業者も常に危機感を持って万全の体

制で対応しておられると伺いました。 

 そこで、本市の養豚農家の戸数と飼育頭数に

ついて教えてください。また、市として防疫対

策に取り組んでおられると思いますが、これま

でどのような対策をされているのか伺います。 

 次に５点目は、たるみず元気プロジェクトの

意義について伺います。 

 きのうの川越議員のご質問で、このプロジェ

クトの現状や課題などにつきましては、改めて

認識させていただきました。私も今年初めて健

康チェックに参加し、自分自身を知り、生活習

慣を見直すきっかけをいただいたこと、脳卒中
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や心筋梗塞などがわかる特殊な採血などを無料

で受けることができ、大変ありがたいと思った

ところであります。 

 つきましては、たるみず元気プロジェクトの

意義について改めて確認させていただきたいと

思います。このプロジェクトについては、大き

な目的として、本市の人口減少にあっても、元

気で長生きするための予防や、健康増進への重

要なアプローチであると思います。そこで、本

プロジェクトのその意義について改めて教えて

いただきたいと思います。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござい

ます。道の駅たるみずはまびらの交流人口につ

いてお答えいたします。 

 昨年11月23日に開駅いたしました道の駅たる

みずはまびらでございますが、多くの皆様に支

えられまして、無事に一周年を迎えることがで

きました。一周年記念祭には、飛龍太鼓や垂水

小学校金管バンドによる演奏など、多くのイベ

ントが催され、悪天候にもかかわらず市内外か

ら多くの方にお越しいただき、大いににぎわっ

たところでございます。 

 １年間の交流人口としましては、開駅から11

月22日までに、74万8,167名のお客様にお越し

いただきました。当初目標としておりました80

万人には及びませんでしたが、５月にはマリン

パークたるみず、10月に民間販売施設が完成し、

段階的にオープンしたことを考慮いたしますと、

今後、さらなる集客が見込めるものと期待して

いるところでございます。 

 また、これから年末に向けて様々なイベント

が企画されており、さらなる誘客に取り組んで

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  おはようござい

ます。 

 ご質問でございます第72回全日本選手権大会

に全国から参加される役員、選手等の参加人数

と本市の受入れ体制、準備状況につきましてお

答えいたします。 

 はじめに、参加人数でございますが、競技役

員が総勢85人体制となっています。主な役割と

しましては、競技を運営・管理する委員、用具

委員、記録委員、審判委員、ピスト委員などで

ありまして、直接的に協議の運営に関係する業

務となっております。 

 内訳でございますが、中央競技団体である日

本フェンシング協会から38人、県内及び近県の

フェンシング関係者の派遣が47人となっており

ます。 

 次に、競技補助員が総勢89人体制で、主な役

割としましては、競技役員の補佐を行うもので

ございます。 

 内訳でございますが、垂水中央中学校の生徒

が30人、垂水高校の生徒が10人、鹿児島南高校

フェンシング部の生徒が15人、鹿児島高校フェ

ンシング部の生徒が18人、また垂水スポーツ推

進委員会から16人のご協力をいただくこととな

っております。１日当たり48人体制の計画でご

ざいます。 

 次に、大会役員でございますが、総勢103人

体制となっております。 

 主な役割としましては、ドーピング検査の補

助、表彰式等の式典、救護、警備消防などであ

りまして、間接的に協議の運営に関係する業務

となっております。 

 内訳でございますが、垂水市職員で構成され

ておりまして、１日当たり60人体制の計画でご

ざいます。 

 次に、大会補助員が総勢85人体制となってお

ります。 

 主な役割としましては、大会係員の補佐を行

うものでございます。 

 内訳としましては、垂水市文化協会から50人、

垂水市役所ＯＢと市民ボランティアから16人、
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垂水おもてなし少女・少年隊から19人のご協力

をいただくこととなっており、１日当たり約30

人体制の計画でございます。 

 次に、特別協力としまして、救護係に公益社

団法人肝属郡医師会垂水医師班から９人、特定

非営利活動法人アユダールからお一人、鹿児島

県柔道整復師会から３人の総勢13人、肝属薬剤

師会から医薬品の事前ドーピング検査にご協力

いただき、また大会期間中、肝属歯科医師会か

らも緊急時対応といたしましてご協力をいただ

いております。全ての役員を合計いたしますと

377人体制となります。この人数は、前回大会

や国体のフェンシング競技と同規模でございま

す。 

 次に、先週の参加人数でございますが、全国

から総勢145チーム、555人のエントリーがあり

ました。ご承知のとおり、フェンシング競技の

種目は、フルーレ、エペ、サーブルの３種類が

ございます。 

 その参加内訳でございますが、男子フルーレ

に30チーム、117人、男子エペに23チーム、87

人、男子サーブルに21チーム、83人、女子フ

ルーレに29チーム、109人、女子エペに21チー

ム、79人、女子サーブルに21チーム80人でござ

います。これは、各チームの監督やコーチが含

まれておりませんので、実際にはもっと多くの

チーム関係者が来垂することとなります。 

 次に、本市の受入れ体制と準備状況でありま

すが、競技役員を対象とした鹿児島県空港から

垂水市までの計画輸送バスを１台運行すること

としております。また、役員及び選手を対象と

した垂水市から鹿児島空港までの計画輸送バス

を延べ４台運行することとしております。 

 これは、この区間の路線バスがない時間帯を

補完することと、来年の国体のリハーサルを兼

ねて実施するものでございます。なお、路線バ

スや垂水フェリーで来垂する役員の指定下車駅

として、垂水港を計画しております。 

 今回は、垂水港から宿舎、または競技会場の

区間の往復移動につきまして、タクシーチケッ

トで対応することとしております。この取り組

みにより、役員や選手等の移動をスムーズにす

るとともに、輸送事業者にとりましても、国体

を見据えたリハーサルになることと考えており

ます。 

 次に、宿泊の斡旋でございます。 

 宿泊につきましては、役員及び選手等を対象

としまして、宿泊施設の斡旋を実施いたしまし

た。これは、鹿児島県フェンシング協会が、旅

行会社と本大会における宿泊斡旋契約を締結し

たものでありまして、その窓口を本市の公式ウ

エブサイト内に設置したものでございます。垂

水市内の宿泊施設には、８割程度の申し込みが

あったと伺っているところでございます。 

 この取り組みにより、役員や選手における宿

泊予約事務の簡素化と、市内への宿泊者の確保、

また宿泊施設にとりましても、国体を見据えた

リハーサルになることと考えております。 

 次に、大会運営の工夫でございます。 

 本大会は、鹿児島国体のリハーサル大会とし

て開催されるものでありますが、開催基準要項

に、国体及び競技に対する関心を高め、理解を

深めるとともに、国体開催の機運醸成を図るこ

とが目的と示されております。 

 これを具現化する取り組みとしまして、各種

目の決勝戦を12月20日から22日までの３日間、

垂水市文化会館のステージで実施することとし

ております。スポーツとエンターテイメントが

融合して、フェンシングの競技の魅力を最大限

にＰＲする場として、市民の方々にも広く周知

広報し、観戦いただき、新しいファンの獲得に

努めてまいりたいと考えております。 

 これまで国体推進課では、垂水フェンシング

カップ競技大会を４回開催するなど、大会運営

能力の向上にも努めてまいりました。引き続き

日本フェンシング協会や鹿児島県フェンシング
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協会と連携し、市民の皆様のご理解とご協力を

いただきながら、本大会と来年の鹿児島国体の

成功に向けまして、準備を進めてまいります。 

 なお、12月18日に、日本フェンシング協会会

長で、オリンピックのメダリストである太田雄

貴氏をお招きし、垂水市文化会館で18時30分よ

り講演をしていただくこととしております。 

 以上でございます。 

 続きまして、燃ゆる感動かごしま国体ラッピ

ングカーの購入経費と目的につきまして、お答

えいたします。 

 国体に係るラッピングカーにつきましては、

県をはじめ鹿児島市や鹿屋市、霧島市など国体

実行委員会が所有されており、その入手方法と

しましては、地元企業から贈与またはリースさ

れているとのことでありました。 

 ことし10月に鹿児島アリーナで開催されまし

た国体１年前イベントには、県内各市町の国体

ラッピングカーが集結し、かわいらしいデザイ

ンやカラフルに彩られた車両に多くの方が魅了

されている様子でありました。 

 本市におきましても、国体ＰＲの充実と第75

回国民体育大会垂水市開催基本方針の実施目標

にもありますとおり、市民総参加、市民協働に

よる大会の実現の観点から、その重要性を認識

しており、今年９月から市内の自動車販売店に

対しまして、協賛の依頼を開始いたしました。 

 そのような中、浜平地区で自動車販売を展開

されている株式会社垂水中央スズキ様からご理

解をいただき、今年11月から来年10月までの１

年間、人気車種のスイフトを１台無償でリース

していただくことで協賛申し込みをいただいた

ところでございます。 

 先月10日には同社で開催されました感謝祭の

会場におきまして、車両の贈呈式とお披露目を

行いました。鹿児島国体のマスコットキャラク

ター、グリブーや、ロゴマーク、垂水市公式イ

メージキャラクターたるたるがラッピングされ

た車両は人気が高く、訪れた方の多くが写真に

収めておられました。 

 また、広報たるみず12月号にも掲載いたしま

したとおり、同社におかれましても、経営理念

と合致する取り組みができたことに対しまして、

大変喜んでおられました。納車に当たっては、

部品の交換や国体開催年にちなんだ2020のご当

地ナンバーを取得していただくなど、多大なご

協力をいただき、私どもといたしましても感謝

の念に堪えません。 

 国体推進課としましては、この車両を走る広

告塔と名づけて、市内外を走ることで、多くの

方々に、鹿児島国体とフェンシング競技をはじ

めとする垂水市開催競技を周知しまして、開催

機運の醸成をより一層図ることを目的に、今後

も積極的に活用してまいります。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  本市の養豚農家戸数

と飼育頭数についてと、市のこれまでの対策に

ついてお答えいたします。 

 本市の養豚農家戸数につきましては、令和元

年９月末の調査時点で７戸、飼育頭数は４万

3,377頭でございます。まず、ＣＳＦ、豚コレ

ラと、ＡＳＦ、アフリカ豚コレラにつきまして、

簡単にご説明申し上げます。 

 豚コレラには、豚コレラとアフリカ豚コレラ

があり、両者は全く別物でございまして、豚コ

レラはワクチンが開発されており、予防は可能

でございますが、アフリカ豚コレラにつきまし

ては有効なワクチンもなく、致死率ほぼ100％

となっております。いつ何どき全国どこに発生

してもおかしくない状況であり、養豚業者は危

機感を持って、消毒等の徹底を行っております。 

 次に、市のこれまでの対策についてでござい

ますが、豚コレラにつきましては、岐阜県や愛

知県、関東地方等で感染が拡大しておりますが、

今のところ九州地区への感染は確認しておらず、

特に補助金の支援というものは行っておりませ
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んが、豚コレラに関する情報提供は既に行って

いるところでございます。 

 国内で新たに発生が確認された場合、肝属家

畜保健衛生所より、発生農場の概要としまして、

発生市町村、飼養頭数の情報提供があり、農林

課としましては、市内の養豚農家へこの内容を

情報提供をいたしております。 

 また、侵入防止対策につきましては、消毒の

徹底や飼養豚の毎日の健康観察による早期発見

の徹底、万一異常豚を発見した場合の早期通報

の徹底、飼養衛生基準の遵守をお願いしている

ところでございます。 

 なお、消石灰はストックしておりまして、必

要があれば配布できる体制は、年間を通して敷

いているところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  元気プロジェクトの

意義、必要性についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 議員ご承知のとおり、たるみず元気プロジェ

クトは、元気な垂水づくりの基本理念のもと、

安心して生き生きと暮らせるまちづくりの取り

組みとして、全国より先んじて高齢化社会が進

行する本市において、介護予防の推進、健康長

寿の延伸を実現するために、鹿児島大学病院副

病院長の大石教授と連携し、平成29年度から実

施している事業でございます。 

 高齢化率が40％を超える本市において、市民

の皆様のＱＯＬ、生活の質を保った状態で、い

つまでも住みなれた地域で生活していけるよう

に、このプロジェクトを通じて、市民の皆様ご

自身の健康状態、元気度を把握し、ご自身の生

活を見直すことで、健康寿命の延伸や医療費及

び介護費用等の適正化に必ず好影響を及ぼすも

のと認識しているところでございます。 

 以上、相対的な意義を申し上げましたが、詳

しく３点ほど説明させていただきます。 

 １点目は、参加される皆様がご自身の健康状

態を知り、健康の維持や改善をするためにどの

ようなことに気をつければいいかを知ってもら

うことで、健康寿命の延伸が期待できるという

ことでございます。健康で長く暮らせることは、

多くの方の願いでありますことから、その願い

のために、本プロジェクトは大きな意義がある

と考えております。 

 ２点目は、医療費と介護給付費の適正化が図

られるということでございます。ご承知のとお

り、超高齢化社会を迎えている本市は、全国平

均に比べて、社会保障費を支える世代と支えら

れる世代の人数に不均衡が生じているため、本

事業を長期的に鹿児島大学と共同で取り組むこ

とで、垂水市民の死亡の原因や生活習慣病の割

合、医療費、介護給付費などを分析し、対象者

に対して運動や栄養面などのフォロー教室等を

実施することで、その費用を抑制することを目

指すことができると考えております。 

 ３点目は、医療介護の人材育成や確保につい

てでございます。働く世代の人口が相対的に少

ない本市では、特に専門職の人材確保は喫緊の

課題と言えるかと思います。本市で実施してい

る健康チェックは、全国でも例のない、極めて

専門性の高い内容でありますことから、従来の

健診とは異なり、本市職員だけでは対応が困難

で、鹿児島大学をはじめ、垂水中央病院や県内

の関係機関から、多くの専門職や学生がスタッ

フとして携わっていただいております。 

 このように多くのスタッフが垂水市に足を運

んでいただくことで、将来の垂水市にとっても、

持続可能な人材育成や人材確保にもつながるも

のと考えております。そのためにも県内外で開

催される学会等で、本市としてさらに積極的に

事業の実施内容をＰＲしていくことが必須であ

ると考えております。このプロジェクトは、今

後20年間を目標とする事業でありますことから、

その重要性はますます増してくるものと考えて

おります。 
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 以上でございます。 

○池田みすず議員  それぞれご答弁をいただき

ありがとうございました。 

 水之上小学校の皆さん、こんにちは。今日は

お会いできてうれしいです。よろしくお願いい

たします。 

 これから一問一答式で２回目の質問をいたし

ます。 

 道の駅たるみずはまびらについてであります

が、１年間で約75万人の交流人口があったとの

ことでありますが、気になりますのはマリンス

ポーツ施設の利用状況であります。利用者が当

初の見込みより少なかったのではないかとの声

もお聞きしましたが、現状はどうであったのか

伺います。 

○企画政策課長（二川隆志）  マリンスポーツ

施設の利用状況についてお答えいたします。 

 本年５月に本市初のマリンスポーツ施設とし

て開業いたしましたマリンパークたるみずは、

開業から11月末までの６カ月間で、延べ1,504

名の利用者がございました。ことしは第13回錦

江湾シーカヤック大会をマリンパークたるみず

にて官民連携のもと実施し、多くの方々に参加

いただきました。 

 さらに、市内外の一般利用者に加え、県外高

校の修学旅行や授業の一環としての利用、また

福祉施設や障がい者施設、障がい児施設の体験

事業としての利用、県外企業の社員旅行や大学

サークル活動、海上保安庁のマリンレジャー研

修による利用など、様々な目的に応じて、多く

の団体に利用いただいております。 

 また、これからの冬場の取り組みとしまして

は、キッズスクールやサップを使ったヨガ教室

の開催、マリン施設を拠点としたノルディック

ウォーキングなどを企画して誘客を図る予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それなりに利用者があった

とのことでありますので安心をいたしました。 

 次に、道の駅たるみずはまびらがオープンし

て１年が経過しましたが、市として全体的にど

のように評価されているのかを伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  池田議員の質問にお答え

をいたします。 

 まちづくりの政策の中で、６次産業化と観光

振興というのを経済政策の大きな柱にしており

ます。定住人口が減っていく中で、多くの皆様

に垂水にお越しをいただいて、経済を潤して、

そのことを医療や介護や福祉の財源に充ててい

くというのが基本的な考え方でございます。 

 道の駅たるみずはまびらの１年間の評価とい

うことでございますのでお答えをいたします。 

 これまで本市の拠点整備といたしまして、観

光振興と地元産品の産業活性化を進めるために、

平成17年４月に道の駅たるみず、北の拠点が開

駅をして、平成22年４月には大自然との触れ合

いや交流など、体験型の観光施設として、森の

駅たるみず、中央の拠点がオープンをいたしま

した。 

 そして、昨年11月に開駅をいたしました、道

の駅たるみずはまびらは、民の力を十分に発揮

していただき、官民連携のもと観光振興と産業

活性化を推進し、さらには錦江湾の豊かな自然

を生かした新たな施設としてスタートしており

ます。国の進める地方創生と相まって、スピー

ド感を持って構想を具現化していくことを、ま

さに実現したものと考えております。 

 大隅半島の玄関口として位置する本市の地の

利を生かし、この３つの拠点が相互に高め合い、

それぞれの特色を活かすことで、市全体への相

乗効果を生み、新しい人の流れが創出されるこ

とを期待し、整備されたものでございます。 

 実際に道の駅たるみずはまびらには１年間で

約75万人が訪れ、浜平地区においては新たな店

舗も増え、地域として活性化しつつあるところ

でございます。３つの拠点に加え、各地域のイ
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ベントや特産品、景観等の魅力を発信していく

ことで、さらなる誘客の効果を期待しておりま

す。 

 そうすることで、目標として掲げました交流

人口200万人が達成をされ、観光振興による経

済並びに地域の活性化につなげると考えている

ところでございます。 

 繰り返しになりますけれども、約３年前に、

あの場所から、このような計画をスタートしよ

うとしたときに、当初はイメージしていただけ

ればおわかりのとおり、草ぼうぼうの荒れ地だ

ったわけでありますけれども、議会の先生方に

もご説明をして、あそこの隣接地に大きな６階

建てのＡＺホテルができ、そしてファミリー

マートができ、そして本体ができ、マリン施設

ができ、子どもたちの公園ができ、民間施設が

でき、というような手順で大きく開駅をして、

天候不順や諸々ありましたけれども、結果的に

は１年間で75万人ということでありますので、

今後さらに拡大の計画もございますことから、

その辺がしっかりと実施をされ、さらに夢を重

ねるごとに、もっともっと増えていくというこ

とになろうかと思いますので、評価ということ

におきましては、しっかりと成果を残せたとい

うふうに考えているところでございます。 

○池田みすず議員  ご答弁をいただきありがと

うございました。 

 今後とも多くの皆さんが訪れていただき、市

が目指しておられます、交流人口200万人を目

指して取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、全日本フェンシング選手権大会につい

てでありますが、９月20日から11月２日にかけ

て日本で開催されましたラグビーワールドカッ

プは、日本選手の活躍で私たちに元気と感動を

与えてくださいました。 

 選手の活躍はもちろんでありますが、日本人

のおもてなしが外国人からとても賞賛された大

会でもありました。全日本フェンシング選手権

大会には、県内外から多くの役員・選手が本市

に来られるとのことでありますが、おもてなし

がとても大切だと思います。市として、おもて

なしについて特に工夫され、力を入れておられ

ることがあればご答弁ください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  おもてなしにつ

いて、特に工夫をされ、力を入れていることが

ないかにつきましてお答えいたします。 

 垂水市実行委員会では、第75回国民体育大会

垂水市開催基本方針のおもてなしの心による大

会に、その実施目標を掲げております。これは、

全国から訪れる選手、監督、役員をはじめ、応

援観戦に来られる方々を、おもてなしの心をも

って温かくお迎えし、選手等が心地よく垂水市

を楽しんでいただける受入れ体制を実施すると

いうものであります。 

 今回３年かけて改修を行った市の体育館で行

われる第72回全日本フェンシング選手権大会団

体戦は、燃ゆる感動かごしま国体フェンシング

競技リハーサル大会であり、運営等につきまし

ても、来年の本番を見据えた準備等が必要であ

ると考えております。 

 これらのことから、実行委員会では、垂水市

ならではのおもてなしとして、中央競技団体で

ある日本フェンシング協会の役員や、県内のフ

ェンシング関係者等に支給する支給弁当、また

選手監督の各チームから申し込みのある斡旋弁

当に、垂水市の名産であるカンパチやぶり、桜

島美湯豚等、垂水の食材を使用した垂水市国体

オリジナル弁当として提供を行い、食でのおも

てなしを計画しております。 

 また、お弁当ののし紙には、垂水市の画家で

ある葛迫幸平先生と、先生のお弟子さんで篠原

寛人さんが描いた千本イチョウや桜島の風景画、

ビワやカンパチなどの食材を描いた絵を採用し、

目でも楽しめるお弁当になっております。 

 次に、選手や観戦に来られた方々に、垂水市

食生活改善推進員連絡協議会様にご協力をいた
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だき、大会会場である体育館入口でのおもてな

し無料振る舞いを行います。垂水市の郷土料理

であるガネの天ぷらやさつま汁など、垂水らし

いものでおもてなしを実施する計画にしており

ます。 

 本大会は、全国から多くの選手、役員、そし

て一般観覧者の方がいらっしゃいます。その

方々をお迎えする市職員、競技補助員、ボラン

ティア、関係者一同、気持ちのよいあいさつを

心がけ、選手は気持ちよく試合に臨み、実力を

発揮できるよう、また、観覧者の皆様には、心

地よく温かい気持ちで観戦できるように大会運

営に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ご答弁いただきましたよう

な取り組みをされると、県外からおいでくださ

いました役員、選手もきっと喜び、満足して帰

っていただき、また本市に来たいと思っていた

だけると思います。私も市民の一人として、自

分なりにできることをしたいと思います。 

 それから、この大会は、本市の観光や物産な

ど、アピールする絶好の機会であると思います。

本市の物産等の販売などはされる計画があるの

か伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、本市の物

産等の販売計画についてお答えいたします。 

 第72回フェンシング選手権大会団体戦の会場

１階のロビー内におきまして、垂水市商工会様

が売店を設置し、販売を行っていただくことと

なっております。 

 内容といたしましては、垂水のお菓子や特産

品等で、選手、監督、観戦者の皆様のお土産品

を販売することとしております。このことは、

第75回国民体育大会垂水市開催基本方針にある、

「垂水市の魅力を発信する大会、本市の恵まれ

た自然や歴史、文化、温泉、食など、垂水市の

魅力ある地域資源を全国に発信する機会とす

る」という方針を受けて実施するものでござい

ます。リハーサル大会後、お客様のお菓子や特

産品のニーズ等の分析・検証を行い、来年の本

大会につなげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございました。 

 この選手権大会を、本市の小中学生に見ても

らうことは、教育的にもとても意義のあること

と思いますが、学校単位で見学させるなどお考

えはないのか伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、本市の小

中学生に観戦させることは教育的に意義がある

と考えるが、その対応についてお答えいたしま

す。 

 今回の大会では、小中学生を対象とした学校

観戦の計画はございませんが、来年開催の第75

回国民体育大会燃ゆる感動かごしま国体正式種

目フェンシング競技では、学校から会場までの

計画バスを運行し、市内の小学校、中学校の児

童、生徒さんの皆さんに、教育課程の一環とし

て、学校観戦を行う予定としております。 

 議員ご指摘のとおり、小中学生が間近で一流

のスポーツ選手のプレーを観戦することは、感

動とともに、これからの学校生活でのやる気や

将来の夢につながり、教育的に意義があるもの

と考えております。 

 今回のリハーサル大会は、金曜、土曜、日曜

の週末開催であることから、家族で会場にお越

しいただき、多くの子どもたちに観戦をしてい

ただくようＰＲを行っているところでございま

す。 

 また、教育的な意義ということから申し上げ

れば、リハーサル大会、本大会で使用する各都

道府県の応援のぼり旗を各学校の児童生徒さん

につくっていただきました。こののぼり旗をつ

くるに当たり、子どもたちは担当を任された都

道府県のシンボル、特産品や方言などといった、

その土地のことを自ら調べ、学習し、旗の作成

を行ったと聞いております。 
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 また、リハーサル大会の会場には、各学校で

育てられた国体花マリーゴールドのプランター

の設置を計画しております。各学校緑化部会や

学校主事が中心となり、子どもたちと一緒に育

てた花が会場に設置されます。以上のような取

り組みも教育的に意義があると考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございます。 

 最後の質問になりますが、課長は茨城国体の

フェンシング競技で、競技を連日視察されたと

伺っております。そこで感じたことや、どのよ

うな形で垂水市開催につなげていきたいと感じ

られたか伺ってよろしいですか。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  今年10月３日か

ら７日の間に、いきいき茨城国体でフェンシン

グ競技が開催されました水戸市のほうに行って

まいりました。水戸市の計らいによりまして、

役員として運営に参加できましたので、来年の

流れ等もいろいろわかりましたので、今後に大

変役に立つというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 全日本フェンシング選手権大会が成功裏のう

ちに終了し、来年度開催されます国体に弾みが

つく大会となりますことを願っております。職

員の皆さんは準備や大会運営など大変と思いま

すが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、燃ゆる感動かごしま国体についてであ

りますが、国体の協賛車両でありますラッピン

グカーの導入目的は、ご答弁でよくわかりまし

た。これからＰＲ活動に努め、市民の皆さんに

国体に関心を寄せていただくことは、とても大

切なことでありますので、今後とも広報活動に

力を入れていただき、機運を高めていただきた

いと思います。 

 私事になりますが、来年の東京オリンピック

開催に際して、聖火ランナーに募集したいと思

いまして、問い合わせをいたしましたところ、

市議会議員は残念ながら規則上応募できないと

いうことで断念をいたしました。 

 つきましては、団体開催を盛り上げる意味か

らも、小中学生から一般まで、オリンピックを

倣って垂水市内を回る聖火リレーはできないも

のでしょうか。お伺いします。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、オリンピ

ックに倣って、垂水市内を回る聖火リレーのよ

うな独自の取り組みについての考えについて、

お答えいたします。 

 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会では、

県内すべての市町村で、炬火リレーを実施する

予定でございます。炬火リレーは県内全市町村

を鹿児島市から始まる薩摩コース、鹿屋市から

始まる大隅コース、西之表市から始まる離島

コースの３つに分けて、県が採火した火を巡回

させるリレーでございます。 

 実施する目的といたしましては、2020年10月

に開催されます燃ゆる感動かごしま国体・かご

しま大会の機運醸成を図り、県民の記憶に残る

取り組みとすることでございます。現在、県と

各自治体が日程やコース等につきましては調整

中でございます。 

 本市では、第75回国民体育大会垂水市開催推

進総合計画に基づき、市民総参加となるように

新城地区から境地区まで、垂水市全域を走る

コースを、安全面等も考慮しながら考案中でご

ざいます。 

 また、参加につきましても、同じく市民総参

加となるように、垂水市内の大人から子どもま

で、老若男女、年齢を問わず、多くの市民の皆

様に参加していただきたいと考えております。 

 詳細につきましては、今後、県との調整が終

了し次第公表していきますが、市民の皆様とと

もに炬火リレーを成功させ、さらなる機運醸成

を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○池田みすず議員  新城地区から境地区まで、

垂水市内全域を走る構想を考案中とのことであ

ります。国体でありますが、炬火リレーに参加

できる人たちは一生の思い出となり、特に子ど

もたちにとっては宝物となることと思っていま

す。 

 できれば私も県の鳥であるルリカケスと県の

花であるミヤマキリシマを組み合わせたトーチ

を持ち、炬火リレーへ参加したいと考えており

ます。どうか一人でも多くの市民の皆さんが参

加されるようにご検討いただければと思います。 

 次に豚コレラ対策についてでありますが、豚

コレラ対策につきましては、これまでも対策を

講じておられることがよくわかりました。しか

しながら、アフリカ豚コレラにつきましてはこ

れまで以上に、特にイノシシからの感染を含め

て野生動物の侵入防止対策など措置をする必要

がありますが、今後、市としてイノシシ等の侵

入防止柵などの養豚業者への支援をされる考え

はないのか伺います。 

○農林課長（楠木雅己）  今後の侵入防止策に

ついての養豚業者への支援策についてお答えい

たします。 

 今後の本市の侵入防止支援策といたしまして

は、今議会に上程いたしております補正予算案

にＡＳＦ、アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援

事業補助金といたしまして、野生動物の農場へ

の侵入防止柵または電気柵等の設置費用を事業

費の10％、１農場ごと75万円を上限として計上

しているところでございます。 

 なお、この支援策につきましては、国が事業

費の２分の１、１メートル当たり上限5,000円

を、鹿児島県が事業費の40％以内、１経営体上

限180万円の支援を行う予定でございます。現

在のところ、曽於市、鹿屋市等につきましても、

本市と同様の支援内容のようでございます。 

 また、肝属地区家畜伝染病防疫対策協議会で

は、11月７日に家畜保健衛生所におきまして、

防疫作業の研修と実地研修が実施され、本市か

らも２名の職員が参加し、初動体制の確認を行

ったところでございます。 

 また、12月18日に開催予定の鹿児島県主催に

よります豚コレラ等防疫演習にも参加し、一連

の防疫措置や連絡体制などについて研修する予

定でございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  市としても、今後の対策を

考えておられるとのことでありますので、ぜひ

養豚業者の皆さんとも十分に連携をとっていた

だき、豚コレラ等が本市において発生しないよ

うにお願いいたします。 

 次に、たるみず元気プロジェクトについてで

ありますが、意義や必要性につきましては十分

理解できました。本市の高齢化の進展に対して

必要な事業でありますので、ぜひとも継続して

実施すべき事業だと思います。 

 そこで、昨日の川越議員の質問の次年度に向

けた啓発に対する答弁でもありましたが、この

プロジェクトの現状と課題及び今後の方向性に

ついてお伺いします。 

○保健課長（橘圭一郎）  元気プロジェクトの

現状の課題と今後の方向性のご質問にお答えい

たします。 

 元気プロジェクトによる健康チェックは、今

年度で３年目を迎えておりますが、本事業を実

施している中で感じている課題としましては、

スタッフが大学からの派遣以外にも保健師等の

看護職、栄養士、歯科衛生士など多くの専門職

を必要としますことから、それらスタッフの確

保に苦慮しているところでございます。 

 また、市民の皆様が少しでも快適に参加でき

るような開催時期、開催場所の配慮や、今年度

調査項目が増えたことによりまして、チェック

に要する時間が延び、負担感を感じられた方が

おられたことから、時間短縮化も課題と考えて

いるところでございます。 
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 さらに、この健康チェックは参加した年だけ

の単年の健康状態、元気度を見るのではなく、

先ほども述べましたとおり、今後20年間を目標

とする事業でありますことから、毎年参加する

ことで、ご自身の健康状態の経過がわかり、鹿

児島大学の先生方や本市の保健師等と一緒に健

康の維持・改善を図っていける事業でございま

す。 

 しかしながら、今年度は、昨年度の参加満足

度が90％を超えたにもかかわらず、リピート率

が62％と低調でありましたことから、来年度以

降、さらなるリピート率の向上を図るための周

知方法も課題と考えております。 

 また、議員も参加されて、お感じいただけた

かとは思いますが、現在の参加者は60歳から70

歳代が中心でございますことから、このプロジ

ェクトの本来の趣旨でございます、健康寿命の

延伸や、介護予防の推進のため、現役世代であ

る多くの40歳から50歳代の若い世代のうちから

参加していただくことで、健康の意識づけを行

い、将来の医療費や介護費用の抑制につながる

ものと考えております。 

 今後は、この健康チェックを受けることの効

果、メリットを、広報誌等のあらゆる手段を使

って周知を図り、現役世代も含めた参加者の増

加を図ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございました。

最後に市長にお伺いします。 

 本市と大石先生との出会い、なれ初めは、市

長が発端だと伺っております。お話できる範囲

で結構ですので、改めてその経緯などについて

教えていただければと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  本プロジェクトの実施の

経緯についてというご質問でございますので、

お話をさせていただきたいと思います。 

 大変貴重であり、ありがたいご縁であると私

自身も考えておりますけれども、私と大石教授

との関係は、平成28年10月４日に開催しました

職員向け健康教室で講師をお願いしたことが始

まりとなります。 

 大石教授は、平成25年２月に大阪大学医学部

附属病院教授から鹿児島大学病院教授へ転任を

されまして、27年４月から鹿児島大学病院副病

院長になられ、特命の業務と人事担当を兼務さ

れておられました。 

 私は、垂水市の発展、市民の皆様の幸福を念

頭に置いた市政運営を基本としております。そ

のために何をすべきかと問いながら運営に当た

っております。それらのことを常々思いながら、

健康教室の講演お礼のため、当時の保健課長と

ともに大石教授のもとへ足を運んでおります。

その際に、垂水市の医療や介護、他地域より進

行の早い少子高齢化などの現状をお話し、本市

の医療の目指す方向性や少子高齢化等対策への

アプローチなど、様々で有意義な意見交換をす

ることができました。到着したときには、もう

既に次の来客もいっぱい待っておられたわけで

ありますけれども、５分ということでお話をさ

せていただいたんですけども、結果的にお互い

に熱心に意見交換をして、１時間ほどそのとき

はお話をさせていただいたことを記憶をしてお

ります。 

 その後は、本市の諸問題の解決のために、教

授と私のタイミングが合ったときに、教授のも

とに努めて足を運ぶようにして、また、本市の

現状をご理解いただくために、本市へ教授に来

ていただいたりしながら、信頼関係の構築に努

めてきたところでございます。 

 また、この時期は、垂水徳洲会病院の閉院問

題も重なり、医療体制の充実のための垂水中央

病院への医師の増員をお願いをし、大石教授の

もとにいらした医師１名を増員をしていただい

ております。 

 このようなすばらしいご縁に恵まれ、鹿児島
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大学病院という鹿児島県内で最も格式が高く、

最も大きな医療機関の副院長である大石教授に、

本市のスーパーバイザーをお引き受けいただき、

併せて、鹿児島大学医学部と多面的で長期的な

連携のもとで、健康長寿・子育て支援に着目し

た研究を、垂水市の地において実施していただ

くこととなり、現在のたるみず元気プロジェク

トでの健康チェックとなっているところでござ

います。 

 このプロジェクトには、大石教授の号令のも

と、医療分野以外の多くの分野の先生方を結集

し、先ほど課長が申したとおり、全国でも類例

のない、極めて専門性の高い内容の健康チェッ

クを実施しております。 

 なお、たるみず元気プロジェクトは、現時点

において健康チェックに力点を置いております

けれども、今後は、本市のあらゆる分野の活性

化に向けた課題解決に取り組む予定としており

ます。 

 本市は、地の利のよさと豊富な温泉、豊かな

食材と、大変恵まれた土地であり、そのような

ことで、大石教授も本市を実践フィールドとし

て選択をしていただいたというふうに思います。

南北37キロに及ぶ長い海岸線を有し、地域性も

異なりますので、それぞれの地域で抱える課題

に教授の知見をいただいて、いろんな意見を出

し合うことで、課題解決につながるのではない

かというふうに考えているところでございます。

そのことは、ひいては、本市の課題解決にとど

まらず、日本が抱える高齢化社会の課題解決に

つながっていくものと考えています。 

 現在の取り組みであります健康チェックにつ

いては、向こう20年間を目標に取り組んでまい

りますが、市民の皆様の協力が不可欠でござい

ます。お一人お一人の健康意識の向上と、自分

で取り組むという強い意識が必要となります。

その結果として、健康長寿の延伸や医療費や介

護給付費の適正化、医療・介護の人材育成につ

ながるものと確信をしておりますので、議員の

皆様には今後ともご協力をいただきますようお

願いを申し上げたいと思います。 

 まとめになりますけれども、人口減少、少子

高齢化社会の中で、これは本市に限らず、日本

が抱える課題ということは共通認識でございま

して、お話をさせていただく中で、垂水はある

意味、先進的にそのことが進んでいると。大石

先生がおっしゃるのは、大事なことは、食事と

運動で予防に力を入れることだと。そうでなけ

れば、これから増大する社会保障費に何らかの

補助、財源的なもので充てていくことでやって

いくことは、もう限界があるということは、も

うわかっていることでありますので、予防に力

を入れて健康長寿を目指していく、そのための

フィールドとして垂水ということを選んでいた

だいて、そういうご縁で、これから今スタート

したばかりでありますけれども、きのうのお話

にもありますとおり、既にいろんなよい結果も

出ておりますので、そのことを回を重ねるごと

にしっかりと検証をして、また次の世代へしっ

かりとつなげていきたいというふうに思うとこ

ろでございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございました。

このプロジェクトの実施につきましては、職員

の皆さんや関係のスタッフの方々のご苦労は大

変かと思いますが、市民の健康増進への取り組

みでありますので、今後とも頑張っていただき

たいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は11時45分から再開いたします。 

     午前11時34分休憩 

 

     午前11時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、９番、持留良一議員の質問を許可しま
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す。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、よろしくお願いし

たいと思います。 

 まず、質問に入る前に、この前、アフガニス

タンで献身的な医療を続けた中村さんが亡くな

られました。心から哀悼の意をあらわしたいと

思います。 

 「世界で最も貧しい国で、自分の持っている

ものを全て注いで、その国の人たちのために尽

くしている」。これは、井上ひさしさんが中村

さんを評された言葉であります。まさに尊敬の

念を込めて、この人物を各講演で紹介されたと

聞いています。 

 そしてまた、アフガニスタンでは、真の友人

を亡くした、そういう悲しみの中で、また頑張

っていこうという復興へ向けて動きも始まって

います。私たちも様々な形で支援ができたらと

いうふうに考えています。 

 そして、この中村さんが世に問いかけた言葉

があります。「私たちが持たなくてよいものは

何か。そして、人としての最後まで失ってなら

ぬものは何か」。このことを改めてみんなで考

えてもいきたいというふうに思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 最初は、新庁舎建設に関する住民投票条例案、

市長の意見書について疑問点を指摘し、住民投

票の必要性を訴えます。 

 私はこれまでの質問で、最大問われているの

は民主主義と住民自治のあり方、この角度から

質問をしてまいりました。今回これまでを整理、

検証し、総括しながら、そして、将来への問題

提起ということも含めて、以下の３点について

質問いたします。 

 冒頭に、今日の住民投票の意義と役割、そし

て、目的をあらわしていると考える住民投票条

例を紹介して質問に入ります。 

 岸和田市の住民投票条例の解説からですけど

も、「市民が自治の主体、市政の主権者である

という認識が高まり、市民自らの手で築いてい

こうという意思を明確にし、自ら考え行動する

ことで、市民自治都市の実現を目指していくと

きに、市長や議会と市民の考え方が対立してる

か否かを問わず、岸和田市にとって重要な問題

については、住民投票にかけるという選択肢が

出てくる。住民が主権者の責任において、住民

の意思をはっきり示して、市長や議会の政治判

断の方向性を示唆する意味は大きいと考える。

それだけ住民の声、署名が集まれば、直接住民

の意思を問うための住民投票は、やはり必要で

あろうと考える」というふうに記しています。

要は、住民投票は、間接民主主義を補い、住民

の意思をより直接的に政策に反映しようとする

制度であり、住民自治を充実させるためのもの

です。地方公共団体の重要事項について、住民

の意見を確認するために活用される制度だとい

うことを、まず訴えたいと思います。 

 そこで、以下の疑問点についてお答えくださ

い。 

 一つは、事業経過に対しての疑問で、公平性、

透明性の保障及び民意が反映される取り組みだ

ったのかという点です。 

 一つは、外部検討委員会の役割と説明責任は

果たされたのか。 

 ２点目は、予定地は、安全性では唯一三角で

した。理解と納得のできる説明が専門的視点か

ら評価されたのか。 

 そして、それは団体枠の選出結果と市民目線、

いわゆる意見書に出ていますけども、それによ

り評価結果は可能だったのか。 

 ４点目には、内部検討委員会及び経営会議、

最高意思決定機関ですけども、どのような方法

で承認されたのか伺います。 

 ２点目は、住民自治と民主主義という観点か

らの疑問です。地方自治が遵守されたかという

点です。 
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 一つは、新庁舎建設は大変重要性が高いと認

識されていました。そうであるならば、なぜ基

本構想への取り組みの段階で市民の声をアン

ケート等でとらなかったのか。とっていたら、

市民の声が基本構想に反映され、今日の問題を

引き起こすことは避けられたと思います。まさ

に第６次行革大綱が目指している市民参画の推

進の具現化ではなかったでしょうか。しかし、

本市のとった手法は、結果として検討委員会で

の決定を市民に理解を求めるというもので、み

んなでつくり上げる、市民の参加と協働という

ものではなく、受身的な取り組みになったので

はないでしょうか。住民自治と民主主義及び地

方自治の本旨、さらに行革大綱の観点から問題

だと考えますが、見解を改めて伺います。 

 ３番目は、住民投票の成立要件の問題点です。 

 条例案は、拘束力のない諮問型住民投票です。

何よりも今回の住民投票は、地域の重要な政策

について、住民の意思を確かめるために実施す

ることを求めようとしています。市長は議会で

住民投票について、住民投票によって是非を問

う事案については、広く市民の意思を確認する

手段の一つと考えているということを回答もさ

れ、理解と実効性を認められていました。そし

て、私は住民投票について、次の２点から、成

立要件は必要ないと提起をしたいと思います。 

 １点目は、長や議会が住民の意見を聞きたい

という意思決定をしながら実施するものであり、

少数の意見ではあっても、住民の意見は確認す

べきものであるということです。 

 ２点目は、公職選挙法による長や議員の選挙

の場合は、投票率にかかわらず開票が行われ、

投票率が低くても有権者の選択として当選者が

決定をされます。今回の住民投票は、開票結果

に法的拘束力がないので、長や議会が少数の意

見に拘束されるおそれは低いという点からです。

そして、投票で出た結果等を総合的に判断して

結論を出せば済むことではないでしょうか。こ

のような点からも、住民投票を実施されること

を求めます。 

 次に、大きな２点目として、子どもの貧困と

子どもの権利が守られ、安心して子育てができ

る希望ある社会をつくるために、３点について

質問いたします。 

 一つは、子どもの貧困対策推進法が改正され、

子どもの現在の生活を改善するための施策が求

められることになりました。貧困対策計画は、

地域における現状を把握し、その現状を改善す

るための施策を提示し、それを実現する上で取

り組んでおくべき諸課題をあらかじめまとめ、

自分たちの施策を実現するための真の指針にな

るように取り組むことです。計画の策定が必要

と考えますが、考えをお聞かせください。 

 ２点目は、就学援助制度の改善の必要性につ

いて質問いたします。 

 ご存じのとおり、就学援助制度は、小中学生

がお金の心配なく学べるように、学用品や給食

費などを支給する制度ですが、この間、教育委

員会の努力により改善が図られてまいりました。

この点は大変評価をしているところであります。

しかし、本当に心配なく学べる状況にあるのか、

生活実態に合った内容になっているのかという

観点から指摘し、改善を求めます。 

 本年度の就学援助率はどうであったか。 

 ２点目は、他自治体と比較も含めて、どの点

の改善が必要と考えているかお聞かせください。 

 ３点目は、入学準備金の生活保護費の基準年

齢は、どの年齢で決められたか。 

 ４点目は、今日の生活実態から考えても、認

定所得基準である生活保護基準の1.2倍までの

改善が必要と考えますが、見解をお聞かせくだ

さい。 

 ５点目は、修学旅行費や給食費の徴収等、立

て替え払いは保護者の生活に影響を与えるよう

な問題ではないかと考えます。問題があれば改

善が必要と考えますが、考えをお聞かせくださ
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い。 

 大きな３番目は、学童保育所の職員の待遇改

善の必要性について問います。 

 学童保育の目的・役割を果たすため、職員の

処遇改善は待ったなしの状況です。何よりも支

援員の処遇改善を図ることが、安定した人材確

保、保育の質を高めることになるからでありま

す。 

 そこで、安定した人材確保になっているのか

という必要な対策をどのようにとってきたか、

問題は何かを伺います。さらに、平均給与はど

ういう実体か、処遇改善の必要性と取り組みの

考えがあるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 次に、大きな３点目として、市民の命と生活

を守るため、国保に関する問題を質問いたしま

す。 

 全国知事会及び市長会等は、負担が限界にな

っているということを国保の構造的問題として

解決するために、公費投入、国庫負担を増やし

て国保税を引き下げることを国に要望し続けて

います。こんな中、今でも高過ぎる国保税、市

長も認められていますが、さらに上がれば、住

民の命と健康、暮らしを脅かされることは、も

う必死であります。 

 そこで、１つ目として、国保運営で国保都道

府県単位化は実施されましたが、厚生労働省は

国会で、一般会計からの法定外繰入は自治体の

判断でできる、生活困窮者への自治体独自の軽

減は問題ないと答弁もしています。この趣旨を

徹底して、来年度も国保運営に当たられること

を求めますが、見解を伺います。 

 全国的には、病気や事故、介護などの特別な

事情で国保税を滞納せざるを得なくなった人に

対して、自治体が強権的に給与や預金を差し押

さえするなどの横行が広がってきています。こ

のような状況が報道もされていました。このよ

うな問題を解決するために、厚労省は、国保税

の滞納に対する差し押さえ禁止の基準や、滞納

処分の執行停止における生活基準や、滞納処分

の執行停止における生活困窮の基準を作成し、

各自治体に基準の運用、周知徹底を図るように

しています。 

 そこで、国保税の今、滞納状況はどうか。こ

の基準の的確な運用はされているのか伺います。 

 最後の質問は、観光予算の考え方について伺

います。 

 観光について、私は、自治体にとって観光振

興の意義というのは、以下の３点にあるという

ふうに思います。一つは、財貨が流入する仕組

みづくり、域外への出荷と地場産業の育成、３

点目には、住民サービスの向上と考えますが、

見解を伺います。 

 ２点目は、先般、観光協会との意見交換上、

予算の要望、見直し、また体制への充実が求め

られましたが、見解を求めます。さらに、予算

の特徴と他自治体の違いは何かを伺います。 

 そして、観光問題では、最後に、観光が地域

にもたらしている経済効果を明らかにすること

が重要だと考えます。そのことは、観光政策予

算を検討できる具体的かつ科学的な基本資料に

なるという考えからであります。見解を求めま

す。 

 再質問は保留いたします。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は午後１時10分より再開いたします。 

     午前11時57分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、持留

議員のご質問でございます、外部検討委員会の

役割と説明責任を果たされたのか、安全性では

唯一三角である、理解と納得のできる説明が専

門的視点からされたと評価されているのか、そ
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して、市民との関係で説明責任を果たされたの

かについてお答えいたします。 

 外部検討組織である垂水市新庁舎建設検討委

員会は、平成29年６月に同委員会設置要綱によ

り設置されました。 

 同委員会は、新庁舎の建設に関し、必要な事

項を審議することを目的としており、審議する

事項については、新庁舎建設の基本構想に関す

ること、新庁舎の位置、建設規模、建設時期、

整備手法に関すること及びその他新庁舎建設に

必要な事項に関することとしております。 

 こういったことから、市としましても、はじ

めに、庁内検討委員会が取りまとめた庁内検討

報告書の説明を行い、慎重かつ丁寧な審議の結

果、基本構想案に対する提言書や基本計画案に

対する要望書、さらには、基本設計案に対して

は意見書を取りまとめて提出していただきまし

た。 

 基本計画では、整備候補地を選定する必要が

あったことから、議員の皆様にも平成29年９月

の全員協議会でご説明いたしましたが、整備位

置を検討するためのプロセスについて、内部評

価及び外部評価を行うこと、そして、評価のた

めの検討項目は、市民の利便性、計画の経済性

と実現性、防災拠点・安全性、まちづくりの整

合性とし、平成29年12月21日開催の第４回新庁

舎建設検討委員会で外部評価を実施しました。 

 外部評価の方法ですが、はじめに、基本計画

策定委託事業者が各候補地に対する調査結果を、

事務局が内部評価結果を報告し、この結果を受

けて、各委員が意見を確認しながら委員会とし

ての評価をまとめ、委員の同意をとる形で行わ

れました。このようなことから、問題なく外部

評価は行われたと考えております。 

 また、市民との関係で説明責任を果たされた

のかとのご指摘でございますが、外部検討委員

会は市の補助機関ではなく、独立した組織であ

りますことから、推薦団体への報告等は、委員

個人の各判断にお任せしているとこでございま

す。 

 続きまして、公平性と透明性の保障及び民意

が反映される取り組みだったのか、市内公共団

体枠の選出結果と市民目線による評価結果は可

能だったのかについてお答えいたします。 

 垂水市新庁舎建設検討委員会の各公共団体枠

の委員については、設置要綱にもありますとお

り、市内の公共的団体からの推薦者としており

ます。各公共団体枠の委員は、それぞれの団体

の長から適任者として推薦いただいたと認識し

ております。それぞれの団体を代表し、かつ一

市民として十分に市民目線による評価が行われ

たと考えております。 

 続きまして、内部検討委員会及び経営会議の

決定はどのような方法で承認されたのかについ

てお答えさせていただきます。 

 垂水市経営会議は、本市の最高意思決定機関

として、垂水市経営会議規程に基づき運営され

ております。平成29年度及び平成30年度の委員

は、市長、副市長、教育長、総務課長、財政課

長、企画政策課長、そして、政策調整部長であ

る水産商工観光課長、行政改革部長である保健

課長でございます。なお、今年度については、

経営会議規定第２条第２項に基づき、会計課長

を加えるというところでございます。 

 ご質問の垂水市庁舎整備基本構想案、垂水市

新庁舎建設基本計画案、垂水市新庁舎建設基本

設計案の決定過程でございますが、垂水市庁舎

整備基本構想案は平成29年10月31日に開催した

第17回経営会議に、垂水市新庁舎建設基本設計

案は平成30年３月26日に開催した第26回経営会

議に、垂水市新庁舎建設基本設計案は令和元年

11月１日に開催した第13回経営会議にそれぞれ

付議し、協議の結果、いずれも付議のとおり承

認されました。なお、いずれの会議においても、

委員は全員出席されております。 

 続きまして、住民自治と民主主義という観点
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からの疑問、なぜ基本構想の取り組み段階で市

民の声をアンケート等でとらなかったのか、受

身的な取り組みになったのではないか、住民自

治と民主主義及び地方自治の本旨、さらに行革

大綱の観点から問題だと考えるにお答えいたし

ます。 

 新庁舎建設事業については、これまでご説明

しているとおり、専門的、総合的判断が求めら

れる大変重要性が高い事業でございます。 

 こういったことから、平成29年５月２日に行

った全員協議会で庁内検討報告書をご説明させ

ていただきましたが、説明の中で、基本構想や

基本計画の策定主体は垂水市であり、策定に当

たっては、市民の意見を十分に踏まえたものと

するため、市民代表等で組織する外部検討委員

会の設置やパブリックコメントの実施、その他

必要な取り組みを行うこと、さらに、同年９月

22日の全員協議会では、外部検討委員会の設置

と基本構想及び基本計画の策定についてご説明

を行いました。 

 市としては、基本構想や基本計画に関する事

項は、市民目線で専門的、総合的視点から外部

検討委員会を活用していくこととし、庁舎建設

における市民の皆様の参加については、設計段

階においてワークショップを開催し、庁舎機能

や設備等に関する要望を設計に反映させるため

の場を設け、市民の皆様の参加促進に努めてき

たと考えております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  子どもの貧困対策計

画の策定についてお答えいたします。 

 子どもの貧困対策計画の策定については、子

ども貧困対策の推進に関する法律の改正法は、

今年６月に交付され、子どもの貧困対策に係る

支援体制の整備や重点施策が示されたところで

あり、また、法第９条第２項及び第３項におい

ては、市町村は貧困対策についての計画を策定

し公表することが、新たに努力義務として追加

されたところでございます。 

 現状においては、国や県から通知等はないと

ころでございますが、先の11月29日に子どもの

貧困対策に関する大綱が閣議決定され、計画を

策定する市町村への支援策等が示されましたの

で、今後、策定に関連した通知や要請等がある

ものと考えております。 

 子どもの貧困問題の対策については、全ての

子どもたちが現在から将来にわたって、その生

まれ育った環境に左右されることなく、心身と

もに健やかに育成され、教育機会の均等の保証

など、子ども一人一人が夢や希望を持つことが

できるよう、各種施策の充実を図っていく必要

があると認識しております。 

 また、計画の策定においては、実効性のある

ものとするために、地域における実情の把握や

住民の意見の反映などが必要であるため、策定

には時間を要するものと思われます。 

 今後につきましては、国からの計画策定に係

る通知や要請等の内容を精査し、加えて、県内

自治体の状況を注視しながら、計画策定に向け

た検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  本年度の就学援

助率につきましてお答えいたします。 

 本年度の就学援助率につきましては、小学校

が18.5％、中学校が24.5％となっており、小・

中学校全体では20.4％で、過去５年間は20％前

後で推移しております。 

 続きまして、他自治体との比較を含めて、ど

の点の改善が必要と考えているか、入学準備金

の生活保護費の基準年齢はにつきましてお答え

いたします。 

 子どもの貧困は、その成長の可能性を阻むだ

けでなく、次世代に貧困が引き継がれる危険性

のある重要な問題であり、教育委員会といたし

ましては、必要な環境整備と教育の機会均等を

図っていくことが大切であると考えております。 
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 このような考え方に基づき、実施しておりま

す就学援助費補助金の学用品費や体育実技用具

費、修学旅行費等の援助費の単価につきまして

は、国が示している単価と同額といたしており

ます。 

 また、令和２年度の入学生から、新入学児童

生徒学用品費をそれぞれ１万円ずつ引き上げる

予定といたしております。 

 一方、部活動費や生徒会費、卒業アルバム代

等の支援につきましては、現在、19市の中で出

水市においてのみ実施されており、今後、実施

のあり方について研究してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、議員お尋ねの新入学準備金の基準年齢

につきましてお答えいたします。 

 新入学児童生徒学用品費の認定に当たりまし

ては、前々年の所得額をもとに、世帯全員の１

月１日現在の年齢で判定を行っており、６歳児

として算定するケースと、５歳児として算定す

るケースがございます。６歳児と５歳児では基

準額に差が出てまいりますが、世帯全員の年齢

をもとに算定を行うため、５歳児ということだ

けで不利益が生じるとは一概には言えないとこ

ろでございます。 

 新入学学用品費の支給を始めて２年が経過い

たします。この間、５歳児として算定し不認定

となったケースが４件ございましたが、いずれ

も５歳児としての算定によるものではなく、保

護者の所得額により不認定となったものでござ

います。 

 また、現在の基準で認定されない子どもさん

につきましては、平成25年までの基準も加味し

て判定しておりますことから、不利益は生じな

いものと考えております。 

 続きまして、今日の生活実態から考えて生活

保護基準の見直しの必要性があるのではないか

につきましてお答えいたします。 

 議員ご存じのとおり、就学援助制度につきま

しては、平成17年度以降は国の補助事業から市

単独の事業となり、その実施主体であります市

町村において、認定基準・支給基準を定めるこ

ととなっております。 

 本市におきましては、垂水市就学援助事務実

施要綱及び同取扱規程に基づき、児童扶養手当

の受給者や市民税非課税世帯など全部で８項目

の認定基準を設けております。 

 この８項目の一つであります認定基準所得額

につきましては、生活保護基準に基づき算出さ

れる額に乗じる倍率を位置づけております。本

市におきましては、平成29年度に就学援助認定

に係る認定基準額の倍率を1.1倍から1.2倍に引

き上げております。他市の状況につきましては、

18市のうち９市にはこの基準がなく、残りの９

市につきましては、倍率を1.1倍から1.35倍と

しており、1.2倍に設定している市が最も多い

状況となっております。 

 こうしたことから、認定基準額の倍率の見直

しにつきましては、他市町村の動向も注視しな

がら研究してまいりたいと考えております。 

 続きまして、修学旅行費や給食費の徴収等な

ど、保護者の生活に影響を与えるような問題は

ないか、早目に支給できないかにつきましてお

答えいたします。 

 各小中学校の修学旅行は５月または６月に実

施されており、その前に旅行代金を徴収してお

ります。就学援助の認定に当たりましては、前

年の所得額が確定するのが６月であり、その後

認定をいたしますことから、年度の最初の支給

は７月としておりまして、早い段階での支給は

難しいものと考えております。給食費につきま

しては、前学期末の就学援助費の支給日にまと

めて納めていただいているケースもございます。

修学旅行費用につきましては、保護者の申し出

により、７月の就学援助費支給日まで待って納

入していただいているケースもございます。 

 こうした対応も可能でありますことを該当の
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保護者に周知し、保護者の生活に影響を与える

ことがないように努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  学童保育所、放課後

児童クラブにおける職員の待遇改善の必要性に

ついてお答えいたします。 

 児童クラブの職員、支援員については、昨日

前田議員から質問があり、簡潔に答弁させてい

ただいたところでございますが、持留議員の質

問の項目に沿ってお答えいたしたいと思います。 

 現在、本市の児童クラブは、４カ所、５単位

を設置しており、全て委託により運営を行って

いるところでございます。また、支援員の配置

については、子どもの安心安全を確保するとい

う観点から、条例で定める基準以上の人員配置

をお願いしており、その基準は遵守されている

ところでございます。 

 そのような状況において、安定した人材確保

になっているかについての質問でございますが、

本市の支援員については、短期間で離職される

ことはほとんどなく、長期間勤めていただいて

いることが多いことから、安定した人材確保が

なされていると考えており、子どもたちや保護

者との信頼関係も築けているものと思っており

ます。 

 次に、必要な対策をどのようにとってきたか

についての質問でございますが、支援員の雇用

や処遇面については、それぞれの委託先で定め

ることとしております。その中において、垂水

児童クラブと水之上児童クラブ及び協和児童ク

ラブの支援員については、これまで本市の臨時

職員の時間給を参考に設定してきた経緯があり、

支援員の安定した雇用を維持できるよう、本市

の臨時職員の時間給の改定に合わせて、支援員

の時間給の増額も行ってきたところでございま

す。 

 次に、課題についての質問でございますが、

平日の勤務については、午後２時から６時まで

と短時間であることから、新たな支援員の雇用

が必要な場合において、人材確保が困難となる

場合も予想されることが課題になると考えます。

その対策としましては、これまで委託先と定期

的な協議を行い、情報を共有することで人材の

適正な確保に努めてきたところでございます。 

 次に、処遇改善の必要性と取り組みについて

の質問でございますが、現在、本市における支

援員の処遇改善につきましては、時間給単価の

賃金改善に加え、支援員の勤続年数や研修実績

等に応じて賃金改善を図る、放課後児童支援員

キャリアアップ処遇改善事業を導入していると

ころでございます。具体的に申し上げますと、

認定資格研修を受けた支援員については、月額

１万円を、勤続年数が５年以上で専門性の高い

研修を受講した支援員については、月額２万円

を、事業所等の責任的な立場にあり、かつ勤務

年数10年以上の支援員については、月額３万円

を手当てとして加算するものでございます。 

 この処遇改善策については、支援員の資質向

上はもとより、支援員の人材確保をはじめ、習

得した知識や技術を長く生かし、他の支援員へ

の引き継ぎや指導を行える体制を構築していく

ための有効なものであると考えております。 

 今後も引き続き処遇改善の適用に積極的に努

め、安定した人材確保等により、児童クラブの

適正な運営並びに子どもたちの安全確保に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  国保の事業運営につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご承知のとおり、本市におきましては、

平成24年度から７年連続で一般会計からの法定

外繰入を実施しており、本来その財源を国・県

からの交付金と市の法定負担金及び被保険者の

方々の国保税で賄うという独立採算性の原則を

超え、市独自の支援措置を行っているところで
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ございます。 

 平成30年４月、新たな国保制度へ移行するに

当たり、鹿児島県は鹿児島県国民健康保険運営

方針を策定しております。この運営方針は、県

と県内の市町村が一体になって、国保の安定的

な財政運営と効率的な事業運営に努めるため、

県内統一的な方針として策定されたものでござ

います。 

 この運営方針の中には赤字解消削減の目標年

次とその取り組みが規定されており、平成30年

度の決算で解消すべき赤字が発生した市町村で、

令和２年度に赤字削減が見込まれない市町村は、

令和元年度中におおむね５年度以内の財政健全

化計画を策定し、法定外繰入の解消に努めるこ

とになっております。 

 本市では、平成30年度決算において、3,600

万円の決算補てん目的の法定外繰入を行ってお

りますので、運営方針に基づいて、現在、財政

健全化計画を策定しているところでございます。 

 なお、この財政健全化計画は国の交付金であ

る保険者努力支援制度の評価項目となっており、

計画を策定していない場合や、策定していても、

削減目標、削減予定額などを定めていない保険

者に対してはマイナス点が算定され、特別交付

金が減額されることとなります。 

 新たな国保制度におきましては、鹿児島県が

財政運営の指導的立場になり、市町村は県が策

定した運営方針に沿った事業運営を行わなけれ

ばなりませんので、法定外繰入を解消するため

に、医療費適正化対策の充実や保険税収納率向

上等による特別交付金の確保などの財源確保に

努めてまいりますが、来年度の赤字解消のため

の法定外繰入の取り扱いにつきましては、国保

事業運営の諮問機関でございます垂水市国保運

営協議会の意見を参考にした上で検討してまい

ります。 

 また、生活困窮者への自治体独自の軽減につ

きましては、現在、減免基準等の県内統一が検

討されているところですが、いまだ結論の段階

ではありませんので、当面は、垂水市国民健康

保険税の減免に関する規則に基づいて実施して

まいります。 

 以上でございます。 

○税務課長（港 裕幸）  国保税の滞納状況と

基準の的確な運用はされているのかについてお

答えいたします。 

 最初に、国保税の滞納状況についてでござい

ますが、平成30年度決算において、342世帯、

金額につきましては、4,632万3,849円でござい

ます。 

 また、令和元年９月末現在の執行停止の状況

につきましては、10世帯総額796万4,996円が対

象となっております。 

 次に、基準の的確な運用についてでございま

すが、この基準につきましては、都道府県ブロ

ック会議資料の国保税、国保保険税の徴収業務

の流れの中に留意事項に給与等の差し押さえ禁

止の基準、滞納処分の停止における生活困窮の

基準について記載されております。 

 当市におきましては、給与及び年金収入の方

で滞納のある方につきましては、事業主及び日

本年金機構に対して照会を行っております。差

し押さえは、国税徴収法第76条及び第77条に基

づいて行いますが、第76条においては、給料や

賃金等の差し押さえができない金額の計算方法

が示されており、第77条においては年金を給与

等とみなして、同一の計算方法を適用すること

になっております。 

 本市におきましては、この国税徴収法第76条

及び第77条に基づき、的確な運用をしておりま

す。 

 具体的に申し上げますと、督促状を発送した

後、連絡のない方につきましては差し押さえに

移行いたしますが、相談に来られ、分納等を約

束された方に対しては差し押さえを行うことは

ありません。ただし、相談後に連絡が途絶え、
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約束が履行されない場合は生活を著しく急迫さ

せない範囲で差し押さえを行っているところで

ございます。 

 なお、収入がなく、さらに今後の収入も見込

めないなどの相談におきましては、相談内容を

精査した上で、法テラスの紹介や福祉課への案

内など、市民の方が安心して相談できるような

体制も整えているところでございます。 

 また、市税の猶予制度につきましては、全世

帯に配布しております納税のしおりへ記載され

ており、さらに窓口にも掲示し市民の皆様への

周知を図りながら相談しやすい環境を整えてお

ります。さらに、記載方法につきましても、職

員が丁寧な対応を心がけているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  自治体にと

って観光振興の意義をどのように考えるかにつ

いてお答えいたします。 

 観光振興の意義につきましては、平成28年３

月に国が定めております、明日の日本を支える

観光ビジョンに示してありますとおり、本市も

観光振興を経済政策の柱の一つに掲げ、交流人

口の拡大による新たなサービスの創造やイノ

ベーションが起こり、地域の産業、経済の足腰

が強化されるといった好循環が創出されること

を目指しております。 

 そのために、本市の豊富で多様な観光資源に

つきまして、誇りを持って磨き上げ、その価値

を訪れていただく日本人並びに外国人にわかり

やすく伝える必要があると考えます。 

 このようなことから、観光の力で地域の雇用

を生み出し、人を育て、国際競争力のある生産

性の高い観光産業へと変革していくことが観光

振興の意義と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、予算の要望と見直し、体制の充

実が求められた見解、予算の特徴とほか自治体

との違いについてお答えいたします。 

 予算につきましては、今年度観光協会への補

助金は180万4,000円で、例年に比べますと、関

西かごしまファンデーの開催が昨年度、使用す

る会場の関係で４月と３月の２回実施されたこ

とにより、本年度は未開催であり、開催に伴う

経費約120万円が減額となっているところでご

ざいます。 

 なお、本年度補助金の主なものは、運営補助

金41万8,000円、観光地周遊対策事業費50万円、

千本イチョウ祭り事業費15万円、垂水土人形展

事業費10万円、インバウンド推進事業費30万円

でございます。 

 本年度は新規事業といたしまして、インバウ

ンド推進事業費を増額し、今後３年から５年に

かけて、インバウンド対策へ向けて取り組みを

推進することとしております。また、平成29年

度よりスタートしました観光地周遊対策事業に

つきましては、今年度で３年目を迎える取り組

みであり、財貨が流入する仕組みを確立できる

ように努めているところでございます。 

 このように観光協会が主体となって、目的が

明確で、計画性のある取り組みに対しまして、

市としましても予算化に努め、観光振興による

地域の活性化を推進してまいりたいと考えてお

ります。なお、本市の観光協会は、市職員が事

務局を兼務していることから人件費が抑制され

ており、ほか自治体と比較しますと、市補助金

額が少額ではございますが、特に問題なく運営

できているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、観光が地域にもたらす経済効果

と観光政策への予算についてお答えいたします。

本市は経済対策の柱に観光振興を掲げ、様々な

事業を展開し、交流人口対策を推進していると

ころでございます。平成30年度の交流人口は約

140万人でございましたが、本年度は９月末現

在で昨年の数字を上回る状況となっております。
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また、昨年度は宿泊者数も５万9,245人と、前

年から約３万人増加するなど、スポーツ合宿や

教育旅行を中心としました様々な取り組みの成

果があらわれてきているようでございます。 

 今後もスポーツ合宿、教育旅行を軸に、ほか

のツーリズムとの連携、体験型観光の充実を推

進してまいりたいと考えております。そのため

には、市、観光協会が一体となり、継続的かつ

戦略的に事業展開することが重要であり、人材

育成、事務局体制の整備等、課題解決に向けて

取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 戦略につきましては、おおすみ観光未来会議

が中心となり、過去３年間の観光マーケティン

グの結果をもとに、大隅エリア観光戦略概要書

2019～2021を、大隅４市５町で策定しておりま

す。エリアブランド戦略、ターゲット戦略を明

確にした上で、旅行消費額、延べ宿泊数、来訪

者満足度、リピーター率のＫＰＩを設定し、観

光効果を高める取り組みを推進しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどの庁舎に関して、

条例案には拘束力はなく、住民投票は地域の重

要な政策について住民の意思を確かめるため実

施されようとしていると、住民投票によって是

非を問う事業については、広く市民の意思を確

認する手段の一つと考えていると議会で回答さ

れていると。この観点からも成立要件を記する

ことは必要ないと考えるというご質問に対して、

お答えを申し上げます。 

 住民投票の成立要件についての考えは、意見

書のとおりでございます。今回提出された住民

投票条例案は、第15条において、市長及び議会

は市民の意思が表明された開票結果を尊重しな

ければならないとされているため、議員ご指摘

の、広く市民の意思を確認する手段の一つを超

える内容となっていると判断しているところで

ございます。 

 したがいまして、意見書でも申し上げたとお

り、間接民主主義を補完する制度であるならば、

一定の基準はあるべきではないかという趣旨で

ございます。 

○持留良一議員  再質問をさせていただきたい

というふうに思います。順序よくいきたいとい

うふうに思います。 

 まず最初は、意見書について公平性、透明性

という外部検討委員会の役割と責任が果たされ

たのかという、１問１答でやっていきたいと思

います。皆さんのお手元に、議長の許可をいた

だきまして、このような資料をお配りしていま

す。これは与論町の策定する段階で出てきた資

料です。これはどういうことかというと、いわ

ゆる危険を避けるということで、当初、海側に

つくる予定でしたんですけども、東南海地震の

関係があって大変だということで、他の候補地

を選ぶということでつくる中で見えてきたのが

この推定活断層という問題であります。 

 これは検討委員会が行った住民説明会の資料

です。この中に、そのこともうたわれています。

それをどこで調べたのかということで、国の東

大の大学出版が行っている活断層詳細デジタル

マップ新編、新しいやつですけども、こういう

形でここで担当者と話をしたら、約３万ぐらい

ソフトがかかったということで出したら、こう

いう形で活断層が、推定活断層です。これはあ

くまで推定活断層ですので、影響というのはそ

うないんですけども。しかし、やはり直下型を

どう避けるかということで、ここの真ん中のと

ころに書いてありますね。黒い点が書いてあり

ます。ここに庁舎を建設すると。これを見て、

一目瞭然ですけども活断層を避けるという形で。

これはもう最低限度の取り組みだろうというふ

うに思います。 

 要は、大事なのは、きのうも言いましたけれ

ども、そういう立場、もしくは専門的な見地で
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きちんと説明をされる。そこに検討委員会の方

も含めて、市民もそうですけれども、安心安全

の問題というのは提起されていくんじゃないか。

なぜここまでできなかったのか。一方では、こ

ういう町がやっていると。じゃあうちはなぜそ

れができなかったのかというのがあります。 

 県庁舎を調べてみました。資料ですね。ここ

では活断層は一切書いてありません。それはこ

こにあるとおり、県庁、ここが今、湾岸活断層

ですね、ここの関係において、直下型ではない

ですので、真下にはきていませんので、そうい

う形でやると。その中でもう１本、気になるの

が、この縦線です。いわゆる、これは垂水に向

かっている活断層の中でもレベルの低いやつで

すけども、このことをきっと鹿大の先生は前、

私たちにも説明されたというふうに。もっと詳

しい資料はそのときあったんですけども、そう

いうことではないかなというふうに思います。 

 だから、こういう形で、こういう小さなとこ

ろでもそういう細かな、本当に住民の皆様が納

得できる形で資料、調査、専門的見地からやっ

ているということなんです。こういうことにつ

いて、改めて考え方をお聞かせいただきたいん

ですけど、そういうことが必要だったのかどう

なのか。じゃあそういうものはもう必要なかっ

た、二者選択でどうなんでしょうか。 

○企画政策課長（二川隆志）  活断層のことで

すけれども、こちらにつきましてはもちろん、

今先ほど垂水市津波避難計画、こちらのほうで

も検証されておりますし、また、我々としまし

て今回、地質調査の中では産業技術総合研究所

の活断層データベースを元に、こちらの検証に

ついて地震波、地震波関係の測定、そして検証、

これについてこの活断層について確認し、検証

させていただいたところでございます。もちろ

ん、垂水市内に存在します活断層、データベー

スに載っております。垂水市、鹿児島湾、東縁

起震断層、こちらのほうを確認した上で診断を

行っております。 

○持留良一議員  私たちにはそういう説明もな

いし、またこの資料にも添付もされてない。と

ころがさっき言った与論町はちゃんと資料も添

付されている。徹底した調査をやっているんで

す。それと喜入地震という、皆さん、何年か前

あったと思う。このときも調査して、震源の位

置から鹿児島湾西縁活断層が動いた可能性があ

るということで、この中でももしかしたら喜入

の下にもあるのではないかという、そういう

データもこのときに出してらっしゃるんです。

この調査で、喜入近くには活断層ではないとさ

れていましたが、実は活断層があるのではない

かという、こういう形も出てきているわけです。 

 だから、私たちが最もこの安全の問題で、

様々な角度から、様々な専門的な見地からこの

問題をやって、それで結論もしくは説明責任を

果たしているんなら、僕らも納得するんですけ

ども、そうでない経過、結果がある中で、果た

してそれを説明責任があったと言えるのかって

いうのがあると思うんです。私は今回、この問

題でずっときているんで、一つは検証していこ

うということと、そのことで総括をして、やっ

ぱり今の現状、今後の問題を含めて問題提起を

させていただいているわけなんで、ぜひそのあ

たりっていうのは、これだけの、やろうと思え

ば、私自身が一議員でもできる中身なんです。 

 もっと専門的な見地、例えば外部検討委員会

のほかに地質専門学もちゃんと入れて、それだ

けの予備的なものがあるんだったら、ちゃんと

そういうこともやって初めて安心ですよ、適地

ですよということを言えると思うんです。だか

らこの三角というのは、非常に疑問なわけです。

だからそこのところを含めて説明責任がちゃん

と果たされないと、この問題というのはやはり

私は将来に禍根を残すことになってしまうんじ

ゃないかと。というのはなぜかというと、50年、

100年のそういう大きな重要な事業であると。
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であるならば、様々な角度からそういう問題を

追及していく。それで結果を出していく。市民

に説明していくっていうのは大事だろうと思う

んです。 

 市長、どうでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的には、安全上に関

してはしっかり対応するというのはもうそのと

おりだと思います。どこまでやるかっていうの

は、基本的には同じ考えでありますけれども、

今お話があった与論町というのは、我々の状況

と環境も違いますので、よく地震の中で一つの

基準として南海トラフ地震ということで、外海

であれば10メートル前後の津波にということも

あると思いますけれども、その段階においての

県のデータとしては、そのレベルの地震が来て

も、50メートル未満津波想定区域外ということ

でありますし、直下型地震あるいは今申し上げ

たような状況も踏まえて、いろんな可能性を考

えて、我々としては提示をしているということ

でありますので、科学的な根拠に従って、今そ

ういう形で進めているということでございます。 

○持留良一議員  これは議論の平行線だろうと

思うんですけども、大事なのはそういう点で、

やっているところがあるんだということで、先

ほど言いましたとおり、活断層の確認、活断層

は直下型地震を引き起こすとされていると。だ

から、旧町立診療所からは断層帯から少し離れ

てつくるということも書かれている。住民の皆

さん、ある意味ではこれを見て納得されるんで

す。おまけに参考文献として200万分の１解像

図、これをちゃんと出されているわけですよね。

ここではじめて完結するんじゃないかなという

ふうに思います。これも指摘をしておきたいと

思います。 

 次に、市内団体枠の選出結果と市民目線の問

題ですけども、ここに検討委員会の委員の名簿

があります。先ほど言いましたとおり、結果と

してそれぞれの団体から選んでくれというよう

な、この前説明があって、結果として会長なり、

副会長しか出されてないんです。そうすると、

今まで基本的にそう変わらない。しかし、代表

のそういう任務を担って、みんなの声を集めて

いるんだと言いました。しかし、私たちの地域

では一度も聞いたことはありません、この団体

から。どうですか、ああですか。意見をくださ

いという、一度も聞いたことありません。 

 そうなってくると、じゃあ一体何なんだと、

この構成のメンバーは。確かに、中身としては

そういうふうな形でされていますけども、しか

し実態としてはそうじゃないじゃないかと。じ

ゃあ何が市民目線なんだということなんです。

私たちが市民目線というのは、市民の皆さんの

声を吸い上げていく。そこで私は代表じゃなく

て、こういう形で皆さんの声を聞いてきたと、

これはこうですと言って、初めてそこで市民目

線が成立するのではないですか。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでもお話をしてい

るとおりでありますけれども、庁舎問題に関し

て、民意という意味では二元代表制というのが

基本だと思います。その中でどういう仕組みで

やっていくかっていうのは、これまでもお話し

ているとおり、まずは内部でそういう話をして、

専門の外部検討委員会、その中にこの民間の代

表の皆様、商工会の意見も必要でしょうし、子

育ての代表の方々の意見も必要ですから。そう

なりますと、商工会は商工会に案内を出して、

代表とかを出していただく。その後の伝達の部

分で、十分でないとか、いろんなものがあるか

も知れませんけれども、それを補完する仕組み

としては、住民説明会でありますとか、もしく

は車座座談会とか広報誌とか、我々でできる最

大限の広報はさせて、いろんなお知らせ等も含

めて、民意を吸い上げるっていう形をとってい

るわけでありますから、どこまでやるかってい

うのは、もうできる限りの努力はするというの

は当然のことであります。 
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 けれども、だからこうなんだっていう、ある

意味、きのうもお話しましたけど、１万5,000

市民がいるとするならば、一人一人にお話をし

てやらなきゃいけないっていうレベル。じゃあ、

でももっとっていう話はもっともっとあるわけ

でありますから、我々は民意を問うという形の

基本の中で、二元代表制、それに加えて、今お

話をしたようないろんな形で、できる限り努力

をしながら、しっかりと意見を吸い上げるとい

うことをやっていますので、そういうことだと

ご理解いただきたいと思います。 

○持留良一議員  確かに枠とか進め方はそうで

あろうと思います。僕らは、もっともいうのは

実態なんです。実態、本当にそういう役割を、

説明責任を果たされたのか、その意見をもって、

外部検討委員会の意見をもってそれぞれ地域で、

職場で、団体でされたのか、どうなのか。結局

それが返ってきて初めて、今、市長が言われる

ようなことに成立していくと思うんです。 

 だから、ここのところは、やっぱりそういう

問題があったということを、指摘をしておきた

いと思います。市民目線なのかどうなのかとい

うことではなくて、そこに問題があったんだと

いうことを指摘をして、これはおきたいと思い

ます。 

 結局は、平行線になりますので、そこは捉え

方が違うということですけども、しかし、やは

りそこは市民目線と言われてるんだったら、そ

のことは、指摘をしないと、問題の解決、方向

性は出てこないんだろうなと思います。 

 それと次は、住民自治の問題です。 

 皆さんもご存じのとおり、12月６日、新聞で

今、鹿児島総合体育館の問題で、特集を組んで

ますけど、最初の日、場所選びから市民参加と

いうこと、今、県が進めて、どうしても上から

目線の形で進めてると、批判が出てきて、これ

で南日本新聞が特集を組んでるですけど、ここ

でも、場所選びは、市民参加からというふうに

言っています。 

 担当課長は、どういうことを言っているかと

いいますと、多額を投じ、親しまれる施設をつ

くるため、市民の声を聞くのは、当然の流れだ

と、当然の流れなんですよということです。 

 まさに、これが住民自治、地方自治の本旨を

再現してる中身だと思うんです。私もそれで、

今建設中の自治体を調べてみました。 

 いわゆる、同じ敷地内につくる以外は、ほと

んどがアンケートをとっています。徳之島、和

泊、姶良市、伊佐市、いろいろとってみたんで

すけども、ほとんどが、ちゃんと基本構想段階

からアンケートをとっているんです。 

 これは、もう偽らず事実です、そして、こう

いう実態もあると、そのことを求めていると、

いろんな形で、この住民自治、発展してきてる

わけです。 

 そこの根本は、何かといったら、住民の皆さ

んです。住民の皆さんがどんな形で参加、そこ

に協力していくのかと、その主人公は市民です

よということを、まさにこのことは実践をして

いると、各自治体が。 

 このことは、ぜひ私たちは学ぶべきであり、

今後の方向性としても、そのことをしなきゃな

らないというふうに思います。これも指摘だけ

にしときたいと思います。 

 こういう実態はちゃんとあるんだということ

を、指摘をしておきたいというふうに思います。 

 次に、成立要件の問題を言われました。きの

うは議論もさせていただいたところなんですけ

ども、一方では、調査をする中で全てが、基準

を設けているわけじゃないです。やはりその中

では、規定を設けてない、そういう住民投票の

ところもありました。 

 そういうことを考えると、改めてこの問題で

問われている中身とは、何なのかということだ

と思うんです。 

 市長は、民意が、それだけで反映されるのか
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ということがありましたけども、しかしやっぱ

り実態としては、この問題では少数意見であろ

うと、投票開始してということをうたっている

自治体も多いわけですけども、やはりそこのと

ころに、基本的な、私はこの住民投票の立場が

あるんだということを訴えてきました。 

 これはもう時間等もありませんので、また今

後、今後というよりも委員会の方で議論を深め

ていきたいというふうに思います。 

 それから貧困対策推進法の問題で、これ以前

議論もしまして、以前の担当課長のところにつ

くるということも、いや、取り組みや実態調査

もやるということもされてましたので、ぜひ、

先ほど課長が言われた視点で、この問題は取り

組んでいただきたいというふうに思います。 

 次の就学援助の問題ですけども、基準の問題

です。就学援助基準の問題ですけども、この文

科省の担当者は、前倒しの支給の基準年齢を５

歳に設定することは想定してないと、生活保護

基準を計算するなら、本来６歳でしょうという

ことにされているんですが、この問いかけに対

して、どうでしょうか。 

○学校教育課長（明石浩久）  先ほど申し上げ

ましたように、１月１日現在の申告の日により

まして、判断をしているところで、その段階の

世帯全員の年齢で算定をしているところでござ

います。 

 今後また、そのあり方につきましても、検討

を重ねてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○持留良一議員  文科省もこういう指摘をして

いますし、問題はその年齢によって対象が外れ

てしまうという、５歳児と６歳の関係ではです

ね。５歳で軽減したために、その就学援助制度

から外れるという可能性もありますので、これ

はぜひ調査をしていただいてですね、文科省の

基準は、方向性はこうだということを、踏まえ

ていただいて、対応をしていただきたいという

ふうに思います。 

 もう時間がありませんので、あと1分間とい

うことで、改めて、新庁舎問題について指摘を

して、私の質問を終わりたいというふうに思い

ますが、きのうの質疑でも回答されなかった点

もありました。少数意見だけが反映されるのじ

ゃないかと、しかし実際とやっているところと

の矛盾があるじゃないかと、実際１万数百人の

意見をとったのかと、そうじゃない車座座談会

も含めて、そんな圧倒的多数が参加している問

題じゃないと、混乱という問いに対しても、回

答がありませんでした。 

 だからこそ、やはり私は、この問われている

問題というのは、あくまでも間接民主主義を尊

重しながら、基本は、住民の意思をどう確認し

ていくのかという、基本的な住民自治のあり方

が問われているんだということを、指摘をして、

私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩します。 

 次は、午後２時10分から再開をいたします。 

     午後１時58分休憩 

 

     午後２時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、10番、北方貞明議員の質問を許可しま

す。北方議員。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入らせ

ていただきます。 

 たるみず乗合タクシーについて。 

 乗合タクシーは、公共交通の運行がなされて

ない、特に山間部の車が運転できない方々が、

市役所や病院、買い物をするため、市内中央に

低料金で行きやすいために始まった制度であり

ます。 

 特に、お年寄りには大変喜ばれていることを

理解しております。 
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 野久妻発の野久妻・市木、市木線、大野発の

大野・田上、大野線、内ノ野発の内ノ野・上ノ

宮、内ノ野線、小谷発の小谷・今川原、小谷線、

この４路線で運行されています。 

 第１便が、大野発が７時50分で、あとの３路

線は８時台となっています。 

 病院に診察に行かれる方は、この朝の第１便

で行かれるのは、大半だそうであります。病院

での診察後、買い物を済ませ帰られると聞いて

おります。 

 しかし、病院での診察の待ち時間が長ければ、

帰りのタクシーに間に合わない、と話を聞きま

した。 

 利用者に利用しやすいダイヤ改正、増便はで

きないか、お聞かせください。 

 道の駅について。 

 我が垂水市は、道の駅を、道の駅たるみず牛

根、道の駅たるみずはまびらと、全国的にも珍

しい２カ所の道の駅があります。 

 ことしは、道の駅たるみずはまびらがオープ

ンし、１年が過ぎ、先ほどの池田議員の回答の

中で、はまびらが約75万人の交流人口があった

と聞きました。また、民間施設もオープンし、

大変なにぎわいであります。 

 道の駅たるみず牛根、道の駅たるみずはまび

らから、そして森の駅たるみず、この３カ所の

交流人口が、ますます増えることを期待してい

るところです。 

 そこでお伺いいたします。 

 今年10月までの道の駅たるみず牛根、道の駅

たるみずはまびら、森の駅たるみずの３カ所の

施設の来客数は幾らであったか、まずお尋ねい

たします。 

 土地開発基金について。 

 今12月定例会に、垂水市土地開発基金の条例

を廃止すると条例案が上程されました。廃止の

理由と目的をまずお伺いいたします。 

 また、垂水市土地開発基金と垂水市土地開発

公社の違いをお尋ねいたします。併せて教えて

ください。 

 新庁舎について。 

 私は、新庁舎問題については、現庁舎が建設

から築60年経過し、現在の耐震制度には達して

いないということは理解しております。そして、

建て替える時期に来ていると思っております。 

 市長は今、建設予定地を旧フェリー跡地であ

り、安心安全、住みよいまちづくりを第一に掲

げておられます。建物は、防波堤からわずか28

メートルしか離れていません。建設計画で、安

全面においても、大変大きなリスクがあると考

えています。 

 私は、これは大変疑問視したところです。ま

た、財政面においても、これから将来、人口減

が予想される中、10年先、20年先の現在の垂水

市民のサービスが、最低でも維持できるか心配

であります。 

 そこで質問いたします。仮に、新庁舎建設費

が総事業費37億円と仮定した場合、基金、現在

の貯金が14億円あります。残り23億円は借金で

す。市の説明では、令和２年度中に実施設計に

着手し、建設すれば、借金の23億円のうち８億

円が、交付税措置されると説明されているが、

その根拠は何かお伺いいたします。 

 住民投票意見書について。 

 市長は意見書の中で、車座座談会等について、

11月21日現在で、職員向けなど合計39回開催し

797名の市民が参加したと述べておられます。 

 新庁舎建設に関する不安や疑問点など解消に

効果があったと、庁舎建設推進に数多くの意見

が寄せられたと説明されました。今回、市民団

体から出された庁舎建設に関する住民投票条例

案の法で定められた50分の１の257名の３倍以

上が、署名されております。１週間足らずで、

多くの市民の方々が住民投票をするべきと、市

長に訴えています。 

 市長は、一方では、市民目線、透明性を述べ
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られております。このように法で定めた３倍以

上の署名がされ、市民に対し住民投票は必要で

ないと言っておられますが、なぜ必要でないの

か、もう一度お聞かせください。 

○企画政策課長（二川隆志）  たるみず乗合タ

クシーについて、増便はできないのかについて

の質問にお答えいたします。 

 現在、本市の事前予約型乗合タクシーの運行

制度は、路線バスの運行がない市木・大野・水

之上地区におきまして、４路線を市内の３事業

者で運行していただいております。 

 乗合タクシーの運行便数等に関する事項につ

きましては、県や交通事業者等で組織されてい

ます垂水市地域公共交通活性化協議会において

策定する生活交通ネットワーク計画に定められ

ている事項でございます。 

 協議会事務局としましては、これまでいただ

いた様々なご意見とともに、今年度11月に実施

いたしました乗合タクシーの運行区域世帯を対

象としたアンケートのご意見や要望等を取りま

とめの上、来年早々に開催予定の協議会でご検

討いただくこととしております。 

 当該事業は国庫補助金を活用しており、計画

に対する運行割合が３割を下回ると補助対象外

となるなど厳しい条件がございますことから、

慎重に判断していただきながらも、利用者の

方々の利便性の向上につながるよう、協議会に

働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

 続きまして、道の駅たるみずはまびらの来客

数についてお答えいたします。 

 昨年11月23日の開駅から本年10月末までの来

館者数としましては、70万455人となっており

ます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  道の駅たる

みずと森の駅たるみずの10月までの来客数につ

きましてお答えいたします。 

 道の駅たるみずの来客数は50万7,774人、森

の駅たるみずの来客数は９万180人でございま

す。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  土地開発基金の廃止

理由と土地開発公社との違いにつきましてお答

えいたします。 

 まず、土地開発基金の廃止理由につきまして

は、バブル崩壊後、土地価格が下落している状

況では土地を先行取得する必要性が薄れ、基金

としての目的を失いつつあり、本市においても

平成19年度以降は土地取得が行われていないこ

とから、既に基金の設置目的は達成したと判断

し同基金を廃止するものでございます。 

 このことにつきましては、平成29年第２回市

議会定例会で北方議員から、今の社会情勢に合

わないのではないかと、同年第３回市議会定例

会では池之上議員から、基金が持つ現金は塩漬

け状態である。今後の方向性はとの質問があり、

当時の財政課長が廃止を含めた検討を行う旨答

弁をいたしております。 

 市といたしましては、このような議会の意見

等も参考に、その後、基金のあり方について検

討した結果、先ほど申し上げました理由により、

今般、廃止条例を議案として上程いたしたもの

でございます。 

 なお、県内19市では、平成21年度以降、西之

表市、薩摩川内市、志布志市が同様の理由によ

り廃止しておりますが、廃止後問題は生じてい

ないかとの問い合わせに対し、いずれも問題は

ないとの回答を得ております。 

 また、土地開発基金と土地開発公社との違い

につきましては、11月29日の本会議での議員か

らの質疑で答弁いたしましたとおり、土地開発

基金は地方自治法第241条の規定により設置が

認められております定額運用基金で、目的は公

共用に供する土地等の先行取得でございます。

一方、土地開発公社は、公有地の拡大の推進に



－150－ 

関する法律に基づいて地方公共団体に設立が認

められた法人で、地方公共団体に代わって土地

の先行取得を行うこと等を目的とするものでご

ざいます。土地の先行取得につきましては同じ

ような機能も持ちますが、土地開発公社は、自

ら金融機関から資金を借り入れて先行した土地

の造成工事や分譲等の事業ができる点が大きく

違うところでございます。 

 以上でございます。 

 次に、交付税措置８億円の根拠につきまして

お答えいたします。 

 新庁舎建設事業につきましては、車座座談会

やその他説明会等において、事業費37億円の財

源を、市有施設整備基金14億円程度、残りの23

億円程度を地方債ということで説明をいたして

おります。 

 その中で、地方債については、後年度に借入

額の元利償還金に対して交付税措置がある旨の

説明をいたしておりますが、その根拠につきま

しては、借入を予定している地方債の交付税措

置の算定基準が借入額の元利償還金に対して

30％が算入されるとありますので、23億円を借

り入れると仮定すると、利子分を含めた元利償

還金総額、これも種々の条件が入ったものでは

ございますが、約27億円と仮定いたしますと、

その30％である約８億円が後年度に交付税措置

される見込みとして説明をいたしているところ

でございます。 

 以上でございます。（発言する者あり）後年

度です。 

○市長（尾脇雅弥）  住民投票に関連して、民

意の重みということだと思いますけれども、き

のうからお話をさせていただいておりますとお

り、二元代表制のもとで、それぞれ公約を掲げ

選挙を戦って選ばれた皆様方で、今回に限らず、

これまでも議論を深めて、慎重、丁寧に進めて

きたということでございます。それが基本にな

ります。 

 補完の仕組みとして住民投票、先ほど申され

た基準に従ってそういうことを要請をすること

ができるということでございますので、ルール

に従って、そのことを、意見書をつけて上程を

させていただいたということであります。もち

ろん、839名の署名ということは厳粛に受け止

めているところでございます。これまでも答弁

したような考え方でございます。 

○北方貞明議員  それでは、２回目の質問入る

前に、一問一答でよろしくお願いします。 

 この乗合タクシーは、私は何でこれを取り上

げたかと言いますと、せんだって中央病院の眼

科のほうに行ったんですけども、私は11時半で

したからその前の11時に行ったわけなんですが、

あるお年寄りの方が、「１番のタクシーで来た

のに、まだ診察が終わっていない」と、「11時

半のタクシーで帰らなくちゃいけない」という

ことで、そう言われたもんで、「もう、おばあ

さん、時間がないですよね。あと十何分しかな

いようですね」と言ったら、「そうなんです。

いつもこういう状態で、帰りは自分でタクシー

をまた呼んで帰らなならん」というようなこと

でしたので、そしたら、「今から買い物もまだ

せないかん」とそういうことを聞きましたもん

だから、これはどうしても増便が必要じゃない

かなと思いましてこういうような質問をしとる

わけなんですが。 

 そういうわけで、今度、改正時期と言われま

したかね。それで、改正というのは、来年度へ

向けてでしょうけれども、３月までに乗合タク

シーの会社の３社とも協議をされると思うんで

すけども、これはどうか前向きに取り組んでい

ただけたらと思っておりますが、そういうよう

ないい答えになりそうですか。ちょっとでもい

いですから、聞かせてみてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  今の時点でなか

なか期待を持たせることも申し上げにくいです

けども、やはり先ほども申し上げましたとおり、
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当該乗合タクシーにつきましては国庫補助金を

活用させていただいて運用しているというとこ

ろでございます。やはり運用基準の中にも、運

行割合が３割を下回った場合は補助対象外とな

るというところで、安易に便数を増やすという

ことの取り組みがなかなか厳しいというところ

でございますので、今の現行の運用割合、そし

てまたアンケートの調査結果等も踏まえまして、

そういったところはまた運行事業者の方々を含

めて、なるべくその補助対象になるような形で

の運用ができるかできないか、そういうところ

も検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的な考えは担当課長

が答弁をしたとおりなんですけれども、中央病

院の眼科に関しては、私も時々行きますとそう

いう声を聞きます。受診される方のお気持ちと

してはよくわかりますが、現状におきましては

なかなか眼科医というのが少なくて、鹿児島か

ら、多分女性の先生がかけて、何年も来られて、

ほとんど昼食もとらずにということのようでご

ざいます。垂水だけじゃなくて、大隅一円から

来ておられるという現状があるもんですから、

なかなか長時間待っても、そう対応しきれない

という現状もございます。 

 関連して、アクセスの問題というのはありま

すというのは当然のことでありますから、今担

当課長が答弁をしたような一方の側面もありま

すから、総合的にどういう方法があるのかとい

うのは検討させていただきたいと思います。 

○北方貞明議員  市長が述べられたように、確

かに眼科医の先生は鹿児島県でも有名な先生と

聞いております。そして、そういうことで、肝

属郡の大隅半島からも来ておられる。立派な先

生と聞いております。そういう関係で、患者さ

んも多いと思います。 

 しかしながら、現実として、そういうふうに

せっかく、我が垂水市のお年寄りの方がそうい

うことで通院されるわけです。それで、今さっ

き言ったように乗って帰れなかったと、時間的

に。だから、そういうことを聞きましたので、

ぜひ課長、頑張って、国の３割を下回ったらと

言われましたけど、何とかそこをクリアして、

改善するように努力してください。 

 この質問は、これで終わります。 

 道の駅に入りますけども、先ほども前の池田

議員のとき、はまびらの来客数は約75万人とい

うことで、目標は80万人でしたからわずかに届

かないわけなんですけど、順調な滑り出しかな

と私は思っておるところです。 

 そこで、10月までのこの１年間に、私がちょ

っと計算したら130万人でしたかね、３カ所合

わせば。と思いますけども。市長は、兼日ごろ、

200万人ぐらい交流人口があれば、２万7,000人

の経済効果があると常日ごろ言われておるわけ

なんですけど、その根拠と、それで、今回僕の

計算では130万人なんですけど、この130万人の

経済効果というのはどのような形であらわされ

るのか、表現されるのか、その辺をちょっと教

えてください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  経済効果に

つきましてお答えいたします。 

 道の駅たるみずはまびら、道の駅たるみず、

森の駅たるみずの10月末現在の合計来客数は、

議員がおっしゃいましたとおり、129万8,409人

であるところです。算出いたしますと、経済効

果は約72億円となります。 

 また、本市全体の観光統計数は、四半期ごと

に各施設や関係機関より算出し、県へ報告して

おり、第３四半期、９月末現在の交流人口数は

147万5,430人、経済効果は約94億円となってお

ります。 

 なお、経済効果の数値につきましては、鹿児

島県の観光消費額単価でございます１人１回当

たりの宿泊費３万3,692円及び日帰り者5,453円

に基づき算出したものでございます。 
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 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私のほうにも求められま

したので。 

 考え方ですけれども、よくお話をさせていた

だきますのは、合併のころの１年間の垂水市の

交流人口が42万人ということでございました。

お隣の鹿屋市が、約117万人という数字でお話

をしております。その後、鹿屋市さんは１市３

町合併をされましたので、例えば吾平山上陵と

かいろんなものを含めて、当時150万人という

ことになっております。我々は道の駅たるみず

等々もできまして140万人と。 

 その後いろんな形で先ほど申し上げた数字で

ありますけれども、現状においては、先ほど報

告があったとおりですけれども、これにプラス

して千本イチョウでありますとか、１カ月８万

人前後が訪れる。あるいはそのスポーツ合宿、

あるいは民泊とかもろもろございますので、そ

ういったものをプラスアルファ、最近でありま

すとツールド大隅とか、いろんなイベントも開

催しておりますので、その辺の数字、カウント

できるもの、カウントできないものもあります

が、計算式にのっとってしっかりとそういうこ

とでございまして、そのことで200万人を実現

することによって、いつも申し上げているよう

な数字ということと相当するという考えがある

ということでありますので、もう一息というと

ころでありますので、しっかりと頑張っていき

たいと思います。 

○北方貞明議員  この200万人に対して、初め

て僕は、皆さんも初めて聞いたんじゃなかろう

かと思って、初めて聞いたわけなんですけども、

これだけの経済効果があるって、そしたらそれ

は税収としてどのように反映してくるのか。効

果といったら何か漠然としとって、つかみどこ

ろがないわけなんですけども、実質でこれぐら

いはあったよと、市税が入るよとか、そういう

ふうなことはわからないですか。それで今、池

田議員の時の答えでも、これは経済効果によっ

て医療・介護の財源にすると言われたわけです

が、そういったそのこの数字で財源は幾らぐら

い、今、医療・介護に充てられるか。130万人

ですね、72億円、現在あるわけですよね。この

72億円が医療・介護にどれぐらい貢献できるの

か。 

○市長（尾脇雅弥）  今、お話しました経済効

果としてそれぐらいあるだろうという推計であ

ります。もうかったものを税金とかにプラスア

ルファとしていくわけでありますから、それが

具体的に幾らかということはなかなか難しいと

ころであります。 

 考え方として、そういう形で潤って、そのこ

とを医療や介護や福祉、これを充実しなきゃい

けないというのは十分わかっておりますけれど

も、財源が必要でありますので、そういう考え

方を申し上げているわけであります。 

○北方貞明議員  考え方で申し上げていると言

われましたけど、実際は、それはこの数字とい

うのは当てになるのかならないのか知らんけど

も、72億円のその税収としては、はっきりとし

た数字は出ないわけですね。出にくいというの

が、それだけをまた教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  計算式でいったら、その

売り上げから先ほど言われたみたいな税金を納

める仕組みはありますけれども、これはまた企

業としてお勤めの方もいらっしゃれば、民間で

ということになりますから、計算式を当てはめ

た経済効果としては、我々に限らずほかのとこ

ろもそういう算出の仕方をして、この数字だと

いうことになりますから、それが具体的にどれ

ぐらいの税収かというところまでは、正確性を

期しての発言はできないというふうに思います。 

○北方貞明議員  そしたらはっきりした数字は

示されないということですね、今のところ、そ

ういうふうに理解しておっていいですね。そう

いうことですよね。そういうふうに理解します。
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はっきりわからんということですね。 

 そしたら別な質問に入ります、道の駅に。 

 道の駅のはまびらの遊具施設なんですけども、

安全性について伺いますけども。今年のあるお

年寄りの方から、これも聞いたわけなんですけ

ども、お孫さんを遊具のところに遊びに連れて

行ったら、その遊具は物すごい高熱を持ってお

って、滑り台で滑られなかったと、そういうこ

とを聞いておるわけなんですけども、安全性に

ついて、今、設置者はどのように考えています

か。 

○企画政策課長（二川隆志）  道の駅たるみず

はまびらの遊具についてお答えいたします。 

 道の駅たるみずはまびらの児童広場には、高

さ10メートルの大型複合遊具や乳児用遊具を設

置しておりますが、比較的高温になりにくい素

材を選択させていただいております。 

 議員ご指摘のとおり、夏場の厳しい暑さの中

では全ての遊具の表面温度が高温となっており、

子どもは大人に比べて皮膚が薄くやけどする可

能性もございます。しかしながら全国の公園に

設置している遊具においても具体的な高温対策

の事例がなく、多くの自治体ではホームページ

を使用し、公園遊具やベンチ等によるやけどや

熱中症の注意喚起を行っているような状況でご

ざいます。 

 つきましは、来年度以降の夏場の遊具の使用

に関しましては、保護者の方へ夏場の遊具の使

用に当たっての注意喚起を図るための、看板設

置等を検討してまいりたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  あの遊具を設置した人が私の

知り合いだったもんですから、うちの城山に住

んでいる人なんですけど、あそこの工事をした

ということで、私も聞いてみたんですよ。確か

にあの設置は、今はステンレスはもう使わない

らしいんですね。それで聞いたところ、一番い

いのを使っているということは聞いております

ので、その辺は最新式のを使っているのは理解

しております。 

 ただし、そういう中でやはりそういう事故等

が起こった時はですよ、注意喚起もされると思

いますけども、もしそこで、けがでもした場合

は設置者の責任になるのか、それとも保護者の

責任なのか、その辺がちょっとはっきりしてお

かないとですね、これは大変大きな問題になる

んじゃないかなと思っています。ということは、

この滑り台のことで、ある自治体は訴えられて

いることも聞いておりますから、その結果は私

も知りませんけども、訴えられたということも

聞いております。 

 これは例えば、ちょっと例ですけども、私が

もう何年か前なんですけども、まだ鹿児島市の

郡山の八重山のところに行ったとき、道しるべ、

案内看板の矢印ですよね、あれが敷地からちょ

っと出ていたんですよ、道路に。そこをお年寄

りの方でちょうど頭の高さでした。それでバー

ンと当たられて、私は後ろにおったもんだから、

その人が倒れたところを見たことがあったんで

すよ。 

 そういうことで、私はまだあれは郡山町の時

代でしたけど、郡山町にすぐそこで電話をした

んですよ。それで私の電話番号も控えられたこ

となんですが、あっち側が。それで後日、その

けがの人はどうでしたかと言われたもんで、ど

うしたか僕は、電話をしたけどその奥さん知ら

ないものですから、その先はわからんかったん

ですけども、そういうふうに郡山町の職員の方

が心配されて、病院に行かれるんだったら治療

代出しますよ、また出しますからと言われたん

ですけども、先ほど言いましたように、僕もた

だ倒れたのを見ただけでその後は知らなかった

もんですから、その後はわからないんですけど

も、そのようにして自治体のほうも、そういう

けがをしたら責任がありますから、十分そこら
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は気をつけて対処してください。よろしくお願

いいたします。 

 それから土地開発に移ります。 

 大体、違いと目的はわかりました。そこで、

この残高は、今度は議案が通れば３億7,000万

円のうち１億7,000万円でしたか、市有施設整

備基金に積み立てる、そのこれが通った場合で

すよね。その残りは一般財源に入っていくと思

っておりますが、この使い道はまだはっきりは

してないんでしょうか。 

○財政課長（和泉洋一）  土地開発基金を廃止

し、基金が持つ現金３億730万7,000円を繰り入

れる使用目的はにつきましてお答えいたします。 

 昨日の新原議員からの質問でも答弁いたしま

したとおり、今議会に上程の令和元年度一般会

計補正予算（第４号）案に基金繰入金として計

上しておりまして、補正額３億9,977万5,000円

のうち市有施設整備基金積立金など、一般財源

を充てる事業等の財源として活用をしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ありがとうございました。 

 それでは、新庁舎について質問いたします。 

 ８億円のその措置は、交付税措置ですけども

わかりました。市長は住民説明会の中で、わか

りやすく説明されているかも知れませんけども、

この額を補助金が出るとか言われるような気が

するんですけども、補助金と交付税措置のその

違いをちょっと教えてください。補助金、補助

金といわれますよね、実際は交付税措置ですよ

ね、来るのは、その辺のことについて。 

○副市長（長濱重光）  簡単に言いますと、補

助金の場合は、使い道ががもうはっきりしてい

るものですね。例えば、今ありました何かを事

業をするというふうなこと、それしか使えない。

使い道がはっきりしているのがもう補助金と理

解していただければと。 

 それから地方交付税、いわゆるそういったも

のは市町村に対して、一定の交付税が国のほう

から各地方公共団体のバランスをとるために交

付金が支給されるわけです。それは限定されて

おりません。ただ、基準の中に例えば教育費で

ありますとか、いろんなものが算定基礎として

は入って、そしてそれをもとに市町村に配付さ

れる。その交付税というのは例えば市町村のほ

うに一般財源扱いになって道路に使ったり、公

園の何か遊具施設の改修に使ったりということ

は、何でも使えるといったらいいと思いますけ

ども、そのような使い道ができるということで

ございます。そこが大きく違っているというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私もそこは改めてそう思って

おります。補助金といったら何々をつくるから、

それに充ててくださいよというのが補助金です

よね。それで、今度のこの交付税措置というの

は、毎年毎年交付税のぶっこみにきて、どこに

どれだけ入ったか、それはわからないわけです

よね。子細に調べたらわかりますでしょうけど

も、この新庁舎建設が８億円、来年は１億、そ

の次は5,000万円になると、こういうふうに来

るんやったら補助金という形でこの場合は使え

ると思うんですけども、この交付税措置という

のは、先ほど言いました、ぶっこみでこられる

から本当に来たんだろうか、もらったんだろう

かという感があると思うんですよね。 

 それで、私は「措置」という言葉を辞書で引

いてみたんです。「適切に対処すること」とか、

「案じていること」とか、また「物事をそのま

まにして捨てておくこと」とこのような意味が

書いてあるんですよ。だから、この交付税措置

の８億円というのは、本当に市民が「おお、８

億円来た」と言う、皆さん方もはっきりした数

字は示しにくいというか、示されないんじゃな

いかと思うんですよね。本当にこれは８億円を

信用していいものなのか、その辺を、市長、こ
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れを市長に聞かんことには。 

○財政課長（和泉洋一）  交付税措置と申しま

すのは、先ほど副市長も答弁いたしましたとお

り、標準的な団体において経常的に支出する項

目を基準財政需要額として算出し、また標準的

な団体において収入されるべき収入額を基準財

政収入額として収入額を計上し、その差額が不

足する場合に交付税として交付されて、我が国

の各地方団体が格差なく、その行政を住民に対

して同じような行政サービスを行えるというよ

うな仕組みでございます。 

 この地方税の元利償還金に対する交付税措置

と申しますのは、昨日も答弁申し上げましたと

おり、起債償還期間中において、その各年度の

元利償還金を、各年度の同意額というようなこ

とを言いますが、同意額に様々な補正、事業費

補正とかいうような言葉も使うんですが、係数

を用いまして計算をして需要額を算定する一つ

の要素として積み上げていきます。その需要額

については、収入額を差し引いた分がその年度

の交付税として必ず交付をされます。それにつ

いては、現に入ったか入らないかわからないと

いうことではなくて、必ずその分については、

各年度において交付をされるというものでござ

います。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  色がついてない、これは間違

いないです、このお金は、ぶっこんでくるわけ

だから。例えがいいか悪いかわかりませんけど、

私たちが買い物へ行きます。買い物に行ってお

金の計算をして、そして、その後、これを一つ

サービスしとったからねと仮にいただいた時、

ああ今日はサービスをしてもらったんだなと。

しかし、その買い物を済ませてから、その袋の

中、今日はその中にはサービスをしておったか

らねと言ってもわからないような状態で、確か

に色はついていないということだけは、はっき

りしております。私はそういうふうに認識して

おります。 

 そして、これは、福島さんという人が2014年

に講演会で、当時、現職であった元鳥取県知事

の片山善博総務大臣との中で、これは、合併特

例債のことで話をされているコラムですけど、

「地方交付税で面倒を見ているというのはうそ

だから。」これは、総務大臣が言われておるん

ですから、「だから信用するなと。散々だまさ

れてきたじゃないか。まただまされるのか。」

と。これが現職の当時の総務大臣の言葉なんで

すけれども（発言する者あり）そういうふうな

ことを言われるので、こういうふうに載ってい

るわけなんです。だから、それは、経済状況と

か、そういうのはあらゆるものを加味して言わ

れてると思うんですけど、そういうことでコメ

ントされておるわけですが、そして、「新庁舎

建設等に莫大な投資をする、市の借金は増発し

ていると。それで、将来の財源不足はさらに拍

車をかける。」という、こういうふうなことも

言われておるわけです。 

 そういう中で、これは僕が言ってるんじゃな

いですから、これ書いてあるの読むだけですけ

ども、「借金して新庁舎を新設しようとする神

経は全く理解できません。市の幹部や職員や与

党議員は思考停止に陥っているんじゃない

か。」と、こういうふうなのを述べておられる。

だから、この８億円にしても、本当に私はこれ

が来るのかと心配しておるんですけども、これ

は、間違いなく断言できますね。 

○市長（尾脇雅弥）  ２点お話をしたいと思い

ますけど、先ほど買い物の例えで、おまけがつ

けてみたいな、交付税の話をされましたけども、

交付税には２種類ございますので、普通交付税

と特別交付税、この後に財政課長がその辺をち

ょっとわかりやすくお話をさせていただきたい

というふうに思いますが、この交付税８億円、

きのうも話をさせていただきましたけれども、

少なくとも庁舎をどこかにつくるとなると、財
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源が必要にはなるわけです。今、ルールの中で

あるのは、32年度までに着工すれば、この８億

円の交付税が来るというのが当初話をしていた

ことでありまして、我々の要請によって、32年

度までに実施設計をすることによってというこ

とに変わっていますけれども、間違いなくその

交付税ということに関しては変わらない、おし

りは変わらないので、我々の案でいきますと、

その交付税の８億円は入ってくるという計算に

なりますし、それを超えてになると現実的には

難しいんだろうという考え方をきのうからお話

をさせていただいております。交付税のことに

関しては財政課長がお話します。 

○財政課長（和泉洋一）  先ほど片山総務大臣

の言葉を引用されまして、地方交付税のことに

ついてのお話があったところですが、地方交付

税制度というのは、我が国の地方自治を行う上

での全く基本の財源を保障する制度でございま

して、これを、当時の総務大臣がなぜそういう

ふうにおっしゃったのか、ちょっと私には理解

ができないところでございます。 

 普通交付税につきましては、先ほども申し上

げましたとおり、地方自治体が標準的な行政

サービスを行うために必ず必要となる財源を国

が保障するための仕組みでございまして、これ

については、それぞれの費目ごとに算定式が示

されまして、根拠がございまして、それは必ず

不足する分は交付されるということで、そこは

もう間違いはございません。 

 ただし、市長も説明しましたとおり、特別交

付税については、各自治体の特別な事情により

交付されるものでございます。普通交付税は経

常的な財源として我々は取り扱いをしておりま

す。特別交付税は臨時的な財源としております。

臨時的な財源と申しますのは、各年度において

特別な事情が生じた場合に、国が特別に措置さ

れるものでございます。中には、その中でも、

省令に従いまして決まった率で交付される分も

含まれますが、特別交付税の中には、算定方法

を市町村に示されない額も含まれておりますの

で、特別交付税については、中身が少々わかり

づらいというところは事実でございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そしたら、次の質問に入りま

す。 

 これは、仮に建設されたとして、償還がきの

うでしたか、年間9,000万ぐらい増えるという

ことでしたけれども、これから建設して、５年

間の財政状況はどのような展開をされるんです

か。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎建設後５年間

の見通しにつきまして、お答えいたします。 

 現在、公表を目的とした財政見通しにつきま

しては作成しておりませんので、この場で具体

的な答弁はできませんが、実質公債比率や将来

負担比率の上昇など財政指標への影響は一時的

には避けられないものと考えております。 

 ご承知のとおり、新庁舎建設事業は平成23年

度に庁内検討委員会を立ち上げまして、検討を

スタートいたしております。スタート時は、財

政課が事務局を持っておりました。当時、私は

財務係長という立場でございました。当時は第

１次財政改革プログラムによる集中的な行財政

改革を終えたころで、一時の危機的な財政状況

は乗り越えたものの、まだまだ財政再建の途上

にあり楽観できない状況でございました。 

 しかしながら、財政状況を理由に検討すら行

わないのは将来の垂水市民に対して、むしろ無

責任ではないかとの考え方のもと、東日本大震

災やその後の熊本地震も教訓に、市長、副市長

をはじめ、関係部署一丸となって検討を重ねて

きたところでございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、一時的には

財政指標への影響はあるものの、今後行なわれ

る事業等を計画的かつ適正に実施することによ

り、将来にわたって持続可能な財政運営が可能
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であると考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  わかりました。今のところは

はっきりした指標は示されないということです。

それはそれでいいです。 

 だけど、５年間の大体のことははっきり示し

ていかないと、大変なことになりますから、そ

れはちゃんとしていただきたいと思っておりま

す。 

 それで、私はちょっと先ほど聞き漏らしたこ

とは、内部検討委員会でしたか、あそこでメン

バーを発表されましたけども、私が聞き間違い

やったらごめんなさい。財政課長はその当時入

っていたかな。僕は聞き間違い、財政課長は入

ってなかったみたいな気がしたんですけど、ち

ょっと入っていたか入っていなかったかだけで。 

○財政課長（和泉洋一）  財政課長は経営会議

のメンバーでございます。 

○北方貞明議員  最初から。 

○財政課長（和泉洋一）  財政課長としては、

もちろん財政課長は入れ替わっておりますので、

私がずっと経営会議のメンバーだったわけでは

ございませんが。 

○北方貞明議員  何でこういうことを言うのか、

一番財政課長が主に入っていないとおかしいと

思ったから確認したところでした。財政課のも

とにおって、市長がそのような行動をしていく

と、私は判断しますから、財政課長は入ってい

たんですね、それだけ確認です。 

 それでは、今まで、これ新庁舎も言っておら

れますけど、関連でお聞きしますけども、垂水

市で、今、過去において、私の記憶によるとこ

ろには、文化会館が一番の大きな事業であった

んじゃないかと思うんですけども、もうこれも

文化会館も約30年近くたっていると思うんです

けども、それが当時では一番大きかったと思う

んですけど、その文化会館の事業費と、返済方

法はどのようであったかお聞かせください。 

○財政課長（和泉洋一）  文化会館の事業費、

財源につきましてお答えいたします。 

 文化会館につきましては、平成５年１月29日

に完成しておりまして、約27年経過しているこ

とから、残っている資料も少なく、現在わかる

範囲での答弁となりますことをご了承いただき

たいと思います。 

 まず、事業費につきましては、平成２年度か

ら４年度にわたる３年間で、総額19億2,814万

8,000円となっているようでございます。また、

財源につきましては、地方債を事業費の75％程

度の14億3,440万円充当し、残りの４億9,374万

8,000円は一般財源を充てております。地方債

につきましては、当時、地方単独事業に充当で

きる地域総合整備事業債というようなものを活

用しているようでございます。交付税措置は後

年度に元利償還金の30％から55％程度の範囲で

算入されたものと推測をいたしております。な

お、借り入れた地方債については、平成16年度

までに全て償還が終わっております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  なぜこれを聞いたかといいま

すと、文化会館は19億、いかに今回の市庁舎が

大きい事業かということで聞いたわけです。大

変な事業ですから失敗はできませんですから、

仮にできた時は、財政のほうもしっかりしてい

ただきたいと思っております。 

 この問題の最後に、この新庁舎協議は、先ほ

ども言ったように、文化会館と比較すれば、こ

れまでに類のない大きな事業です。また、比較

のしようもないというか、今聞きましたけども、

比較のしようがない大きな事業でもあります。

前例がない事業であり、垂水の将来を担う大事

な事業であります。いま一度立ち止まって、市

民とともに考えていける考えはないでしょうか。

再三聞きますけど、最後に教えてください。

（発言する者あり）改めて。 

○市長（尾脇雅弥）  今ご指名をいただきまし
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たので、答えます。 

 経過は、これまで話したとおり、東日本大震

災の後、議会の先生方のご意見もいただいて、

まずは大きな事業、おっしゃるとおりですから、

しっかりと家庭でいうところの頭金を貯めまし

ょうということで、約14億、今議決をいただけ

ればプラス１億数千万ということでその分が担

保できると。差し引きの中から今の設定で23億

円、そして国からの交付税ということで８億円

が見込めるということでございますので、そう

いう形でやっていくと。また、文化会館と庁舎

というのはまた全然違うものでありますから、

ルールにのっかってこれまでも何回も説明をし

て、少なくとも議会の議決を２回いただいてい

ると。新人の方々は当時携わっていない方もい

らっしゃると思いますけども、北方議員は２回

の議決にも参加をされておられますので、総合

的に判断をして決断をされておられるというこ

とになりますから、そのようなプロセスを踏ん

で住民説明会でありますとか、広報とか、車座

座談会、我々が今考え得るできる限りの情報伝

達をやりながら、今日までやってまいりました

ので、そういう中で前にしっかりと進めていく

というのは、大事なことではないかと考えてい

るところでございます。 

○北方貞明議員  それでは、最後の質問のほう

に入ります。 

 住民投票の直接請求のことで質問いたします。

２回目ですけど、よろしくお願いします。 

 市長は、市民団体から署名の数が法定の３倍

以上に達しておるわけなんです。市長はこの数

字をどのように評価されますか、まず。 

○市長（尾脇雅弥）  ルールに従ってというこ

とでありますから、それだけの署名が集まった

というのは厳粛に受け止めておりますと先ほど

述べたとおりであります。 

○北方貞明議員  厳粛にというそんな言葉はい

いんですけども、これだけの法定の３倍も署名

がなされておるんですから、それを真摯に受け

て対応していただきたいと思います。11月号の

市報でしたかね、パブリックコメントに89名の

意見の提出があって、67名、パーセントでいえ

ば75％が早期着工のあれを出しております。そ

れに対して場所変更は２人の２％台というふう

な市報に出ておりました。市長はこのように市

報で堂々と75％の賛成があるんだというんでし

たら、この住民投票をやったらどうでしょうか。

こんだけあれば堂々と受けて立って、横綱相撲

を見せてくださいよ。そしたらみんな納得する

んですよ。今度は住民投票といったら、いや、

法の関係で、私らから考えれば逃げておられる

ような気がして、これだけのパブリックコメン

トで75％の多数と、早期に着工しろという意見

があるんだったら、住民投票のこの結果も見て、

横綱相撲をとっていただけないでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、北方議員の考えは聞

かせていただきました。きのうも意見陳述の中

で私のことを傲慢なという表現もありました。

非常に私としてはどうかなというふうに思いま

すけれども、いつも申し上げていますけれども、

民意という形で選挙を戦って、それぞれ公約を

示して、二元代表制の中でここまで来たわけで

す。それが一番核になる考え方であります。そ

れは今回４月改選された方々もそうであります

し、それまでの方々もそういう積み重ねでやっ

てきてありますということでありますから、そ

れの補完の仕組みとして、住民投票を一定の基

準を満たせば実施する、上程することができる

ということでありますので、今回50分の１以上

の署名をもって提出をされたと、それに関して

は市長が上程するというルールになっています

から、その中に意見書を添えることができると

いうことでありますから、私の考えは今申し上

げたようなことが基本でありますから、それを

ベースにしながら、意見書を申し上げてお話を

させていただいているというのが基本でありま
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す。 

○北方貞明議員  なかなか難しいですね、市長

を動かすのは。国家が認めている主権在民とか

いう言葉もありますよね。主権は国民であると。

垂水市も市民が主権、市民が主役だと思ってお

るんですよ。市長もそのことを忘れてはならな

いと私は思っております。今、私たちが求めら

れていることは、市民一人一人が庁舎問題を真

っ向から真正面から向き合って、垂水の将来の

ために冷静に考えるべきだと私は思っておりま

す。今回の住民投票直接請求は、法で定められ

た３倍を超しているわけです。これは決して無

視できない数と思っております。市民の意見を

聞くことは、市民または我々議員も大きく受け

止めなくてはならないかと私は思っております。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩します。

次は午後３時15分から再開いたします。 

     午後３時10分休憩 

 

     午後３時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、２番、森武一議員の質問を許可します。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  議長の許可をいただきました

ので、本年最後の一般質問をさせていただきま

す。 

 本議会には、９月議会で私たちが提出し、残

念なことながら違法な手続をもって未審議、廃

案となった住民投票条例が住民投票条例制定を

求める会より直接請求という形で上程されてい

ます。私たちが提出するに当たっても954名と

いう多くの方の声とともに提出しましたが、か

なわず、それでも市民の自分たちの声を聞いて

ほしいとの強い思いが、867名の署名として大

変な直接請求という方法を経て、本議会への住

民投票条例案上程となったと思っています。私

たちはよく、選挙で声なき声を拾い上げ、壇上

に届けると訴えることがあるかと思います。声

なき声とは、そばだてていても簡単に拾い上げ

ることは私にはまだできていないと感じていま

す。しかし、今回の住民投票条例制定を求める

会の住民投票条例案は、声なき声ではなく、多

くの方がそれぞれの立場を越え、今の新庁舎建

設の建設計画のあり方に市民の立場から異議を

申し立てている、しっかりとした大きな声です。

市民の皆様がこれほどの声を上げるということ

はなかなかあることではなく、やはり現在の新

庁舎建設のあり方に何かしらの問題があるとい

うお一人お一人の問題意識があるのではないか

と思います。この直接請求で住民投票条例の制

定を要求したという動き、954名、867名という

署名の数は、一部の市民だけの動きではなく、

新庁舎建設計画を推進する当局はもちろんのこ

と、我々議会に対しても今までのあり方への問

題提起なのではないかと思います。だからこそ

今回の住民投票条例案に対し審議が尽くされる

よう、この場を含めて問題点を明らかにしてい

くということを述べさせていただき、質問へ移

らせていただきます。 

 まず、高齢者の交通手段確保についてという

ことで、昨今、加齢に伴い運転能力の低下など

によって運転免許の返納をなさる高齢者が多く

なっていると聞きます。しかし、本市のような

地域においては、返納の必要性を感じておられ

ていても、生活を考え返納をためらわれていら

っしゃる方も多くいるかと推測いたします。そ

こでまず、本市の運転免許返納の現状について

お伺いします。 

 次に、区域外・学区外通学についてです。 

 小中学生は基本的には教育委員会の指定した

学校へ就学することとなっています。しかし、

様々な事由によって指定された学校に就学する

ことが困難なお子さんがいらっしゃることも事

実かと思います。そこで本市の指定校変更の認
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定基準と本市の現状についてお伺いします。 

 続いて、こもんそ商品券及びたるたる商品券

事業についてです。 

 新聞報道などで政府主導で進めているプレミ

アム商品券、本市ではたるたる商品券が全国的

に販売が伸び悩んでいるとの報道がありました。

本市のたるたる商品券の販売状況とこもんそ商

品券の販売状況について、併せてお伺いいたし

ます。 

 最後に、新庁舎建設についてです。 

 広報などでこれまで30回以上の車座座談会を

行ってきたとのことですが、個人グループ、団

体、庁内などその内訳と先方から申し込まれた

件数と参加者数をお伺いし、１回目の質問を終

わります。 

○総務課長（角野 毅）  本市の運転免許証返

納の現状についての質問にお答えをいたします。 

 内閣府が取りまとめた令和元年度交通安全白

書によりますと、70歳以上の運転免許証保有者

は、平成元年の109万人から増加し続け、平成

30年には1,130万人と10倍以上となっているよ

うでございます。このような中、本市の運転免

許証自主返納者数は、平成27年度40人、平成28

年度48人、平成29年度65人、平成30年度85人、

令和元年11月末現在で57人となっており、高齢

運転者対策のため、改正道路交通法が施行され

た平成29年度から運転免許証自主返納者の数が

増えてきております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  指定学校変更の

認定基準と本市の現状につきましてお答えいた

します。 

 まず、学校教育法施行令第５条により、同一

市町村内に複数の学校がある場合は、学齢児童

生徒の保護者に対して就学すべき学校を指定す

ることになっております。また、同第８条によ

り、保護者の申し立てがあり、相当の理由があ

ると認められるときは、市町村教育委員会はそ

の指定した学校を変更できることになっており

ます。 

 そこで、本市におきましても、指定学校変更

申し立ての認定基準を定めております。例えば、

最終学年の転居で通学に支障がない場合や、学

期途中に転居し、引き続き同じ学校に通学した

い場合、保護者が共働きなどで帰宅後に保護監

督者がいない場合など、相当な理由があると認

める場合は指定学校の変更を行っております。 

 さらに、いじめや不登校など生徒指導上の対

応でほかの学校に通わせたい場合やその他教育

委員会が教育的配慮から、特に必要があると認

めた場合も指定学校の変更を認めることとして

おります。 

 なお、本市の指定学校変更の状況につきまし

ては、毎年10件程度であり、理由といたしまし

ては、共働きなどで帰宅後に保護監督者がいな

いケースや学期途中での転居によるものが多い

状況となっております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  たるたる商品券

の販売状況についてお答えいたします。 

 たるたる商品券は、今年10月1日から販売を

開始し、11月末時点での販売額につきましては

2,009万2,000円で、プレミアム分を含む発行額

は2,511万5,000円となっております。 

 なお、非課税の対象者4,878人の方々、子育

て世帯の対象者274人の方々に対し、合計5,152

人の方々に対しまして、約２割の方々が購入さ

れているところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  こもんそ商

品券の販売状況につきましてお答えいたします。 

 こもんそ商品券につきましては、本年９月２

日から販売を開始いたしまして、11月末時点で

の販売額が１億9,094万円で、プレミアム分を

含む発行額は２億1,958万1,000円、商品券残高

は906万円となっております。 
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 残りにつきましては、きのう現在で63セット、

63万円分であり、本日完売予定と聞いておりま

す。 

 なお、前年度の２億3,000万円と比較します

と、本年度はこもんそ商品券が約２億2,000万

円、たるたる商品券が約2,000万円、合計では

約２億4,000万円となり、前年度より多くの商

品券が発行され、商工業者や消費者にとりまし

ても、地域経済の活性化に寄与しているもので

あると思われます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  車座座談会の申

し込み状況についてお答えいたします。 

 車座座談会は、議員もご承知のとおり新庁舎

建設に関する疑問点や不安点の解消と新庁舎へ

の理解促進を目的に、今年３月から実施してお

ります。 

 開催に関する案内については、市報３月号を

はじめ、５月号、６月号、９月号、11月号に掲

載し、また、関係各課を通じて振興会などの関

係団体に対しまして、個別にご案内をしている

ところでございます。 

 この結果、市民向けの申し込み状況は、これ

まで28団体、内訳としましては、振興会から６

件、団体・グループからは22件、508名の参加

となっております。また、行政連絡会は６回、

123人、職員向けが６回、196人、合計40回で

827人の方々に対し、車座座談会を開催してお

ります。 

 市民向けの申し込み状況につきましては、い

ずれも先方のほうからお申込みいただいて日程

関係を調整させていただいた上で開催している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  それでは一問一答方式でお願

いします。 

 まず、高齢者の交通手段の確保についてとい

うことなのですが、返納者に対する本市の取り

組みについてどのような取り組みをされている

かお伺いいたします。 

○総務課長（角野 毅）  運転免許返納者に対

する本市の取り組みについてのご質問にお答え

をいたします。 

 身体能力の低下には個人差がございますが、

交通事故防止のためには自分の身体能力を十分

に自覚し、身体能力の低下などにより運転を継

続する意思がなく、本人の申請により、運転免

許証を自主返納することにより、交通加害者と

なることが防げます。 

 本市では、高齢者の運転免許証自主返納を促

進し、交通事故の抑制を図るため、平成26年度

より65歳以上の運転免許証自主返納者を対象と

した垂水市高齢者運転免許証自主返納支援事業

を開始しており、運転免許証自主返納者へは垂

水市商工会が発行いたします商品券１万円を交

付しております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  今、ご紹介いただいた制度の

ほか以外、返納者、高齢者がほかにも使えるよ

うな制度があれば、ぜひ教えていただければと

思います。 

○福祉課長（髙田 総）  免許返納者や高齢者

が利用できるような制度がほかにないかについ

てお答えいたします。 

 先の６月議会の池田議員の質問に対して概要

をお答えしたところでございますが、現在、福

祉課におきましては、市長の公約の１つであり

ます高齢者への敬老パスの補助制度に関連して、

65歳以上の市民を対象に、温泉入浴やバス・タ

クシー利用時の助成を目的とした共通チケット

を交付する垂水市たるたるおでかけチケット交

付事業を令和２年度から開始する予定としてお

ります。 

 事業の目的については、高齢者の社会参加の

促進を図り、福祉の増進、並びに健康寿命の延

伸でございますが、森議員が言われる免許返納
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者や高齢者の皆様に対する交通手段の確保にお

いて、わずかではございますが貢献できるので

はないかと考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  市としても来年度には敬老パ

スが始まるとのお答えでありました。 

 多くの市民から各地区と中央地区を結ぶ使い

勝手のよい交通手段の整備を求められています。

例えば境から中央病院まで行くとなると、公共

交通のバスを使用すると片道650円かかり、往

復で1,300円かかります。基礎年金だけで暮ら

していらっしゃる高齢者にとっては大変大きな

出費となってしまいます。 

 既存のバス路線をどうするかなど多くの課題

があり、また、来年から敬老パスの状況を見な

ければなりませんが、様々な人が出かけやすい

環境というのは市民のＱＯＬの向上や健康寿命

の延伸にも効果があると言われています。 

 多くの市民から各地区と中央を結ぶ使い勝手

のよい交通手段の整備を求められているという

ことは、それだけ既存の公共交通機関では使い

づらい理由があるのではないかと思います。 

 住みよい垂水をつくっていくためにも、行政

当局としてもなぜこのような声が上がるのかの

調査を行っていただき、敬老パスを含む様々な

政策を活用して、住みよい垂水づくりを進めて

いただくようお願いし、この質問を終わらせて

いただきます。 

 次に、区域外・学区外通学についてというこ

とで、指定校変更については認定基準があると

いうことですが、文科省の平成９年１月の通達

に、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学

については、市町村教育委員会において、地理

的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由

とする場合のほか、児童生徒等の具体的な事情

に即して相当と認めるときは保護者の申し立て

によりこれを認めることができることと、保護

者の置かれている状況やお子さんの状況などで

指定校の変更を必要とされるお子さんもいらっ

しゃるかと思います。特に、中学校においては、

本市には１校しかなく、そのために苦慮される

親御さんがいらっしゃるのではないかと思いま

す。 

 そこで、区域外就学の認定基準と本市の現状

についてお伺いいたします。 

○学校教育課長（明石浩久）  区域外就学の認

定基準と本市の現状につきましてお答えいたし

ます。 

 先ほど申し上げました同一市町村内の指定学

校の変更と同様の理由により、他の市町村が設

置する学校や国公立、私立の学校に子どもを就

学させることが区域外就学でございます。 

 本市の区域外就学の取り扱いにつきましては、

先ほど申し上げました指定学校変更申立認定基

準を準用することとなっており、個別の状況か

ら理由が相当である場合には区域外就学を認め

ることとしております。 

 議員の言われた中学校につきましては、本市

は１校であることから、教育的な配慮が必要で

あると判断した場合は区域外就学を認めること

としております。 

 なお、区域外就学の現状につきましては、小

中学校合わせて毎年10件程度の届出がございま

す。その理由といたしましては、学期途中の転

居によるものや私立中学校等への就学によるも

のが多くなっております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  他市では今回のご回答いただ

いた区域外、学区外就学の許可基準をホーム

ページに掲載するなどしている自治体も多数あ

ります。 

 先ほどの通達には、通学区域制度や就学すべ

き学校の指定の変更、区域外就学の仕組みにつ

いては入学期日等の通知など、様々な機会を通

じて広く保護者に対して周知することとありま

す。 
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 来年の入学時期に間に合うよう、本市におい

ても許可基準や許可申請の方法など、ホーム

ページなど様々な手法を用いてしっかりと周知

することが必要だと考えますので、しっかりと

お取り組みいただくようお願いし、当局よりお

答えいただけるようでしたらお答えいただき、

この質問を終わらせていただきます。 

○学校教育課長（明石浩久）  広報の充実につ

きましてお答えいたします。 

 まず、指定学校の変更や区域外就学につきま

しては、保護者から学校や教育委員会への問い

合わせがあれば、随時相談や手続き等の対応を

行っております。また、入学通知書の中で、指

定学校以外の学校への入学を希望する場合の手

続きにつきましても、案内し、対応していると

ころでございます。 

 さらに、ホームページにある例規集にて、手

続きにかかわる学校管理規則等の条文や手続き

に関する様式等を掲載いたしております。 

 今後、指定学校の変更や区域外就学について

の基準や手続きの方法等につきまして、ホーム

ページで紹介するなど、市民の方々にとりまし

て、さらにわかりやすい情報提供のあり方を検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  それでは、早めに取り組んで

いただきますようお願いして、次の質問にいた

します。 

 こもんそ商品券及びたるたる商品券事業につ

いてということでお答えいただいたところです

が、販売が伸び悩んでいるということですが、

今後も政府の政策によって同じような事業が重

なることもあるかもしれません。 

 こもんそ商品券事業は本市独自の事業であり、

本市の単独予算で実施されていると聞きます。

政策目的としては異なる２つの事業ではありま

すが、２つとも商品券事業であることから、政

府の予算を重点的に消化できれば本市の負担は

減り、他の事業に振り分けられる予算が確保で

きるやもしれません。 

 そのような視点から、予算設定が今回適切だ

ったのか、販売方法、申請方法、さらに工夫は

できないのかなど、今後、しっかりと課題を検

証していただき、次につなげていただくようお

願いし、当局よりお答えいただけるようでした

らお願いし、この質問を終わらせていただきま

す。 

○企画政策課長（二川隆志）  今、森議員から

も指摘がありましたけど、また今回、先般、新

原議員からもご質問いただきました答弁の中で

も答えましたけども、今回、たるたる商品券で

ございますけれども、こもんそ商品券との販売

時期、こういったところが重複したというとこ

ろもございます。それと混同された市民の方か

ら多くのお問い合わせをいただき、また、その

都度丁寧に対応させていただき、ご説明させて

いただいたところであります。 

 また、予算化レクにつきましても、今回、た

るたる商品券とこもんそ商品券、それぞれの予

算措置につきましても、たるたる商品券につき

ましては、子育て世帯、そして、低所得者の

方々の消費税増税に伴う経済負担を軽減すると

いうところで取り組みを始めた。こもんそ商品

券につきましては、例年やっております市民の

方々の消費喚起を促した上で、地元の商店街、

商工業者の方々の経済活性化につなげるという

ところの目的で予算措置をさせていただいてい

るところでございます。 

 これにつきましても、やみくもに予算措置が

されているのではなく、やはり要求の段階から

財政課の審査を受け、そして、また議会の皆様

方にご審議をいただいた上で予算措置というと

ころで執行できるわけでございますので、ここ

のところもまた慎重に我々としても判断しまし

て予算要求につなげていきたいというふうに思

っています。 
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 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  重複しますが、補足いた

します。 

 こもんそ商品券は独自の政策であります。や

っぱり商店街の活性化という中でご要望もいた

だきまして、継続をしているもの。今回のたる

たる商品券は消費税増税に伴って、対象者も限

定になっておりますので、その辺も含めて、や

はり関連して総額ではちょっとプラスにはなっ

ているんですが、今おっしゃったようなかぶる

部分もあるんじゃないかということもご指摘の

部分もあると思いますので、トータル的に、こ

もんそ商品券なんかにしても、今日で全て完売

して、いい形で市内に循環していくということ

でありますから、いい政策だったと思いますし、

反省点もちゃんと見直しながら次回につなげて

いければというふうに思います。 

○森 武一議員  次につなげていただくよう、

しっかり課題等あったら検討していただいて、

お願いいたします。 

 次の新庁舎建設についてに移らせていただき

ます。 

 まず、先方からの車座座談会の申し込み状況

についてということでお伺いしたところですが、

行政連絡会と職員向けというのが６回ずつある

ということだったのですが、それ以外が先方の

ほうからの申し込みという認識でよろしいでし

ょうか。 

○企画政策課長（二川隆志）  そのとおりでご

ざいます。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 次に行きます。 

 総事業費及びランニングコストについてとい

うことで、先日の全員協議会においても、外構

の設計変更などをされたとのお話がありました。 

 そこで、総事業費37億円の中に、外構工事費

や地盤改良費、かさ上げ費などが含まれている

のか、事業費の考えについてお伺いいたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  総事業費及びラ

ンニングコストについてのご質問にお答えいた

します。 

 基本計画におきましては、概算事業費を37億

円としており、その内訳につきましては、庁舎

本体建設費27億6,000万円、付属棟建設費２億

1,000万円、外構整備費２億1,900万円、設計監

理費１億3,800万円、確認申請手数料等200万円、

用地取得費１億7,900万円、備品購入費１億

8,500万円でございます。 

 この基本計画段階においては、地質調査結果

が出ていないことから、用地造成や地盤改良費

については含まれておりません。 

 現在、基本設計段階における概算の本体工事

費をもとに、さらに詳細な事業費の算定作業を

行っているところでございます。 

 また、ランニングコストについては、基本計

画に基づき、省エネルギー性能の向上を図りつ

つ、光熱水費等の減少を目指しております。 

 しかしながら、現在の庁舎にない防災拠点と

しての機能確保をはじめ、エレベーターやセキ

ュリティー対策等の設備に対する保守費用等が

発生しますが、これらの設備仕様や運用に対す

る工夫を行い、適切な対応を行ってまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ここの地盤改良費、37億円の

中には、地盤改良費と用地費が入っていないと

いうことでいいってことですね。 

 次のランニングコストについてということで、

お答えを既にしていただいているところだと思

うんですけれど、ここの現庁舎と比べた場合、

現庁舎と新しくつくる場合のランニングコスト

の具体的な金額等は出ているのかをお伺いでき

ればと思うんですが。 

○企画政策課長（二川隆志）  まだ実施設計段

階中でございますので、具体的な数字は出てお

りません。 
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 ですけれども、現庁舎と比較した場合の光熱

水費につきましてですけれども、あくまでも見

込みでございますが、現在のところ、新庁舎に

おきましては、照明関係についてＬＥＤ化を図

ると、そういったところにおいては、光熱水費

については下がる傾向にあるのではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 それ以外につきましてのランニングコストで

ございますけれども、この現庁舎にない施設、

特にエレベーターでございますとか、あと防災

機能に関する、防災拠点としての整備を行いま

す自家発電機能、そういったところがあります

ので、そういったところについてのランニング

コスト関係は、新たに発生するものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  それでは、ランニングコスト

としては、トータル、全体としては増加すると

いう認識で、現庁舎と比べた時、増加するとい

う考えでいいのかということと、あと、いつぐ

らいに、実施設計中だということだったので、

実施設計が終了時にランニングコストがどれぐ

らいになるかというのがわかってくるのか、そ

れとも、その建設、建物が建った後じゃないと

わからないのかということを教えていただけれ

ばと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  今現在で、はっ

きりと上がりますということは申し上げられま

せんけれども、今現在と比較しますと、もろも

ろのものが出てまいりますので、そういったと

ころは可能性としてはあると思います。 

 また、ランニングコストの総額につきまして

ですけれども、現在、先ほど言いましたとおり

実施設計中でございますので、その実施設計が

完了した段階で、ランニングコストまでもはっ

きりと出るのかどうか、そこら辺については、

全力を挙げたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ぜひ、実施設計の時に出すこ

とはちょっと難しいところもあるとは思うんで

すけれども、判断をする際の一つの指標にはな

ってくるかと思うので、ぜひ、その実施設計の

時に、概算でもいいので出していただけるよう

にお願いします。 

 次の質問です。 

 新庁舎建設が経常収支比率に与える影響とい

うことでご質問させていただければと思うんで

すが、きのうの前田議員のところで、公債費が

9,000万円増と、年間で増えるということだっ

たので、これで経常収支比率が大体0.8％ぐら

いのかさ上げ要因になってくるのかなと、押し

上げ要因になってくるのかなと思います。 

 第５次総計のところで、平成34年、令和４年

のところで、経常収支比率を90％目指されると

いうふうに目標を設定されていますが、全体的

なランニングコストも増加するということが見

込まれる中で、この経常収支比率に与える影響

を、まずお伺いいたします。新庁舎建設が与え

る影響です。 

○財政課長（和泉洋一）  令和４年度の目標に

つきましても、併せて答弁ということでよろし

いでしょうか。 

 新庁舎建設が経常収支比率に与える影響につ

きまして、議員ご指摘のように、仮に公債費が

9,000万円増加すると、経常収支比率には0.8％

程度の影響があることは、現段階において想定

はされます。 

 しかしながら、経常収支比率の算定には、そ

の年度の普通交付税、臨時財政対策債などの歳

入の状況や公債費以外の歳出の状況等、非常に

多くの要素がございますので、ある一つの事象

だけをもって、その年度の経常収支比率が必ず

上昇するということについては、必ずしも、そ

のようになるわけではございません。 

 対策といたしましては、中長期的には行財政

改革の継続による人件費の抑制や公債費の圧縮
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に努めること、短期的には特定財源を持たない

事業等を随時見直して、市民ニーズに沿った見

直しを行っていくこと、経常的な事業を減らし

臨時的な事業を増やしていくと、重要な財政運

営の手法というものもございます。 

 いずれにしても、90％の目標というものが、

かなり高い目標ではございますが、達成できる

ように努力してまいりたいというふうに考えて

いるところです。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、歳入の影響が、

大きく影響してくるというお話だったかと思う

んです。 

 今年の経常収支比率が93％程度、去年でした

っけ、結果が出ているかと思います。0.8％を

足した場合に、大体４％ぐらいの改善を見込ま

なければならないとなってきたときに、４％っ

て大体５億1,000万円ぐらいですか、今の120、

今回が123億円ぐらいでしたっけ、の中の４％

の改善となると、５億円ぐらいの歳出削減が必

要になってくるのかなと思うんですけど、そこ

ら辺を含めて、目標は大体達成ができそうな、

目標は達成するということでよろしいんでしょ

うか。 

○財政課長（和泉洋一）  先ほどの0.8％とい

うのは、私も程度と申しましたが、それについ

ては各年度の状況がございますので、必ずしも

0.8％ということではないということで、私の

先ほどの発言は訂正させていただきます。 

 確かに30年度の経常収支比率は93.6％でござ

いました。これに、9,000万円の公債費の増の

影響が加わりますと、確かに相当な要因にはな

ってまいります。 

 ただ、先ほども申しましたとおり、経常収支

比率の算定におきましては、歳出においても経

常的な支出の割合がどうだったか、臨時的な支

出がどうだったか、その年度の各段階における

歳出の状況というものが、要素として、かなり

大きく作用いたすことになりますので、その見

込みということについては、今現在でこのよう

な見込みで、この例えば４％であったり５％で

あったりというところの是正ができるかという

と、今現在において努力をするという、行財政

改革等を含めて努力をしていくということの答

弁になるかと思います。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、ちょっと先ほど

の北方議員のところで、ちょっとお伺いできれ

ばと思うんですが、先ほど、北方議員のところ

で、交付税措置のところで、交付税措置が８億

円あるということで、これに関しては、新庁舎

を建てなくてももらえる額から、プラス30年間

で８億円割った場合というのは2,600万円ぐら

いになってくるかと思うんですけど、そこの交

付税措置が、新庁舎を建てることによってプラ

スされるという認識でよろしいのでしょうか。 

○財政課長（和泉洋一）  先ほども北方議員の

質問の中で答弁いたしましたとおり、普通交付

税の中の基準財政需要額に加算をされますので、

必ず、その分については措置される間において、

その分が増加するというような考え方でよいと

いうふうに考えております。 

 以上であります。 

○森 武一議員  済みません、交付税措置の件

について、先ほど、ちょっと済みません、うろ

覚えで申し訳ないんですけど、交付税措置とい

うのは上限が基礎的財政需要のところでの、多

分アッパーがあったんじゃないかなと思うんで

すけど、そこを超えて2,600万円が加算される

というイメージなんですか。 

○財政課長（和泉洋一）  普通交付税の各年度

の額については、その年々の地方財政全体の状

況を、地方税収入であったり、地方の一般歳出

の額というのを国のほうで算定をいたしまして、

一般財源として不足する額を地方交付税として

国は算定いたします。 
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 その範囲内において、それぞれの項目で措置

される部分については、必ず措置されるものと

いうふうに、私としては認識をいたしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、ちょっと難しい

ということが、よくわかったところではあるん

ですけれども、難しいからこそ、判断をする際

に、ぜひ北方議員もおっしゃっていたかと思う

んですけど、中期財政計画であったりとか、長

期的な検証というところ、試算というところを、

前提というところがなかなか難しいとは思うん

ですけど、前提を一定程度置いて、示していた

だければと思うんですが、そこについて、もう

一度前向きなご回答を。 

○市長（尾脇雅弥）  少し反問権も含めて聞き

たいと思いますけれども、要は森議員のご質問

というのは、我々は庁舎を建てることによって、

32年度までに、30年間にわたって８億円の交付

税をいただけるというお話をしているんですけ

れども、それは、建てなくてももらえますかと

いう意味合いではないですか、質問の。そうい

うことではない。 

○森 武一議員  30年間にわたって、それを年

間１だとする。新庁舎を建てることによって、

0.26％、2,600万円分プラスになるのか。要は

建てなくても、要は１のままなのかということ

です。 

○財政課長（和泉洋一）  そのとおりその分が

加算されるというような考え方でございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  繰り返しなんですけれど

も、庁舎を建てるということで８億円の交付税

が上乗せされるという考え方でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  中期の財政見通しに

つきましては、先ほども答弁をいたしましたと

おり、今、過去に財政改革プログラムというよ

うな形で財政見通しを公表いたしておりました。 

 ただ、今現在において、そのような公表をす

る財政計画というのは、今現在においては作成

をいたしておりません。 

 ただし、財政課といたしましては、中期的な

見通しというのは、常に参考資料として我々は

手元に置きながら、常にそれも見直しをかけ、

また、今回の新庁舎建設計画におきましても、

基本計画にうたわれております、37億円をベー

スにした将来のシミュレーションというのは、

もちろん立てながら、財政運営については先を

見通してやっていくということで、運営に努め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  総計のところで、やはり90％

という目標設定をしている、目標を達成するか

らこそ、達成するよう努力するという前提があ

るからこそ立てて、目標を設定されていると思

うので、そこを考えた場合、すごく大幅な、５

億円近くの財政の改善効果を考えなければなら

ないというときに、どうしても中期的にどうい

うふうな影響が出るのかというのは、ぜひ知り

たいところなので、財政当局として、それをお

持ちだということであれば、ぜひ、議会のほう

に見せていただけるよう前向きに検討していた

だいて、この質問を終わらせていただきます。 

 次、新庁舎建設計画が公共施設等総合計画に

与える影響というところで、先ほどの経常収支

のところでも、少し、かかわってくるのかなと

は思うんですけど、この公共施設等総合計画と

いうのは、公共施設の更新費用が今後40年間で

931億9,000万円、年間23億円必要になって、年

間の更新費用が４億8,000万円不足するという

問題意識のもとに策定されているということだ

ったかと思います。 

 ６月議会でも同様な質問をさせていただいて

いるところではあるんですけど、まずここの、

６月議会で新庁舎建設の概算事業費は総合計画、

総合管理計画に反映していないというお答えを
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いただいていたんですけど、新庁舎を建設する

ことによって、この計画の目標達成に影響はな

いのか、まず、そこからお伺いいたします。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎建設計画が公

共施設等総合管理計画に与える影響につきまし

てお答えいたします。 

 平成29年３月に策定しました垂水市公共施設

等総合管理計画は、既存の公共施設等に係る大

規模改修や修繕といった維持管理費が本市の財

政運営において大きな負担となるということが

予想されていることから、長期的な視点に基づ

き、更新費用、長寿命化、統廃合を検討し、財

政負担の軽減、平準化を図ることを目的として

策定いたしております。 

 確かに、新庁舎建設基本計画に基づいた事業

費は、この総合管理計画で反映をいたしてはお

りません。ただし、現庁舎をこのまま利用する

といたしましても、一部建て替え、大規模改修、

修繕といった多額の維持管理費は必ず必要にな

ってくることは、当時の総合管理計画策定にお

いても織り込んでいるところでございます。 

 この計画に基づく具体的な実施計画につきま

しては、令和２年度までに各施設の個別施設計

画を策定する予定といたしております。 

 また、さらに、その個別施設計画をもとに全

体の財政負担の軽減、平準化を図るため、公共

施設等総合管理計画の見直しも検討していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  まずここの、なぜ、こういう

質問をさせていただいたのかということで、こ

この公共施設の総合計画自体を今回の新庁舎の

建設事業費自体を、その総合管理計画に反映し

ていないということであれば、今回、その新庁

舎をつくることによって、それにもかかわらず

4.8億円不足すると。新庁舎をつくることによ

って、総計の90％目標を達成しようと思う場合、

５億円の財政の改善効果が必要で、さらに4.8

億円をどうにかしようと思うと、計10億円近く

の改善効果が必要なんじゃないかなと思うわけ

なんです。 

 そのときに、今回の新庁舎建設というのが、

垂水市の財政に与える影響ということで、大丈

夫なのかなという漠然とした疑問があったもの

で聞かせていただきました。何かお答えいただ

けるようであれば。ここはもうこういう意図で

ということだったので、ここは次に進ませてい

ただきます。 

 次、パブリックコメントについてということ

で、基本設計案に対するパブリックコメントの

結果について、11月号の市報に89名の方からご

意見をいただいたと掲載されていましたが、私

も９月11日の牛根地区の説明会に参加させてい

ただいて、その説明会の席においても、基本設

計案に対しての意見を書くように案内をいただ

いたかと記憶しています。 

 市報においても、そのように掲載をしていま

す。ただ、しかし、集計されたもの、市報に掲

載されてきたものというのは、事業の賛否を掲

載しているものになっているかと思います。 

 基本設計案に対しての意見を募集したのであ

れば、その早期着工を望むであったりとか、建

設に賛成などの意見というものは、本来であれ

ば、その他の意見とすべきものではないかと思

うのですが、この意見種別という分け方も必要

ないかと思うんですが、まずここのご見解をお

伺いできればと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  パブリックコメ

ントについての質問にお答えいたします。 

 パブリックコメントについては、市の基本的

な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提

出手続に関する要綱に基づき行っております。 

 パブリックコメント手続の定義については、

同要綱第２条に、市の基本的な政策等の策定に

当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等、広

く公表し、公表したものに対する市民等からの
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意見、情報及び専門的知識の提出を受け、提出

された意見等の概要及び提出された意見に対す

る市の考え方を公表する一連の手続と規定され

ているところでございます。 

 今回、垂水市新庁舎建設基本設計案に対する

パブリックコメント提出は89名、197件のご意

見がありました。意見の取りまとめや市の考え

方については、同要綱に基づき、適切に対応し

ているものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  課長、済みません。質問の意

図がわからないようであれば、もう一度聞いて

いただければと思うところではあるんですけど、

パブリックコメントの要綱についてお聞きして

いるわけではなくて、まず、その意見の集計の

仕方ですね。基本設計案に関して意見を募集し

ているのであれば、要は、その賛否に関して意

見を聞いていることではないかと思うんです。 

 その賛否に関して意見を述べる場ではないと

いうふうに、説明会の場でもおっしゃっていた

かと思うので、そういう形で市民に対して案内

をして募集をかけているのであれば、そういう、

その当初のおっしゃっていたことに沿って公表

することが市民に対する誠意ある対応なんじゃ

ないかなということで、今回質問させていただ

いたんですけど、もう一度、お願いいたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  意見の種別に関

する思いというのは人それぞれだと思いますし、

見解の相違はあると思います。 

 なお、事業推進についても載せている一方で

すけれども、建設位置の見直しという形でも位

置づけておりまして、こちらについても公表し

ているところでございますので、何ら平等性は

欠いているところではないというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  パブリックコメント、牛

根のときに出席をしておられたのは私も確認を

しております。 

 今、そういう内容の案内だったじゃないかと

いうことなんですけども、賛成の意見を書いて

くれと言ったわけでもないわけですね。公的な

民意を集約する場の一つとして、パブリックコ

メントを募集して、結果としてこの間、お示し

したような状況、中には反対というのもありま

したけれども、そのことをわかりやすくお示し

をして、ああいう形になったということであり

ますので、森議員がおっしゃる、こうだったか

らこうじゃないかというのも一つの考えだと思

いますけれども、全体的に中身を見させていた

だいて、パブリックコメントの総意としてこう

いうことだったよねということで表現させてい

ただいたということでございます。 

○森 武一議員  ここはもう意見の相違という

ことで、平行線のままになっていくかと思うの

で、ここはこれでおしまいにさせていただきま

す。 

 もう時間が大分なくなってきているので、飛

ばさせていただいて、まず市長の理解をいただ

いているというところに移らせていただきます。 

 市長は、様々な場面で議員に説明をし、理解

を得て進めてきましたというふうにおっしゃっ

ているかと思います。市民に対しても車座座談

会であったりとか、市報での広報を通じてご理

解をいただいて進めてきているというふうに、

いろんなところで、いろんな場面でおっしゃっ

ているかと思うんですが、まず、ここの「理解

をいただいている」という言葉の意味ですね、

ここに要は理解をいただいているというものは、

様々な捉え方があるかと思います。同意を得て

理解を得ている、それとも説明に関して一定の

説明をして、それで、そこの方がどういう理解

をされているのか、理解しかないですね、言葉、

理解をしているかということなのか、まず、そ

こら辺のちょっと意図をご説明いただければと

思います。 
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○市長（尾脇雅弥）  毎日、いろんな方々とお

会いして、またいろんな場面で、庁舎問題に限

らずいろいろお話をさせていただくことがあり

ます。 

 私自身の思い、表現、言葉の端々に、ちょっ

と言葉足らずの部分もあるのかもしれませんけ

れども、意味合いとしてということで答えさせ

ていただきます。 

 これまで実施しております説明会とか、車座

座談会などはご説明の内容に対して賛否を問う

たり、同意を求めるものではなくて、我々の立

場において庁舎建設を正しくご理解いただき、

また市民の皆様のご意見を可能な限り取り入れ

るための機会というふうに捉えております。 

 実際に、車座座談会においては、座談会終了

後に市民の皆様から、「よくわかった。理解で

きた。」というお声を、比較論ではありません

けど、数多くいただいております。中には、理

解をされずに帰っていかれる方もいらっしゃる

かもしれませんけれども、総じて、そういう形

でいろんなお考えのある中で、我々は我々の立

場において、新庁舎に対して必要性、いろんな

ものを訴えを、話をさせていただいているわけ

ですね。なので、そのことを聞かれた方の大体

のご意見としてご理解いただいているというこ

とが圧倒的にかなり多いという肌感覚でありま

すので、一人一人に問うて、絶対に理解してな

いという方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、そういう意味合いで賛否を問うとか、同

意を求めているのではないということでござい

ます。 

○森 武一議員  済みません。市長のご答弁と

いうのは、同意、賛成を、今回の新庁舎建設に

関して、車座座談会に参加されている方という

ものは賛成をされているであったりとか、同意

ですね、同意をして一定程度、説明に関して理

解を示してということの意味合いではなくて、

説明、車座座談会に参加された方というのは同

意ができるかどうかというのは不明だけど、一

定の説明を聞いたということの認識で使ってい

らっしゃるということでよろしいんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど申し上げました、

同意を求めているのではないけれども、「同意

した」とか、「よく理解した」、「進めてく

れ」という声が圧倒的に多いです。ただ、そう

いうものを求めているわけではないということ

でございます。 

○森 武一議員  済みません。そこの圧倒的に

多いというところなんですけど、具体的な数値

であったりとか、カウントというものはされて

いるのか、ちょっとお伺いできればと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  そこは具体的に、誰々、

マルバツ、先ほどお話ししました、同意を求め

ているわけではありませんので、途中あるいは

終わった後に、そういうお声を寄せられて、

「ぜひ進めていただきたい」という声が多いと

いうことでありますので。 

○森 武一議員  ここの理解いただいていると

いうことに関しては、ここで終わらせていただ

きたいんですけど、理解をいただいているって

言った場合、一般的に同意まで含めて理解して

いる、同意をされるというような捉え方をされ

る。特に、市長のおっしゃっているような形で

あれば、例えば、議会で２回の議決をいただい

て、議員の皆様に説明をして理解をいただいて

進めてきているという場合には、その議会の議

決というのは同意は得ているというものが入っ

ていると思うので、市民に対して同意を得てい

る、市民の同意が得られて進めているというよ

うな捉え方をされてしまうので、そこに関して

は、しっかりとその表現方法というものを見直

していただければと思うんですが、もう一度、

市長、よろしくお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  同意を求めているもので

はありませんけれども、同意をしているという

声が圧倒的に多いということでございます。 
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○森 武一議員  なかなか難しいですが、次で

す。 

 正確な広報についてということで、９月議会

で私のほうから、市報７月号の「財政への影響

は16億円以上」との記事に対して、断定的に書

くことは市民をミスリードすることにつながる

のではないかと指摘させていただきました。 

 執行部より、不足な弁もございましたら、そ

ういうところも踏まえて検討してまいりますと

ご回答いただいていることから、表現方法を考

えていただけるものと考えておりました。しか

し、10月に副市長が８億円もらえなくなると会

合で断定的におっしゃっておりました。これま

で２回の議会において、一貫して、市民をミス

リードするようなことがないよう正確な情報提

供をお願いしますとお願いしてきたんですが、

副市長が10月の会合で８億円もらえなくなると

断定的におっしゃっていたことに関して、一度、

ご説明いただければと思います。 

○副市長（長濱重光）  今回の新庁舎建設問題

というのは、言うまでもありませんけれども、

大型予算を伴う大きな事業であります。 

 そういう中において、やはりその市民の関心

というのは、事業費がどうなるかというのは大

きな関心事でありますし、そしてまた、お聞き

になりたいことだと思います。 

 その中で、現段階に、当初からですけれども、

37億円、仮にかかった場合に14億円の基金を積

み立てて、その基金もわかりやすいように私た

ちは、いわゆる一般家庭における貯金ですとい

う言葉を使ってまいりました。市長も、今朝の

北方議員へのあれもありましたけども、補助金

と言ったほうが市民の方々は地方交付税よりも

わかりやすいんじゃないかと、例えばの言い方

でそういう表現をしてきました。 

 そんな中で、37億円から14億円を引いて23億

円を地方債を充てると。そうした中で元利償還

まで、27億円ある中で、そうしますと約８億円

が32年度までに実施設計に着手すれば受けられ

ますよと、私は、そういう意図の中で説明をし

てきたつもりであります。 

 ただ、あくまでも地方債を借りた場合にこう

なりますよという意図の中で説明してきたとい

うことをご理解いただきたい。ただ、断定的に

約８億とか、およそ８億とか、その辺のところ

は言うべきだったかもしれませんけれども、私

の意図はそういうことでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと補足をさせてく

ださい。 

 住民説明会とか、あるいは車座座談会の中で、

ご心配の声の向きとして質問の中で多いのが、

考える会の方々が出しておられるチラシ、例え

ば海抜ゼロの危険な地域とか、いろんな表現を

されておられることに対して、例えば本当なの

かとか、広報活動においてもいろんな活動をし

ておられますから、そういったものに対しての

不安な声をお聞きする場面もありますので、

我々はそのことに対してのいろんな訂正とかと

いうことはしていないわけでありますので、機

会を捉えて聞かれたことに対して、我々が考え

ている考え方を申し述べていると、その中で先

ほどありました、わかりやすいように、こうい

うことですよという考え方をお話ししていると、

ただ、言葉の端々に言葉が足らなかったり、い

ろいろすることはあると思いますけども、基本

的には、そういう考え方のもとでお話をしてい

るということでございます。 

○森 武一議員  言葉が足りないと言った時に、

市報にも書いてあるんですけど、現在の場所に

建て替えてもよいのではないかということで、

支出が最低でも８億円増、国からの交付税措置

も受けられず、財政への影響は約16億円以上と、

これを見た市民の方々というのは、もう16億円

の財政、８億円もらえなくなるということにな

るというふうに認識してしまうわけですね。こ
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れが一度出てしまうと、そういうふうに市民も

認識してしまうので、その、言葉が足りないと

いうことは、もうそこは慎重に言葉を選んでい

ただいて言っていただく。 

 特に、断定的に言うことが、要は、今ここの

新庁舎、ここで建て替えようとなったときに、

もらえなくなるというのは、きのうの説明のと

ころでも執行部のほうで作業量として難しいと

いう、だからこそもう無理だというお話だった

かと思うんです。ただ、そこはそのように書く

ことが多分誠実性なんじゃないかなと思うんで

す。要は、今までこういう期間かけてやってき

たから、実際、今からもう一回見直すとなると

難しいというようなことを書けば、もっと説得

力があるとは思うんですけど、今のような書き

方であれば、建て替える、ここで建て替えるこ

と自体が無理、建て替えることによってもうも

らえなくなるというふうに認識をとられてくる

ので、そこら辺をしっかりと、何というんです

か、足らざるというところがあるのであれば、

しっかりと言葉を言っていただければと思いま

す。 

 最後になってくるんですが、もう時間が３分

前ということで、住民投票条例案ですね、意見

書のところで市長が２つの理由から必要ないと

いうことをおっしゃっているかと思います。投

票率の規定がないということと、あと、曖昧で

あるということかと思います。 

 きのうの一般質問の中でも、お二人の議員の

方が住民投票の投票率がないからということで

お話をされていたかと思うんです。投票率がな

いというふうにご指摘をされるのであれば、そ

こはもう投票率があれば、納得して、多分賛成

されているからこそ、そういうふうにおっしゃ

っていただけていたのかなと思うんです。 

 市長としても、必要ないという理由が２つ述

べられていたわけですね。なので、具体的に、

どういうところが投票率何％以上であれば、具

体的にどういうところが曖昧だから、曖昧さを

なくすためにどうすればいいかというのがあれ

ば、多分賛成していただける、進めていただけ

るということで、わざわざああいうことをおっ

しゃっていたかと思うので、そこら辺の具体的

なところを教えていただければと思うんですが。 

○市長（尾脇雅弥）  限られた時間の中ですの

で、住民投票条例を一定の基準があれば上程す

ることができると、その場合に意見書はつけら

れるということに対して、お話はしております、

こういうことではないかと。ただ、そのことと

いうのは、繰り返しますけども、二元代表制の

補完の仕組みだということでありますから、

我々はこれまで選挙を戦って、二元代表制で選

ばれた市民の代弁者としてここまで来ている、

それは今の皆さんの前からも含めて、そういう

形をやってきているわけですから、そのことが

基本であるというふうに考えております。 

○森 武一議員  なかなか難しいところ、質疑

なんですけど、これにて質疑を終わらせていた

だきます。ありがとうございます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、午後４時20分から再開いたします。 

     午後４時16分休憩 

 

     午後４時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、14番、川畑三郎議員の質問を許可しま

す。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  平成から令和に変わった年で

ありましたが、豪雨や台風で日本列島の各地で

甚大な災害が発生いたしました。台風15号、19

号での被害状況は、新聞、テレビ等で報道され、

災害の大きさを知ることになりました。河川の

氾濫で多くの人命も失われました。道路、港湾

など、もとの状態への復旧や防災力強化の対策
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を急がなければなりません。 

 桜島が９月以降、活発な活動をして、県内全

域に降灰が確認されております。冬になります

と、北西の風に乗って、垂水市を中心に大隅半

島に降灰があります。これからさらに活発化す

るのではないかと心配するところであります。

そこで、降灰対策として、どう対応されている

のかお知らせください。 

 農道・排水路について。 

 飛岡地区は県営中山間総合整備事業で舗装等

の工事が発注され、整備が始まっております。

地域にとっては大変喜ばれております。一部工

事が残ります。また、飛岡川への末端の排水路

の改修も必要と考えますが、残りの箇所と排水

路の整備について伺います。 

 次に、庁舎建設事業について。 

 今回の議会では、市民からの直接請求で市庁

舎建設に関する住民投票条例案が、市長の意見

書が添えられて議会に提出されました。庁舎建

設については、昨日から、一般質問で多くの同

僚議員が質問されております。多少、重複する

部分がありますが、よろしくお願いいたします。 

 まずは、民意が反映された計画になっている

かという視点で確認したいと思います。基本構

想や基本計画の策定の考え方について説明をお

願いして、１回目の質問を終わります。 

○土木課長（東 弘幸）  土木課所管の降灰対

策につきまして、お答えいたします。 

 まず、降灰除去事業の補助基準につきまして

ご説明いたします。 

 降灰除去事業は、活動火山対策特別措置法に

基づきまして、年間を通じ、１平方メートル当

たり1,000グラム以上の降灰があった場合、清

掃にかかった経費の２分の１を、また2,500グ

ラム以上では３分の２を補助するとなっており

ます。 

 補助対象としての判断は、市内６カ所の中の

海潟、協和小学校の屋上でございますが、基準

観測点となっております。 

 本年の降灰量でございますが、１月から10月

までの合計が714グラムとなっておりましたが、

11月の１カ月間で721グラムの降灰量があり、

合計1,435グラムとなりましたことから、令和

元年の降灰除去事業は補助対象となったところ

でございます。 

 なお、12月９日現在の爆発回数でございます

が、198回となっており、９月まではほぼ１桁

台で推移しておりましたが、10月が41回、11月

が77回、12月が19回と急激に増えている状況で

ございます。 

 次に、道路降灰除去作業でございますが、噴

火があった際、職員が現地を確認し、市民生活

に多大な影響がある、また、車両の通行に危険

を伴うと判断した場合に、清掃する範囲を決め、

出動の要請を行い、清掃作業を始めることとな

ります。 

 発注は年２期に分け、大型車４工区、小型車

３工区、歩道清掃２工区、合計９工区で対応し

ておりますが、11月から活動が活発化しており、

11月末に出動の要請を行い、清掃作業を実施い

たしました。 

 昭和から平成の前半にかけて、南岳が活発な

ころと違い、最近の火山灰は粒子が細かく、車

両の通行などで降灰も吹き飛ばされるなどによ

り状況が変わるため、出動要請の判断に苦慮す

ることもございますが、市民生活に影響がない

よう、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  桜島が活発な活動を

している、降灰除去の対策はについてお答えい

たします。 

 農林課におきましての降灰対策は、桜島防災

営農対策事業によります、ビニールハウス、ト

ンネルハウス導入への補助及び被覆資材の更新

に係る補助並びに土壌矯正用の苦土石灰、バー
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ク堆肥の購入補助等がございます。 

 本市は、激甚地区であり、施設導入及び苦土

石灰等の資材購入の補助率は75％以内、被覆更

新については、50％の補助率となっております。 

 平成22年度から令和元年度までの10年間で、

約10億円の事業費実績がございますが、近年の

資材費高騰や野菜の価格低迷などに加え、採択

要件の３戸以上の組合、受益面積3,000平方

メートル以上等の条件が農家同士で調整がつか

ず、年々申請件数も減少傾向でございます。 

 なお、降灰のひどかった平成22年度には、鹿

児島県知事の特認事業で県単事業としまして、

背負動力散布機、ブロワー、自走セット動噴の

購入補助があり、約50戸の農家が購入し、大変

喜ばれたようでございますが、今回はまだその

ような当時の降灰量とは比較にならない程度の

降灰量ということで、県からの支援も難しいの

ではないかというふうに考えております。 

 本市といたしましても、現在のところ機械等

の購入補助は考えておりませんが、新城の花卉

農家の協力のもと、ビニールの汚れをドローン

に搭載した洗浄液で洗浄したり、ビニールハウ

スの谷間にたまった降灰を除去する装置の実験

を、県・経済連の協力をいただき、実施してい

る状況でございます。今後の普及につきまして

は、水源の確保及び設置費用の削減等が課題か

と考えております。 

 また、今後の桜島の活動につきましては、関

係機関と連携し、注視してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  軽石除去の

対策につきましてお答えいたします。 

 牛根地区におきましては、大雨や台風時に黒

神川から流出しました軽石が鹿児島湾奥へ漂流

することにより、流出しました軽石が生けすへ

入り、誤飲による死魚事例や漁船の船体及びエ

ンジンの破損事故など、漁業被害の原因となっ

ております。 

 現在、湾奥へ漂流した軽石や生けすに入り込

んだ軽石につきましては、組合員がボランティ

アにより除去しており、海岸に打ち上げられた

軽石につきましては、県単独事業の２分の１補

助を活用し、組合員の手作業により回収し、産

廃処分場での処理を実施しているところでござ

います。 

 しかしながら、限られた予算の中では、海岸

に打ち上げられました大量の軽石除去を行うこ

とは困難であることから、それ以外に組合員が

自主的に手作業で回収しているのが現状でござ

います。 

 このようなことから、地獄河原からの土砂搬

出や軽石流出の防止策及び海上漂流軽石の効果

的な回収対策を講じることが必要であると思わ

れます。対策としまして、国へは陸域部捕捉施

設の土砂除去及び軽石流出防止ネットの設置に

ついて、また県へは民間業者への委託を含めた

本事業実施要領の見直しや、事業費確保に向け

て要望していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  学校施設等にお

ける降灰対策の状況についてお答えいたします。 

 桜島の噴火による降灰対策事業につきまして

は、学校校庭等に堆積した降灰を除去するため

の降灰除去事業や降灰等の飛散防止のための塩

化カルシウムの配布、学校空調施設等の機器の

更新等を含む設備整備事業、プール内に堆積し

た降灰除去のためのプールクリーナー貸与事業

がございます。校庭内などの降灰除去事業につ

きましては、降灰量がその年の１月１日から12

月31日までの総降灰量が１平方メートル当たり

1,000グラム以上で、かつ降灰除去事業に要し

た費用が30万円以上の場合、補助対象となるも

ので、補助率は２分の１でございます。 

 本市におきましては、平成27年の降灰量及び

事業費が補助対象要件に該当したことから、協
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和小、松ヶ崎小校庭の降灰除去を行い、翌年以

降は降灰量が補助対象要件に該当しなかったこ

となどから、校庭の降灰除去は実施していない

ところでございます。 

 先ほど土木課より、観測地点の降灰量が補助

基準に達しているようですので、校庭の降灰の

堆積状況を確認し、適切に対応してまいりたい

と思っております。 

 また、降灰等の飛散防止のための塩化カルシ

ウムにつきましては、本年度250袋を各学校に

配布済みでございます。 

 次に、学校施設の空調設備につきましては、

平成22年度から平成24年度まで、継続して空調

機の整備を行い、現在、普通教室への整備率は

100％で、補助率は３分の２でございます。来

年度は、国庫補助等を活用しながら年次的に空

調機器の更新を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、プール内に堆積した降灰除去のための

プールクリーナーにつきましては、平成26年度

より小学校８校に、日本学校保健会を通じて貸

与され、設置しているところでございます。な

お、垂水中央中学校につきましては、プール新

設に伴い、既にろ過機が整備されているところ

でございます。 

 プールクリーナーにつきましては、桜島火山

活動対策で各校２台目の要望を行っているとこ

ろでございます。先日開催された桜島火山活動

対策特別委員会の委員のご質問で、プールク

リーナーによる清掃には、２時間程度かかるこ

とをお答えしましたところ、委員より、「急ぎ

清掃の必要がある場合には、市内のほかの学校

から借りて対応してはどうか」とご助言をいた

だきましたので、今後学校の要望も伺いながら

検討してまいりたいと思っております。 

 そのほか、先般の桜島火山活動対策特別委員

会でご意見やご助言をいただいたことも含め、

今後関係課と協議しながら、子どもたちのより

よい教育環境を整えるためにも、降灰に関する

対応等を適切に行ってまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  飛岡地区の農道排水

路の今後の整備についてお答えいたします。 

 現在、行っております県営中山間地域総合整

備事業での飛岡地区の圃場整備は、最終の補完

工事を行っている状況であり、来年度には完了

となります。圃場整備の地区内の工事は、現在

発注されている工事と飛岡川左岸側の大坪地区

の入り口の道路と山手側との舗装等を行えば、

ほぼ完了となりますが、圃場内から、飛岡川へ

の排水路が劣化し、改修が必要な箇所があると

要望が上がっておりました。そこで、現地を確

認し、本事業で工事が可能であるか、鹿児島県

と協議しました結果、圃場整備地区内の必要不

可欠な末端の排水路ということで改修工事が可

能であるという回答をいただき、現在計画を立

てていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  基本構想や基本

計画の策定の考え方について、お答えいたしま

す。 

 新庁舎建設事業については、平成24年２月に

庁内職員で構成される庁舎建設等庁内検討委員

会を設置し、新庁舎建設に関する検討を重ね、

最終的に平成29年３月に新庁舎建設の検討結果

報告書をまとめ、議員の皆様にも同年５月、こ

の報告書の内容をご説明させていただきました。 

 この報告書は、庁舎建設の必要性や基本的な

考え方、そして行政施策としてどのように進め

ていくかという点についても触れられており、

基本構想及び基本計画の策定主体と考え方も整

理しております。 

 その内容でございますが、基本構想及び基本

計画の策定主体は垂水市とする。策定に当たっ

ては、市民の意見を十分踏まえたものとするた
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め、市民代表等で組織する外部検討委員会の設

置やパブリックコメントの実施、そのほか必要

な取り組みを行い、計画案への反映に努めるも

のとするとしております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  一問一答方式でお願いいたし

ます。順を追って質問してまいります。 

 まず、降灰対策についてですけど、皆さんも

ご承知のように、９月からまた桜島が活発化し

ております。今年は風向きも大分変わりまして、

垂水に来る回数も前半は少なかったわけですけ

れども、最近また北西の風に乗って、垂水、大

隅地方に来るという状況であります。 

 ここ二、三年、降灰がなかったわけですけれ

ども、その前の降灰については、皆さんもご承

知のように、もう出れば入る、行けば入るとい

うことで、どか灰でしたよね。そういう状況が

続いた中で、二、三年よかったわけですけど、

また最近、今度は昭和火口から南岳の火口にな

ってきたということで、この南岳の噴煙は、昭

和火口の10倍出るそうです。ですから、気をつ

けなければならない状況であると思っておりま

す。 

 今、各課長で説明がございました。土木課と

いたしましては、それなりに対応されて、ロー

ドスイーパーを出してやっていると。たまには、

やっぱり私は海潟なんですけれども、直に灰が

来るもんだから、「市の人は何しよっとかい」

という声を聞くんです。そういう中でも、今年

もいろいろ対応していただいたので、ありがた

いと思いますので、今さっき答弁されたように、

しっかりと地域の状況を見て、また清掃車を出

すという方向でいっていただければなと思いま

す。 

 ここで、ロードスイーパー、路面清掃車が、

現在垂水市に何台保有されているのか、その分

をお伺いいたしたいと思います。 

 農林課のほう、垂水はやっぱり農業と漁業が

主ですけども、農業が主体になっている地域が

たくさんありますので、今おっしゃったように、

防災営農として補助事業を利用した事業を取り

入れてやっていただきたいと思います。これは、

要望、お願いしていきたいと思います。 

 教育委員会のほうも今の説明がございました。

プールの清掃やらいろいろやってもらっていま

すけども、運動場の灰の除去ですね、昔は、昔

というより何年か前は、垂水市自体でロードス

イーパーを買って清掃していたわけですけれど

も、そういう状況にもしもきたとすれば、それ

も対応して、今後、教育委員会のほうで進めて

いってもらいたいということも、これは要望し

ておきたいと思います。 

 水産のほう、軽石がいつも問題になります。

先般、火山活動の特別委員会が垂水市議会であ

ったわけですけれども、そのときに皆さんの土

木、農林、教育委員会、水産と出席されて説明

されたということです。これは委員会の方々だ

けではなくて、やっぱり全体の議員が知ってい

ただかなければならないと私は思いますので、

そういう状況だということを今日は説明いただ

いたと思います、ありがとうございます。 

 一応これで終わります。土木課のほうよろし

くお願いします。 

○土木課長（東 弘幸）  路面清掃車の保有台

数につきまして、お答えいたします。 

 現在、４トン車ベースの大型車を４台、小型

車を３台、合計７台保有しており、降灰除去作

業を実施しております。内訳としまして、大型

車につきましては、昭和61年に１台、平成24年

に１台、平成28年に２台、合計４台、小型車は

平成21年に株式会社財宝様より寄贈していただ

きました３台を保有しております。 

 先ほど、平成28年に大型車を２台と回答いた

しましたが、これにつきましては、リース契約

で降灰除去車両としまして清掃を実施しており

ますが、12月をもって最終の支払いとなり、契
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約期間の４年が終了しますことから、来年１月

より本市の所有となりますことをご報告いたし

ます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。降

灰対策については、それぞれひとつ、住民の納

得のいくようにやっていただきたいと思います。

ロードスイーパーも大小７台あるということで

すので、フル活動すると、またこりゃいかんと

いうことですので、それぞれに対応しながら活

動をしていただきたいということを要望してい

きたいと思います。 

 次に、農道排水路の整備について。飛岡地区

の圃場整備の跡を整備しています。これは県の

事業なんですけれども、私は本当、県としては

よくやっているなと思うんです。圃場整備が２

年目で済んで、まだ、土地の清算はまだしてい

ないんです。その中で、舗装を去年一部してい

ただいて、今年は舗装はまたやって、来年度で

終わるというような話を聞くんですけれども、

そのほかに、排水路の法面の舗装とか、それで、

田んぼに乗り入れの舗装とか、垂水市じゃ、こ

れはこんなお金は出せないです。本当に県とし

ては、この垂水市の飛岡地区には、誠意を持っ

てやっていると私は思います。 

 ですから、来年度なり、今、課長がおっしゃ

ったように、また続けてするということですの

で、その排水路の件ですけれど、これは、圃場

整備内ではないんですけれども、その末端にな

ります。長い距離ではないんですけど、今のお

話では、県としても県のほうは検討するという

ことですので、もしもこれが、もしもです。先

に行かなかったとすれば、やっぱりこれは市の

ほうでも検討をしていただくべきだと思います

ので、今後、そういう面は要望していきたいと

思います。 

 それと、今、圃場整備をして、パイプライン

で水を送って、大分、みんな助かっております。

整備されているんですけれども、去年、今年は

よかった、去年の夏に、水不足が起きたんです。

だからそのときに、県の方々に来ていただいて、

水がちょっと不足するけど、どうにかならない

かということを地区でお願いしたんですけれど

も、飛岡地区の上流に大きなため池があるんで

すけれども、このため池があまり利用されてい

ない。そして水があまり、ため池は大きいんで

すけど水があまりたまらないと、防災的なため

池というような状況なんですけれども、ここを

どうか利用しようかという話があったんですけ

れども、この点についてご答弁いただきたいと

思います。 

○農林課長（楠木雅己）  ため池の用水が不足

しているが、対策はについてお答えいたします。

飛岡団地内の田んぼの用水は小井出のため池の

湧水でほぼ賄っているため、時期によっては十

分な取水が得られず、営農に支障をきたしてい

る状況もあり、改善はできないかという要望が

上がっておりました。 

 この対応策といたしまして、飛岡川上流の飛

岡新ため池下流の排水路に井堰を設置し、そこ

からパイプラインにより補水する方法で対応い

ただけるとのことで、来年度には測量設計を行

い、準備が整い次第、工事着手されるとの情報

をいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがたい答弁ですので、ぜ

ひそれが実現できるようによろしくお願いしま

す。県のほうにもよろしく要望してください。 

 では、次に入ります。 

 庁舎建設事業についてということで２点上げ

ていますけれども、一応この民意について、今

度の議会で市民からの直接請求で市庁舎建設に

関する住民投票条例が市長の意見書を添えられ

て提出されると。庁舎建設については、昨日か

らやられていますので、それに答弁いただきま

した。 



－178－ 

 ２回目の質問に入っていきたいと思いますが、

民意の部分についてはいろいろな考え方が今、

話があったりして、きのうからありますけれど

も、こういった時には大体、有識者会議といい

ますか、専門家を集めた外部委員会に意見をも

らうという手法が一般的なようでありまして、

今回の庁舎問題も、外部検討委員会を設置し、

市民目線で検討していただく考え方と承知して

おりまして、この外部委員会の委員が、基本計

画書の最後のページの委員名簿がございますが、

持留議員のほうからもこれについて質疑があり

ましたが、学識経験者として建築の専門家、地

方自治の専門家、それから地区公民館連絡協議

会、振興会連絡協議会、民生委員協議会の代表

など14名のそうそうたる代表者の皆さんが名を

連ねております。ここの中で、さっき持留議員

のほうで、この外部検討委員会についてのちょ

っと意見がありましたけれども、私としては、

今のこの時期になって、この外部検討委員会の

方々について、こうあるべき、意見が出なかっ

たと、外に出なかったと、こうあるべきだとい

うこと、それはちょっとどうかなという今意見

がありましたけど、僕はそれでいいのかなと思

うんです。今になってです。こういうのであれ

ば、やっぱしみんながそういうことで検討委員

会ということを承知して進めているわけですか

ら、今になって、こういう人たちのことを言う

べきじゃないと、僕はそう思います。それはも

うその人の取りようですけれども。ただ、こう

であればいいということでしたけれど、そうい

うことはやっぱし僕はあまり言いたくないです。 

 この委員の皆さんが、これまで庁舎建設に対

して真剣に議論を重ねてきたものと私は思って

おります。外部検討委員会の協議経過について

説明をお願いいたしたいと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  外部検討委員会

の協議経過についてお答えさせていただきます。 

 外部検討委員会である新庁舎建設検討委員会

は、所掌事項に、基本構想に関すること、新庁

舎の位置、建設規模、建設時期、整備手法等に

関すること、その他、新庁舎建設に必要な事項

の審議としております。 

 こういったことから、基本構想の策定段階で

提言書を、基本計画の策定段階で要望書を、基

本設計段階では意見書を取りまとめていただき

ました。 

 また、基本計画に定めた建設候補地について

は、外部評価を行っていただきました。 

 さらに、垂水市上町通り会から、垂水市新庁

舎建設基本計画案パブリックコメント実施に対

する意見書が提出されましたが、この意見書に

対して、委員会で慎重に協議いただき、上町通

り会会長宛てに回答書も取りまとめていただき

ました。 

 その他、事業推進や、市民の皆様の理解促進

のために様々なご意見をいただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ご答弁ありがとうございます。 

 私としては、この外部検討委員会は非常に重

要であり、その責任と役割をしっかり果たして

いると私は思っております。 

 一番大事な新庁舎の位置、庁舎の規模設定や

機能、概算事業費、財源、整備スケジュールな

ど、執行部がこれまで言っているとおり、大事

な項目が多いからこそ、この検討委員会で専門

的、総合的に、市民目線で検討することは適切

であったと思います。 

 これは、この外部検討委員会の方が、どうか

と、今言うとすれば、それは誰がまたどういう

人を選べばいいのかと、大きなまた問題に、そ

ういうことはないというけど、そういうことに

なると思います。これはやっぱりしっかり最初

に決められた外部検討委員会を大事に、大事に

という、それを真に受けてやっていったほうが

いいと思います。 
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 我々が最初から説明を受けていた庁舎建設事

業の進め方、考え方は問題なく行われていたと

言わざるを得ない、私は思います。 

 今になって、進め方が悪いとか、アンケート

をとっていけばよかったなど言われても、この

事業については、計画どおりにちゃんと進めて

きているわけです。だから、我々議員も説明を

受けてきて、そして大きな議論もだめだという

ことじゃなくて、進めてきているわけですから、

私はなかなか、我々議員がそれを言っていいの

でしょうかと僕は思います。 

 そこらへんはやっぱり議員の皆さんも考えて

行動していかなくてはならないのではないかと

思います。 

 それから、市民意見の範囲は基本設計の段階

では、市民のワークショップを開催し、市民の

意見や要望をできるだけ取りたいとしておりま

す。 

 そうであれば、十分に民意を取り入れながら

庁舎建設事業を進めてきたと言えると思われま

すが、同僚議員の皆さんもいかがでしょうか。 

 さっきちょっとここでお聞きしたいんですけ

れども、さっき持留議員のほうで、活断層につ

いての質問がありましたけど、僕はちょっとわ

かりづらかったから、課長ここもちょっと説明

ができたら、僕にもうちょっと説明してくださ

い。 

○議長（篠原則）  ここで申し上げます。 

 本日の会議は、議事の都合により、あらかじ

めこれを延長いたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  持留議員からお

尋ねされたのは、これまで基本構想にしろ、基

本計画にしろ、様々な検討された中で、この活

断層について検討したかというとこでお尋ねが

あったわけです。検討しているのであれば、そ

の検討結果をもってちゃんと公表しなければ、

市民のためにも安全安心が確保できないという

ところでのご指摘をいただいたところでござい

ます。 

 これにつきましてですが、我々としましても、

先ほど持留議員のところで申し上げましたが、

総務課のほうで所有しています津波訓練の関係

の資料、そちらにおきましても一応検証がして

ありますし、我々、今回庁舎建設に絡めまして

行いました地震波測定関係についても、この活

断層の関係につきましては検討したところでご

ざいます。 

 その中で、垂水市内における活断層をまず確

認しなければならないというところで、垂水市

の北部域にあります牛根麓から、大体霧島市の

敷根あたりまで、今現在、活断層が走っている

ようでございます。鹿児島湾東縁起震断層とい

うのがありまして、こちらについて、今回、地

震波関係、特に地盤改良と地質調査の関係にお

きましては、この活断層を想定したところをま

た入れながら、診断をしたところでございます。 

 行く行くは、この診断結果をもとに先々、大

臣認定を受けて庁舎建設を進めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○川畑三郎議員  わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 では次に入ります。 

 住民投票についてお伺いいたしたいと思いま

す。市庁舎建設に関する住民投票条例案は議会

に提出されていますので、住民投票をする、し

ないの判断を議会に求めてきたということであ

ります。これについては、きのうから今日まで

各同僚議員がいろいろ質問をされております。 

 市長は、意見書の最後に、住民投票は実施す

る必要はないと結んでおられます。その理由を

いろいろと述べていますけれども、かなめは、

大事な問題だからこそ、我々議会も市民の負託

を受け、議員に決めていただきたいという趣旨

の提案ではないかと思います。 

 議員の方はまた地域の代表として、ここの議

場に上がって、いろんな事業については議会で
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賛否を問うて進めてきているわけですけれども、

今回もそういう状況になると思います。市長も

議員の経験者であるから、議会や議員の使命を

十分にわかった上で述べられただろうと思いま

す。市長、そういう考えでよろしいですか。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでの経緯、考え方

については、これまで申し上げてきたとおりで

あります。その上で、補完の仕組みとして住民

投票条例がルールに乗っかって提出をされまし

たので、またルールに乗っかって意見書を添え

て提案をして、説明をさせていただいているわ

けですけども、最終的には、議会の先生方が判

断をするということですから、そこはもう議会

の先生方にお任せする以外にないというふうに

思います。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 きょう出席の同僚議員も、庁舎建設を一刻も

早めて、早く進めなきゃならないという思いは

一緒だと思います。執行部から出された計画の

中身を我々は確認しながら、設計予算も２回議

決いたしました。新庁舎建設工事基本計画、実

施設計事業委託に関する予算が、平成30年３月

議会で一般会計予算案として１億1,162万円が

賛成多数で可決、平成31年３月議会で、新庁舎

の耐震工法に免震構造を採用するための予算案

2,760万円が、これは全会一致で議決され、現

在、基本設計業務を終了し実施設計業務を行っ

ているところです。 

 新しい議員は別として、前からいらっしゃっ

た議員の方々は、丁寧にこの庁舎建設に対して

は説明をし、皆さんの意見を聞いて、何回だっ

たでしょうか、回数はもう相当あったと思いま

す。そういうことで進めて、基本計画も了承し、

位置もここでいいですねということで進めてき

たわけで、あそこにするとすれば、ここを移転

するときのまだ最終的なありますけど、私はこ

れは今するべきじゃなくて、つくってから、確

認してから僕はこういうの移転するというのが

本当だと思います。 

 そして、志布志の問題がありますよね、志布

志で３分の２以上だったのは、志布志はそこに

もとの庁舎があったから、そこに移るというこ

とで、考えればできたところに３分の２の了解

を得て移転したということですので、我々のこ

れとはまた違うんですよ。そこもよく考えなが

らやっていかなきゃならないと思います。私は

これは急いじゃいかんと思いますよ。 

 ここで、仮にですが、住民投票をして計画が

白紙になったと、どうなると思いますか。これ

まで同僚議員も質問していますが、じゃあもと

に戻って新しい計画がすぐできると考えますか。

僕はこれはできないと思います。基本構想、基

本設計をつくるのにどれぐらいかかると思いま

すか。そしてまた新しい土地を見つけて、そう

はすぐできますか。僕は、今の尾脇市長の状況

じゃできないと思います。 

 人の質問中はちょっとは黙っておってね。議

会も予算を議決しながら進めていますよね。市

長、この計画が白紙になったらどんな影響があ

るのかお答えいただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと全体的にお答え

したいと思いますけれども、まず、白紙になっ

たらということは、なぜ進めるかから始まるん

だと思うんです。庁舎の議論は、繰り返しにな

りますけども、古くて危ない状況がありますの

で、建て替えなければいけないということなん

だと思います。 

 今日は、ここの議場は少ないですけども、ネ

ットを見られる方もいらっしゃいますので、あ

る意味、そういう意味でお話をさせていただき

たいと思いますけれども、私がお話をしている

のは、これまでの経緯、民意というのは何なの

かということを考えたときに、最大の民意はや

っぱり間接民主主義の中で二元代表制の中で、

それぞれこの問題にもしっかりと触れて、選ば

れてそのことを議論してきたという経緯があり
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ますから、それにおいて現在に至っているとい

うのが王道なんだと思うんです。補完の仕組み

として住民投票をすることができるというのは、

そのとおりでありますから、意見書を添えて、

今回、最終的に議員の先生方が判断するという

のが客観的な部分。争点は安全上と財源の問題

なのかなというふうに思いますけれども、安全

上に関しても、これまで肌感覚的な議論として、

海辺でどうなんだ、例えば南海トラフが来たら

とか、液状化がということがあります。我々は

技術的なもので対応することによって、例えば、

中央病院もありますよねというような話をして

まいりました。ここは錦江湾ですよねというお

話をしてまいりました。 

 ただ、基本計画案が出たところによって、か

なり科学的な根拠が示されたんだと思います。

地盤調査は100メーター以上を３本やって、要

するに、大臣認定をする基準を今のこの地質か

ら想定しますと、このような対策をすることに

よって大丈夫ですよという具体的な根拠が示さ

れた。1000年に一度の例えば大雨で、これぐら

いということが少し言われましたけど、いやい

や、それは中身を見ていくと、こういうことで

大丈夫ですよというお話もしてまいりました。 

 直下型の地震、震度７ということも過去にお

いても、伊藤知事の時代ですけれども、それを

想定して、津波が当時1.84メートル、そういう

ことも想定をしながら、いろいろこれまでやっ

てきたという経緯があります。 

 違うということであるならば、比較論という

ことになりますと、私としては科学的な根拠を

まずは示すべきなのかなというふうに思います。

安全でないということの科学的な根拠、同時に

その代案があるというようなお話も少し話をき

のうされておられましたけれども、聞くところ

だと、ここに建てる、例えば隣接の消防庁舎も

含めてというようなお話も一つの案なのかなと

いうふうに思いましたけれども、この消防庁舎

に関しても、今、合併協議の休止中の状態とい

うことになりますので、そう簡単にはいかない

ということがございます。 

 その辺等々も含めて、しっかりと示されたも

のがあって、例えば甲乙つけがたいと、それで

どちらかということであれば、一つの民意を問

う方法としては、考え方としてないこともない

のかなというふうには思いますけれども、そう

いう状況ではないということは、これまでお話

をした中でそういうことなのだというふうに思

います。 

 繰り返しになりますけれども、民意を問う二

元代表制の中で今日までそのことを真剣に議論

をして、少なくとも３年以上議論をして、それ

でも４年先に建てられるかどうかという現実が

ありますから、コスト面においても、先ほどか

らお話があります32年度までの実施設計という

ことによって、８億円の交付税をいただけると

いうことでありますので、現行ルールの中では、

とてもじゃないですけれども、その代案という

具体的に示されておられませんけれども、これ

からその案を示されるにしても、地盤調査も含

めて始めなきゃいけない、ここの新しい庁舎の

部分も、構造上は我々が示すところと地盤とい

うのはそんなに変わらないということでありま

すから、安全対策も含めてやらなきゃいけない、

時間もお金ももっとかかる、結果としては、庁

舎が建たないという状況が続くということであ

りますので、それを一刻も早く解消しなければ

いけないと、安心安全を守る、とりわけ安全を

守るというのが私の最大の使命でありますので、

その信念において、これまでも筋を通してきた

つもりでありますし、多様な意見があることは

十分聞く耳を持ってお話はしてきました。これ

からも、車座座談会等を通じて、幾らでもお話

をしたいと思っておりますけれども、時間やお

金の両面がありますから、しっかりと建てられ

るうちに、安全でコスト的にも負担の少ないも
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のを建てていくというのが私の考え方でありま

す。 

○川畑三郎議員  財政面をはじめ、計画を立て

ること自体が難しいということになれば、庁舎

が建てられないということになり、危険な状態

がこのまま続くことになります。非常に大きな

影響だと私は考えます。 

 現在の建設候補地は、海に近いということで

の反対が主力であるようですが、私から言わせ

ていただければ、市としてはそれなりの対策を

いろいろとっていらっしゃる。目の前に広大な

錦江湾が広がっています。そして、鹿児島のシ

ンボルである桜島を仰ぐ場所にもあります。こ

れは景観最高な場所に僕はなると思います。必

ずこれができたら、観光客も来ます。絶対にこ

れは来ます。取りようだから人のことは言うな。

だから、これは必ず最高の場所と僕はなると信

じます。取りようだから、これは。だから、そ

ういう僕みたいな考えも結構多いんだよ。だか

らそういうことを一方だけがどうかということ

じゃなくて、そういうこともあるということを

僕はみんなに言っていきたいと思います。 

 きのうの陳述者の中に、まちの真ん中でない

といけないというような意見がございました。

ここから今のこの庁舎から幾ら離れておると思

いますか。真ん中でなければなぜいけないのか

と。かえって交通にしたらちょっと無理なとこ

ろがありますよ。考えてみれば中央病院、そし

て華厳園、きもつき農協、県営住宅、そしてい

ろんな住宅がこのかいわいにはありますよ。そ

ういう中で、なぜこの庁舎だけ心配されるのか

なと僕は思います。 

 百五十年の計、百年の計と言いますけれども、

僕は、一部これを反対する人から、百年の計を

垂水は間違うといかんぞと言われました。僕は

言い返したいです。あんたたちはそういうよう

なことじゃあんたたちがこれは、50年、100年

の計を間違えているんだぞと、そういう取りよ

うがあると思うんです。だから、考えようによ

っては、絶対にいい場所だと思いますので、そ

ういうことで、僕は前向きに進めていければと

思うんですけれども、市長、最後に市長の思い

はないですか。 

○市長（尾脇雅弥）  今もお話ししましたけれ

ども、万が一とか想定外が来たらどうするんだ

ということが議論の中心だと思いますけれども、

基本的には、そうでない日のほうが圧倒的に、

万が一というのは１万回に１回という話であり

ますから、雨のことに関しても、1000年に一度、

地震やいろんなものに対しても、最大が来ても

そういうことなんですよということで、我々は

科学的根拠を示しながら、いろんな財政的な有

益なものもありながら示していると。 

 先ほど議員がおっしゃったように、できれば、

本当に見方によってはロケーションも含めて大

変すばらしい日本一の景観と言ってもいいぐら

いのものができるというふうに思います。庁舎

を建てるということは悪いことではないんです。

必要だから建て替える、そのことにおいて、今

その時期だと。万が一となったときの責任が私

には取れない。例えば中央病院にしても、それ

も建て替えなきゃいけないという話になります

し、中央病院のときもいろいろ大変なことがあ

りましたけれども、結果、今、建ってよかった

なというのが、多くの皆さんの間違いなく世論

だというふうに思いますので、今回のことに関

しても、そういう視点を持って、いろいろご意

見があるというのは十分わかっております。 

 全体的に庁舎の考え方がある時に、いろんな

視点があるのは十分理解しておりますけれども、

このことというのは、何が大事なのかというこ

とを考えながら、これまでも責任を持って進め

てまいりましたし、先ほど申し上げましたいろ

んな経緯はあっても、間違いなく二元代表制の

中で議会の議決をいただきながら、進めてまい

った案件でありますから、これをしっかりと前
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に進めていくというのは、当然の私の立場であ

りますし、そのことの判断というのは、今度の

23日に、議会の先生方の責任において決断をし

てくということだと思います。 

○川畑三郎議員  最後になりますけど、皆さん、

こういうチラシは見なかったですか。きのうも

一部あったですけど。きのうは、僕は帰って見

たら、これが僕の家に入っていました。きのう

の質問の中でも、堀内議員がちょっとおかしい

んじゃないかという指摘もありました。この文

章を見ていますと、きのうの陳述者のあいさつ、

文面、この分が大方陳情されておりました。こ

の内容のやつが。 

 やっぱり、これは新庁舎建設を考える会、新

庁舎建設に関する住民投票条例制定を求める会

で合同で出していると思うんです。僕も指摘を

すれば、ここに平成５年の写真が２つ、そこの

旧垂水港の跡と中俣川の状況が載っています。

この流木があるの。何でこの中俣の流木を出さ

ないといけないの。これは、僕は消防団だった

よ。平成５年だったと思う。中俣川の浦谷のほ

うが決壊をして、川が田んぼを流れて、そして

また来たの。その時、ちょうど国道も整備工事

をしておったんです。そしてその橋げたを整備

しているところに、支えの工事品があったの、

それに大きな流木が全部詰まって、周りの家を

巻き込んで、川にみんな流れたんだけど、この

庁舎とこの問題が何の問題がある。あおるよう

なことです。流木が危ないよというようなこと

ですよね。これが一つ。 

 そして、垂水港のこの流木の問題。これも僕

は当時をよく知っていますけれども、これも、

本城川やら河川が全部氾濫して流木が流れて海

に行ったやつが、南西の風、西の風で全部こっ

ちに打ち上げたんです。そして、港の中にこの

流木が入って、入ったやつは外に出られんです

がね。次から次にここに集中して、全部来たん

ですよ、流木は。だけど、それは今のここの今

の建設の予定にも全部来たと思うんですけど、

それは全部流れてこの湾に入ったんです。湾に

入ったやつはこん流木は外に出られんかったん

です。だから流木がこうつながったけど、だか

らいかにも危険であるような写真ですよね。僕

はこれも間違い。なぜこんなのを載せて出すの

かなと思う。 

 だからやっぱり、森議員がさっき言ったよう

に真実のやつをするようでないといかんですよ。

これは僕のこれを見て、これもこの会の人たち

に対する住民投票の件で質問したんだけど、そ

ういうことですので、これもおわかりいただい

て、僕の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、一般質問を終わ

ります。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明12日から12月22日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12月23日午前10時から開きま

す。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後５時14分散会 
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令和元年12月23日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 ここで産業厚生委員会委員長から所管事項調

査の報告の申し出がありましたので、これを許

可します。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  おはようござ

います。去る10月30日から11月１日まで福井県

大野市及び石川県輪島市において、私ども産業

厚生委員会の７名及び随行１名は所管事項調査

を実施しましたので、その結果を報告いたしま

す。 

 初めに、大野市について報告いたします。大

野市では働く人に優しい企業応援事業について

研修してまいりました。人手不足が深刻化し、

求職者は働く環境のよりよい企業を求めていま

す。大野市は「一人一人が活躍し、生きがいを

持って働ける環境づくりや業務の効率化により、

より働きやすく、より長く働き続けられる職場

環境の整備を支援します。」として働き方改革

に取り組み、男女共同参画社会の実現のために

は、企業による働きやすい職場環境づくりも求

められているとして、平成30年度から労働時

間・休暇制度の見直しや職場環境の改善に取り

組む企業を支援する事業を始めています。 

 具体的には、正規職員を１名以上雇用してい

る、市税に未納がない等の参加要件を満たした

事業者を対象に、取り組み申請を受け付け、７

月から翌年６月までの取り組みを通し、実績を

審査の上、表彰を行っており、最優秀賞に50万

円、優秀賞に30万円、優良賞に10万円が贈られ

ています。 

 また、男性の育児休暇取得推進も行われてお

り、３歳までの子どもを持つ男性従業員に年間

12日以上、子どものために休暇を取得させた事

業者に年間10万円を交付する制度や、育児休暇

等の代替職員の雇用に対し、給与に係る費用６

万円を補助する制度も設けられています。休暇

によるしわ寄せを解消しようと、生産性向上に

向けた創意工夫につながっている事例もあるよ

うでした。 

 大野市の労働環境は福井市と月１万円ぐらい

の差があり、通勤時間も１時間ほどであること

から、労働流出がみられる中、大野市は企業や

事業所に労働時間・休暇制度の見直しや職場環

境の改善を促し、取り組む企業を支援し、大野

市内の企業で働きやすさが定着につながるよう、

先進的な取り組みを学ぶことができました。 

 次に、輪島市について報告いたします。輪島

市では、地域貢献見守り事業、福祉避難所、防

災士の育成について研修してまいりました。住

みなれた地域で安心して生活できるよう、民間

企業と共同し、高齢者等の見守りを行っており、

配達や集金を日常業務としている民間事業者が、

その業務中に異変に気づいた際、市に連絡を行

うとともに、市職員が24時間体制で訪問・確認

を行う事業で、現在、68事業者と協定を締結し、

また、能登半島地震の経験から要配慮者マップ

を作成し、災害時における安否確認、緊急連絡

及び日常生活における見守り支援のための資料

として活用されています。 

 輪島市は全人口の４分の１が75歳以上で、見

守り支援が必要となっており、市の担当職員が

緊急連絡用携帯電話を24時間所持し、１週間ず

つ当番する体制を構築し、人命救助につながっ
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た事例は９件ということでした。協定事業所の

中には、食改や書店、行商者なども含まれてお

り、強い取り組みを感じました。 

 次に、福祉避難所についてですが、平成19年

に発生した能登半島地震において、我が国で最

初となる福祉避難所の設置・運営を行い、その

必要性を認識し、現在では市内外21の施設と協

定を締結しています。 

 また、福祉避難所設置・運営マニュアルを作

成し、福祉用具の優先物資供給協定の締結や福

祉避難所設置・運営訓練を実施しながら、今後

起こり得る災害に迅速に対応できるように取り

組んでいます。 

 福祉避難所は一次避難所から服薬管理やトイ

レの介添えが必要な方々が二次的に避難を行う

場所という認識であるが、台風や大雨による避

難所開設の機会の多い本市の場合は、避難をち

ゅうちょする傾向にある障がい者や妊産婦、乳

幼児については、即時開設もあり得るのではな

いかとの助言もありました。 

 最後に、防災士の育成についてですが、地域

または所属団体の防災リーダーとして活躍して

いただくため、受講費は県と市の負担とし、石

川県が主催する自主防災リーダー育成研修を受

講してもらい、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認

証する防災士の資格取得を平成20年度から推進

しています。 

 人口２万7,000人の輪島市に698名、うち女性

172名の防災士がおり、石川県内でも金沢市に

続いて２番目に多いそうです。県主催のフォ

ローアップ研修のほか、市主催のスキルアップ

研修として初任研修、定期研修、女性防災士研

修など、バックアップ体制も充実していると感

じました。福祉避難所、防災士とともに、関係

機関、住民の災害弱者支援の必要性や自分たち

の地域は自分たちで守るという自覚・連帯感に

基づき、先進的な取り組みがなされていました。 

 本市は防災士こそ少ないものの、住民の防災

意識は高いと感じています。さらに安全・安心

のまちとなるよう、今回の学びを生かしていか

なければなりません。今回の所管事項調査は、

垂水市にとって参考になる事例が非常に多くあ

りましたことを報告して終わります。 

○議長（篠原則）  以上で諸般の報告を終わ

ります。 

   △議案第77号～議案第83号、議案第85号

～議案第90号、請願第２号、陳情第３号、陳情

第５号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第77号か

ら日程第８、議案第83号までの議案及び日程第

９、議案第85号から日程第14、議案第90号まで

の議案13件並びに日程第15、請願第２号及び日

程第16、陳情第３号、日程第17、陳情第５号の

請願１件及び陳情２件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第77号 市庁舎建設に関する住民投票条例

 案 

議案第78号 垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第79号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

 案 

議案第80号 垂水市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例 案 

議案第81号 垂水市道の駅交流施設条例の一部

を改正する条例 案 

議案第82号 垂水市消防団条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第83号 垂水市土地開発基金条例を廃止す

る条例 案 

議案第85号 土地の取得について 

議案第86号 令和元年度垂水市一般会計補正予

算（第４号） 案 

議案第87号 令和元年度垂水市介護保険特別会
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計補正予算（第３号） 案 

議案第88号 垂水市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第89号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第90号 垂水市職員の給与に関する条例及

び垂水市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例 案 

請願第２号 家族従業者の人権保障と「女性の

活躍」を促進するために「所得税法第56

条の廃止を求める」意見書を国に提出す

ることを求める請願 

陳情第３号 市庁舎建設に関する住民投票条例

制定を求める陳情書 

陳情第５号 多額の費用を伴う住民投票条例に

よらない新庁舎建設促進を求める陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで各常任委員長の審

査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  去る11月29日

の本会議において、産業厚生委員会付託となり

ました各案件について、12月13日に委員会を開

き審査いたしましたので、その結果を報告いた

します。 

 最初に、議案第81号垂水市道の駅交流施設条

例の一部を改正する条例案について説明があり、

県公衆浴場料金の統制額の改定に従わないとい

けないのか、下げる必要があったのかとの質問

に対し、あくまでも目安であり、法的拘束力は

ない。今回の改正では、財宝さんのほうから提

示があったものであるとの答弁がありました。

審査の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第86号令和元年度一般会計補正予

算（第４号）案中の福祉課の所管費目について

は、未婚の臨時給付金についての質問があり、

消費税増税の環境の中で、子どもの貧困に対応

するため、ひとり親の方に対して臨時の措置と

して国が手当するもので、１回限り、財源につ

いては100％国からの補助金であるとの答弁が

ありました。 

 保健課の所管費目については、質疑はありま

せんでした。 

 次に、農林課の所管費目については、事業所

の大小がある中で、アフリカ豚コレラ侵入防止

緊急支援事業補助金について、75万円という上

限額を設ける必要があったのかとの質問に対し、

近隣市町を参考に設定した。その後、町につい

ては上限を撤廃したところもあるように聞いて

いるとの答弁がありました。また、病害虫対策

費の松林樹幹注入の行政事務委託に関して、大

隅青少年自然の家の利用状況はどうなのかとの

質問があり、前年度の総利用者は５万3,271名、

キャンプ場利用者は3,023名で、ある程度利用

はあるとの答弁がありました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目については、

観光費の印刷製本費に関して、作成した観光パ

ンフレットを目にする機会がないので、ぜひ配

付して見せてほしいとの要望がありました。 

 次に、土木課の所管費目については、空き家

解体事業補助金について、住宅の利活用も含め

た広報体制をどのように考えているのかとの質

問に対し、広報活動は非常に大事だと思ってい

る。各課が単体で行っている事業をまとめた形

で、市内外に周知するため、広報誌、ホーム

ページ、リーフレットなど検討を進めていると

の答弁がありました。 

 そのほかで降灰除去の方法、旧教職員住宅や

特定空き家対策、農業共済組合事務所やなぎさ

荘の今後について、様々な意見や要望が出され

ました。審査の後、本案の採決を行ったところ、

原案のとおり可決されました。 

 最後に、議案第87号令和元年度垂水市介護保
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険特別会計補正予算（第３号）案について説明

がありましたが、質疑はなく、本案の採決を行

ったところ、原案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長、

川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る11月29日

及び12月10日の本会議において、総務文教委員

会付託となりました各案件について、12月16日

に委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を報告いたします。 

 最初に、議案第77号市庁舎建設に関する住民

投票条例案では、参考人として条例制定請求代

表者の出席を求めるとの動議があり、全会一致

で可決されました。可決後、参考人招致の手続

を行い、条例制定請求代表者である高橋理枝子

氏に出席いただき、質疑を行いました。 

 建設場所に関する質疑では、建設場所は県が

発表した洪水浸水地域最大で３メートルの浸水

想定となっていると意見しているが、県の想定

する洪水最大規模は82センチとなっている。市

民に対して誤った情報を流したのではないか。

訂正する考えはないかとの質問に対し、県の発

表した情報をもとにしているため間違いではな

い。訂正する気はないとの答弁がありました。 

 次に、３つの候補地の中で、唯一安全性に課

題があると評価された海沿いでいいのか。現庁

舎跡地が適任だと意見しているが、現庁舎跡地

は計画の経済性と実現性の項目が全て適してい

ないと評価されているがとの質問に対し、現庁

舎であれば、用地取得はなく、消防庁舎まで含

むと考えている。適していないは間違いではな

いかと思っているとの答弁がありました。 

 次に、20メートルまで地盤改良して液状化の

不安が残ると意見しているが、現庁舎は同一の

地盤であるがとの質問に対し、確認はとれてい

ないが、別館をつくったときに水が出てきた。

液状化する場所だというのは認識しているとの

答弁がありました。 

 また、予定地の洪水・浸水の面において、ハ

ザードマップの正当性、科学的な根拠・妥当性

を主張されながら、一方でハザードマップを否

定するような意見であったが、その根拠はとの

質問に対し、県の示したものを参考にしている

ので間違いではないとの答弁がありました。 

 建物に関する質疑では、現庁舎地で４階建て

に建設する考えであるが、延床面積、職員数、

議員数など、どの程度だと想像しているのかと

の質問に対し、私たちが考えたのもほぼ同じ大

きさになっている。通常の形で建てるというこ

とで、さほどコストもかからない6,000平米ぐ

らいを想定しているとの答弁がありました。 

 財源に関する質疑では、８億円は現庁舎地に

建てるといらないと言われた根拠はとの質問に

対し、現庁舎地に３期に工期を分けて建てるよ

うに専門家の人から助言を受けている。現庁舎

地では、仮庁舎費と電算システム移転費の８億

円は不要であるとの答弁がありました。 

 また、８億円の交付税措置の分はとの質問に

対し、用地買収費や補償費などの５億、仮庁舎

費の８億は不要であるため、13億を差し引いて

27億となり、それから基金分の13、14億を差し

引くので、交付税措置を受けるまでもないよう

な額になるとの答弁がありました。 

 住民投票に関する質疑では、住民投票におけ

る投票率を規定することへの考えはとの質問に

対し、住民投票に対するボイコット運動的なも

のがあった場合、住民投票が成立しないと考え

た。また、法律的拘束力がないため設けなかっ

たとの答弁がありました。 

 次に、条例案の第２条で60日以内に住民投票

の期日を定めなければならないとあるが、60日

以内に投票日を決めるのか、60日以内に実施し

なければならないかとの質問に対し、条例施行

後60日以内に住民投票を実施するということで
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あるとの答弁がありました。 

 次に、条例案第５条の情報の提供熟慮プロセ

スを設置した意図はとの質問に対し、条例で問

うべき事項の重要性を考えたとき、広く市民の

間で議論することが新庁舎計画にとって有意義

であると考えたとの答弁がありました。 

 次に、住民投票の意義とは何かとの質問に対

し、市民は市長、議会に対し疑問を持っている。

住民の意見を聞いて方向性をもう一度考えてほ

しいという点にあるとの答弁がありました。 

 次に、条例案の第15条で、尊重の義務の規定

がある。条例は拘束力はないが、尊重の義務は

ある。対市民との関係において説得力はあるか。

訴えるメッセージとは何かとの質問に対し、庁

内検討委員会、外部検討委員会、市民アンケー

トの３つを総合的に判断すれば、疑問が膨らま

なかったのではないか。市民アンケートで市民

の声を聞くべきだったのではないかと思うとの

答弁がありました。 

 次に、民意をどのように考えているかとの質

問に対し、パブリックコメントや説明会、車座

座談会などで拾えなかった声を市民アンケート

ができなかった今、住民投票という形で反映さ

せるべきだと考えるとの答弁がありました。 

 次に、拘束力のない条例案を市民に対してど

う訴えていかれるのかとの質問に対し、拘束力

がないのは法律で定められているため仕方がな

いが、結果を市長・執行部・議会がどのように

受け止めるのか、市民は見ている。見ているこ

とは意義があると思うとの答弁がありました。 

 また、限られた財源という言葉を使っている

が、住民投票に要する費用をどのように考えて

いるかとの質問に対し、大事な一大事業を決め

る時に、市民が参加したという歴史をつくるた

めに必要であるとの答弁がありました。 

 意見陳述に関する質疑では、新庁舎建設に係

る財源の大半がふるさと納税からと意見してい

るが、私が知る限り、ふるさと納税から庁舎建

設の基金に積み立てる事実はないと考えている。

これはどこからの情報なのか、何を根拠にして

いるのかとの質問に対し、ふるさと納税につい

ては、議会の傍聴、議員との会話で認識してい

た。間違っていたら申し訳ないとの答弁があり

ました。 

 次に、候補地は現庁舎跡か市民館になり、市

民館では3,000万円の耐震工事が議決されてい

ると意見していたが、議会に市民館における耐

震工事の議案の提出はなく、審議したことはな

いが、どこからの情報なのかとの質問に対し、

傍聴していたが、議決していないのであれば申

し訳ない。私の誤認だとの答弁がありました。 

 参考人招致後、執行部への質疑を行い、高橋

代表は60日以内に投票すると言われたが、執行

部はどういう認識かとの質問に対し、法的な条

項で説明すると、条例の施行日より起算して60

日以内に市長が定めなければならないものは、

住民投票の期日であるというふうに解せられる

との答弁がありました。 

 また、条例案の第２条、60日以内の期日に関

して、高橋代表の発言から勘案すると、実施す

る日を、定めなければならないという読み方に

問題はないかとの質問に対し、法の専門家に確

認したところ、条例の施行日から起算して60日

以内に市長が定めなければならないものは、住

民投票の期日であるとの答弁がありました。 

 さらに、条例案第２条の60日以内での住民投

票の期日のところで、代表が求めていた意図を

正確に反映できない。文言の整理はできないか

との質問に対し、変更できない部分となるため、

一度取り下げし、署名を取り直してもらうこと

になるとの答弁がありました。 

 次に、成立要件の問題で、少数意見であって

も住民の意見は確認すべきことである。開票結

果は市長が総合的に判断する問題であり、貴重

な意見をすくい上げ、公表し、結果を市長が訴

えていくことになると思うがとの質問に対し、
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法の基準があり、十分遵守しなければならない。

住民投票条例制定に対する直接請求について、

受理し、意見書を付して上程した。少数意見を

どう汲み取るかというのは、議会のほうに決定

権がある。行政としてできることはしっかりと

行い、考え方を示しているとの答弁がありまし

た。 

 次に、海抜の上昇、地震、台風などの自然災

害という視点を持つ必要があるのか。建設との

関係で問題視することはないかとの質問に対し、

災害の想定は災害のたびに見直しが行われるべ

きと認識している。今回も洪水浸水最大規模を

見直し、発生回数が1000年分の１の数値を設定

した。示された一定の災害への対応策が最大限

のものであるとの考えから、示された数値に対

する対応を考えていきたいとの答弁がありまし

た。 

 次に、これまで３年かかっているが、参考人

招致で現庁舎に変更しても、再来年の３月まで

に実施設計すれば、８億円の交付税措置を受け

られるとあったが、可能なのかとの質問に対し、

物理的に日程の部分を考えれば、最初の場所を

決める段階から、再度協議する必要がある。こ

れまでの決定プロセスに対しても疑義があると

すれば、改めて一定の期間を必要とするものだ

と考える。物理的に困難ではないかとの答弁が

ありました。審査の後、本案の採決を行ったと

ころ、賛成多数で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第78号垂水市第１号会計年度任用

職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案について説明があり、

特段質疑はなく、審査の後、本案の採決を行っ

たところ、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第79号垂水市第２号会計年度任用

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案について説明があり、市長が特に必要と認め

る会計年度任用職員とあるが、どういうケース

が考えられるのかとの質問に対し、今回は危機

管理監等を追加したが、今後、新たな職種等の

発生を見て、その都度、必要があれば定めてい

くという考えであると答弁がありました。審査

の後、本案の採決を行ったところ、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第80号垂水市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例案について説

明があり、育児休業の取得状況はとの質問に対

し、正規の職員については100％取得している

との答弁がありました。審査の後、本案の採決

を行ったところ、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第88号垂水市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案について説明があり、各自治体の動きは

との質問に対し、他の自治体も一律であり、特

別な動きといった情報はないとの答弁がありま

した。審査の後、本案の採決を行ったところ、

賛成多数で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第89号垂水市長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例案について説明があ

り、特段質疑はなく、審査の後、本案の採決を

行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第90号垂水市職員の給与に関する

条例及び垂水市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例案について

説明があり、平成15年に大幅な給与改正があり、

若年層に対して厳しい状況であったが、改正で

の適用範囲はとの質問に対し、対象者として主

事補から主査までの103名となるとの答弁があ

りました。その他に財政負担額、管理職手当、

労働組合との協議等の質問がありました。審査

の後、本案の採決を行ったところ、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第82号垂水市消防団条例の一部を

改正する条例案について説明があり、消防団員

の欠格条項の中で６カ月以上の長期にわたり居

住地を離れるとあるが、通算してなのか、連続
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してなのかとの質問に対し、連続して６カ月以

上となるとの答弁がありました。審査の後、本

案の採決を行ったところ、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第83号垂水市土地開発基金条例を

廃止する条例案について説明があり、市有施設

整備基金に繰り入れるとあるが、新庁舎関連と

なるのかとの質問に対し、市有施設整備基金の

目的は、市の所有する全ての施設が対象となる

が、主に新庁舎建設事業に充てられると考えて

いるとの答弁がありました。審査の後、本案の

採決を行ったところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第85号土地の取得について説明が

あり、土地の取得価格が妥当な額であったかの

質問に対し、算定方法は土地開発公社が先行取

得した土地の購入価格に加え、土地の造成費

用・管理費用・借入金に係る利息などの事業費

用等を購入区域ごとに面積で按分し、取得価格

の算定を行ったとの答弁がありました。その他

に先行取得事業による用地の取得方法、土地価

格の下落に対する対応等の質疑がありました。

審査の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 次に、令和元年度垂水市一般会計補正予算

（第４号）案の総務課の所管費目では、桜島火

山爆発総合防災訓練の予算について、訓練の目

的、バス借上等の質問があり、前年度、牛根と

浜平の道の駅を防災拠点・活動拠点に指定して

いる。その実行性について検証し、防災計画の

見直しを目的としている。訓練当日、道の駅た

るみずはまびらは営業しているため、旧垂水フ

ェリー跡地に駐車し、道の駅たるみずはまびら

まで送迎するシャトルバスの費用となるとの答

弁がありました。 

 次に、企画政策課の所管費目については、地

域間幹線系統確保維持費補助金及びふるさと納

税制度事業費の手数料の根拠について質問があ

り、補助金では公共交通機関であるバス路線の

運行に関して、ガソリン代の高騰やバスの老朽

化に伴う修繕料の発生、事業者の移行により経

費がかさんだこと、手数料では幾つかあるポー

タルサイトで利用手数料の高いところの利用が

増加したとの答弁がありました。 

 次に、財政課の所管費目は、積立金について、

市有施設整備基金に優先的に積み立てた指針や

背景はとの質問に対し、基金の中でも積み立て

るべき優先順位が最も高い基金であると判断し、

副市長・市長査定を行い、予算を編成している

との答弁がありました。 

 次に、市民課の所管費目では質疑はありませ

んでした。 

 次に、税務課の所管費目では、償還金、利子

及び割引料で、誤賦課について説明が求められ、

固定資産税では、滅失されていたものが滅失扱

いになっていなかった場合等において、最大で

10年分さかのぼって還付することがあるとの回

答がありました。 

 次に、教育総務課の所管費目では質疑はあり

ませんでした。 

 次に、学校教育課の所管費目では、外国語活

動指導講師の増員に伴う費用弁償について、１

名増員することの意義はとの質問に対し、令和

２年度から小学校外国語活動・外国語科の授業

時数が市全体で年間400時間増加することに対

応するためとの回答がありました。 

 次に、社会教育課の所管費目、財政課所管の

地方債・歳入全款での質疑はありませんでした。

審査の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 次に、請願第２号家族従業者の人権保障と

「女性の活躍」を促進するために「所得税法第

56条の廃止を求める」意見書を国に提出するこ

とを求める請願書についての審査が行われまし

た。審査に入り、委員からはジェンダーフリー

と言われる中で、特に活躍できる場を法的にも
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保障していくという流れでないか。全国でも

523自治体で意見書が採択されているといった

意見が述べられました。審査の後、本案の取り

扱いについて採決を行ったところ、採択となり、

関係機関へ意見書を提出することが決定されま

した。 

 次に、陳情第５号多額の費用を伴う住民投票

条例によらない新庁舎建設促進を求める陳情書

についての審査が行われました。審査に入り、

委員からは、前回、早期着工を求める陳情が議

会で採択され、議会の意思が示された。同様の

陳情を議会の責任として採択すべきではないか。

市民の声として無視できない、大切にしなけれ

ばいけないとの意見や、委員会で住民投票条例

を可決した。陳情の採択は方向性がつかない。

我々が決めた方針に従えば、採択するわけには

いかない。住民投票に要する経費と新庁舎建設

に要する経費の対比、住民投票条例との適合性

を考えた場合、否決するべきといった意見が述

べられました。また、ここで結果を出す妥当性

があるのか、住民投票条例の行方を加味し、継

続として、もう一度議論すべきではないかとい

った意見があり、審査の後、本案の取り扱いに

ついては継続審査となりました。 

 最後に、閉会中の継続審査となっておりまし

た陳情第３号市庁舎建設に関する住民投票条例

制定を求める陳情書の審査が行われました。審

査に入り、委員からは陳情第５号との平等性、

公平性を保つため継続にしてはどうかとの意見

や、住民投票条例との兼ね合いで整合性を図る

と採択する効果や意味を考えれば、継続として

よいのではないかといった意見が述べられまし

た。審査の後、本案の取り扱いについては継続

審査となりました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、議案第77号に対し

まして、森武一議員ほか１名から、お手元に配

付しました修正の動議が出されております。し

たがって、これを本案と併せて議題とし、提出

者の説明を求めます。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  本修正案は、議案第77号市庁

舎建設に関する住民投票条例案第２条第１項、

市長はこの条例の施行日より起算して60日以内

に住民投票の期日（以下、投票日という）を定

めなければならない。当該投票日に選挙が行わ

れるなど、市長が特に必要があると認めるとき

は投票日を変更することができるという文言を、

お手元にお配りしているように、市長は、この

条例の施行日より起算して60日以内に住民投票

を実施しなければならない。住民投票実施日

（以下、投票日という）に選挙が行われるなど、

市長が特に必要があると認めるときは投票日を

変更することができると改めようとするもので

す。 

 これは、先般の総務文教委員会で条例制定請

求代表者である高橋代表を参考人招致し、意見

聴取した際に、代表の意図として条例施行日よ

り60日以内の住民投票実施を求めているという

ことであり、本条にその意図を正確に反映させ

るために改めようとするものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（篠原則）  これから委員長報告及び

修正案に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○堀内貴志議員  今、議案第77号の修正動議が

出された件について質問をいたします。この修

正動議、執行部が通常出す議案とは違いまして、

住民の直接請求に基づいて出された議案であり

ます。それを本日審議し、採択する段階で、こ

の場、このタイミングで修正動議を出すのはい

かがなものかと私は思っております。それで、

１点だけ確認しますが、この件というのは重要

な事項であるのかどうか。その点だけを確認し

たいと思います。 

○森 武一議員  重要な点であると考えていま
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す。こちらのほうは条例制定請求代表者である

高橋代表が、その意図として60日以内の実施を

求めているというふうに総務文教委員会の場で

述べています。執行部のほうに確認をした場合

には、そちらのほうが意図が不明確になってし

まうということがあったので、この場で高橋代

表が請求した意図を正確に反映することが必要

だと思い、提出をいたしました。 

○堀内貴志議員  今、高橋代表の意図、重要な

点であるとおっしゃいました。重要な点である、

これは先ほども言いましたけれども、住民の直

接請求に基づく条例制定案です。直接請求とい

うのはルールがありましたね。有権者の50分の

１の署名を必要とする。高橋代表は署名活動を

する上において、この条文は、このように書い

ていないわけです。それを、この段階で変える。

高橋代表の意図に対してと言いますけれども、

するのであれば、もう一回、住民投票からやり

直す必要があるのではないかなと。50分の１の

署名の趣旨、意思、これを反映したものでなけ

ればいけないと思います。よって、これを通す

ということであれば、一から署名活動をやり直

すか、もしくは取り下げるか、私はどちらかだ

と思います。その点をどう思われるか。 

○森 武一議員  まず、高橋代表、住民投票条

例案の請求者に関しては、条例の作成の専門家

ではないということが、まず重要かと思います。

専門家ではないからこそ、請求の意図というも

のを、今回、正確に条例に反映できなかった。

そこに高橋代表の意図を確認したところ、やは

り60日以内の実施を求めているということは、

すごく請求の根幹にもかかわることであるので、

今回の修正案というのは、今回、この場で提出

することが必要だと思っています。 

○堀内貴志議員  専門家ではないとおっしゃい

ましたけれども、直接請求、住民に対して問う

ておるわけです。問う段階で、専門家じゃない

から誤った書き方をしたって、これはおかしな

話でありまして、私はこれは認められない。一

からやり直すべきだと思います。否決すべきだ

と思います。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  総務委員会の質疑では、この

60日以内というのは解釈ができ得ると。だけど、

総務課長が専門的に聞いたら、法の解釈として

は、投票日を決めればいいというふうに答弁さ

れたと思うんです。その辺について、法との整

合性というのは、まず、どう考えておられるの

か。もう一つは、やはり署名は取り直すべきで、

署名は無効になるんじゃないかと私は思うんで

すけど、その２点についてお聞かせください。 

○森 武一議員  法との整合性についてであり

ますが、まず、原案のほうに関しては、執行部

がお答えした２点に取ることができる。ただ、

後段の池山議員の現在質問いただいた整合性と、

新たに取り直さなきゃいけないということに関

しては、高橋代表の意図として、60日以内に実

施をするということを当初から念頭に置いて直

接請求の署名を集められたということであれば、

そこに関して、それを正確に反映することは必

要であると思います。 

 以上です。 

○池山節夫議員  私は、４月に森議員が当選さ

れて以来、議会での発言をいろいろ聞いていま

すと、本当に法を大事にされる議員だと思って

いるんです。それからすると、総務委員会で答

弁を受けた法の解釈というのを無視されるよう

な今の答弁だったと思うんですけど、その点に

ついてもう一回。 

 それから、条例を作成して出すときに、専門

家ではないからちょっとごめんと、修正するわ

と、署名してもらった人たちにも何も話も、そ

の了解も得ずに修正をさせてもらおうと。それ

は余りに幼稚だと思いますけど、私は。それで
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修正案を通して、議会がああいいですよという

んだったら、議会として成立しないと思うんで

すけど。 

 その２点について、森議員はこういうことを

本当に大事にされる議員だと私は高く評価して

いるんです。その２点についてお答えください。 

○森 武一議員  高く評価していただけるとい

うことで、大変ありがとうございます。 

 法との整合性に関してなんですが、まず整合

性に関しては、執行部が期日を定めなければな

らないというふうに言ったところに関しては、

これは原案に関して言っているものであって、

今回修正案として意図を正確に反映させようと

した場合に、この条例案がもとになってくるの

で、法との整合性に関しては問題はないかと考

えています。 

 専門家でないというところに関してなんです

が、条例に関して、まず執行部が実施する際に

法に基づいて修正を行うことなので、特に問題

になることはないと思います。専門家でないと

いうことに関しても、意図を正確に反映させよ

うとしていることなので、特に問題になるもの

ではないと思います。 

○池山節夫議員  答弁が、ちょっとはっきり、

私が納得できるような答弁にはなっていないと

思うんです。 

 今、原案に対して60日以内に市長が投票日を

決めればいいという解釈だったから、その原案

に対するものだから修正案には通用しないみた

いな言い方なんですけど。原案があるからこそ

の修正案であって、原案に対して法が有効する

と私は思うんです。その点について、もう一回

お聞かせください。 

 あと、もう一回、専門家ではないからという

ところを伺いますけど、議員として、こういう

稚拙な条例の出し方に対して森議員のご見解を

伺います。 

○森 武一議員  原案に対しての法との整合性

に関して、まず今回の修正議案自体、法に基づ

いて提出をさせていただいているので問題にな

らないかと思います。 

 この条例の解釈に関して、原案と高橋代表が

意図するところが違ったのであれば、それを正

確に反映させることは必要かと思っています。

この条例案が提出したことに関しては、市民が

法に基づいて声を上げる手続をとって声を上げ

たということに関しては、大変すばらしいこと

だと思っています。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

○堀内貴志議員  もう一回、森議員に確認した

いんですけれども。 

○議長（篠原則）  堀内議員、同じ議題では

もうだめです。 

○堀内貴志議員  だめですか。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告があり

ますので、発言を許可します。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  議案第77号市庁舎建設に関す

る住民投票条例制定案について反対の立場で討

論をします。 

 先ほど、総務文教委員会委員長の報告で、12

月16日に開催された委員会で賛成多数で可決さ

れたとの報告がありました。内訳は、皆さんご

存じのとおり賛成４人、反対２人です。賛成さ

れた４人の議員の方のうちお二人は再任された

方で、お二人は初当選された方です。 

 再任されたお二人の方は、この庁舎建設事業

について計画当初からかかわってきている方で、

議会としても予算を可決してこられたのですが、

なぜに自分たちが決定したことを否定するよう

なことをするのか理解できません。 
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 一方で、お二人の方は初当選された方であり

ますが、当然にこれまで議会議事録等を読まれ

てどのような議論が尽くされたのかよく把握さ

れている方だと思いますが、何をもって賛成す

るのかその趣旨が理解できません。総務文教委

員会においてこのような結果が出たことに、非

常に残念でなりません。今回の議案は、決して

可決してはいけない議案でありますので、反対

の立場で討論します。 

 反対の理由は、大きく分けて５つの理由があ

ります。 

 まず、その１つ目は、署名活動自体の妥当性

についてであります。 

 このチラシを見てください。今年の４月の市

議会議員選挙の直前に市庁舎建設を考える会が

市内全域に配布したチラシです。その中で、庁

舎建設場所は海抜ゼロメートルの危険な場所、

錦江町は災害の多発地帯、最も危険な地域と流

木が流れている台風災害の状況写真を掲載する

など、庁舎建設場所に対して不安感を抱くよう

な印象を与える記事がありました。そもそも市

民に対して誤った情報の発信はここから始まっ

たのであります。 

 このチラシの信憑性については、改選後初の

６月議会の中で執行部に質問をしましたが、庁

舎建設場所は海抜2.2メートルであり、ゼロ

メートルではありませんし、錦江町は災害の多

発地帯ではないし、危険な地域でもない。その

ことが確認できました。多くの市民の方が住ま

れている地域を、このチラシでは災害の多発地

帯、最も危険な地域と書いてあるわけですが、

錦江町で暮らす市民の方々に対して本当に大変

失礼なことだと思いますし、このように書いた

方々の常識や認識を疑います。 

 また、この写真ですが、当時の状況について

詳しい方に尋ねてみましたが、そもそも今回の

庁舎建設場所に流木が流れてきた事実もないし、

流木が飛んできたと言われる議員もおられます

が、フェリーに勤務されていた方から飛んでき

た流木でフェリーターミナルが壊れたこともな

いという証言も得られました。 

 このチラシに掲載されていた情報が誤ったも

のであるということがはっきりとわかりました。

このチラシの信憑性について、完全に崩れてい

ます。 

 なぜ、選挙の直前にうその情報を発信したの

か、新庁舎建設を考える会が市民に誤った情報

を流すことで、海沿いに近い建設場所は不適切

であるという印象を与え、庁舎建設に反対する

候補を当選させるためにうその情報を流したの

ではないかという疑問点が残ります。 

 また、今年11月15日付の南九州新聞の新聞記

事を見てください。建設場所は洪水浸水最大規

模5.2メートルだから防災拠点としてふさわし

くないという記事がありました。これは、高橋

代表らが訴えたものをそのまま記事として掲載

されたものです。住民投票の署名活動をする上

で訴えてきたものだと思います。 

 そして、このチラシを見てください。高橋代

表らが最近になって出したチラシです。ここに

も、庁舎建設場所は本城川氾濫時の最大３メー

トルの洪水浸水想定区域ですと記載があります。

庁舎建設場所については、県が今年10月29日に

発表した洪水浸水地域では最大で82センチです。

そもそも1000年に一度あるかないかの被害想定

で82センチだということですが、なぜか南九州

新聞には洪水浸水最大規模5.2メートル、この

チラシには３メートルと誤った情報が記載され

ていました。これは、明らかに市民に虚偽の情

報を発信していることがわかります。 

 私は、22年間、警察官としての職務経験があ

りますが、その間に多くの事件も取り扱いまし

た。刑事事件の裁判例では、その過程や手続に

おいて誤りがあった場合には、その全てが否定

されて無罪と言い渡されます。まさに、今回の

ケースはそれと同じことが言えるのではないか
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と思います。署名する過程で市民に対して、あ

えて誤った情報を流しておいて、市民に対して

不安感を与え、混乱させた上で自分たちの考え

のほうに導いたのではないかという疑いが持た

れることは事実です。そのことを考えたときに、

署名活動自体の妥当性が問われることになりま

す。 

 ２つ目は、高橋代表の意見陳述の信憑性であ

ります。 

 高橋代表は、12月10日に本会議場で意見陳述

をされました。そして、16日に総務文教委員会

で高橋代表に直接質問する機会を設けていただ

き、高橋代表が意見陳述されたことに対しての

疑問点について確認をとることができました。

高橋代表は、県が発表した浸水最大規模は82セ

ンチであるにもかかわらず、3.0メートルであ

る、県の情報をもとに掲載したなどと誤った情

報を流しておきながら、委員会の中でも訂正す

ることすら応じませんでした。このことを捉え

ただけでも、余りにも悪質であり、信憑性がな

い理不尽な行動であります。 

 また、そのほかにも事実と違うこと、例えば

建設費確保のための基金の大半がふるさと納税

から回っている、市民館は3,000万円の耐震工

事費用が議決されたなどと意見していましたが、

誤った情報であると指摘すると、その言いわけ

として、他の議員さんが話しているうちに誤っ

て認識していた、誤認です、申し訳ありません

などと誤った情報であることを認めたものの、

厳粛な議会本会議場において事実を確認するこ

となく虚偽の意見を淡々と述べていることは、

議会軽視も甚だしく、そのことは高橋代表の意

見の全てに対して信憑性を疑うに足りるものと

言わざるを得ません。 

 また、高橋代表は、意見陳述の中で代替案と

してこのたび現庁舎跡に建設することを正式に

提案されました。高橋代表は、建設規模につい

て約6,000平米で通常の形で建てるのでコスト

はかからないなどと提案されていますが、この

ことは高橋代表らが身の丈にあった規模で将来

の人口減を見込んでそんなに大きな庁舎は要ら

ない、現庁舎の1.5倍の大きさ、豪華な庁舎は

果たして必要かなどとこれまで訴えてきたこと

とは大きく食い違うという一貫性がないもので

す。また、6,000平米という建設規模は、執行

部が計画する5,900平米を上回る規模であり、

大きな矛盾点を感じざるを得ません。 

 さらに、現庁舎跡に建設するということにな

ると仮庁舎のことを検討しなければなりません

が、仮庁舎費用の約８億円は要らない、現消防

庁舎の建設計画、財源の確保のないまま、消防

庁舎を壊して利用する、工期を３期に分けて現

庁舎の後ろを削って少しずつ新庁舎を建ててい

くなどと、現庁舎を生かしながら工事を３期に

分けて建設する考えを提案されました。 

 しかしながら、現庁舎を稼働しながら同時に

建設するということになりますと、一般的に地

盤改良や建設箇所も分割することになり、かえ

って工事費増加につながる。建物の一部を壊し

ながらとなると、工事の安全性を確保するため

に耐震診断と耐震補強が必要であります。そし

て、併せてそのための経費も余分に必要になっ

てきます。庁舎を利用する市民、そして稼働す

る職員の身体の安全性が確保できるのか。工事

の騒音の中で職員は業務をしますが、正常な業

務運営ができるのかなどなど多くの問題点も発

生し、全くもって具体性に欠けている提案であ

ると言えます。 

 また、消防庁舎、現消防庁舎の場所も使用す

るとなると、その移転先や新消防庁舎について

も計画や財源を検討しなければなりませんが、

そのことは明確にせずに、膨大な資料をお持ち

の執行部でアイデアを出してほしいなどと余り

にも無責任な考え方を示しています。しかも、

現消防庁舎については令和５年度まで移動でき

ない現状にあることから、この考えは全く実現
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性のない考え方であります。 

 さらに、今回の条例案第１条にはその目的が

明記してあり、それを見ると、新庁舎の建設場

所の妥当性を問う住民投票を問うとしているに

もかかわらず、このタイミングで現在の庁舎を

利用することを提案されました。このことは、

結果的に庁舎建設地は執行部が計画する旧フェ

リーターミナル跡地なのか、高橋代表らが提案

する現庁舎跡地なのか、この二者択一として問

うと言っているようなものであり、今回の条例

案第１条に明記の目的がすりかえられているこ

とになります。そうなると、本来ならば目的を

変更して署名活動からやり直す必要があるので

はないでしょうか。 

 また、先ほど第２条に対しても修正動議がさ

れました。重要な案件だということであります。

この重要な案件をこの場で修正するべきものな

のか。修正していいものなのか。やはり、私は

住民投票の意義というものを生かすならば、改

めて住民投票からやり直す必要があるのではな

いかと思います。このことは、市民の方々が間

違った判断を下すおそれがあるばかりか、大変

混乱を招くことが予想され、場所ありきという

ことが民意を無視した乱暴なやり方であると言

わざるを得ません。このことを聞いただけでも、

高橋代表の意見が説得力のある提案だと言える

のでしょうか。 

 このように、現実性のない誤った情報の連発

で世論形成しようとするやり方に大きな問題点

があるのではないでしょうか。 

 したがって、高橋代表の意見陳述は多くの問

題点や矛盾点があり信憑性の欠けるものと言わ

ざるを得ません。 

 ３つ目は、民意を問うことについてです。 

 高橋代表は、事あるごとに市民目線で民意を

問う、市民の声を聞くために住民投票すべきな

どと訴えていますが、この庁舎建設事業は平成

28年度から本格的に計画立案し、今日まで約３

年間にわたり試行錯誤してやっとの思いで基本

設計までこぎつけました。なぜ、この時期に事

業を振り出しに戻すような住民投票をする必要

があるのか、もっと早い時期に訴える機会は幾

らでもあったはずであります。 

 今回の要因の一つには、市長選挙や市会議員

選挙のしこりもあると思いますが、選挙の争点

に取り上げたからこそ、引くに引けない事情は

あるかもしれません。 

 しかしながら、執行部はこれまで市民に対し

て市民説明会、毎月発行される市広報誌につい

ては平成28年８月号に第１回目を掲載して、先

月号まで16回も掲載し、また市民ワークショッ

プ、パブリックコメント、車座座談会などなど

多くの機会に市民に直接対話する機会を設けて

きました。 

 特に、車座座談会においては、冒頭で話しま

したが、市民の間で誤った情報が先行したこと

から、それを正すために期限を延長して現在で

も実施中です。執行部は、けなげに市民の理解

を得る努力はしています。市民の皆様が心配し

ている安全性についても、地震、津波、液状化、

洪水浸水や塩害対策、想定し得るあらゆる被害

対策を講じた庁舎として検討されているし、建

物自体は柱頭免震構造で大臣認定まで受けるわ

けですから、科学的に安全性は担保されて何ら

問題はありません。安全性を含めて市民への説

明責任は十分に果たしていると言えるのではな

いでしょうか。 

 また、議会に対しても、全員協議会の中で平

成29年５月に第１回目の報告をされてから、今

日まで12回の説明をしてきています。議会に対

しては、その都度動きがあった時や変更があっ

た時に確実にご報告されてきています。そして、

執行部の説明に対して疑問点のある議員は、委

員会や一般質問の場で様々な視点から質問を繰

り返してきました。我々は議員として二元代表

制、議会制民主主義のもとに市民を代表して議
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会においてしっかりと審議してきました。この

二元代表制も市民の意思を問うことと等しい機

関であります。今回住民投票に委ねるというこ

とは、明らかに議会軽視であり、そしてこれま

で執行部と議会が歳月をかけて取り組んできた

ことを全くもって否定することになり、決して

認めるわけにはいきません。 

 ４つ目は、予算の面について考えていただき

たいと思います。 

 予算の１つ目は、住民投票するための経費で

す。住民投票には600万から700万円の経費が必

要です。決して裕福なまちと言えない垂水市の

財政からこの額は大きい。高橋代表は、総事業

費37億円の一大プロジェクトだから建物の役割

から考えると無駄ではないとの考えだが、果た

してそれが正しい判断とするならば、市民を余

りにもばかにしているものと同じです。市の財

政は１円たりとも無駄には使えない、これ以上

余分な経費負担はかけられません。 

 予算の２つ目、国からの交付金です。高橋代

表は、国からの交付金について、受けるまでも

ない、必要ないなどと意見されています。この

発言は、垂水市の財政のことをみじんも考えな

いとても残念な発言であります。垂水市はそん

なに裕福なまちなんでしょうか。垂水市にとっ

て有利な国の交付金事業を最大限使ってこそ市

民の負担軽減につながるものと思います。それ

を必要ないと意見したことは不適切な発言であ

り、垂水市の財政をどのように考えているのか、

高橋代表の認識を疑います。 

 そして、一方では期限つき、時限立法だから

延長もあり得るなどと議会の場で根拠のない無

責任な意見もされました。高橋代表らは、庁舎

建設事業を白紙に戻して、基本設計からやり直

すことを考えていますが、そのことで間違いな

く国からの交付金、地方交付税措置の約８億円

が受けられなくなるのは明らかになりました。

つまり、国からの交付金なくして建設続行とい

うことになりますと、市の財政圧迫に拍車をか

けるのは必死です。これでいいのでしょうか。 

 予算の３つ目、これまで費やした経費です。

議会においては、既に平成30年３月議会で設計

業務委託費として１億1,162万円、平成31年３

月議会で地質調査費として2,760万円、合計で

１億3,922万円の予算を既に可決してきました。

議会として一定の結論を出してきたわけで、予

算は既に執行されています。この予算も全くも

って無駄になるわけです。それ以外に、平成28

年から本格的な建設事業を開始して、平成30年

度には専属の係も設置しました。そこには、人

件費も含めて金額として数字にあらわれない経

費や労力も多く発生しています。 

 予算の４つ目、さらなる経費の必要性です。

仮に見直しということになりますと、基本設計

のやり直しから始めることになります。そうす

ると、新たに莫大な予算が必要になる。垂水市

の限られた財源の中にどこにそのような予算が

組めるのか、その額は数億円です。よく考える

べきです。我々議員は、市民の誰よりも市の財

政状況は理解しているはずです。ならば、市の

財政状況を考えたときに、これまでの予算を無

駄にした上で、なおかつさらなる経費負担が増

大する結論を出せるはずがありません。予算的

な面からも冷静にかつ現実的に考えていただき

たいと思います。 

 最後の５つ目は、陳情書の採択であります。

我々議会は、９月議会で早期着工を求める陳情

書を採択しました。このことは非常に重要なこ

とです。議会として一つの決定をしたわけです。

また、そのほかにも早期着工を求める陳情書に

ついては、審議されませんでしたが、垂水市建

設組合、垂水市漁協、牛根漁協など３団体から

も同趣旨の陳情書が提出されていました。今回

の住民投票条例制定案を可決することは、この

ことと相反することです。このことをしっかり

と理解してほしいと思います。 
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 私は、高橋代表の悪口を言うつもりは毛頭あ

りません。ただ、高橋代表が12月10日の本会議

場での意見陳述、そして12月16日での総務文教

委員会での証人として答えられたことは、ただ

現庁舎の場所でありき、そしてその計画は全く

中身がなく具体性が欠けるものであることが明

らかになりました。このことは、今回の議決に

当たって重要な判断材料になるということです。

住民投票となると、さらに誤った情報が流され、

市民の方々が混乱することが予想されます。そ

れこそが本当の民意に反映されないこととなり

ます。だからこそ、我々議員が責任を持って判

断すべきと考えます。 

 以上のことを理由として、私はこの住民投票

条例制定案に反対するものであります。 

 終わりに、我々議員は特別職の公務員でもあ

ります。ご存じのとおり、憲法第15条第２項に

は公務員の本質について明記されています。条

文を読みますと、全て公務員は国民全体の奉仕

者であって一部の奉仕者ではないと記載があり

ます。つまり、言いかえれば、一部の市民の考

え方も大切であるが、それよりも垂水市全体の

利益のことを考えて決めなければならないとい

うことです。今回の決定は、間違いなく垂水市

議会の歴史に残る議決になると思います。人間

関係や様々なしがらみのある中で、垂水市全体

の利益、市民の利益、垂水市の未来のために総

合的に考えた上で、いま一度冷静になって、議

員として議員自身の考えの中ではっきりと説明

責任が果たせるような勇気ある決断をしなけれ

ばならないと思います。そのことを強く訴えて、

私の討論を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、持留良一議員。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、私の議案第77号新

庁舎建設に関する条例案、住民投票条例につい

て賛成の立場で討論をいたします。 

 先ほど修正案が出されましたけれども、この

問題について若干報告しながら討論に入ってい

きたいと思いますのでご了承ください。 

 先ほどの修正案の問題は、この条例案に対し

て議会としての修正権が問題になりました。一

般論としても、この修正に対しては修正権があ

るというふうにされています。実際問題として

も、直接請求による条例案を議会が全く修正す

ることができないとすれば、わずかな可否があ

るに過ぎない場合や、あるいは若干修正すれば

条例案に賛成できるというような場合にも議会

として否決をせざるを得ないということにもな

るからであります。これは、直接請求制度の本

来の目的に反するものであり、議会の修正権は

認められることが住民意思に応える、このこと

につながるものだということを指摘をしておき

たいというふうに思います。ゆえに、直接請求

による条例案は長と議員に認められた発言権の

例外とされており、提案権の侵害の問題は生じ

ないために、議会は特に制約なく修正が行える

ものだというふうな見解であります。 

 それでは、討論に入っていきたいと思います。

２点にわたって、私は賛成の討論を訴えます。 

 １点目は、住民自治と民主主義の観点と住民

投票制度の重要性及び妥当性について述べます。 

 ご存じのとおり、住民投票制度は間接民主主

義を補い、住民の意思をより直接的に政策に反

映しようとする制度であり、住民自治を充実、

発展させるものと言われています。さらに、市

長や議会、議員が重要問題に直面したときに、

まちづくりの主役、主権者である住民の意思を

直接把握し判断すべき場合も出てまいります。

そのようなときは、行政運営において常に住民

の意思を反映させることが求められます。そこ

に住民投票の意義、役割、妥当性があると考え

ます。市長は、この間の議論の中で間接民主主

義を強調され、そして住民投票条例は否定され

ました。住民自治とは、地方自治はその地域社

会の住民の意思によって行えるべきと説いてい
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ます。そして、自分たちの意思を自治に反映さ

せるために住民が選挙で市長や議員を選ぶ理由

が住民自治の概念と言われています。 

 確かに、間接民主主義は法律的には市長や議

会が持つ権限の優位性はあると考えるのが妥当

であります。しかし、垂水が今直面する重要課

題かつ根幹にかかわる課題、50年、100年先を

見据えた将来に、決定的な影響を及ぼすような

政策に限って、住民投票をすることは間接民主

主義の否定にはつながらないと考えます。むし

ろ、間接民主主義では十分にとは言えない部分

を補う意味を持つからであります。 

 さらに、市長は第６次行革の大綱の柱に市民

の参加と協働を掲げられ、市民参加の機会を拡

充する仕組みづくりに取り組むことにより、協

働して総働的な活力に満ちたまちづくりを推進

するとし、それを進めていく柱となる自治基本

条例の制定を目指すとされています。そして、

参画と協働の手続の保障として住民投票の必要

性も説かれています。 

 私は、これまで議会の一般質問で公平性と透

明性及び市民の参画と協働を強く求めてきまし

たが、計画の基本となる建設基本構想には市民

の声を反映していくシステム、市民の参加と協

働にはなっていなかったと考えるのが妥当では

ないでしょうか。このようなことから、住民投

票は間接民主主義では十分とは言えない部分を

補うことになります。 

 このような視点から考えると、垂水市の重要

な政策課題については住民投票にかけるという

選択肢が出てくるというのは当然です。そして、

何よりも住民が主権者の責任において住民の意

思をはっきり示すことは、市長や議会の政治判

断を明らかにすることではないでしょうか。 

 ２点目は、成立要件とその妥当性の問題です。

条例案の意見書で、成立要件については投票率

による成立要件を設けないことは妥当でないと

されました。住民投票は、長や議会が住民の意

見を聞きたいという意思決定をしながら実施す

るものであり、少数意見であっても住民の意見

は少数意見として確認すべきであると考えます。

市長は、説明会や車座座談会等で出された意見

は少数であっても尊重され計画等に生かされて

きたと考えます。そうすると、考え方に矛盾が

生じるのではないでしょうか。 

 さらに、公職選挙法による長や議員の選挙の

場合は投票率にかかわらず開票が行われ、投票

率が低くても有権者の選択肢として当選者が決

定されます。ただし、これには法的得票が必要

です。 

 成立要件で大事なのは、少数意見であっても

少数意見として尊重し、確認すべきものです。

そこに民主主義の原点、基本があると考えるか

らです。規定を設けるのは全国的にも多数では

ありません。要件規定を設けないのも住民自治

と民主主義のあり方ではないでしょうか。 

 さらに、結果について、議会において議案と

して審議されているので住民投票の実施からそ

の要件など詳細に至るまで議会の意思で決定し

ていくことになります。基本的には、住民投票

の結果を重く受け止めるというのが議会と長の

意思にほかならないと考えるのが妥当と考えま

す。そうでなければ、条例を制定し住民投票を

実施する意味がないのではないでしょうか。 

 したがって、住民投票の結果には直接的法的

拘束力が認められなくても、政治的、道義的に

は長や議会を拘束することになります。諮問型

住民投票、市長や議会は住民投票率の高低、投

票で出た結果と総合的に判断し結論を出すこと

になると考えます。 

 最後に、まとめとして次のことを訴えたいと

いうふうに思います。 

 これは、岸和田市の条例の前文ですけども、

市民が自治の主体、市政の主権者であるという

認識が高まり、市民自らの手で築いていこうと

いう意思を明確にし、自ら考え行動することで
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市民自治都市の実現を目指していくときに、市

長や議会と市民の考え方が対立しているか否か

を問わず、市にとって重要な問題については住

民投票にかけるという選択肢は出てきます。住

民が主権者の責任を得て、住民の意思をはっき

り示し、市長や議会の政治判断の方向を示唆す

る意味は大きいと考えます。それだけ、住民の

声、署名が集まれば、直接住民の意思を問うた

めの住民投票はやはり必要だろうと考えますと、

このように書かれています。 

 よって、市民が主権者の責任において市民の

意思をはっきり示し、市長や議会に政治判断の

方向性を示唆する意味は大きいと考えます。重

ねて、訴えますが、住民投票は間接民主主義を

補完し、住民の意思を政策に反映しようとする

制度です。そのことは、住民自治の充実、地方

自治の発展に大きく寄与するものです。そのた

めにも、住民投票は必要というふうに考えます。 

 このことを訴えて、議案第77号市庁舎建設に

関する住民投票条例案についての賛成討論を終

わります。議員各位の賛同をお願いいたします。 

 以上で、討論を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、森武一議員。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  私は、今般議題となっている

新庁舎建設に関する住民投票条例案に対して賛

成の立場から討論いたします。 

 まずは、先ほどの堀内議員の発言に関して、

市民が執行部と同じ情報を得ることができるの

であれば、執行部は必要ありません。そのよう

な中で、県が出している情報を使用したことが

即間違いとなるものではありません。そもそも

1000年に一度あるかないかの災害だから問題な

いではなく、浸水するところが問題なのです。 

 市民の中で間違った情報が広まったから、車

座座談会を始めたと言っています。市長は、車

座座談会の場で新庁舎を建設しても、負担は一

切ないと間違った情報を伝えています。これは、

一般質問の場で確認しています。そのことに対

して市長は言葉足らずであったと済ませていま

す。市民が声を上げたことに対して、一切の瑕

疵を認めないということは余りにも横暴です。

誤った情報で市民が混乱するのであれば、まず

は市長から襟を正すべきです。 

 市長は、高橋代表の意見陳述後の質疑の中で、

民意を問う方法としてパブリックコメントと言

っておられ、また意見書の中ではパブリックコ

メントや車座座談会を通じて、市民の理解を得

ながら進めてきたとおっしゃっております。し

かし、市がホームページで公表しているように、

パブリックコメントはそもそも新庁舎の位置に

関して賛否を市民に聞いていません。車座座談

会での理解をいただいているという市長の発言

に対しても、私の一般質問で市長は、一定の説

明をしたということであり、同意を得ているの

ではないとおっしゃっておりました。 

 そうすると、パブリックコメントでも、車座

座談会でも、民意を問うこともなく、市民の間

の合意もなく、ましてや市民アンケートを求め

てきた市民の声も無視してきている中で、建設

候補地を見直してくれという多くの市民の声、

この条例案を提出するために、氏名、住所、生

年月日、さらに押印をし、全ての市民が見るこ

とができる縦覧という制度の中で、様々な関係

性の中で、それでも自らの考えを表明し、重要

な事項だから市民の声を聞いてくれ。いま一度

考え直してくれと声を上げたこの市民の声を、

市民が混乱すると切り捨て、市民の声を聞く必

要はないとする、その市長の姿勢を市民は納得

して支持するのでしょうか。 

 また、市長は、議会の理解を得て進めてきて

いるとも、様々な場所で述べています。庁舎を

移転し、新庁舎を建てるためには、地方自治法

第４条の特別議決３分の２以上の賛成と予算の

可決が必要です。この予算も庁舎移転の特別議

決も、議会では決まっていません。 
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 しかし、市長は実施設計予算とその追加予算

が議会で議決されているから、議会で建設計画

が承認されたと喧伝しています。 

 そして、新しい庁舎を建ててから、３分の２

以上の賛成を得ればいいと議会でしきりに答弁

しています。37億円もの膨大なお金を使って庁

舎を建設した後に、特別議決を行えば、議員は

賛成せざるを得ないとわかり切っているではな

いですか。 

 ３分の２以上とは、議員14人中10人が賛成し

なければ移転できないということです。過半数

の７人が賛成したら決まる通常の議決とは、そ

の重さは全く違います。それだけ市庁舎の市役

所の位置を変えるということは大変重要なこと

であるということです。だからこそ、他の市町

村では、市長がその政治生命を賭して、進退を

かけ、予算を可決する前に３分の２以上の特別

議決を行うのです。 

 市長は議会の理解を得ながら進めていくと

常々述べているではないですか。それなら、な

ぜ庁舎を建てた後に特別議決を提出しようとす

るのでしょうか。議会で民意を問うと言いなが

ら、その実、なし崩し的に進めようとする姿勢、

民意を本当に聞く気があるのか、私は疑問に思

います。 

 市長は、意見書の中で投票率の規定がない。

そして、建設候補地が妥当かを問うということ

が、抽象的で感覚的であるとの２つの理由から、

住民投票を実施する必要はないと言いました。

市長こそ、将来の人口や垂水市の経済状況を深

く考慮することなく、市民に庁舎移転後の財政

状態の試算すら示すこともなく、抽象的、感覚

的に庁舎建設計画を進めています。市長が述べ

る２つの反対理由、裏を返せば２つの理由が解

決すれば、住民投票が必要ないとする市長の理

由はなくなるはずです。 

 だから、市長、私はあなたに尋ねました。ど

うやったら市長が上げた理由がなくなるのか。

どうやったら住民投票を実施するとなるのかを

尋ねました。その時の市長の答えは「住民投票

そのものを必要ないというふうに思っておりま

す。何％だからする、しないという話ではな

い」とおっしゃいました。この答えは、市長は

最初から市民の声を聞く必要がないと考えてい

るということです。 

 私はあえて問います。市長、あなたはどこの

市長ですか。あなたは垂水市１万4,000人のト

ップではないのですか。車座座談会、市報を通

じて一方的な説明をしただけで、市民の理解を

得ていると言い、この条例案に屹立した多くの

市民の声を切り捨て、議会では、庁舎建設計画

をなし崩し的に進めようとする手法、そのよう

な進め方は道理に反しています。 

 市長、もう一度言います。わざわざ大変な思

いをしてまで、苦労をしてまで、市民の声を聞

いてくれという直接請求を、市民がなぜするの

でしょうか。特に、商売をされている方など、

自らの商売に影響が出るかもしれない。そんな

中で、誰が好きこのんで声を上げるでしょうか。

それだけふるさと垂水のことを思い、今のまま

ではだめだと、ここで何とかしなければならな

いという強い思いがあるからではないでしょう

か。 

 私は、この新庁舎建設計画がこじれた一因は

議会にもあると思っています。本来であれば、

特別委員会を設置し、様々な視点から議論し、

検討し、この新庁舎建設計画に関与し、議会と

して市民の声をくみ上げていくべきだったと思

います。 

 しかし、この新庁舎建設計画がここまでこじ

れた一番の原因は、尾脇市長、あなたです。市

長、あなたは垂水市民１万4,000人のトップで

す。それにもかかわらず、市民の声を聞かず、

切り捨て、また、市民に対する説明にも誠意が

なく、ひとりよがりに計画を進めてきてしまっ

た。ここに一番の原因があります。 
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 高橋代表は、意見陳述の場で問いました。誰

のための新庁舎かと。今のまま市民の声も聞か

ず、力づくで、なし崩し的に新庁舎を建設して、

果たして垂水市民のための庁舎となり得るので

しょうか。新庁舎建設、特に場所が変わる場合

の庁舎建設は、法律が定めるように大変重要で

す。それを抜きにしても、垂水市にとって大切

な、大きな問題です。海辺のすぐそばが防災拠

点としてふさわしいのか、人口が減少し続けて

いる垂水市において、巨額な費用を投じて豪華

な建物を建てるべきなのか。まちの中心を簡単

に移していいのかなど、新しい庁舎建設はこれ

から先の50年を、垂水の未来を決める大事な決

定なのです。だからこそ、住民投票が必要だと

市民を代表して意見を述べた高橋代表の言葉を

借りさせていただき、賛成討論を終わらさせて

いただきます。 

○議長（篠原則）  以上で、通告による討論

は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。池山議員。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  まず、持留議員の賛成討論に

ついてでありますが、直接請求はわずかな瑕疵

が問題となってくるから、妥当なんだというよ

うなことを言われました。そういう見解を述べ

られましたが、先ほどの森議員に伺いましたと

ころでは、専門家の作成したものではないから

と、そういう理由を言われました。今回の住民

投票条例は、可決すると全市民を巻き込むこと

になります。そういう条例案であります。 

 こういう大事な条例案を提出するに当たって

は、余りにずさんだと私は考えます。このこと

が今回の条例案の内容から全てを物語っている

と思います。 

 次に、森議員がただいま言われました特別議

決についても、森議員自身が当選をされた最初

の一般質問で、この特別議決については質問を

されているんです。そして、答弁を受けて、何

回もやり取りをして、それで納得されたと思っ

ていますけど。そのあと、だから、その特別議

決については質問はなかったんじゃないかなと、

私は思っております。 

 今回、私は議案第77号市庁舎建設に関する住

民投票条例案に対し、反対の立場で討論を行い

ます。 

 12月16日、総務文教委員会において、市庁舎

建設に関する住民投票条例制定を求める会の高

橋代表に、参考人として来ていただき、質問を

いたしました。総務文教委員会では、高橋代表

は洪水浸水想定区域を３メートルと言われまし

たが、地盤の高さが2.2メートルですから、82

センチと言うべきです。それに、新庁舎建設予

定地は90センチかさ上げする計画でありますの

で、千年に一度の洪水でもまだ余裕があります。

庁舎の現在地も液状化の不安があるがという質

問には、科学的な調査は必要だと答えられまし

た。 

 中央地区においては、地盤がどこも同じよう

な地盤だと思われます。その証拠に、以前、中

州団地の上の下原田に近い田んぼで浜砂をとっ

ていた時期があります。このことを見ても、旧

フェリー駐車場跡地も庁舎の現在地も、同じ地

盤調査と改良費がかかると認識するのは当然で

あります。 

 規模縮小については、ほぼ同じ大きさだ。変

わった形にしなければコストがかからないとい

う、そういう認識を示されました。新しい庁舎

が三角形の形状だから、坪単価が高くなるわけ

でも、四角形の団地型にすれば坪単価は安くな

るわけでもありません。今、建設資材は日々高

騰しております。ステンレスとアルミニウムに

関しては、今年９月と10月のわずか１カ月の間

に８％値上がりをいたしました。建設が遅れれ

ば遅れるだけ建設資材は高騰し、建設単価と建

設費用は膨らみます。 

 交付税措置８億円の財源に対案があるかと。
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そういう質問をいたしますと、現消防庁舎を壊

して、工期を３期に分けて、時間をかければ、

仮庁舎費用８億円は要らない。やれるんだと助

言を受けた。仮設費８億円が不要となれば、交

付税措置を受けるまでもないと言われました。 

 消防庁舎は５億円のデジタル化された機器が

あります。場所を移して、機器も簡単に移せる

というものではありません。相当な金額がかか

ると予想されます。建設箇所を３期に分けると、

その都度その都度、地盤調査と地盤改良をしな

ければなりません。現庁舎を壊しながら建設す

ると言われますが、少し壊した時点で耐震診断

をして、耐震基準に合うように補強工事をしな

ければなりません。また少し壊すと、同じ作業

をしなければなりません。そうしないと、次に

進めないようになっているんです。当然工事費

は大きく膨らんでまいります。 

 工事期間中の市民や職員の安全、そして、住

民サービスが確保できるのか。納得できる資料

があるのかという問いには、安全性は確保でき

る。しっかりした建設業者にやってもらうと答

えられましたが、根拠も説得力もありません。 

 私には、このような工法が可能とは到底考え

られません。やれると助言する専門家がいると

も思えません。本当に８億円が要らなくなる工

法があると助言した専門家がいるなら、その専

門家の助言をもとにした資料を提出して、納得

のいく説明をされるのが、これまでの３年間に

わたる執行部からの議会や市民への説明会、

ワークショップ、パブリックコメント、広報紙

による16回の掲載、そして、車座座談会などで

の説明を批判される方が、なさるべき当然の説

明責任だと考えます。 

 12月10日の意見陳述においては、基金の財源

がふるさと納税からだとか、市民館の耐震工事

費3,000万円が既に議決されたなどと発言をさ

れましたが、この点に質問が及びますと、間違

っていたら申しわけないと答えられました。 

 住民投票には600万から700万円の貴重な市民

の一般財源が必要となります。これだけのお金

を少子高齢化に回せたらいいという認識はして

いるとしながらも、ずさんな情報管理のもとに

署名集めをされたのではないかと考えますと、

署名の数自体にも疑問が湧きます。情報は整理

して、確かな情報で署名集めをするべきであり

ますし、意見陳述もすべきです。 

 市庁舎建設事業は、市長選挙において大きな

争点となりました。建設推進を掲げた尾脇市長

が３選を果たされ、民意は建設推進が示されま

した。したがって、本来この政策を基本として

進めるべきものと考えます。 

 議会は３年以上にわたり、市庁舎建設につい

て、安全性や事業プロセスについて説明を受け、

質問をして、チェック機能を果たしてまいりま

した。ここで計画を白紙とした場合の影響は計

り知れないものがございます。 

 財政面では、平成30年３月議会の設計業務委

託費１億1,162万円、平成31年３月議会での地

質調査費2,760万円などがあります。平成28年

度からの議会への説明も、市民の皆さんへの広

報活動も無駄になります。防災拠点の機能、コ

スト、財源の手当てなど、これ以上の新しい計

画は簡単に立てられるとは考えられません。少

なくともこれから10年以上、市庁舎建設は困難

になるのではないかと、私は予想をいたします。

市民の直接請求による住民投票は、あくまで二

元代表制である市長、議会による議会制民主主

義を補完するものであります。高橋代表の主張

は、誤った情報が多過ぎます。間違った情報に

よるミスリードによって住民投票が行われるこ

とは、間違った選択がされる可能性があります。 

 先の９月議会において、市庁舎の早期着工を

求める陳情書を我々は本会議場で採択いたしま

した。これは、議会が庁舎建設にゴーサインを

出したということであります。先ほどの議論で

もありましたが、条例自体が専門家が作成した
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ものではないから、修正動議を出されました。

今回の住民投票条例案が、これらを考えて、い

かにずさんなものであるかということです。 

 今回、住民投票によって議会制民主主義が補

完をされなければならない、そういう理由は存

在しないと、私は考えます。１月の市長選挙で

の市長の当選、そして、４月の市議会議員選挙

で選ばれた議員による９月議会の早期着工を求

める陳情書の採択によって民意は示されました。

市庁舎建設という大切な政策案件については、

議会が自ら責任を持って判断しなければなりま

せん。 

 以上の理由で、私は、議案第77号市庁舎建設

に関する住民投票条例案に反対をいたします。

同僚議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありません

か。北方議員。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  私は、住民投票条例制定に対

して賛成の立場で討論いたします。 

 皆様もご存じのように、現この庁舎は建設か

ら60年以上経過し、建て替える時期に来ている

とは、多くの市民の方々は認識されていると思

っております。 

 その庁舎問題ですけども、これはスタート時

点で、市執行部、議会ともども間違ったんじゃ

ないかと私は思っております。市長は、議会か

ら一般質問等で再三のアンケート調査をという

質問もありました。また、民間団体もアンケー

ト調査を実施すべきという要望書も出ましたが、

それも色よい返事はいただけませんでした。 

 議会としても、垂水が始まって以来の大型プ

ロジェクトであります、この市庁舎建設に対し

て議会が自ら特別委員会をつくって、調査研究

して、そして、執行部の案と議会側の調査結果

を踏まえて、議論すべきであったけれども、私

たちは、この特別委員会設置は、残念ながら見

送られました。 

 そして、今回、新しい議員３名が、この住民

投票条例設置をと議会に投げかけましたけども、

残念ながら議会で議論することもできませんで

した。 

 そういう経過を踏まえ、市民団体が立ち上が

り、そして、署名運動が始まり、１カ月間の署

名期間をわずか１週間足らずで法定の３倍の署

名が上がってきたということは、これはまさに

市民の怒りであると私は思っております。 

 これに対して、市長は、この数字をどのよう

に把握されておられたか。そして、不要という

言葉を使われました。誠に残念な言葉です。常

日ごろ市民の目線に立って、公平・透明性をう

たわれている市長、大変この不要という言葉、

市民を侮っているのじゃないでしょうか。 

 また、その中で、先ほどから森議員、持留議

員が投票率のことも言われております。これに

は、法的拘束もありません。なぜ、そのような

ことで投票率を言われるのか。これを実施すれ

ば、市が混乱すると言われております。私は、

これを実施してこそ混乱を避けるいいチャンス

と思っています。このように、混乱を招いたの

は市長自身ではないでしょうか。 

 それから、先ほども森議員が述べておりまし

たけど、特別多数議決、これは私は昨年の９月

にこの問題を取り上げました。残念ながら、こ

れから先にすべきだというふうに、再三私も質

問をしております。 

 ある市では、移転に関して、特別多数議決と、

予算と同時に出しました。そして、順序として

は、特別多数議決から出し、それが否決された

場合は、予算は出さないと。そこの首長は、首

をかけてこの問題に取り組んでおります。 

 我が垂水市長、なぜ、この特別多数議決から

されないのか。先ほども森議員が言いましたよ

うに、予算は過半数で通ります。特別多数議決

は３分の２の議決が要る。高い高いハードルで



－207－ 

す。まず、一番クリアできる予算からして、工

事を進め、そして建設し、できあがった時点で

あそこに事務所を移しますと。誰がそうなって

から反対できますか。正々堂々と特別多数議決

を出していただき、新庁舎建設を市民とともに

つくっていきたいというのが私の気持ちであり

ます。 

 同僚議員の皆さん、よくよく考えて、今、市

民がどのようなことを考えているか。この問題

に対して、私たちはその判断を過ってはいけま

せん。住民投票条例実施に対して、皆様方の賛

同をよろしくお願いいたしまして、賛成の立場

での討論を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありません

か。川越議員。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  議案第77号市庁舎建設に関す

る住民投票条例制定案について、私は反対の立

場で討論を行います。 

 去る12月10日に、この議場において高橋代表

が意見陳述を述べられたことについてでありま

す。 

 先ほど、堀内議員も述べられましたが、まず

は安全面についてであります。代表は、鹿児島

県が10月29日に発表した洪水浸水地域では、建

設候補地は最大３メートルの浸水想定になって

いると述べておられます。建設予定地は最大浸

水深は海抜2.2メートル地点で、0.82メートル

であり、3.02メートル地点になります。 

 これに対して、市の建設計画案は90センチの

かさ上げをして、地盤高は3.1メートルとなり、

想定の3.02メートルよりも高くなり、問題はあ

りませんが、いかにも３メートルの浸水がある

と主張されていることは問題であります。 

 また、液状化についても、法律が求める最大

の地下20メートルまで地盤改良をしてもなお、

液状化の不安が残る場所であると述べておられ

ます。代表が考えておられる現在の市役所用地

は、専門家の意見でも新庁舎建設予定地と同様

の地盤であるとのことであります。 

 仮に現在の庁舎に建設するならば、代表はど

こまで地盤改良をされるおつもりなのか。周辺

の道路まで液状化対策をするとお考えなのでし

ょうか。そのような市町村はどこにもないと思

います。それこそ莫大な予算を伴います。 

 また、事業費についてでありますが、代表は

次のように述べておられます。「専門家と現在

地の建て替え案を仮に考えてみました。消防庁

舎までの敷地を使用して、工期を分け分庁化し

て建てていけば、仮庁舎電算システム移転費用

でかかると言われている８億円や、海沿いの候

補地購入の１億数千万円は必要ありません。駐

車場も十分確保できる」と述べておられます。

私は、このことを聞いて、実現性が低く、根拠

もない代替案であると思っております。 

 また、16日に行われました総務文教委員会で、

現在地に３工区に分けて行うという考えを示さ

れたことを同僚議員から聞き、唖然としてしま

いました。現在の庁舎を壊しながら、３工区に

分けて建設するとした場合、皆さんも想像して

みてください。まず、消防庁舎を先に解体して

建設する案とのことでありますが、その場合、

消防庁舎はどこに移転するのでしょうか。また、

日々訓練を行っている施設はつくらなくてよい

のでしょうか。 

 また、現庁舎を半分ずつ解体をし、建設する

とした場合、地盤改良も当然半分ずつ分けて２

回行う必要があります。半分壊された中で働い

ていた職員はどこに移って業務を行うのでしょ

うか。そして、残った半分の建物で業務を行う

職員は、工事に伴う騒音の中で実際仕事ができ

るでしょうか。騒音でストレスもたまり、体調

不良になる職員も多く出てくると思います。 

 さらには、市役所に来られる市民の皆さんの

安全も担保できないと思います。 
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 このように、３工区に分けて建設するとなり

ますと、行政機能が低下し、安全面でも問題が

あり、市民に多大な迷惑をかけることになりま

す。 

 また、完成まで相当な時間と経費が余計に掛

かります。無駄を省き建てるべきと主張されて

いることと、完全に逆行すると考えます。 

 このように、建設予定地がいかにも浸水危険

区域のごとく情報を流し、また、代替案が規模

も小さく安くできるなど、情報を出されていま

す。根拠のないことを述べて、世論を誤った方

向に誘導している中、住民投票を行うことは決

してあってはならないと考えています。 

 よって、市庁舎建設に関する住民投票条例案

に、私は反対であります。 

 以上で、反対討論を終わります。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 修正動議が提出されております議案第77号を

除き、各議案を各委員長の報告のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

 修正動議が提出されておりますので、議案第

77号及びご異議があります議案第88号並びに議

案第89号を除き、各議案を各委員長の報告のと

おり決することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第77号及び議案第88号並びに議

案第89号を除き、各議案は各委員長の報告のと

おり決定いたしました。 

 それでは、議案第77号市庁舎建設に関する住

民投票条例案の採決を行います。 

 まず、本案に対する森武一議員ほか１名から

提出されました修正案について、起立により採

決いたします。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立少数です。 

 よって、森武一議員ほか１名から提出された

修正案は否決されました。 

 次に、原案について起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 原案に賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立少数です。 

 よって、議案第77号市庁舎建設に関する住民

投票条例は否決されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 次は午後１時15分から再開いたします。 

     午後０時９分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、議案第88号は起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立をお願いします。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第88号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、議案第89号は起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること
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に賛成の方は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第89号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第２号を委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第２号は採択とすることに決定

しました。 

 次に、陳情をお諮りいたします。 

 陳情第３号を委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第３号は閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

 次に、陳情第５号をお諮りいたします。 

 陳情第５号を委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第５号は閉会中の継続審査とす

ることに決定をいたしました。 

   △意見書案第３号・意見書案第４号一括

上程 

○議長（篠原則）  日程第18、意見書案第３

号及び日程第19、意見書案第４号を一括議題と

いたします。 

 案文は配付してありますので、朗読を省略い

たします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第３号 家族従業者の人権保障と「女

性の活躍」を促進するために「所得税法

第56条の廃止を求める」意見書 

意見書案第４号 国民健康保険料（税）引き下

げへの国の対応を求める意見書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。 

 ただいまの意見書案については、提出者の説

明及び委員会付託を省略いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、いずれもこのように決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 まず、意見書案第３号を原案のとおり決する

ことにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第３号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、意見書案第４号を原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第４号は原案のとおり可決

されました。 

   △垂水市選挙管理委員会委員及び同補充

員の選挙について 

○議長（篠原則）  日程第20、垂水市選挙管

理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議

題といたします。 

○川畑三郎議員  動議を提出いたします。 

 垂水市選挙管理委員会委員及び同補充員の選

挙の方法につきましては、地方自治法第118条

第２項の規定により、指名推選の方法によられ

たいと思います。 

○議長（篠原則）  ただいま川畑三郎議員か
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ら、垂水市選挙管理委員会委員及び同補充員の

選挙の方法については、指名推選によられたい

との動議が提出されました。 

 本動議に賛成の方の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○議長（篠原則）  所定の賛成者があります

ので、動議は成立いたしました。 

 よって、本動議を議題とし、採決をいたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、垂水市選挙管理委員会委員及び同補

充員の選挙の方法は指名推選によられたいとの

動議は可決されました。 

 指名をお願いいたします。 

○川畑三郎議員  先の全員協議会で話し合いが

なされたとおり、選挙管理委員会委員に、垂水

市田神277番地の高野猛氏、垂水市牛根麓2733

番地２の今村富義氏、垂水市柊原734番地２、

岩元勇男氏、垂水市中俣377番地３の後迫洋氏、

以上４名を指名いたします。 

 次に、垂水市選挙管理委員会委員補充員につ

きましては、垂水市南松原町23番地の谷口敏徳

氏、垂水市牛根麓489番地１の脇栄一郎氏、垂

水市海潟595番地１の平野日出生氏、垂水市新

城2299番地２の宮迫光男氏、以上４名を指名い

たします。 

 なお、補充員につきましては、補充の順位が

ございますが、補充の順位は、ただいま指名し

たとおりの順位にしたいと思います。 

○議長（篠原則）   

 お諮りいたします。 

 ただいま指名されました方々を当選人と定め

ることにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、選挙管理委員会委員に、高野猛氏、

今村富義氏、岩元勇男氏、後迫洋氏の４名が、

同補充員に谷口敏徳氏、脇栄一郎氏、平野日出

生氏、宮迫光男氏の４名がそれぞれ当選されま

した。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は全

部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことにご異議ございません

か。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定いたし

ました。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令和

元年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午後１時22分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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